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国民健康保険中央会の許可なく複製、改変を行うことはできません。本書の内容に関しては将来

予告なしに変更することがあります。 
また、本システムにより生じたいかなる損害についても本会では責任を負いかねますのであらか

じめご了解のうえ、システムをご使用ください。 
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1. はじめに 
1.1 マニュアルについて 
1.1.1 目的 

電子請求受付システムに請求情報を送信するためには、簡易入力システム及び取込送信システム
を利用する必要があります。このマニュアルでは、簡易入力システムで事業所の方が行う操作（障
害福祉サービス・障害児支援・地域生活支援事業に関する提供サービスの実績入力、請求情報の作
成・送信等）や、詳細メニュー機能の操作について説明します。 

 

1.1.2 表記の規則 
⑴ 記述形式 
このマニュアルは以下の規則に従って記述されています。 

記述形式 意味 
太字（bold） 特に注意すべき点を示します。 

［ ］ 任意の文字、文章を示します。 
【 】 画面名を示します。 
《 》 項目名を示します。 
＜ ＞ 画面上のボタン（入力フォーム）を示します。 

 「簡易入力システム（障害福祉サービス）」に特有の内容を示します。 
 「簡易入力システム（障害児支援）」に特有の内容を示します。 
 「簡易入力システム（地域生活支援事業）」に特有の内容を示します。 

このマニュアルは原則として Windows 10 及び Microsoft Edge を利用し、「簡易入力システム
（障害福祉サービス）」を使用した場合の画面例を用いています。 

 
⑵ 略称 
このマニュアルは以下の略称を使用しています。 

略称 意味 
国保連合会 国民健康保険団体連合会 
国保中央会 公益社団法人国民健康保険中央会 
サポートソフトウェアインス
トーラ 

電子請求受付システム サポートソフトウェアインストーラ 

 

1.1.3 登録商標 
Microsoft、Windows、Edgeは、Microsoft Corporationの登録商標です。 
Google、Chromeは、Google LLC.の登録商標です。 
その他、本マニュアルに記載されている会社名、製品・サービス名は各社の登録商標、又は商標

です。 
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1.2 電子請求受付システムの動作環境 
電子請求受付システムを利用する際に必要となる動作環境は以下のとおりです。 

項目 内容 
①OS（オペレーティングシス

テム） 
・Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise 
・Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise 

※日本語版のみの対応となります。 
②ブラウザ ・Microsoft Edge 

・Google Chrome 
③ストレージ 電子請求受付システムのセットアップ用に、1GB 以上の空き容量 

（別途データ保存領域が必要） 
④その他 ・電子証明書（電子請求受付システムより発行申請、有償） 

・プリンタ（印刷機能を利用する場合） 
・サポートソフトウェアインストーラ 

（電子請求受付システムよりダウンロードして使用） 
※ 以下に該当する場合、動作保証対象外となります。 

・Microsoft 社によるサポートが終了したバージョンの OS をご利用の場合 
・Microsoft 社、または Google 社によるサポートが終了したバージョンのブラウザをご利用の場合 
・ご使用の端末が OS のシステム要件を満たさない場合 

（システム要件については、Microsoft 社の Web ページをご確認ください。） 
以上の内容は、令和 5年 5月現在の情報となります。最新の動作環境は、電子請求受付システム

の【動作環境】画面を確認してください。【動作環境】画面については「電子請求受付システム 操
作マニュアル（事業所編）」の 3.8.「動作環境」を参照してください。 
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1.3 請求を受け付けるしくみ 
請求を受け付けるしくみを下図に示します。 

  
項目 内容 

1.事業所台帳登録 
【都道府県】 

都道府県（指定権者）は障害福祉サービス事業所等（サービス提供事業所）の
指定を行い、事業所台帳を登録・整備します。 

2.請求書等送付 
【障害福祉サービス提供事業
所⇒国保連合会】 

障害福祉サービス事業所等はサービス提供の翌月に、給付費等の請求情報を、
インターネットを介して国保連合会あてに提出します。 

3.請求受付 
【国保連合会】 

国保連合会は請求情報を受け付けます。 

4.一次審査 
【国保連合会】 

国保連合会は請求内容の一次審査を行い、市町村等に一次審査の結果を送付し
ます。請求情報に誤り等がある場合、障害福祉サービス事業所等に「返戻」と
します（5’）。 

5.二次審査 
【市町村等】 

市町村等は一次審査の結果を基に請求情報を審査し、国保連合会に二次審査結
果を送付します。請求情報に誤り等がある場合、障害福祉サービス事業所等に
「返戻」とします（6’）。 

6.支払通知 
【国保連合会⇒障害福祉サー
ビス提供事業所】 

国保連合会は市町村等の審査の結果に応じ、サービス提供事業所に給付費等の
支払を行う旨を通知します。 
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2. 基本操作 
2.1 注意事項 
簡易入力システムを利用するにあたり、注意していただきたい事項です。 

ご利用前に必ずご確認ください。 

 
⑴ インターネットの接続について 
インターネットの料金体系が従量課金制の場合は、利用時間に応じて課金されます。 
長時間利用する際は注意してください。 
 

⑵ システムの復元について 
システムの復元を行うとパソコンが不安定になり、システムが利用できなくなる可能性がありま

す。Windowsの再インストールが必要となる場合もありますので、システムの復元は行わないよう
にお願いします。 

 
⑶ 通信マークについて 
通信マーク  が表示されているボタンをクリックすると、インターネットを経由した電子請求

受付システムとの通信が行われます。 

 
通信マークが表示されているボタンの例 

インターネットへ接続せずに操作を行うとエラーメッセージが表示されます。 
この場合、インターネットに接続されていることを確認し、再度操作を行ってください。 
エラーメッセージが表示された場合は☞［8.1（31） 「インターネットに接続されていないため、

○○○できません。」というメッセージが表示された。］を参照してください。 
 

⑷ 電子請求受付システムの【ログイン】画面について 
通信マーク  が表示されているボタンをクリックした際、請求情報の送信、又は取得する情報

により、電子請求受付システムの【ログイン】画面による認証が必要となります。 
なお、ログインした情報は、認証後 30分間は保持されるため、2回目以降の【ログイン】画面に

よる認証は省略されます。 
ただし、認証後 30分以内であっても、簡易入力システムをログアウトした場合、【ログイン】画

面による認証が必要となります。 
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2.2 基本操作方法 
画面上で使用する入力や選択などの基本的な操作について説明します。 

 
⑴ テキストボックス 
文字を任意に入力するためのフォームです。 

 
1.入力したいテキストボックスをク
リックします。 

 
2.入力します。入力を確定する場合
は［Tab］キー、又は［Enter］キ
ーを押して入力を確定します。 

 

☝Point! カナの自動設定 
 漢字項目のテキストボックスに入力することにより、カナ項目が自動で設定されます。手順
は以下のとおりです。 
①先に漢字項目を入力します。 

 
②入力を確定させ、次項目に移動します。 
③漢字項目で入力した内容がカナ項目に設定されます。 
 
 
 
※漢字項目に記号（&等）を入力すると、カナ項目にそのままフリガナとして自動設定されて

しまい、エラーとなるので、注意してください。 
※先にカナを入力し、その後で漢字を入力した場合は、カナが上書きされるので、注意してく

ださい。 
※自動設定されたカナが間違っていた場合、カナを直接修正してください。 
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⑵ プルダウンメニュー 
選択肢の中から 1つだけを選択できます。 

 
1.   をクリックすると、一覧が表
示されます。 
一覧より、選択したい文字（数字）
をクリックします。 

 
 
 
2.クリックした文字（数字）が表示さ
れます 

 
 

⑶チェックボックス 
選択肢の中から複数選択することができます。 

 
1. □をクリックし、チェックをつけ
ます。 

 
2.クリックすると☑になります。再
度クリックすると□に戻ります。 

 
 

⑷ ラジオボタン 
複数の選択項目の中から一つだけを選択することができます。 

 
1.選択する項目の   をクリックし
ます。 

 
2.選択した項目の   が、   にな
ります。 

 
 

⑸ フォルダの選択 
処理したいフォルダを選択できます。 

 
1.＜参照＞をクリックします。 
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2.【フォルダーの参照】画面が表示さ
れます。 
選択したいフォルダのフォルダ名
を選択し（右図①）、＜OK＞をク
リックします（右図②）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.選択したフォルダ名が表示されま
す（右図③）。 

 
 
 

⑹ ファイルの選択 
処理したいファイルを選択できます。 

 
1.＜参照＞をクリックします。 
 
 
 
2.前項☞［2.2⑸ フォルダの選択］
の［手順 2.］と同様の手順で、フ
ァイルを保存したフォルダを開き
ます。 
ファイル名を選択し（右図①）、
＜開く（O）＞をクリックします
（右図②）。 

 
 
 
 
 
 

① 

② 

③ 

① 

② 
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3.《ファイル選択》欄に選択したファ
イル名が表示されます（右図③）。 

 
 
 

⑺ スクロール 
画面内で表示しきれない部分があった場合は、上下左右のボタンをクリックすると、全体を見る

ことができます。 
 
1.上下のスクロールの場合、右図①
をクリックすると画面が上に移動
します。右図②をクリックすると
画面が下に移動します。 

 
 
 
 
 
2.左右のスクロールの場合、右図③
をクリックすると画面が左に移動
します。右図④をクリックすると
画面が右に移動します。 

① 

 

② 

③ ④ 

③ 
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2.3 共通操作方法 
簡易入力システムの操作に共通的な表示や方法について説明します。 

 

2.3.1 必須入力項目の表示について 
基本情報設定画面（事業所情報、市町村情報、受給者情報、契約内容情報）の必須入力項目のタ

イトルに［※］が表示されます。必要に応じて、画面タイトルの右端に必須項目についての説明が
表示されます。 

 
 

2.3.2 受給者証番号入力について 
受給者証番号の入力方法には以下の 2通りの方法があります。 

 

（ⅰ）直接入力する 
1.受給者証番号を直接入力します。 
 
2.入力後、［Tab］キー、又は［Enter］
キーを押すと、受給者情報が表示
されます。 

 
 

全項目が必須入力の場合は、画
面タイトルの右端に説明が表示
され、必須入力項目のタイトル
に［※］は表示されません。 

［※］についての説明
が表示されます。 

タイトルに［※］が
表示されます。 
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☝Point! 受給者が複数人いた場合 

 簡易入力システムでは複数の市町村を管理することが可能なため、同一受給者証番号の 
受給者で市町村が特定できない場合は、【受給者検索】画面が表示されます。この場合は、該当
市町村の受給者をクリックし、＜確定＞をクリックします。 

 
【受給者検索】画面 

※同一受給者証番号の受給者のうち、サービス利用を終了した受給者が存在する場合、［サービ
ス利用終了の受給者を表示しない］のチェックボックスが未選択状態で表示されます。 

 

（ⅱ）【受給者検索】画面を使用して入力する 
1.《受給者証番号》欄の＜？＞をクリ
ックします。 

 
2.【受給者検索】画面が表示され、登
録のある受給者が一覧で表示され
ます。該当受給者をクリックし、
＜確定＞をクリックすると選択し
た受給者の情報が表示されます。 
画面下の《すべて》、《ア行》から
《ワ行》、《その他》のタブは、タ
ブ名をクリックすると、その範囲
の受給者のみを絞込んで表示され
ます。 
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☝Point! 受給者の確定 

 受給者証番号を入力した際に、提供年月で登録済情報が存在する場合、受給者情報が表示さ
れ、受給者証番号の修正ができなくなります。再度受給者証番号を入力する場合は、＜クリア＞
をクリックします。 
 
受給者入力前                          受給者入力後 
 

 

☝Point! サービス利用を終了した受給者の表示について 

 【受給者検索】画面について、受給者一覧にサービス利用を終了した受給者が表示される場
合、サービス利用を終了した受給者に［※］が表示されます。 

 
【受給者検索】画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

サービス利用を終了した受給者を
表す［※］が表示されます。 
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2.3.3 情報登録時の確認画面について 
情報を入力後、各入力画面の＜登録＞をクリックすると、入力内容がチェックされ、【確認】画面

が表示されます。 
 

（ⅰ）入力内容が正常な場合 
情報登録時のチェックにてエラーがない場合は、【確認】画面が表示されます。 

 
＜登録＞ 情報を登録済情報として保存します。登録された情報は請求処理の対象とな

ります。 
＜一時保存＞ 情報を一時保存情報として保存します。一時保存された情報は請求処理の対

象となりません。 
＜キャンセル＞ 入力画面に戻ります。 

 

（ⅱ）エラーがある場合 
情報登録時のチェックにてエラーがある場合は、【確認】画面にエラー内容が表示されます。 
サービス提供実績記録入力画面でサービス提供年月が令和 3年 4月以降の場合、エラー内容にエ

ラーコードが表示されます。 

 
＜一時保存＞ 情報を一時保存情報として保存します。一時保存された情報は請求処理の対

象となりません。 
＜キャンセル＞ 入力画面に戻ります。 
＜エラー表示＞ エラー内容を非表示にした場合、再度表示します。 
＜非表示＞ エラー内容を非表示にします。 
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◆エラー表示の画面例◆ 
画面にて、エラー内容とエラー箇所がわかるように、項目の背景色が赤色で表示されます。なお、

エラー箇所の表示は、次回登録時まで表示されます。 

 
 

（ⅲ）警告がある場合 
情報登録時のチェックにて警告がある場合は、【確認】画面に警告の内容が表示されます。エラー

がある場合と異なり、このまま＜登録＞することも可能です。 

 
＜登録＞ 情報を登録済情報として保存します。登録された情報は請求処理の対象とな

ります。 

・［◎］が表示されているエラー内容は、画面上の項目
が赤色で表示されます。 

・【請求明細書】画面の場合は、エラーが発生した画面
に表示が切り替わります。 
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＜一時保存＞ 情報を一時保存情報として保存します。一時保存された情報は請求処理の対
象となりません。 

＜キャンセル＞ 入力画面に戻ります。 
＜エラー表示＞ エラー内容を非表示にした場合、再度表示します。 
＜非表示＞ エラー内容を非表示にします。 
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2.3.4 情報照会について 
過去に作成登録した請求情報を照会・複写したい場合や、登録途中で一時保存した情報の続きを

入力したい場合に使用します。 
各入力画面の＜情報照会＞をクリックすると、【情報照会】画面が表示されます。 
なお、《登録状態》欄の［直接入力中］及び［自動作成］のラジオボタンは、検索対象となるサー

ビス提供実績記録票、又は請求明細書の様式により表示され、選択できます。 

 
【情報照会】画面 

＜複写＞：選択した情報が指定した年月分として複写されます。 
＜照会＞：選択した情報が表示されます。 
＜閉じる＞：入力画面に戻ります。 
 
情報照会の項目は以下のとおりです。 

項目 内容 
提供年月 検索範囲を入力します。 

※初期表示は、【各種請求情報入力】画面の《提供年月》欄に設定した年月を《提
供年月（終了）》欄に表示します。 

市町村名 該当市町村を入力します。（任意選択） 
受給者証番号 受給者を特定したい場合、番号を入力します。（任意入力） 
登録状態（一時保存） 登録途中で一時保存した情報を表示します。 
登録状態（直接入力中） 明細直接入力途中で一時保存した情報を表示します。 

※入力切替が利用できる画面より起動した場合のみ表示されます。対象の画面
については☞［2.3.14 入力切替機能について Point! 入力切替が利用できる
画面について］を参照してください。 

登録状態（自動作成） 自動作成した情報を表示します。 
※【介護給付費・訓練等給付費等明細書入力（様式第二）】画面、【介護給付費・

訓練等給付費等明細書入力（様式第三）】画面及び【特例介護給付費・特例訓
練等給付費等明細書入力】画面より起動した場合のみ表示されます。 

登録状態（未作成） 請求情報が作成されていない情報を表示します。 

登録状態（直接入力中）が表示される場合 
 

 
 
登録状態（自動作成）が表示される場合 
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項目 内容 
登録状態（作成済） 作成済情報を表示します。 
登録状態（すべて） すべての情報を表示します。 
複写先年月 複写先年月を入力します。 

※初期表示は、【各種請求情報入力】画面の《提供年月》欄に設定した年月を《複
写先年月》欄に表示します。 

 

☝Point! サービス利用を終了した受給者の表示について 

 【情報照会】画面について、明細にサービス利用を終了した受給者が表示されている場合、
サービス利用を終了した受給者に［※］が表示されます。 

 
 【情報照会】画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

サービス利用を終了した受給者を表す［※］が表示されます。 
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☝Point! 登録内容の確認が必要な請求情報について 

 【情報照会】画面において、基本情報の修正によって登録内容の確認が必要な請求情報、又
は作成済みの請求情報が存在する場合、明細の背景色が黄緑色で表示され、補足説明が表示
されます。

 
 【情報照会】画面 

※1 明細の背景色が黄緑色の請求情報が存在している状態で再登録せずに請求情報作成、又
は請求情報送信を行った場合、明細の背景色は白色に戻ります。 

※2 明細の背景色が黄緑色の請求情報を選択し、＜照会＞をクリックすると、該当の請求情報
に遷移します。 

 
 

2.3.5 明細追加ボタンについて 
＜明細追加＞をクリックすると明細の追加ができます。 

 
1.明細入力部（実績情報）に入力し、
＜明細追加＞をクリックします。 

 
 
 
 
 

請求情報の再登録後、明細の背景
色は白色に戻ります。（※1） 

明細の背景色が黄緑色で表示されている
場合、補足説明が表示されます。 

基本情報の修正によって登録内容の確認が必要な請求情
報、又は作成済みの請求情報が存在する場合、明細の背景色
が黄緑色で表示されます。（※2） 
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２．入力内容がチェックされ、【確認】
画面、又は【注意】画面が表示さ
れます。入力内容が正常な場合は
【確認】画面が表示されます。 

 
 
 

＜OK＞：明細が追加されます。 
＜キャンセル＞：入力画面に戻ります。 

 
3.エラーがある場合は【注意】画面が
表示されるので、＜OK＞ をクリ
ックします。実績情報を修正して
再度 ＜明細追加＞ をクリックし
ます。 

 
 
 
4.明細表示部に入力した情報が追加
されるので、確認します。 

 
 
 
 
 
 
 

☝Point! 明細追加した場合の画面表示について 

明細の追加位置によって、画面上に表示されない場合があります。 
その場合は明細表示部右側の  、又は  をクリックし、画面を移動させてください。 
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2.3.6 明細修正ボタンについて 
＜明細修正＞をクリックすると明細の修正ができます。 

 
1.修正したい明細行の《選択》欄をダ
ブルクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
2.選択した明細行が水色になり、実
績情報に明細情報が表示されます。 

 
 
 
 
 
 
3.修正内容を入力し、＜明細修正＞ 
をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
4.入力内容がチェックされ、【確認】
画面、又は【注意】画面が表示さ
れます。入力内容が正常な場合は
【確認】画面が表示されます。 

 
 
 

＜OK＞：明細が修正されます。 
＜キャンセル＞ ：入力画面に戻ります。 

 
 

明細表示部の行を選択したい場合は、  をダブルクリックしま
す。 
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5.エラーがある場合は【注意】画面が
表示されるので、実績情報を修正
して再度＜明細修正＞ をクリッ
クします。 

 
 
 
6.明細表示部に修正された明細が表
示されるので、確認します。 

 
 
 
 
 
 

2.3.7 明細削除ボタンについて 
＜明細削除＞ をクリックすると明細の削除ができます。 

 
1.削除したい明細行の《選択》欄をダ
ブルクリックします。 
明細表示部の行を選択したい場合
は［▶］をダブルクリックします。 

 
 
 
 
2.選択された明細行が水色になり、
実績情報に明細情報が表示されま
す。 
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3.＜明細削除＞をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.8 明細クリアボタンについて 
＜明細クリア＞をクリックすると明細入力部の内容をすべてクリアすることができます。 
明細を 1件ずつ追加表示していく形式の画面とカレンダー形式の画面では、クリアする範囲が異

なります。 
 

（ⅰ）明細を 1件ずつ追加表示していく形式の画面の場合 
1.＜明細クリア＞をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.明細入力部がクリアされるので、
確認します。 

 
 
 
 
 
 
 

（ⅱ）カレンダー形式の画面の場合 
1.＜明細クリア＞をクリックします。 
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2.【確認】画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 

＜OK＞：明細入力部がクリアされます。 
＜キャンセル＞：入力画面に戻ります。 

 
3.明細入力部に入力した内容がすべ
てクリアされるので、確認します。 

 
 
 
 
 

2.3.9 決定サービスコード入力について 
決定サービスコードの入力方法には以下の 2通りの方法があります。 

 

（ⅰ）直接入力する 
1.決定サービスコードを直接入力し
ます。 

 
2.入力後、［Tab］キー、又は［Enter］
キーを押すと、サービス内容が表
示されます。 
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（ⅱ）【決定サービスコード検索】画面を使用して入力する 
1.《決定サービスコード》欄の＜？＞ 
をクリックします。 

 
2.【決定サービスコード検索】画面が
表示されます。 
《基準日》欄に以下の日付が初期
設定され、《基準日》欄の日付時点
で有効な決定サービスコードが表
示されます。 
・システム日付が 15 日以前の場
合⇒前月の末日 

・システム日付が 16 日以降の場
合⇒当月の末日 

入力したい決定サービスコードが
一覧に表示されていない場合は、
《基準日》欄の日付を該当の決定
サービスコードの有効期間内に変
更し、＜検索＞をクリックします。 

 
 
3.決定サービスコードを選択します。
該当の決定サービスコードをクリ
ックし、＜確定＞をクリックする
と選択した決定サービスコードの
情報が表示されます。 
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4.【決定サービスコード検索】画面で
選択したサービスコードの情報が
表示されます。 

 
 

2.3.10 支給決定サービスコード入力について 
支給決定サービスコードの入力方法には以下の 2通りの方法があります。 

 

（ⅰ）直接入力する 
1.支給決定サービスコードを直接入
力します。 

 
2.入力後、［Tab］キー、又は［Enter］
キーを押すと、サービス内容が表
示されます。 

 
 

（ⅱ）【支給決定サービスコード検索】画面を使用して入力する 
1.《支給決定サービスコード》欄の
＜？＞をクリックします。 

 
2.【支給決定サービスコード検索】画
面が表示されます。 
《基準日》欄に以下の日付が初期
設定され、《基準日》欄の日付時点
で有効な支給決定サービスコード
が表示されます。 
・システム日付が 15 日以前の場
合⇒前月の末日 

・システム日付が 16 日以降の場
合⇒当月の末日 

 
3.入力したい支給決定サービスコー
ドが一覧に表示されていない場合
は、《基準日》欄の日付を該当の支
給決定サービスコードの有効期間
内に変更し、＜検索＞をクリック
します。 



2.3 共通操作方法 

32 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

4.支給決定サービスコードを選択し
ます。該当の支給決定サービスコ
ードをクリックし、＜確定＞をク
リックすると選択した支給決定サ
ービスコードの情報が表示されま
す。 

 
 
 
 
 
5.【支給決定サービスコード検索】画
面で選択したサービスコードの情
報が表示されます。 

※【支給決定サービスコード検索】
画面で表示されるサービスコード
は☞［4.4.1.3 受給者情報（支給決
定）を登録する］で登録したサー
ビスコードのみです。 

 
 

2.3.11 時間の入力について 
時間の入力は以下の方法で入力します。 

 

（ⅰ）明細を 1件ずつ追加表示していく形式の画面の場合 

 
（ⅰ）入力 10:30 ⇒ 10:30 
（ⅱ）4桁入力 1000 ⇒ 10:00 
（ⅲ）2桁入力 10 ⇒ 10:00 
（ⅳ）1桁入力 1 ⇒ 01:00 
（ⅴ）3桁入力 101 ⇒ 10:10 
（ⅵ）3桁入力 093 ⇒ 09:30 
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（ⅱ）カレンダー形式の画面の場合 

 
（ⅰ）入力 10:30 ⇒ 10:30 
（ⅱ）4桁入力 1000 ⇒ 10:00 
（ⅲ）2桁入力 10 ⇒ 10:00 
（ⅳ）1桁入力 1 ⇒ 1:00 
（ⅴ）3桁入力 101 ⇒ 10:10 
（ⅵ）3桁入力 093 ⇒ 9:30 

 
 

2.3.12 コピー・貼り付け、一括削除機能について 
画面上に入力された内容をコピーして、貼り付けることができます。また、入力された内容を範

囲選択して一括削除することができます。 
 

（ⅰ）コピー・貼り付け 
画面上に入力された内容を選択し、各入力画面の＜コピー＞をクリックすることで、コピーがで

きます。コピーした内容は、＜貼り付け＞をクリックすることによって貼り付けることができます。 
 

⑴ コピー・貼り付けの操作 
 
1.明細入力部でコピーしたい内容を
選択して、＜コピー＞ をクリック
します。 

 
 
 
2.貼り付けたい場所を選択して、
＜貼り付け＞をクリックします。 
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3.コピーした内容が貼り付けられま
す。 

 
 
 
 

☝Point! 貼り付け場所を複数箇所選択する方法について 

 貼り付け場所を複数箇所選択して、貼り付けることができます。 

 
 

 
⑵ コピーの操作ができないケース 

 
ａ）明細入力部が非表示になってい
る場合 

 
 
 
 
ｂ）入力不可の項目のみを選択して
いる場合 

 
 
 
ｃ）連続しない複数項目を選択して
いる場合 

 
 
 
 
 
 
 

［Ctrl］キーを押しながら明細
入力部をクリックする 

①を選択した場合はコ
ピーできません。 

① 

① 

② 

コピー元として①と
②を同時に選択する
ことはできません。 
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⑶ 貼り付けの操作ができないケース 
 
ａ）コピーしていない場合 
 
ｂ）コピーした内容を解除した場合 
 
 
ｃ）入力不可の項目に貼り付ける場
合 

※入力可能な項目が貼り付け先に一
つでも含まれている場合は、入力
可能な項目にのみコピーした内容
が貼り付けられます。 

 
ｄ）コピー元と異なる列へ貼り付け
る場合 

 
 
 

☝Point! コピー・貼り付けの方法について 

 ＜コピー＞と＜貼り付け＞を使用する方法以外にも、ショートカットキーやマウスの右クリ
ックメニューでコピー・貼り付けを行うことができます。 
①ショートカットキーを使用する場合 
 コピーしたい内容を選択して、［Ctrl］キーを押しながら［C］キーを押します。 
 貼り付け先を選択して、［Ctrl］キーを押しながら［V］キーを押します。 
②マウスの右クリックを使用する場合 
 明細入力部でマウスの右ボタンをクリックすると、［コピー（Ctrl+C）］、［貼り付け（Ctrl+V）］
のメニューが表示されます。 
 コピーしたい内容を選択後、明細入力部でマウスの右ボタンをクリックして、メニューから
［コピー（Ctrl+C）］をクリックします。貼り付け先を選択後、再度明細入力部でマウスの右ボ
タンをクリックして、メニューから［貼り付け（Ctrl+V）］をクリックすると、貼り付けること
ができます。 

 
 

 

マウスの右ボタンをクリック
すると、コピー・貼り付けの
メニューが表示されます。 

コピーしていない場合、貼り付けボタ
ンが使用できません。 

入力できない箇所に、コピー元を貼り
付けることはできません。 

入力できる形式及び値が異な
るため、貼り付けできません。 
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☝Point! コピーの解除について 

  コピーした後に、提供年月や受給者を変更した場合など、明細入力部の表示内容を変更させ
る操作を行った場合には、コピーした内容が解除されます。コピーした内容が解除された場合
は、再度コピーする内容を選択し直してください。 

 

（ⅱ）一括削除 
画面上に入力された内容を範囲選択し、［Delete］キー、又は［BackSpace］キーを押すことで、

入力された内容を一括して削除します。 
 

1.明細入力部で削除したい内容を範
囲選択して、［Delete］キー又は
［BackSpace］キーを押します。 

※［Ctrl］キーを押しながら削除した
い項目をクリックすることで、複
数箇所を選択することができます。 
詳細については☞［2.3.12 Point! 
貼り付け場所を複数箇所選択する
方法について］を参照してくださ
い。 

 
2.選択した範囲内の内容が一括して
削除されます。 

 
 
 
 
 
 
 

☝Point! コピー・貼り付け、一括削除機能が利用できる画面について 
 コピー・貼り付け及び一括削除機能については、カレンダー形式の実績記録票入力画面で利
用することができます。カレンダー形式の実績記録票入力画面には、主に以下があります。 

 
・【短期入所サービス提供実績記録入力】画面 
・【生活介護サービス提供実績記録入力】画面 
・【施設入所支援提供実績記録入力】画面 
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・【自立訓練（機能訓練）サービス提供実績記録入力】画面 
・【自立訓練（生活訓練）サービス提供実績記録入力】画面 
・【宿泊型自立訓練サービス提供実績記録入力】画面 
・【自立生活援助提供実績記録入力】画面 
・【就労移行支援提供実績記録入力】画面 
・【就労継続支援提供実績記録入力】画面 
・【就労定着支援提供実績記録入力】画面 
・【共同生活援助サービス提供実績記録入力（様式 18-1）】画面 

・【地域移行支援提供実績記録入力】画面 
・【地域定着支援提供実績記録入力】画面 

 
・【障害児施設支援（入所）提供実績記録入力】画面 
・【障害児施設支援（通所）提供実績記録入力】画面 
・【障害児入所支援提供実績記録入力】画面 
・【児童発達支援提供実績記録入力】画面 
・【医療型児童発達支援提供実績記録入力】画面 
・【放課後等デイサービス提供実績記録入力】画面 
・【保育所等訪問支援提供実績記録入力】画面 
・【居宅訪問型児童発達支援提供実績記録入力】画面 

 
 

2.3.13 戻るボタンについて 
＜戻る＞をクリックすると画面を終了します。 
画面内の＜戻る＞をクリックすると、【確認】画面が表示される場合があります。 

 

 
＜OK＞をクリック⇒編集中の内容を保存せずに画面を終了します。 
＜キャンセル＞をクリック⇒入力画面に戻ります。 
編集中の内容を保存する場合は、＜登録＞をクリックします。 
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2.3.14 入力切替機能について 
明細表示部の入力方法を切り替えることができます。 
明細直接入力の状態を［ON］に切り替えることで、明細表示部を直接入力することができます。 
また、明細直接入力の状態が［OFF］の場合と［ON］の場合で、画面上で入力及び使用できる項

目が異なります。 
なお、初期表示は、明細直接入力の状態が［OFF］で表示されます。 

 

（ⅰ）明細直接入力の状態が［OFF］の場合 
・《提供年月》欄、《受給者証番号》欄、明細入力部が入力できます。 
・明細表示部は直接入力できません。 

 
①明細直接入力ON 
 ＜明細直接入力 ON＞をクリックすると、明細直接入力の状態が［ON］となり、明細表示部
を直接入力できるようになります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 
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（ⅱ）明細直接入力の状態が［ON］の場合 
・《提供年月》欄、《受給者証番号》欄、明細入力部は入力できません。 
・明細表示部が直接入力できます。 
・入力を補助するためのボタンが入力切替部に表示されます。 

 
①明細直接入力OFF 

＜明細直接 OFF＞をクリックすると、明細直接入力の状態が［OFF］となり、明細表示部
の直接入力ができなくなります。 

 
②行追加 
 明細表示部で選択した行の上に空白行を追加します。 
1.明細表示部で空白行を追加したい行を選択して、＜行追加＞をクリックします。 

 
 ※行全体を選択していない場合、項目が選択されている行を対象とします。 
 ※右クリックメニューの［行追加］でも行追加できます。 
 
 
 
 
 

① ⑤ ④ ③ ② ⑥ ⑦ 

⑧ 
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2.選択した行数分、空白行が追加されます。 

 
 ※連続しない行を選択した場合、行追加できません。 
 
③行削除 
 明細表示部で選択した行を削除します。 
1.明細表示部で削除したい行を選択して、＜行削除＞をクリックします。 

 
 ※行全体を選択していない場合、項目が選択されている行を対象とします。 
 ※連続しない行を選択した場合でも、行削除できます。 
 ※右クリックメニューの［行削除］でも行削除できます。 
2.選択した行が削除されます。 

 
 
④行コピー 
 明細表示部で選択した行をコピーします。 
1.明細表示部でコピーしたい行を選択して、＜行コピー＞をクリックします。 

 
 ※行全体を選択していない場合、項目が選択されている行を対象とします。 
 ※連続しない行を選択した場合、行コピーできません。 

※右クリックメニューの［行コピー］でも行コピーできます。 
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⑤行貼り付け 
 コピーした行を、選択した行の上に追加します。 
1.明細表示部で貼り付けたい行を選択して、＜行貼り付け＞をクリックします。 

 
 ※行全体を選択していない場合、項目が選択されている行を対象とします。 
 ※右クリックメニューの［行貼り付け］でも行貼り付けできます。 
2.コピーした行が追加されます。 

 
 ※行を選択していない場合、行貼り付けできません。 
 
⑥項目コピー 
 明細表示部で選択した項目をコピーします。 
1.明細表示部でコピーしたい項目を選択し、＜項目コピー＞をクリックします。 

 
 ※連続しない項目を選択した場合、項目コピーできません。 
 ※［Ctrl］＋［C］キー、又は右クリックメニューの［項目コピー］でも項目コピーができ

ます。 
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⑦項目貼り付け 
 コピーした項目を、選択した項目に貼り付けます。 
1.明細表示部で貼り付けたい項目を選択し、＜項目貼り付け＞をクリックします。 

 
2.コピーした項目が貼り付けされます。 

 
 ※コピー元と同じ列（範囲）を指定する必要があります。 
 ※貼り付け範囲の左上の項目のみ選択した場合でも項目貼り付けができます。 
 ※項目を選択していない場合、項目貼り付けできません。 
 ※［Ctrl］＋［V］キー、又は右クリックメニューの［項目貼り付け］でも項目貼り付けが

できます。 
 
⑧新規入力行 
 明細表示部の最終行に、新規で入力するための行を表示します。 
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（ⅲ）入力可否について 
明細直接入力の状態が［ON］の場合、明細表示部において、自動計算される項目は、入力不可と

なります。 
 

 
【居宅介護サービス提供実績記録入力】画面 

 
項目 入力可否 入力方法 

No. × 自動計算 
提供通番 × 自動計算 
日付 ○ 直接入力 
回数 ○ 直接入力 
サービス内容 ○ プルダウンメニュー（［身体］［通院（伴う）］［家事］［通院

（伴ず）］［乗降］） 
運転 ○ プルダウンメニュー（［空白］［運転］） 
ヘルパー資格 ○ プルダウンメニュー（［初任者等］［基礎等］［重訪］） 
サービス提供時間 ○ 直接入力 
提供時間数 ○ 直接入力 
算定時間数 × 自動計算 
派遣人数 ○ 直接入力 
前月継続サービス ○ プルダウンメニュー（［空白］［継続］） 
初回加算 ○ 直接入力 
緊急時対応加算 ○ 直接入力 
福祉専門職員等連携加算 ○ 直接入力 
同一建物減算 ○ 直接入力 
備考 ○ 直接入力 
○：入力可能  ×：入力不可 
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（ⅳ）明細の入力チェックについて 
明細直接入力の状態が［ON］の場合、入力した明細内容に対して、以下のタイミングでチェック

が行われます。 
 

⑴ 項目入力時 
項目を入力後、他の項目を選択したタイミングでチェックが行われます。 
 

⑵ ＜明細直接入力OFF＞ クリック時 
明細直接入力の状態を［ON］から［OFF］に変更したタイミングで、明細表示部の入力内容のチ

ェックが行われます。 
 

☝Point! 明細直接入力の状態を変更した場合について 
 明細直接入力の状態を［ON］から［OFF］に変更した際に、明細表示部に入力された内容に
エラーがある場合、【注意】画面が表示されます。 

 
 ＜OK＞をクリックするとエラーとなった項目の背景色が赤色で表示されます。 

 
 また、エラーとなった項目をクリックすると、エラー内容がステータスバーに表示されます。 
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（ⅴ）直接入力時の登録について 
明細直接入力の状態が［ON］の時に、＜登録＞ をクリックした場合、入力した明細情報の内容

はチェックされず、一時保存で登録され、登録状態は［直接入力中］となります。 
［直接入力中］の情報を照会した場合、明細直接入力の状態が［ON］として表示されます。 
正常登録するためには、明細直接入力の状態を［OFF］にして登録する必要があります。 

 
1.明細直接入力の状態が［ON］の状
態で、＜登録＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.【確認】画面が表示されます。＜一
時保存＞をクリックします。 

 
 
 
 
3.［手順 2.］で一時保存した情報を
照会します。 
明細直接入力の状態が［ON］の状
態で一時保存した情報は、【情報照
会】画面の《登録状態》欄に［直
接入力中］として表示されます。
＜照会＞をクリックします。 
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4.選択した情報が画面に表示されま
す。明細表示部は明細直接入力の
状態が［ON］で表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☝Point! 入力切替が利用できる画面について 
 入力切替機能については、以下のサービス提供実績記録入力画面で利用することができます。 
・【居宅介護サービス提供実績記録入力】画面 
・【行動援護サービス提供実績記録入力】画面 
・【重度訪問介護サービス提供実績記録入力】画面 
・【重度障害者等包括支援サービス提供実績記録入力】画面 
・【同行援護サービス提供実績記録入力】画面 
・【共同生活援助サービス提供実績記録入力（様式 18-2）】画面 
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2.3.15 簡易入力システムのバージョン確認について 
簡易入力システムのバージョン情報及び各機能のバージョン情報を確認します。 
バージョンの確認については、以下（ⅰ）～（ⅲ）の方法で確認できます。 
 

（ⅰ）各画面でバージョンを確認する 
1.簡易入力システムのバージョン確
認は、各画面の《ステータスバー
部》の右端に常時表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 

（ⅱ）【バージョン情報】画面でバージョンを確認する 
1.各画面の《メニューバー部》の《バ
ージョン（V）》より、《バージョン
情報（A）》をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
2.【バージョン情報】画面が表示され
ます。現在利用している簡易入力
システムのバージョン情報が表示
されます。また、各機能のバージ
ョンを確認する場合は、＜システ
ム情報＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 

現在表示している機能の画面名とバージョンが表示されま
す。 
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3.各機能のバージョン情報が一覧表
示されるので、確認します。 

※＜非表示＞をクリックすると、各
機能のバージョン情報が非表示に
なります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.＜OK＞をクリックすると、【バー
ジョン情報】画面を終了します。 
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（ⅲ）スタートメニューからバージョンを確認する 
1.  をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.表示されたアプリの一覧から、《障
害者総合支援》→《バージョン情
報》をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.【電子請求受付システム - バージ
ョン情報】画面が表示され、各シ
ステムのバージョンが表示されま
す。 

※パソコンにインストールされてい
る電子請求受付システム関連のソ
フトウェアのみ、ソフトウェア名
とバージョンが表示されます。 
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4.＜OK＞をクリックし、【電子請求
受付システム - バージョン情報】
画面を終了します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.16 単位数表標準マスタのバージョン情報について 
単位数表標準マスタのバージョン情報は、各画面の《ステータスバー部》の右端に常時表示され

ます（ただし、地域生活支援事業では表示されません）。現在使用している単位数表標準マスタがい
つの単位数表標準マスタかを確認することができます。 

 

  
 

📖📖Column 単位数表標準マスタのバージョンについて 
 単位数表標準マスタのバージョンは、［単位数表標準マスタの日付 8 桁］＋［連番 2 桁］＋
［チェック用の数値 1 桁］の 11 桁の数値で構成されます。上の画面の単位数表標準マスタの
バージョンは、バージョン情報から 2018 年 10 月 22 日に発行された 1 つ目の単位数表標準マ
スタということが確認できます。 
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2.3.17 項目の並べ替え方法について 
一覧表のタイトルに下線がついている場合、クリックするたびに昇順／降順で並べ替えることが

できます。 
 

1.下線がついている項目をクリック
すると昇順で並べ替えます。 

 
 

  ： 昇順で並んでいます。 
  ： 降順で並んでいます。 
 ※  及び  は、表示されていない場合もあります 

2.もう一度クリックすると、降順で
並べ替えます。 
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2.3.18 列幅の変更について 
【基本情報入力内容確認】画面について、タイトルの列幅を変更することができます。 
タイトルの境界線を直接変更するか、ダブルクリックすることにより、列幅を変えて表示するこ

とができます。 
 

（ⅰ）直接変更する 
1.タイトルの境界線にマウスをあわ
せて、マウスポインタが  にな
る位置でクリックをしたまま保持
します。 

 
2.そのまま左右にマウスを移動する
ことで、列幅を変更することがで
きます。 

 
 

（ⅱ）ダブルクリックする場合 
1.タイトルの境界線にマウスをあわ
せて、マウスポインタが  にな
る位置でダブルクリックします。 

 
 
 
2.列幅が表示名称の最大幅にあわせ
て変更されます。 
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2.4 画面の説明 
基本的な画面の構成を下図に示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
例：【居宅介護サービス提供実績記録入力】画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①《ヘッダー部》 
該当受給者の情報が表示されます。
＜？＞をクリックすると【受給者検
索】画面が表示され、受給者が入力で
きます。☞［2.3.2 受給者証番号入力
について］ 

②《明細入力部》 
各項目を入力し、＜明細追加＞
をクリックすると、《明細表示
部》に反映されます。 

③《登録ボタン部》 
 ＜情報照会＞ ···· 作成中情報や過去情報を参照でき、その情報

を複写できます。☞［2.3.4 情報照会につい
て］ 

 ＜登録＞ ···· 入力内容のチェック後、登録します。 
☞［2.3.3 情報登録時の確認画面について］ 

 ＜クリア＞ ···· 画面の初期化を行います。情報の削除はでき
ません。 

 ＜削除＞ ···· 画面に表示している登録済情報を削除しま
す。 

 ＜戻る＞ ···· 情報を保存せずに画面を終了します。 

⑤ 

 ① 

④  

⑥ 

③ 

② 

⑥《明細登録ボタン部》 
 ＜明細追加＞ ··· 明細入力部の情報を追加登録します。 

☞［2.3.5 明細追加ボタンについて］ 
 ＜明細修正＞ ··· 明細入力部の情報を修正します。 

☞［2.3.6 明細修正ボタンについて］ 
 ＜明細削除＞ ··· 明細入力部の情報を削除します。 

☞［2.3.7 明細削除ボタンについて］ 
＜明細クリア＞ 明細入力部の情報をクリアします。 

☞［2.3.8 明細クリアボタンについて］ 

④《入力切替部》 
＜明細直接入力 ON＞をクリック
すると、明細直接入力の状態が［Ｏ
Ｎ］になります。☞［2.3.14 入力
切替機能について］ 

⑤《明細表示部》 
入力した情報を表示します。修正したい
場合は、《選択》欄の［▶］をダブルク
リックすると、明細入力部に反映され、
選択した明細行の背景色を水色で表示
します。 
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使用機器の解像度により、画面の高さ及び明細の表示行数が変わります（下図）。 
 

 
例：【居宅介護サービス提供実績記録入力】画面 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

☝Point! チュートリアル機能について 
 メニューバーから【チュートリアル】画面を起動すると、表示された画面についての業務的
な内容の説明等を参照しながら操作を行うことができます。☞［9.2.4 チュートリアルを起動
する］ 

⑦ 

⑦《明細登録ボタン部》 
 ＜明細直接入力 OFF＞ ···· クリックすると、明細直接入力の状態が［OFF］になります。 
 ＜行追加＞ ···· 明細表示部で選択した行の上に空白行を追加します。 
 ＜行削除＞ ···· 明細表示部で選択した行を削除します。 
 ＜行コピー＞ ···· 明細表示部で選択した行をコピーします。 
 ＜行貼り付け＞ ···· コピーした行を、選択した行の上に追加します。 
 ＜項目コピー＞ ···· 明細表示部で選択した項目をコピーします。 
 ＜項目貼り付け＞ ···· コピーした項目を、選択した項目に貼り付けます。 

画面解像度の大きさにあわせて、簡易入力システムの
サービス提供実績記録入力画面の高さを変更します。 
解像度が大きい程、表示行が多くなります。 
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2.5 メニュー画面 
起動すると表示される【詳細メニュー】画面、もしくは【通常メニュー】画面から、各種操作を行うこと

ができます。ここでは、2つのメニュー画面の概要を説明します。 

 

2.5.1 詳細メニュー画面 
【詳細メニュー】画面を下図に示します。 

 
 
 
 
 
 
 

 
【詳細メニュー】画面 

 
 
 
 
 

③通常メニューへ 
クリックすると【通常メニュー】
画面に切り替わります。 

①最新バージョン 
・利用されている簡易入力システムより新しいバージョンがリリース
されている場合、バージョンアップを促すメッセージを表示します。 

・利用されている簡易入力システムが最新のバージョンである場合、最
新のバージョンであるというメッセージを表示します。 

②お知らせ 
簡易入力システムについてのお知らせを表示します。 

⑥ ⑤ 

③ 

①  

② 

  

 

⑥新着情報取得 
クリックすることで、電子請
求受付システムから新着情
報を取得します。 

⑤新着情報自動取得 
・チェックボックスを選択した場合、【詳細メニュー】画面を表示した
際に自動的に電子請求受付システムから新着情報を取得します。 

・チェックボックスを選択していない場合、新着情報自動取得機能が無
効になり、＜新着情報取得＞が表示されます。 

④ 
 

④お知らせ情報 
【お知らせ情報】画面
を表示します。☞［2.9 
お知らせ情報］ 
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2.5.2 通常メニュー画面 
【通常メニュー】画面を下図に示します。 

 
 
 
 

 
【通常メニュー】画面 

 
 

☝Point! 起動時に表示されるメニュー画面について 

 次回簡易入力システム起動時は、前回ログアウト時のメニュー画面が表示されます。 
 なお、本マニュアルでは、原則として【詳細メニュー】画面からの操作を説明します。 

 

詳細メニューへ 
クリックすると【詳細メニュー】
画面に切り替わります。 
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2.6 起動と終了 
簡易入力システムを利用するためには起動とログインが、利用後はログアウトと終了が必要です。 

ここでは、簡易入力システムの起動とログイン、ログアウトと終了の操作方法について説明します。 

 

2.6.1 起動してログインする 
 
1.デスクトップにある簡易入力シス
テムのショートカットをダブルク
リックします。 

 
2.【事業所選択】画面が表示されま
す。 

※簡易入力システムにログインする
ためには事業所情報が登録されて
いる必要があります。登録されて
いない場合は☞［4.1.1 事業所情
報の登録］の操作方法に従って登
録してください。 

 
3.《事業所番号》欄の  をクリッ
クします。 

 
4.事業所番号が一覧で表示されます。
一覧より事業所番号をクリックし
ます。 

 
 
 
 
5.《事業所番号》欄に選択した事業所
番号が、《事業所名》欄に事業所名
が表示されます。 
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6.《パスワード》欄をクリックし、簡
易入力システムへログインするた
めの［パスワード］を入力します。 

 
 
 
 

・パスワードは、［*］で表示されます。 
・入力するパスワードは、新規事業所登録をする際、又はその後、

パスワード変更をした場合のパスワードを入力します。 
 
7. 《パスワード》欄の入力が終わり
ましたら、＜ログイン＞をクリッ
クします。 

 
 
 

 

8.【詳細メニュー】画面（もしくは
【通常メニュー】画面）が表示さ
れます。 
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2.6.2 ログアウトして終了する 
 
1.簡易入力システムを終了する場合、
【詳細メニュー】画面で＜ログア
ウト＞をクリックします。 

※【通常メニュー】画面を使用して
いる場合、同様に【通常メニュー】
画面で＜ログアウト＞をクリック
します。 

 
 
 
 
 
 
 
2.【事業所選択】画面に戻ります。 
＜システムの終了＞をクリックし、
簡易入力システムを終了します。 

 
 
 
 
 
3.データのバックアップについて
【確認】画面が表示されます。 

 
 
 
 

＜OK＞をクリックした場合： 
 バックアップを行ってから、システムを終了します。 
＜キャンセル＞をクリックした場合： 
 バックアップを行わず、システムを終了します。 
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☝Point! 簡易入力システムの終了時におけるデータ量のチェックについて 

 簡易入力システムを終了すると、【警告】画面が表示される場合があります。【警告】画面で 
＜OK＞をクリックすると、【データバックアップ】画面が表示されるので、過去情報の削除を
行います。データのバックアップの操作方法については、☞［4.9.1 データのバックアップを
行う］を参照してください。 

 

⚠Caution! バックアップの確認について 
 バックアップの確認は、本日分の初回にのみ表示されます。同一日に既にバックアップを行
っている場合、［手順 3．］の【確認】画面は表示されません。 

 

⚠Caution! バックアップ時のデータの破損チェックについて 
 データのバックアップ時に行われるデータの破損チェックにおいて、データが破損している
場合、【警告】画面が表示されます。 

 
 【警告】画面で ＜OK＞をクリックすると、バックアップを行わず、簡易入力システムを終
了します。 
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2.7 パスワードの変更 
簡易入力システムのパスワードは、初期値として［0000］が設定されているので、変更が必要となります。 

ここでは、簡易入力システムで使用するパスワードを変更する操作方法について説明します。 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.【基本情報設定】画面で＜事業所情
報＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚠Caution! パスワードの紛失に注意 
 設定したパスワードは、ログインで使用するため、忘れないように管理してください。 
 変更したパスワードを忘れてしまった場合、簡易入力システムの再インストール及び基本情
報、請求情報の再入力が必要となるので注意してください。 
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3.【事業所情報（基本）】画面が表示
されます。 
《パスワード》欄に変更するパス
ワードを入力し、＜登録＞をクリ
ックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. 入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 

 
5. 事業所情報（基本）が保存され、
【情報】画面が表示されます。 
＜OK＞をクリックします。 

 
6.【事業所情報（基本）】画面で＜戻
る＞をクリックし、【基本情報設定】
画面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 

 
 

☝Point! パスワードの入力について 
①パスワードには、10 桁以内の英数字を入力します。 
②パスワードには、数値とアルファベット（大文字・小文字）以外は入力できません。 
③パスワードは大文字と小文字を区別します。大文字は大文字、小文字は小文字で正確に入力

しないとログインできません。 
大文字・小文字の入力を切り替える場合は、［Shift］キーを押しながら入力します。 

④入力したパスワードは［*］（アスタリスク）で表示されます。 
⑤パスワードを変更した場合、次回からは新しいパスワードでログインしてください。 

 

 



2.8 アップデートの確認 

63 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

2.8 アップデートの確認 
 

2.8.1 自動でアップデートを確認する 
 
1.簡易入力システムを起動します。
「アップデートの確認」が自動で
行われます。 
最新バージョンがリリースされて
いるかをチェックするために、電
子請求受付システムと通信が行わ
れます。チェック中は、【最新バー
ジョンチェック】画面が表示され
ます。 

※簡易入力システムの起動方法につ
いては☞［2.6.1 起動してログイ
ンする］を参照してください。 

 

☝Point! 「アップデートの確認」が行われない場合について 
 簡易入力システムの起動時に行われる「アップデートの確認」は以下の場合行われません。 
①【自動アップデート設定】画面で［手動でアップデートを確認する］を選択している場合 
②事業所情報の登録件数が 0 件の場合 
③同一日にすでに「アップデートの確認」が行われていた場合（「アップデートの確認」は、1

日 1 回だけ行われます） 
 上記の場合、そのまま【事業所選択】画面が表示されます。 

 
2.「アップデートの確認」の結果、最
新バージョンへのアップデート処
理が必要な場合、最新バージョン
へアップデート処理を行うことを
通知する【情報】画面が表示され
ます。＜OK＞をクリックすると、
アップデート処理が行われます。 

※最新バージョンへのアップデート
処理が不要な場合、【情報】画面は
表示されず、【事業所選択】画面が
表示されます。 
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☝Point! 「アップデートの確認」時のメッセージについて 
「アップデートの確認」の結果によっては、［手順 2.］の際に以下の画面が表示される場合が

あります。 
 

①【自動アップデート設定】画面で［手動でアップデートを確認する］を選択している場合 

 
 アップデート処理を行う場合、＜OK＞をクリックします。アップデート処理を行わない場
合、＜キャンセル＞をクリックします。【事業所選択】画面が表示されます。 
 
②最新バージョンがリリースされていることを通知する【情報】画面 

 
 ＜OK＞をクリックすると、【事業所選択】画面が表示されます。自動でアップデート処理は
行われないため、手動で電子請求受付システムよりインストーラをダウンロードし、インスト
ールを行います。 

 
3.電子請求受付システムよりインス
トーラが自動でダウンロードされ
ます。ダウンロード中は、【ダウン
ロード】画面が表示されます。 

 
 
4.ダウンロードされたインストーラ
から最新バージョンの簡易入力シ
ステムが自動でインストールされ
ます。インストール中は、【インス
トール】画面が表示されます。 

 
5.インストールが終了すると、【情報】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックすると、【事業所選択】画面
が表示されます。 
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☝Point! ユーザーアカウント制御画面について 
 インストールが行われる前に【ユーザーアカウント制御】画面が表示される場合があります。 

 
 【ユーザーアカウント制御】画面が表示された場合、＜はい＞をクリックすることで、イン
ストールが行われます。 

 

☝Point! 「次回以降、このメッセージを表示しない」設定について 
 【確認】画面、又は【情報】画面において、「次回以降、このメッセージを表示しない」のチ
ェックボックスにチェックをつけた場合、次回以降の「アップデートの確認」時に【情報】画
面及び【確認】画面が表示されないよう設定できます。 
 ただし、より新しいバージョンの簡易入力システムがリリースされた場合、再度【確認】画
面及び【情報】画面が表示されるようになります。 

 
【確認】画面 
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2.8.2 手動でアップデートを確認する 
 
1.簡易入力システムの各画面の《メ
ニューバー部》の《バージョン
（V)》より、《アップデートの確認
(U)》をクリックします。 

 
2.最新バージョンがリリースされて
いるかをチェックするために、電
子請求受付システムと通信が行わ
れます。チェック中は、【最新バー
ジョンチェック】画面が表示され
ます。 

※事業所情報の登録件数が 0件の場
合、「アップデートの確認」は行わ
れず【注意】画面が表示されます。 

 
3.「アップデートの確認」の結果、最
新バージョンへのアップデート処
理が必要な場合、最新バージョン
へアップデート処理を行うことを
通知する【情報】画面が表示され
ます。 
＜OK＞をクリックすると、アップ
デート処理が行われます。 

※「アップデートの確認」の結果に
よっては、他の画面が表示される
場合があります。☞［2.8.1 手順
2. Point! 「アップデートの確認」
時のメッセージについて］ 

 
4.電子請求受付システムよりインス
トーラが自動でダウンロードされ
ます。ダウンロード中は、【ダウン
ロード】画面が表示されます。 
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5.インストーラのダウンロードが終
了すると、アップデート処理を行
うために簡易入力システムの再起
動を促す【情報】画面が表示され
ます。 
＜OK＞をクリックし、「アップデ
ートの確認」を終了します。アッ
プデート処理を行うために簡易入
力システムを一旦終了します。 

※簡易入力システムの終了方法につ
いては☞［2.6.2 ログアウトして
終了する］を参照してください。 

 
6.簡易入力システムを再度起動しま
す。アップデート処理が行われる
ことを通知する【情報】画面が表
示されます。 
＜OK＞をクリックすると、アップ
デート処理が行われます。 

※簡易入力システムの起動方法につ
いては☞［2.6.1 起動してログイ
ンする］を参照してください。 

 
7.ダウンロードされたインストーラ
から最新バージョンの簡易入力シ
ステムが自動でインストールされ
ます。インストール中は、【インス
トール】画面が表示されます。 
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☝Point! 請求情報送信時にアップデートを確認する 
 【請求情報送信】画面で＜実行＞をクリック後に表示される【確認】画面で、＜送信＞をク
リックすると、「アップデートの確認」が自動で行われます。 

 
【請求情報送信】画面 

 

☝Point! 市町村情報・行政区情報登録後にアップデートを確認する  
新規に市町村番号、又は政令市市町村番号を登録した際、自動で「アップデートの確認」が

行われます。ここでは、【市町村情報】画面を閉じた時にアップデートを確認する場合の操作方
法について説明します。 

 
1.【市町村情報】画面、又は【行政区情報】画面において、市町村番号、又は政令市市町 

村番号を登録後、【市町村情報】画面で＜戻る＞をクリックします。 

 
2.【確認】画面が表示されます。 

＜OK＞をクリックした場合、「アップデートの確認」が自動で行われます。 
＜キャンセル＞をクリックした場合、「アップデートの確認」は行われず、【基本情報設定】 
画面、【詳細メニュー】画面、又は【請求内容管理】画面に戻ります。 
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2.9 お知らせ情報 
簡易入力システムにより、電子請求受付システムに掲載されているログイン前及びログイン後の

お知らせを確認することができます。 
 

2.9.1 お知らせ情報の検索、確認 

お知らせの確認方法について説明します。 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜お知らせ
情報＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.【お知らせ情報】画面が表示されま
す。 
《お知らせ情報検索条件》欄で検
索条件を設定し、＜検索＞をクリ
ックします。 
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3.【ログイン】画面が表示されます。 
電子請求受付システムの［パスワ
ード］を入力し、＜ログイン＞を
クリックします。 

※【ログイン】画面が表示されない
場合があります。☞［2.1 注意事
項⑷］を参照してください。 

※《ユーザ ID》については☞［5.8.2.1 
手順9. Point! ユーザ IDについて］
を参照してください。 

 
4.《お知らせ一覧》欄に、検索条件に
一致したお知らせが表示されます。 
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5.《お知らせ一覧》欄で、確認したい
お知らせの行をクリックすると、
《お知らせ詳細》欄に、お知らせ
の詳細が表示されます。 
添付ファイルがある場合、添付フ
ァイル名をクリックするとダウン
ロードすることができます。 

※添付ファイルのダウンロード方法
については☞［2.9.2 添付ファイ
ルのダウンロード方法］を参照し
てください。 

 
 
 
 
 
6.【お知らせ情報】画面で＜閉じる＞、
又は［×］をクリックすると、【確
認】画面が表示されます。＜OK＞
をクリックします。 

※＜キャンセル＞をクリックした場
合、簡易入力システムにて確認済
としたログイン後のお知らせの既
読情報は電子請求受付システムに
反映されません。 

 
7.【ログイン】画面が表示されます。 
電子請求受付システムの［パスワ
ード］を入力し、＜ログイン＞を
クリックします。 

※【ログイン】画面が表示されない
場合があります。☞［2.1 注意事
項⑷］を参照してください。 

※《ユーザ ID》については☞［5.8.2.1 
手順9. Point! ユーザ IDについて］
を参照してください。 
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8.簡易入力システムにて確認済とな
ったログイン後のお知らせの既読
情報が電子請求受付システムに反
映されます。 

 
9.電子請求受付システムへの反映が
完了した後、【お知らせ情報】画面
を終了します。 

 

☝Point! お知らせ情報を更新するタイミングについて 
電子請求受付システムのログイン後のお知らせ情報について、簡易入力システムで確認済み

のお知らせが存在する場合、【お知らせ情報】画面の、＜閉じる＞、又は×をクリックした際に、
お知らせ情報を読んだことを電子請求受付システムに反映します。 

 

☝Point! 並べ替え順について 

《お知らせ一覧》欄の下線がついている項目をクリックすることで、昇順／降順で並べ替え
て表示することができます。 

 
 並び替えの規則は以下のとおりです。 
①初期表示では、《更新日付》欄の降順で表示されます。 
②《カテゴリ》欄をクリックして並べ替えた場合、以下の順で表示します。 
 ・昇順の場合：［点検結果］→［スケジュール］→［証明書］→［システム関連］→［参考資

料］→［その他］ 
 ・降順の場合：［その他］→［参考資料］→［システム関連］→［証明書］→［スケジュール］

→［点検結果］ 
③《タイトル》欄をクリックして並べ替えた場合、以下の順で表示します。 
 ・昇順の場合：［数字］→［アルファベット］→［ひらがな／カタカナ（50 音順）］→［漢字］ 
 ・降順の場合：［漢字］→［ひらがな／カタカナ（50 音順）］→［アルファベット］→［数字］ 
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2.9.2 添付ファイルのダウンロード方法 

《お知らせ詳細》欄に表示されている添付ファイルを、パソコンの中に保存することができます。 

 
1.ダウンロードしたいファイル名を
クリックします。 

 
 
 
2.【ログイン】画面が表示されます。 
電子請求受付システムの［パスワ
ード］を入力し、＜ログイン＞を
クリックします。 

※【ログイン】画面が表示されない
場合があります。☞［2.1 注意事
項⑷］を参照してください。 

※《ユーザ ID》については☞［5.8.2.1 
手順9. Point! ユーザ IDについて］
を参照してください。 

 
3.【名前を付けて保存】画面が表示さ
れるので、添付ファイルの保存先
を指定します。画面上部に表示さ
れている保存先を確認し、変更し
たい場合は、《フォルダーの参照
（B）》をクリックします。 

※保存先を変更する必要がない場合
は、そのまま＜保存（S）＞をクリ
ックし、［手順 5.］に進んでくださ
い。 
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4.保存先を選択する画面が表示され
ます。任意のフォルダを指定し、
＜保存（S）＞をクリックします。 

※本マニュアルでは、デスクトップ
にダウンロードした場合のインス
トール手順を説明しています。 
任意のフォルダにダウンロードし
たい場合はデスクトップを任意の
フォルダに変更してください。 

 
 
5.デスクトップに添付ファイルが保
存されます。 
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2.9.3 画面構成 
 

 
【お知らせ情報】画面 

お知らせ情報の項目は以下のとおりです。 
項目 内容 

①事業所番号 事業所番号と、事業所名を表示します。 
代理人の場合、《事業所番号》欄に替わって、ユーザ ID の入力欄を表示しま
す。 

②請求先国保連合会 請求先国保連合会を表示します。 
基準該当事業所及び障害児基準該当事業所の場合、請求先の国保連合会を選択
することができます。 
代理人の場合、請求先は非表示となります。 

③記事 以下のいずれかを選択します。 
・［有効期間内の記事］：有効期間内のお知らせを表示します。（初期値） 
・［新着の記事］：有効期間の開始日、又は更新日付より 1 ヶ月以内のお知らせ

を表示します。 
・［未読の記事］：未確認のお知らせを表示します。 
・［全ての記事］：すべてのお知らせを表示します。 

④最終取得日時 電子請求受付システムから、お知らせを最後に取得した日時を表示します。 
⑤更新日付 お知らせの登録日、又は更新日を表示します。 
⑥アイコン 各種アイコンを表示します。☞［2.9.3.1 アイコンについて］ 
⑦カテゴリ お知らせのカテゴリを表示します。 
⑧タイトル お知らせのタイトルを表示します。 
⑨カテゴリ お知らせの詳細カテゴリを表示します。 
⑩提示期限 お知らせの提示期限を表示します。 
⑪内容 お知らせの内容を表示します。 
⑫添付ファイル名 お知らせに添付されたファイルの名称を表示します。 

添付ファイル名をクリックすることで、添付ファイルをダウンロードすること
ができます。 

⑬ファイルサイズ お知らせに添付されたファイルのサイズを表示します。 

① 
② 
③ 

④ 

⑤ ⑦ ⑧ 
⑨ 

⑪ 

⑫ 

⑩ 

⑬ 

⑥ 
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項目 内容 
⑭単位数表マスタ  取得した単位数表マスタの更新状況を基に、現在利用している単位数表マスタ

が最新のバージョンであるかを市町村毎に表示します。 

 
・該当する市町村の単位数表マスタが最新バージョンの場合⇒《最新》欄に［○］

を表示 
・現在利用している単位数表マスタよりも新しいバージョンが電子請求受付シ

ステムに公開されている場合⇒《最新》欄に［×］を表示 
・現在利用している単位数表マスタが電子請求受付システムから削除されてい

る場合⇒《最新》欄に［－］を表示 
 
 

2.9.3.1 アイコンについて 
表示されるアイコンにより、新しく登録されたお知らせや、未確認のお知らせ、作業依頼のお知

らせ等を確認することができます。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

未確認のお知らせに表示されます。表示された場合
は、必ず確認してください。 
お知らせを確認すると、 は に表示が切り替わ
ります。 
※確認済みのお知らせの内容が更新された場合も
表示されます。 

確認済みのお知らせ
に表示されます。 

新しく登録されたお知らせに表示されます。 
※表示期間は、有効期間の開始日から 1 ヶ月
間です。 

既に登録されているお知らせが、更新された
場合に表示されます。 
※表示期間は、更新日付から 1ヶ月間です。 

事業所で作業が必要な、重
要なお知らせに表示されま
す。表示された場合は、必ず
確認してください。 

電子請求受付システムにおけ
る、ログイン後のお知らせに表
示されます。 
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☝Point! 代理人の方がお知らせ情報を確認する場合 
代理人の方がお知らせ情報を確認する場合、【お知らせ情報】画面の《お知らせ情報検索条件》

欄に《事業所番号》欄及び《請求先国保連合会》欄は表示されず、《ユーザ ID》欄が表示され
ます。初期値として表示されている［HD］に続き、電子請求受付システムにログインするため
の代理人のユーザ ID を入力します。 

 
なお、過去にこの画面から代理人の方のユーザ ID で検索を行ったことがある場合、プルダ

ウンメニューからも《ユーザ ID》欄を選択できます。 

  
 

☝Point! お知らせ情報が更新できない場合 
インターネットに未接続の場合、電子請求受付システムとの認証時に表示される【ログイン】

画面で＜キャンセル＞をクリックした場合、又はネットワーク機器等の影響により最新のお知
らせを取得できなかった場合、前回取得したお知らせを表示していることを通知するメッセー
ジを表示します。 

なお、簡易入力システムに取得するお知らせが存在しない場合、《お知らせ一覧》欄には何も
表示されません。 
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3. 請求の流れ 
請求情報を作成し、電子請求受付システムへ送信するまでの操作の流れについて説明します。 

なお、具体的な操作方法はそれぞれのページで別途説明します。 

 

3.1 請求情報とは 
請求情報とは、請求書等をデータ化してまとめた情報のことをいいます。 
請求情報の種類には、「請求書」「請求明細書」「サービス提供実績記録票」「利用者負担上限額管

理結果票」等があります。 
請求情報の種類 

項目 内容 
請求書 請求書は、請求事業所や請求金額、請求内訳等の情報です。指定事業所番号単

位で、請求先となる市町村等毎に作成します。作成者は、障害者等と契約を締
結し、その契約に基づきサービスを提供したサービス提供事業所です。 

請求明細書 請求明細書は、指定事業所番号単位、支給決定障害者等 1 人につき 1 月に 1 件
作成されます。1 人の支給決定障害者等について、同一月分の同一様式の明細
書を 2 件に分けて作成することはできません。 

サービス提供実績記録票 サービス提供実績記録票は、提供したサービスの内容の詳細を明らかにするこ
とができる資料として添付する情報です。1 事業所（事業所番号単位）の支給
決定障害者等 1 人につき 1 月に 1 件作成されます。複数のサービスを提供して
いる場合は、そのサービス分作成されます。 
※療養介護については実績記録票の提出は要しませんが、サービス提供の実績

を記録・保管しておく必要はあります。 
利用者負担上限額管理結果票 利用者負担上限額管理結果票は、上限額管理の対象となる障害者等が各月に支

払う利用者負担額が負担上限月額を超えないよう調整する（上限額管理事務を
行う）ための情報です。1 人につき 1 月に 1 件作成されます。 

サービス提供事業所は、原則としてサービス提供の翌月に請求情報を国保連合会あてに送信しま
す。国保連合会に送信された請求情報は、国保連合会による一次審査を経て、市町村による二次審
査が行われ、問題がなければサービス提供事業所に介護給付費等が支払われます。 
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3.2 請求情報を作成・送信するまでの流れ 
3.2.1 請求情報を作成・送信するまでの流れ（全体像） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

サービスを提供した 

システムを起動、ログインする 
☞［2.6.1 起動してログインする］ 

基本情報を設定する（初回必須） 
☞［4. 基本情報の設定］ 

受給者毎の請求情報を入力する 
☞［5.1 実績記録票の入力］～［5.5 請求明細書の自動作成について］ 

年月毎の請求情報を作成する 
☞［5.6 請求情報の作成］ 

 

帳票を印刷する 
☞［5.7 帳票印刷］ 

請求情報を送信する 
☞［5.8.2 請求情報の送信］ 

通知書類を取得する 
☞［5.8.4 通知書類の取得］ 

過誤申立を依頼し、
請求を取り消した 
☞［6.4 過誤申立の
依頼を行う場合］ 

請求に誤りがあり、
返戻を受けた 
☞［6.3 返戻となっ
た場合］ 

注）点線部分は任意 

返戻等一覧表 

システムをログアウト、終了する 
☞［2.6.2 ログアウトして終了する］ 

請求受付期間中に、請求
情報の取下げを依頼する 
☞［5.8.3 請求情報の取
下げ依頼］ 
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3.2.2 請求情報を作成・送信するまでの流れ（パターン別） 
請求情報を作成・送信するまでの流れについて、３つのパターンを説明します。 
・簡易入力システムで請求情報を作成し、請求（送信）する場合☞［3.2.2.1］ 
・返戻になった請求情報を再度請求する場合☞［3.2.2.2］ 
・取下げした請求情報を再度請求する場合☞［3.2.2.3］ 

 

3.2.2.1 簡易入力システムで請求情報を作成し、請求（送信）する場合 
請求情報を作成し、請求（送信）するまでの流れです。 

 
⑴ システムの起動、ログイン 
簡易入力システムを起動、ログインします。☞［2.6.1 起動してログインする］ 
【詳細メニュー】画面を開きます。 

 

  
 

⑵ 基本情報設定 
［基本情報設定］（上図①）から、請求に必要な基本情報を設定します。 
設定は保存されるため、基本情報に変更がなければ、この操作は不要です。 
ここで入力する情報には、以下の種類があります。 
・事業所情報☞［4.1.1 事業所情報の登録］ 
・市町村情報、又は都道府県情報☞［4.3.1 都道府県・市町村情報の登録］ 
・受給者情報☞［4.4.1 受給者情報の登録］ 
・支給決定情報の登録☞［4.5.1 支給決定情報の登録］ 
・単位数表マスタ  ☞［4.6.4 単位数表マスタの取り込み］ 
・契約内容情報の登録※ ☞［4.7.1 契約内容情報の登録］ 

① 

⑤ 

④ 

③ 

② 
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・処遇改善情報の登録※ ☞［4.8.1 処遇改善情報の登録］ 
※地域生活支援事業にはありません。 
 

⑶ 請求情報入力 
［請求内容管理］（上図②）から、請求に必要な請求情報を入力します。 
ここで入力する情報には、以下の種類があります。 
・サービス提供実績記録票☞［5.1 実績記録票の入力］ 
・請求明細書☞［5.2 請求明細書の入力］ 
・（相談系サービスの場合）相談支援給付費請求書等☞［5.3 相談支援給付費請求書等の入力］ 
・（上限額管理が行われる場合）利用者負担上限額管理結果票☞［5.4 上限額管理結果票の入力］ 
 

⑷ 請求情報作成 
［請求情報作成］（上図③）から、選択された提供年月の請求情報を、インタフェース形式に編集

します。☞［5.6 請求情報の作成］ 
 

⑸ 帳票印刷（任意） 
［帳票印刷］（上図④）から、必要に応じ、請求情報を印刷します。☞［5.7 帳票印刷］ 
 

⑹ 請求情報送信 
［送信内容確認］(上図⑤）から、請求情報を送信します。☞［5.8.2 請求情報の送信］ 
 

⑺ 通知書類の取得 
［送信内容確認］(上図⑤）から、通知書類を取得します。☞［5.8.4 通知書類の取得］ 
 

⑻ ログアウト、システムの終了 
処理を終了します。☞［2.6.2 ログアウトして終了する］ 

 
 

📖📖Column 返戻とは 

 返戻（へんれい）とは、何らかの不備により「エラー」となった請求情報が、サービス提供 
事業所に差し戻されることをいいます。 
 サービス提供事業所が給付費等の支払を受けるためには、差し戻された請求情報を修正し、
再請求を行う必要があります。 
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3.2.2.2 返戻になった請求情報を再度請求する場合 
返戻になった請求情報を、再度請求する場合の流れです。 

 
⑴ システムの起動、ログイン 
簡易入力システムを起動、ログインします。☞［2.6.1 起動してログインする］ 
【詳細メニュー】画面を開きます。 

 

 
 

⑵ 請求情報入力 
［請求内容管理］（上図①）から、返戻となった請求情報を入力します。 
ここで入力する情報には、以下の種類があります。 
・サービス提供実績記録票☞［5.1 実績記録票の入力］ 
・請求明細書☞［5.2 請求明細書の入力］ 
・（相談系サービスの場合）相談支援給付費請求書等☞［5.3 相談支援給付費請求書等の入力］ 
・（上限額管理が行われる場合）利用者負担上限額管理結果票☞［5.4 上限額管理結果票の入力］ 
 

⑶ 請求情報作成 
［請求情報作成］（上図②）から、選択された提供年月の請求情報を、インタフェース形式に編集

します。☞［5.6 請求情報の作成］ 
 

⑷ 帳票印刷（任意） 
［帳票印刷］（上図③）から、必要に応じ、請求情報を印刷します。☞［5.7 帳票印刷］ 
 

④ 

③ 

② 

① 
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⑸ 請求情報送信 
［送信内容確認］(上図④）から、請求情報を送信します。☞［5.8.2 請求情報の送信］ 
 

⑹ 通知書類の取得 
［送信内容確認］(上図④）から、通知書類を取得します。☞［5.8.4 通知書類の取得］ 
 

⑺ ログアウト、システムの終了 
処理を終了します。☞［2.6.2 ログアウトして終了する］ 

 
 

3.2.2.3 取下げした請求情報を再度請求する場合 
請求した情報を取下げて、再請求する場合の流れです。 

 
⑴ システムの起動、ログイン 
簡易入力システムを起動、ログインします。☞［2.6.1 起動してログインする］ 
【詳細メニュー】画面を開きます。 

 

 
 

⑵ 取下げ 
［送信内容確認］（上図④）から、必要に応じ、請求情報の取下げを依頼します。☞［5.8.3 請求

情報の取下げ依頼］ 
なお、取下げについては、電子請求受付システムからも依頼することができます。 
 

④ 

③ 

② 

① 
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⑶ 請求情報入力 
［請求内容管理］（上図①）から、請求に必要な請求情報を入力します。 
ここで入力する情報には、以下の種類があります。 
・サービス提供実績記録票☞［5.1 実績記録票の入力］ 
・請求明細書☞［5.2 請求明細書の入力］ 
・（相談系サービスの場合）相談支援給付費請求書等☞［5.3 相談支援給付費請求書等の入力］ 
・（上限額管理が行われる場合）利用者負担上限額管理結果票☞［5.4 上限額管理結果票の入力］ 
 

⑷ 請求情報作成 
［請求情報作成］（上図②）から、選択された提供年月の請求情報を、インタフェース形式に編集

します。☞［5.6 請求情報の作成］ 

 
⑸ 帳票印刷（任意） 
［帳票印刷］（上図③）から、必要に応じ、請求情報を印刷します。☞［5.7 帳票印刷］ 
 

⑹ 請求情報送信 
［送信内容確認］(上図④）から、請求情報を送信します。☞［5.8.2 請求情報の送信］ 
 

⑺ 通知書類の取得 
［送信内容確認］(上図④）から、通知書類を取得します。☞［5.8.4 通知書類の取得］ 
 

⑻ ログアウト、システムの終了 
処理を終了します。☞［2.6.2 ログアウトして終了する］ 

 

📖📖Column インタフェースとは 

 障害福祉サービス等の給付費等の請求や審査・支払にあたり、サービス提供事業所、市町村、
都道府県はそれぞれのシステムを用いてさまざまな情報（交換情報）を作成し、国保連合会に
伝送します。受給者や事業所についての情報もこの交換情報に含まれます。 
 それぞれのシステムの間で交換情報のやり取りが適切に行えるよう、交換情報の作成や連携
の方法については、一定の決まり（仕様）を定める必要があります。この仕様は、厚生労働省
から事務連絡として発出される「インタフェース仕様書」で規定されています。障害福祉サー
ビス等の報酬改定や制度改正等にあわせて、インタフェース仕様書も改訂されます。 
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4. 基本情報の設定 
4.1 事業所情報 
4.1.1 事業所情報の登録 

簡易入力システムを初めて起動する場合、事業所の情報を登録する必要があります。 

ここでは事業所情報を登録する操作方法について説明します。 

なお、都道府県へ届け出ている情報を基に設定してください。事業所情報の参照方法については、［電子請

求受付システム 操作マニュアル（事業所編） 1.5.ユーザ情報⑴ 事業所情報参照方法］を参照してくだ

さい。 

 
⑴ 事業所情報（基本）を登録する 

 
1.簡易入力システムを起動します。
【事業所選択】画面で＜新規事業
所登録＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
2.【事業所情報（基本）】画面が表示
されます。 
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3.各項目を入力します。 
事業所情報（基本）の項目は以下
のとおりです。 

項目 内容 
事業所番号 事業所番号を入力します。 
事業所区分  基準該当事業所の場合、［基準該当事業所］［特定基準該当事業所］のいずれか

を入力します。基準該当事業所以外の場合、表示されません。 
名称（カナ） 事業所の名称（漢字）を入力すると、フリガナを自動で表示します。 
名称（漢字） 事業所の名称を入力します。 
郵便番号 事業所の郵便番号を入力します。 
住所（カナ） 事業所の住所（漢字）を入力すると、フリガナを自動で表示します。 
住所（漢字） 事業所の住所を入力します。 
電話番号 事業所の電話番号を入力します。 
FAX 番号 事業所の FAX 番号を入力します。 
代表者（氏名カナ） 事業所の代表者（氏名漢字）を入力すると、フリガナを自動で表示します。 
代表者（氏名漢字） 事業所の代表者の氏名を入力します。 
代表者（職名） 事業所の代表者の職名を入力します。 
メールアドレス 事業所のメールアドレスを入力します。 
地域区分 【地域区分設定】画面で登録された最新の地域区分を表示します。☞［4.1.2 地

域区分の設定方法について］ 
法人等種別  法人等種別をいずれか選んで入力します。 
パスワード 初期値として［0000］が表示されます。事業所情報の登録後、［0000］のパスワ

ードは、必ず変更してください。☞［2.7 パスワードの変更］ 
 

⑵ 事業所情報（明細）を登録する 
 
1.提供するサービスをクリックしま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  クリックし、一覧より［提供］
をクリックします。 
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3.詳細な設定が必要なサービスは、
＜詳細＞が有効になるので、クリ
ックします。 

 
4.＜詳細＞をクリックすると、【確認】
画面が表示されるので、＜OK＞を
クリックします。 

 
5.【情報】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
6.【事業所情報（明細）】画面が表示
されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.市町村に申請した算定項目を入力
し、＜明細追加＞をクリックしま
す。 

※ の場合は市町村、又は都道府
県に申請した算定項目を入力し、
＜明細追加＞をクリックします。
以下、同様に読み替えます。 

 
8.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 
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9.明細が追加されるので、確認しま
す。 
明細の修正・削除・クリアについ
ては☞［2.3.6］・［2.3.7］・［2.3.8］
を参照してください。 

※ は［手順 18.］へ移動します。 
 
 
10.利用日数特例を入力する場合は
＜利用日数特例＞をクリックしま
す。 

 
 
11.市町村に申請した利用日数特例
を入力し、＜明細追加＞をクリッ
クします。 

 
12.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
13.明細が追加されるので、確認しま
す。 
明細の修正・削除・クリアについ
ては☞［2.3.6］・［2.3.7］・［2.3.8］
を参照してください。 

 
14.就労継続支援 A 型事業における
利用者負担額減免措置の内容を入
力する場合は、＜就労継続 A型＞
をクリックします。 

 
15.都道府県に届出した利用者負担
減免措置の内容を入力し、＜明細
追加＞をクリックします。 

 
16.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
 

対象期間については、期間を重
複しての登録はできません。 

対象期間については、期間を重
複しての登録はできません。 
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17.明細が追加されるので、確認しま
す。明細の修正・削除・クリアに
ついては☞［2.3.6］・［2.3.7］・
［2.3.8］を参照してください。 

 
18.入力が終わりましたら、＜登録＞
をクリックします。 

 
19.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 

 
20.事業所情報（明細）が保存され、
【情報】画面が表示されます。
＜OK＞をクリックします。 

 
21.【事業所情報（明細）】画面で＜戻
る＞をクリックし、【事業所情報
（基本）】画面に戻ります。 

 
22.続けて提供するサービスを入力
する場合は、［手順 1.～21.］の操
作を繰り返します。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 

 
23.すべてのサービスの設定が終わ
りましたら、＜登録＞をクリック
します。 

 
24.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 

 
25.事業所情報（基本）が保存され、
【情報】画面が表示されます。
＜OK＞をクリックします。 
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26.【事業所情報（基本）】画面で＜戻
る＞をクリックし、【基本情報設定】
画面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 

 

☝Point! 請求明細書自動作成時に算定されるサービスについて 
【事業所情報（明細）】画面で登録した情報は請求明細書の自動作成に反映されます。加算の

有無等については、算定する必要のある項目のみ［有り］等で登録してください。 

 

☝Point! サービス提供単位番号が初期設定されるサービスについて 

同一事業所番号、同一サービス種類において複数の指定基準での登録がある場合には、サー
ビス提供単位番号を登録します。 

対象サービス種類は以下のとおりです。 

 
・療養介護 
・生活介護 
・施設入所支援 
・共同生活援助 
・短期入所 
・自立訓練（機能訓練） 
・自立訓練（生活訓練） 
・宿泊型自立訓練 

 
・児童発達支援 
・放課後等デイサービス 
 

サービス種類毎に「00」～「99」までの番号を指定します。また、上記以外については「00」
を設定します。 
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4.1.2 地域区分の設定方法について 
⑴ 地域区分の設定方法 
地域区分の設定方法は下図のとおりです。 

 

 
【事業所情報(基本)】画面 

 

 
【地域区分設定】画面 

 
⑵ 地域区分の設定項目 
地域区分の設定項目は下表のとおりです。 

項目 内容 
適用開始年月 地域区分の適用が開始される年月を入力します。 
経過措置の有無  《適用開始年月》欄が平成 24 年 4 月以降の場合、［無し］［有り］のいずれかを

入力します。障害児施設から移行し、経過措置により事業者指定を受けた障害
者支援施設の場合、［有り］を入力します。 

③＜明細追加＞をクリック
し、明細を追加します。 

④＜確定＞をクリッ
クし、確定します。 

②各項目を入力します。 

⑤＜登録＞をクリックします。 

①＜設定＞をクリックし、【地域区
分設定】画面を表示します。 
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項目 内容 
経過措置（旧児童デイ）の有無

 
《適用開始年月》欄が平成 24 年 4 月以降の場合、［無し］［有り］のいずれかを
入力します。児童デイサービスから移行した障害児通所支援事業所の場合、［有
り］を入力します。 

地域区分 サービス提供事業所が所在する地域区分を入力します。 
なお、《適用開始年月》欄及び《経過措置の有無》欄の入力内容に応じて、入力
できる地域区分が異なります。 

 
 

☝Point! 事業所情報の履歴管理について 
 【事業所情報（明細）】画面では、事業所情報の履歴を管理するために《変更年月日》欄を設
けています。事業所情報が変更になった場合は、明細情報を追加し、下図①の《変更年月日》
欄を入力し、履歴を管理してください。 

 
 

☝Point! 並べ替え順について 
 【事業所情報（明細）】画面において、明細表示部の下線がついている項目をクリックするこ
とで、昇順／降順で並べ替えて表示することができます。 

 
 なお、初期表示では、《サービス提供単位番号》欄の昇順、《変更年月日／終了年月日》欄の
降順で表示されます。 

① 
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4.1.3 事業所情報の修正 

登録した事業所情報に変更が発生した場合、修正する必要があります。ここでは、事業所情報を修正する

操作方法について説明します。 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞クリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.＜事業所情報＞をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1 事業所情報 

94 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

3.【事業所情報（基本）】画面に、登
録済の情報が表示されます。 
必要に応じて修正します。☞

［4.1.1 事業所情報の登録］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☝Point! 登録内容の確認が必要な請求情報について（事業所情報） 

 登録済みの請求情報に影響する事業所情報を修正した場合、請求情報の再登録を促す確認メ
ッセージが表示されます。 

 
【事業所情報（明細）】画面 《算定項目》タブ 

 
 
 
 
 
 
 
 

基本情報の修正によって登録内容の確認が必要となる請求情報が
存在した場合、請求情報の再登録を促す確認メッセージが表示さ
れます。併せて、登録内容の確認が必要となる請求情報の件数が
表示されます。 
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4.1.4 事業所情報の削除 

事業所情報が不要になった場合、削除することができます。 

ここでは、事業所情報を削除する操作方法について説明します。 

 
1.   をクリックし、《障害者総合
支援》→《障害福祉サービス 事業
所削除》をクリックします。 

※ の場合、《障害児支援 事業所
削除》をクリックします。以下、
同様に読み替えます。 

※ の場合、《地域生活支援事業 
事業所削除》をクリックします。
以下、同様に読み替えます。 

※簡易入力システムの画面上からは
起動できません。 

※Windows 11の場合、スタートメ
ニューの右上の   
をクリックし、《障害者総合支援》
→《障害福祉サービス 事業所削
除》をクリックします。 

 
 
2.【事業所削除】画面に、簡易入力シ
ステムに登録済の事業所情報が表
示されます。 

 
3.削除したい事業所情報の《選択》欄
をクリックします。 

 
4.＜削除＞をクリックします。 
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5.事業所情報について、【確認】画面
が表示されます。＜OK＞をクリッ
クします。 

 
 
 
 
 
 
 
6.【パスワード確認】画面が表示され
ます。《パスワード》欄に、簡易入
力システムで使用しているパスワ
ードを入力します。入力したパス
ワードは、［*］で表示されます。 

 
7.入力が終わりましたら、＜OK＞を
クリックします。 

 
8.【情報】画面が表示されます。
＜OK＞をクリックします。 

 
9.【事業所削除】画面に、削除した事
業所情報が表示されていないこと
を確認します。 

 
10.続けて事業所情報を削除したい
場合は、［手順 3.～8.］の操作を繰
り返します。 

 
11.【事業所削除】画面で＜閉じる＞
をクリックし、画面を閉じます。 
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⚠Caution! 事業所情報を削除する際の注意点 
 事業所情報を削除すると、事業所に関連する処遇改善情報、受給者情報、請求情報及びお知
らせ情報も同時に削除されます。なお、簡易入力システムの事業所情報を削除しても、電子請
求受付システムの事業所情報及び請求情報が削除されることはありません。 
◎請求情報を残したい場合は、事業所情報を削除しないようにしてください。 
◎事業所情報を削除する前にデータのバックアップをしてください。☞［4.9.1 データのバッ

クアップを行う］ 
◎事業所情報を削除した後、同じ事業所番号にて事業所情報を登録することは可能です。その

場合、削除された請求情報等が復元されることはありませんので、注意してください。 
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4.1.5 代理人情報の登録 

事業所の代理人になっている場合は、代理人情報を登録する必要があります。 

ここでは、代理人情報を登録する操作方法について説明します。 

 
1.簡易入力システムを起動します。 
【事業所選択】画面で＜代理人登
録＞をクリックします。 

 
 
 
 
 

⚠Caution! ＜代理人登録＞ボタンがない場合 

 【事業所選択】画面で＜代理人登録＞ボタンがない場合、簡易入力システムが代理人として
インストールされていません。簡易入力システムを代理人としてインストールし直してくださ
い。簡易入力システムのインストールの手順については、［電子請求受付システム 導入マニュ
アル（事業所編） 3.3.2. 簡易入力システムのセットアップ］を参照してください。 

 
2.【代理人情報】画面が表示されま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各項目を入力します。代理人情報
の項目は以下のとおりです。 

項目 内容 
名称（カナ） 代理人の名称（漢字）を入力すると、フリガナを自動で表示します。 
名称（漢字） 代理人の名称を入力します。 
郵便番号 代理人の郵便番号を入力します。 
住所（カナ） 代理人の住所（漢字）を入力すると、フリガナを自動で表示します。 
住所（漢字） 代理人の住所を入力します。 
電話番号 代理人の電話番号を入力します。 
FAX 番号 代理人の FAX 番号を入力します。 
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項目 内容 
代表者（氏名カナ） 代理人の代表者（氏名漢字）を入力すると、フリガナを自動で表示します。 
代表者（氏名漢字） 代理人の代表者の氏名を入力します。 
代表者（職名） 代理人の代表者の職名を入力します。 
メールアドレス 代理人のメールアドレスを入力します。 

 
3.入力が終わりましたら、＜登録＞
をクリックします。 

 
4.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 

 
5.代理人情報が保存され、【情報】画
面が表示されます。＜OK＞をクリ
ックします。 

 
6.【代理人情報】画面で＜戻る＞をク
リックし、【事業所選択】画面に戻
ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 

 

☝Point! 代理人情報について 

 代理人情報は、【請求情報送信】画面で使用します。 
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4.1.6 代理人情報の修正 

登録した代理人情報に変更が発生した場合、修正する必要があります。 

ここでは、代理人情報を修正する操作方法について説明します。 

 
1.簡易入力システムを起動します。 
【事業所選択】画面で＜代理人登
録＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
2.【代理人情報】画面に、登録済の情
報が表示されます。必要に応じて
修正します。入力の操作方法につ
いては☞［4.1.5 代理人情報の登
録］を参照してください。 
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4.1.7 代理人情報の削除 

代理人情報が不要になった場合、削除することができます。 

ここでは、代理人情報を削除する操作方法について説明します。 

 
1.簡易入力システムを起動します。 
【事業所選択】画面で＜代理人登
録＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
2.【代理人情報】画面に、登録済の情
報が表示されます。 
＜削除＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.代理人情報の削除について、【確認】
画面が表示されます。 
＜OK＞をクリックします。 

 
4.【情報】画面が表示されます。 
＜OK＞をクリックします。 
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5.代理人情報が削除されるので、確
認します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.【代理人情報】画面で＜戻る＞をク
リックし、【事業所選択】画面に戻
ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 

 

⚠Caution! 代理人情報を削除する際の注意点 

 代理人情報を削除すると、【請求情報送信】画面と、【請求情報送信履歴】画面が表示できな
くなります（エラー画面が表示されます）。 
 また、代理人情報を削除しても、事業所情報及び請求情報が削除されることはありません。 
 データのバックアップの操作方法については☞［4.9.1 データのバックアップを行う］を参
照してください。 
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4.2 単位数表標準マスタ 
4.2.1 単位数表標準マスタの表示 

簡易入力システムに登録されている単位数表標準マスタ情報を表示し、確認することができます。 

ここでは、単位数表標準マスタ情報を表示する操作方法について説明します。 

 

⚠Caution! 地域生活支援事業の場合  

 地域生活支援事業の場合、単位数表標準マスタは使用しません。そのかわり、請求情報を作
成する際に、単位数表マスタを登録する必要があります。単位数表マスタの登録については☞

［4.6.1 単位数表マスタの登録］を参照してください。 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.＜単位数表標準マスタ表示＞をク
リックします。 
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3.【単位数表標準マスタ表示】画面が
表示されます。 
《区分》欄のいずれかを選択しま
す。必要に応じて各項目を入力し、
＜表示＞をクリックします。 
 
単位数表標準マスタ表示の項目は、
以下のとおりです。 

項目 内容 
区分 ・決定サービスコードを表示する場合、［決定］を選択します。 

・請求サービスコードを表示する場合、［請求］を選択します。 
・単価を表示する場合、［単価］を選択します。 

サービス種類 サービス種類を選択します。 
基準日 初期値として、以下の日付を表示します。 

・システム日付が 15 日以前の場合、前月の末日 
・システム日付が 16 日以降の場合、当月の末日 
変更する場合は、日付を入力します。 

サービス内容略称 サービス内容略称を入力します。 
※《区分》欄で［請求］を選択した場合、入力可能となります。 

 
4.単位数表標準マスタ情報のうち、
指定した《区分》《サービス種類》
《基準日》《サービス内容略称》で
抽出された情報が画面に表示され
ます。 

 
5.【単位数表標準マスタ表示】画面で
＜戻る＞をクリックし、【基本情報
設定】画面に戻ります。 
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4.3 都道府県・市町村情報 
4.3.1 都道府県・市町村情報の登録 

請求情報を入力する際に、都道府県又は市町村の情報を登録する必要があります。 

ここでは、受給者証に記載されている都道府県・市町村情報を登録する操作方法について説明します。 

 

⚠Caution! 受給者情報の設定には都道府県・市町村情報が必要 

 受給者情報を登録する際に市町村情報（又は都道府県・市町村情報）が必要となるので、受
給者情報の設定前に市町村情報（又は都道府県・市町村情報）を登録してください。 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.＜市町村情報＞をクリックします。 
※ の場合は＜都道府県・市町村
情報＞をクリックします。以下、
同様に読み替えます。 
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3.【市町村情報】画面が表示されま
す。 
＜行追加＞をクリックします。 

 
 
 
4.入力行が 1 行追加されるので、各
項目を入力します。 
 
 
「市町村情報」の項目は以下のと
おりです。 

項目 内容 
証記載市町村番号 証記載市町村番号を入力します。 
市町村名（カナ） 
 

市町村名（漢字）を入力すると、フリガナを自動で表示します。 

市町村名（漢字） 
 

市町村名を入力します。 

市町村郵便番号 
 

市町村郵便番号を入力します。 

市町村住所（カナ） 市町村住所（漢字）を入力すると、フリガナを自動で表示します。 
市町村住所（漢字） 市町村住所を入力します。 
市町村電話番号 市町村電話番号を入力します。 
有効開始日 有効開始日を入力します。 
有効終了日 有効終了日を入力します。 
※郵便番号及び住所（漢字）を入力しない場合、帳票印刷時に郵便番号及び住所（漢字）が印字されません。 

 
5.入力が終わりましたら、＜登録＞
をクリックします。 

 
6.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 

 
7.市町村情報が保存され、【情報】画
面が表示されます。＜OK＞をクリ
ックします。 

 
8.【市町村情報】画面で＜戻る＞をク
リックし、【基本情報設定】画面に
戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
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を参照してください。 
※ の場合、新規に市町村番号、
又は政令市市町村番号を登録後に
＜戻る＞をクリックした場合、自
動で「アップデートの確認」が行
われます。☞［2.8.2 手順 7. Point! 
請求情報送信時にアップデートを
確認する］ 

 

☝Point! 年月日の入力について 
 《有効開始日》と《有効終了日》の年月日は、西暦 4 桁、月 2 桁、日 2 桁の半角数字で表し
ます。月、日が 1 桁の場合は、先頭に 0 を付与して 2 桁で入力します。 
 例えば、2018 年 12 月 1 日の場合、［20181201］を設定します。 

 

☝Point! 行政区情報の登録について  
 政令指定都市が作成した単位数表マスタのサービスコードを入力する際に、請求する市町村
番号が行政区毎の番号となっている場合は、市町村情報とあわせて行政区情報も登録する必要
があります。行政区情報の登録等の操作方法は、市町村情報の登録と同様です。【市町村情報】
画面で＜行政区＞をクリックすると、【行政区情報】画面が表示されます。＜行追加＞をクリッ
クすると、入力行が 1 行追加されます。 
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4.3.2 都道府県・市町村情報の修正 

登録した都道府県・市町村情報に変更が発生した場合、修正する必要があります。 

ここでは、都道府県・市町村情報を修正する操作方法について説明します。 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.＜市町村情報＞をクリックします。 
※ の場合、＜都道府県・市町村
情報＞をクリックします。以下、
同様に読み替えます。 
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3.【市町村情報】画面に、登録済の情
報が表示されます。必要に応じて
修正します。 

 
4.入力が終わりましたら、＜登録＞
をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
5.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 

 
6.市町村情報が保存され、【情報】画
面が表示されます。＜OK＞をクリ
ックします。 

 
7.【市町村情報】画面で＜戻る＞をク
リックし、【基本情報設定】画面に
戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 
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☝Point! 行政区情報の修正について  
 行政区情報の修正の操作方法は、市町村情報の修正と同様です。【市町村情報】画面で＜行
政区＞をクリックすると、【行政区情報】画面に登録済みの情報が表示されます。 

 
 なお、修正した市町村番号が行政区情報で登録されている際は、行政区情報に登録されてい
る市町村番号も修正してください。 
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4.3.3 都道府県・市町村情報の削除 

都道府県・市町村情報が不要になった場合、削除することができます。 

ここでは、都道府県・市町村情報を削除する操作方法について説明します。 

 

⚠Caution! 受給者、請求情報がないことを確認 

 削除する都道府県・市町村情報に受給者、請求情報がないことを確認してください。 
☞［8.1（3） 利用しない市町村情報を削除したい。］ 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.＜市町村情報＞をクリックします。 
※ の場合、＜都道府県・市町村
情報＞をクリックします。以下、
同様に読み替えます。 
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3.【市町村情報】画面に登録済の情報
が表示されます。 

 
4.右図①のように削除したい行を選
択し、右図②の＜行削除＞をクリ
ックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.市町村情報の削除について、【確認】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 

 
 
 
 
6.削除した情報が表示されていない
ことを確認します。 

 
7.都道府県・市町村情報の削除が終
わりましたら、＜登録＞をクリッ
クします。 

 
 
 
8.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 

 
9.都道府県・市町村情報が保存され、
【情報】画面が表示されます。
＜OK＞をクリックします。 

 
 

① 

② 
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10.【市町村情報】画面で＜戻る＞を
クリックし、【基本情報設定】画面
に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 

 

☝Point! 行政区情報の削除について  
 行政区情報の削除の操作方法は、市町村情報の削除と同様です。【市町村情報】画面で＜行政
区＞をクリックすると、【行政区情報】画面に登録済みの情報が表示されます。 

 
削除した市町村情報が行政区情報で登録されている場合、行政区情報に登録されている市町

村情報も削除してください。 
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4.4 受給者情報 
4.4.1 受給者情報の登録 

請求情報を入力する際に、受給者の情報を登録する必要があります。 

ここでは、受給者証に記載されている受給者情報を登録する操作方法について説明します。 

 

⚠Caution! 受給者情報の設定前に都道府県・市町村情報が必要 

 受給者情報を登録する際に、都道府県・市町村情報が必要となるので、必ず受給者情報の設
定前に必要な都道府県・市町村情報を登録してください。 

 

4.4.1.1 受給者情報（基本）を登録する 
 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞をクリックします。 
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2.＜受給者情報＞をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.【受給者情報（基本）】画面が表示
されます。 
新規受給者の登録の場合は、《支給
市町村》の欄の  をクリックし
ます。 

※ の場合、《支給都道府県等》の
欄の  をクリックします。以下、
同様に読み替えます。 

 
4.一覧より《支給市町村》を選択し、
《受給者証番号》を入力します。 

 
 
5.必要に応じて各項目を入力します。 
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受給者情報（基本）の項目は以下
のとおりです。 

項目 内容 
支給市町村 支給市町村を入力します。 
支給都道府県等  支給都道府県、又は市町村を入力します。 
受給者証番号 受給者証番号を入力します。 
サービス利用終了 表示されている受給者がサービス利用を終了した受給者の場合、☑（選択状態）

にします。 
※1 ［サービス利用終了］のチェックボックスを選択した場合、受給者の検索

時に表示されません。 
※2 ［サービス利用終了］のチェックボックスの入力制御については☞

［4.4.1.1 手順 5. Point! ［サービス利用終了］のチェックボックスの入力制
御］を参照してください。 

支給決定障害者等（居住地） 支給決定障害者等の郵便番号、住所を入力します。 
支給決定障害者等（フリガナ） 支給決定障害者等（氏名）を入力すると、フリガナを自動で表示します。 

※カナの自動設定については、☞［2.2⑴ 手順２. Point! カナの自動設定］を参
照してください。 

支給決定障害者等（氏名） 支給決定障害者等の氏名を入力します。 
支給決定障害者等（生年月日） 支給決定障害者等の生年月日を入力します。 
支給決定障害者等（性別） 支給決定障害者等の性別を入力します。 
給付決定保護者（居住地）  給付決定保護者の郵便番号、住所を入力します。 
給付決定保護者（フリガナ） 

 
給付決定保護者（氏名）を入力すると、フリガナを自動で表示します。 

給付決定保護者（氏名）  給付決定保護者の氏名を入力します。 
給付決定保護者（生年月日） 

 
給付決定保護者の生年月日を入力します。 

給付決定保護者（性別）  給付決定保護者の性別を入力します。 
障害児（フリガナ） 障害児（氏名）を入力すると、フリガナを自動で表示します。 
障害児（氏名） 障害児の氏名を入力します。 
障害児（生年月日） 障害児の生年月日を入力します。 
障害児（性別） 障害児の性別を入力します。 

 

☝Point! ［サービス利用終了］のチェックボックスの入力制御 

 【受給者情報（基本）】画面の［サービス利用終了］のチェックボックスの入力制御について
は以下のとおりです。 
①受給者情報を新規登録する場合⇒［サービス利用終了］のチェックボックスは選択できませ

ん。 
②受給者情報を修正する場合⇒［サービス利用終了］のチェックボックスは選択できます。 
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4.4.1.2 受給者情報（詳細）を登録する 
 
1.《基準日》欄を入力します。 
※ は［手順 18.］へ移動します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
全情報の項目は以下のとおりです。 

項目 内容 
基準日 初期値として、以下の日付を表示します。 

・システム日付が 15 日以前の場合、前月の末日 
・システム日付が 16 日以降の場合、当月の末日 
変更する場合は、日付を入力します。 

 

☝Point! 基準日について 

 基準日を指定すると、基準日時点での各項目の登録情報が一括して表示されます。 
 基準日を変更した場合は、＜表示＞をクリックして情報を再表示してください。 

 
 
2.障害支援区分を入力する場合は、
＜障害支援区分＞をクリックしま
す。 

 
 
 
 
3.［障害支援区分］及び［認定有効期
間］を入力し、＜明細追加＞をク
リックします。 

※認定有効期間については、期間を
重複しての登録はできません。 
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4.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
5.明細が追加されるので、確認しま
す。明細の修正・削除・クリアに
ついては☞［2.3.6］・［2.3.7］・
［2.3.8］を参照してください。 

 
6.計画相談支援給付費/サービス利
用計画作成費を入力する場合は、
<計画相談支援給付費/サービス
利用計画作成費>をクリックしま
す。 

 
7.計画相談支援給付費/サービス利
用計画作成費を入力し、＜明細追
加＞をクリックします。 
計画相談支援給付費/サービス利
用計画作成費の項目は以下のとお
りです。 

項目 内容 
支給期間 支給期間を入力します。 

※支給期間については、期間を重複しての登録はできません。 
相談支援事業所 相談支援事業所番号と相談支援事業所名称を入力します。 

 
8.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
9.明細が追加されるので、確認しま
す。明細の修正・削除・クリアに
ついては☞［2.3.6］・［2.3.7］・
［2.3.8］を参照してください。 

 
10.特定障害者特別給付費を入力す
る場合は、＜特定障害者特別給付
費＞をクリックします。 
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11.特定障害者特別給付費を入力し、
＜明細追加＞をクリックします。
特定障害者特別給付費の項目は以
下のとおりです。 

項目 内容 
支給日額 支給日額（実費算定額）を入力します。 

※事業所が指定事業所（GH）の場合、《支給日額》欄が《実費算定額》欄と表
示されます（適用期間が平成 26 年 3 月以前の場合、指定事業所（GH）は指
定事業所（CH・GH）となります）。 

適用期間 適用期間を入力します。 
※適用期間については、期間を重複しての登録はできません。 

 
12.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
13.明細が追加されるので、確認しま
す。明細の修正・削除・クリアに
ついては☞［2.3.6］・［2.3.7］・
［2.3.8］を参照してください。 

 
14.食事提供体制加算を入力する場
合は、＜食事提供体制加算＞をク
リックします。 

 
15.食事提供体制加算を入力し、＜明
細追加＞をクリックします。 
食事提供体制加算の項目は以下の
とおりです。 

項目 内容 
適用期間 適用期間を入力します。 

※適用期間については、期間を重複しての登録はできません。 
 
16.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
17.明細が追加されるので、確認しま
す。明細の修正・削除・クリアに
ついては☞［2.3.6］・［2.3.7］・
［2.3.8］を参照してください。 
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18.利用者負担上限月額を入力する
場合は、＜※利用者負担上限月
額＞をクリックします。 

 
 
19.利用者負担上限月額を入力し、
＜明細追加＞をクリックします。 
利用者負担上限月額の項目は以下
のとおりです。 

項目 内容 
負担上限月額 負担上限月額を入力します。 
所得区分 ［空白］［生活保護］［低所得１］［低所得２］［一般１］［一般２］のいずれかを

入力します。 
適用期間 適用期間を入力します。 

※適用期間については、期間を重複しての登録はできません。 
 
20.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
21.明細が追加されるので、確認しま
す。明細の修正・削除・クリアに
ついては☞［2.3.6］・［2.3.7］・
［2.3.8］を参照してください。 

 
22.利用者負担上限額管理を入力す
る場合は、＜利用者負担上限額管
理＞をクリックします。 

 
23.利用者負担上限額管理を入力し、
＜明細追加＞をクリックします。 
利用者負担者上限額管理の項目は
以下のとおりです。 

項目 内容 
管理事業所 管理事業所番号と管理事業所名称を入力します。 
有効期間 有効期間を入力します。 

※有効期間については、期間を重複しての登録はできません。 
 
24.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 
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25.明細が追加されるので、確認しま
す。 

※ は［手順 46.］へ移動します。 
 
 
 
 
 
26.障害児相談支援給付費を入力す
る場合は、＜障害児相談支援給付
費＞をクリックします。 

 
27.障害児相談支援給付費を入力し、
＜明細追加＞をクリックします。 
障害児相談支援給付費の項目は以
下のとおりです。 

項目 内容 
支給期間 支給期間を入力します。 

※支給期間については、期間を重複しての登録はできません。 
相談支援事業所 相談支援事業所番号と相談支援事業所名称を入力します。 

 
28.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

☝Point! 《無償化対象》タブの追加について 

 簡易入力システム（障害児支援）バージョン 2.25 以降の【受給者情報（詳細）】画面では，
《無償化対象》タブが表示されます。 
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29.明細が追加されるので、確認しま
す。明細の修正・削除・クリアに
ついては☞［2.3.6］・［2.3.7］・
［2.3.8］を参照してください。 

 
30.特定入所障害児食費等給付費を
入力する場合は、＜特定入所障害
児食費等給付費＞をクリックしま
す。 

 
31.特定入所障害児食費等給付費を
入力し、＜明細追加＞をクリック
します。 
特定入所障害児食費等給付費の項
目は以下のとおりです。 

項目 内容 
支給日額 支給日額を入力します。 
適用期間 適用期間を入力します。 

※適用期間については、期間を重複しての登録はできません。 
 

32.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
33.明細が追加されるので、確認しま
す。明細の修正・削除・クリアに
ついては☞［2.3.6］・［2.3.7］・
［2.3.8］を参照してください。 

 
34.食事提供加算を入力する場合は、
＜食事提供加算＞をクリックしま
す。 

 
35.食事提供加算を入力し、＜明細追
加＞をクリックします。 
 
食事提供加算の項目は以下のとお
りです。 

項目 内容 
加算の有無 ［対象外］［加算（Ⅰ）対象］［加算（Ⅱ）対象］のいずれかを入力します。 
適用期間 適用期間を入力します。 

※適用期間については、期間を重複しての登録はできません。 
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36.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
37.明細が追加されるので、確認しま
す。明細の修正・削除・クリアに
ついては☞［2.3.6］・［2.3.7］・
［2.3.8］を参照してください。 

 
38.多子軽減対象を入力する場合は、
＜多子軽減対象＞をクリックしま
す。 

 
 
 
39.多子軽減対象を入力し、＜明細追
加＞をクリックします。 
多子軽減対象の項目は以下のとお
りです。 

項目 内容 
多子軽減対象区分 ［軽減対象外］［第２子軽減対象児童］［第３子以降軽減対象児童］のいずれか

を入力します。 
適用期間 適用期間を入力します。 

※適用期間については、期間を重複しての登録はできません。 
 
40.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
41.明細が追加されるので、確認しま
す。明細の修正・削除・クリアに
ついては☞［2.3.6］・［2.3.7］・
［2.3.8］を参照してください。 
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42.無償化対象を入力する場合は、
＜無償化対象＞をクリックします。 

 
43.無償化対象の項目を入力し、＜明
細追加＞をクリックします。 
無償化対象の項目は以下のとおり
です。 

項目 内容 
無償化対象区分 ［対象外］［対象］のいずれかを選択します。 

無償化対象の障害児の場合、［対象］を選択します。 
適用期間（開始年月） 無償化対象区分の適用期間（開始年月）を入力します。 

適用期間（開始年月）は必須入力です。 
※適用期間については、期間を重複しての登録はできません。 

適用期間（終了年月） 無償化対象区分の適用期間（終了年月）を入力します。 
 

☝Point! 就学前障害児の発達支援の無償化について 

 令和元年 10 月より、消費税率引上げと合わせ、３歳から５歳までの幼児教育・保育の費用が
無償化されます。併せて、就学前の障害児の発達支援にかかる費用も無償化されます。なお、
無償化対象の期間は、３歳になった年度の翌年度の４月１日から小学校就学までとなります。 
 令和元年 10 月以降の請求を行うには、受給者情報に無償化対象の情報を登録する必要があ
ります。無償化対象の情報の登録については、以下の通りです。 
 なお、放課後等デイサービスは無償化対象外のサービスのため、無償化対象の情報を登録す
る必要はありません。 
①サービス提供時点で就学しておらず、無償化対象期間内である場合 

 
 
 
 

②サービス提供時点で就学しており、無償化対象外である場合 

 
 

《無償化対象区分》欄に［対象］を選択
し、《適用期間（開始年月）》欄に適用期
間の開始年月を入力します。 
生年月日が平成 28 年 4 月 1 日の場合、
令和 4年 3月まで無償化対象の期間であ
るため、《適用期間（終了年月）》欄に［令
和 4年 3月］を入力し登録します。 
令和 4年 3月までは利用者負担額が 0円
となります。 

《無償化対象区分》欄に［対象外］を選
択し、《適用期間（開始年月）》欄に適用
期間の開始年月を入力します。 
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44.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
45.明細が追加されるので、確認しま
す。明細の修正・削除・クリアに
ついては☞［2.3.6］・［2.3.7］・
［2.3.8］を参照してください。 

 
 
46.＜全情報＞をクリックします。 
 
47.＜表示＞をクリックします。 
 
48.入力した情報が表示されるので、
確認します。 

 
49.入力が終わりましたら、＜登録＞
をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 
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51.受給者基本情報が保存され、【情
報】画面が表示されます。＜OK＞
をクリックします。 

 

☝Point! 受給者情報の履歴管理について 
 【受給者情報（基本）】画面では、受給者情報の履歴を管理するには［障害支援区分］［計画
相談支援給付費/サービス利用計画作成費］［特定障害者特別給付費］［利用者負担上限月額］［食
事提供体制加算］［利用者負担上限額管理］のタブ表示を切り替えます。 

 
 
 の場合、受給者情報の履歴を管理するには［障害児相談支援給付費］［特定入所障害児食
費等給付費］［利用者負担上限月額］［食事提供加算］［利用者負担上限額管理］［多子軽減対象］
［無償化対象］のタブ表示を切り替えます。 
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4.4.1.3 受給者情報（支給決定）を登録する 
 
1.登録済の受給者の支給決定情報を
入力します。 
【受給者情報（基本）】画面で《受
給者証番号》欄を入力し、登録済
の情報を表示します。 
＜支給決定情報＞をクリックしま
す。 

※《支給市町村》欄の  をクリッ
クし、一覧より《支給市町村》を
選択し、《受給者証番号》を直接入
力することもできます。 

※ の場合、《支給都道府県等》の
欄の  をクリックし、一覧より
《支給都道府県等》を選択し、《受
給者証番号》を直接入力すること
もできます。 

※受給者証番号の入力については
☞［2.3.2 受給者証番号入力につ
いて］を参照してください。 

 
2.【受給者情報（支給決定）】画面が
表示されます。 
《サービス内容》欄を入力します。
サービスコードの該当情報が表示
されます。 

※【決定サービスコード検索】画面
から検索する方法は☞［2.3.9 決
定サービスコード入力について］
を参照してください。 
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3.支給決定情報を入力し、＜明細追
加＞をクリックします。 
 
受給者情報（支給決定）の項目は
以下のとおりです。 

項目 内容 
No. 行番号を表示します。 
サービスコード サービスコードを入力します。 
サービス内容 サービス内容を表示します。 
決定支給量 決定サービスコードを設定すると、対応する単位を自動で表示します。 

※《サービスコード》欄が原則の日数で入力するサービスの場合、《決定支給量》
欄のチェックボックスが入力可能となります。(［原則の日数］と表示) 
《サービスコード》欄が当該月の日数で入力するサービスの場合、《決定支給
量》欄のチェックボックスが入力可能となります。(［当該月の日数］と表示) 

最大提供量(１回)  決定サービスコードを設定すると、対応する単位を自動で表示します。 
入力可能な量は、支給決定情報の決定支給量以内です。 

支給決定開始日 支給決定開始日を入力します。 
支給決定終了日 支給決定終了日を入力します。 
旧障害程度区分  短期入所障害児、旧法施設支援の決定サービスコードを設定した場合のみ入力

可能となります。 
・短期入所障害児の決定サービスコードを設定した場合⇒［1］［2］［3］のいず

れかを入力します。 
・旧法施設支援の決定サービスコードを設定した場合⇒［A］［B］［C］のいず

れかを入力します。 
 
4.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
5.明細が追加されるので、確認しま
す。 

※続けて支給決定情報を入力する場
合は、［手順 2.～5.］の操作を繰り
返します。 

※明細の修正・削除・クリアについ
ては☞［2.3.6］・［2.3.7］・［2.3.8］
を参照してください。 
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6.入力が終わりましたら、＜登録＞
をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 

 
 
 
8.支給決定情報が保存され、【情報】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 

 
9.【受給者情報（支給決定）】画面で
＜戻る＞をクリックし、【受給者情
報（基本）】画面に戻ります。 

 
10.【受給者情報（基本）】画面で＜戻
る＞をクリックし、【基本情報設定】
画面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 
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☝Point! 補足説明の表示について  

 【受給者情報(支給決定)】画面の決定支給量について、原則の日数が入力可能な場合、補足
説明が表示されます。 

 
 

 

☝Point! エラーメッセージ「条件に一致する情報が～」  

 決定サービスコードを入力した際に、以下のようなエラーメッセージが表示された場合は☞

［8.1（20） 決定サービスコードが入力できない。］を参照してください。 
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4.4.2 受給者情報の修正 

登録した受給者情報に変更が発生した場合、修正する必要があります。 

ここでは、受給者情報を修正する操作方法について説明します。 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.＜受給者情報＞をクリックします。 
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3.【受給者情報（基本）】画面が表示
されます。 
《受給者証番号》欄に修正したい
受給者証番号を入力します。 

※《支給市町村》欄の  をクリッ
クし、一覧より《支給市町村》を
選択し、《受給者証番号》を直接入
力することもできます。 

※ の場合、《支給都道府県等》の
欄の  をクリックし、一覧より
《支給都道府県等》を選択し、《受
給者証番号》を直接入力すること
もできます。 

※受給者証番号の入力については
☞［2.3.2 受給者証番号入力につ
いて］を参照してください。 

 
4.【受給者情報（基本）】画面に登録
済の受給者情報が表示されます。 
必要に応じて修正します。 

※入力の操作方法については☞

［4.4.1 受給者情報の登録］を参
照してください。 

 
5.入力が終わりましたら、＜登録＞
をクリックします。 

 
 
 
 
6.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。 
＜OK＞をクリックします。 

 
7.受給者基本情報が保存され、【情報】
画面が表示されます。 
＜OK＞をクリックします。 
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☝Point! 登録内容の確認が必要な請求情報について（受給者情報） 

 登録済みの請求情報に影響する受給者情報を修正した場合、請求情報の再登録を促す確認メ
ッセージが表示されます。 

 
【受給者情報（詳細）】画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜登録＞クリック後に表示される【確認】画面で＜OK＞をクリ
ックすると、基本情報の修正によって登録内容の確認が必要とな
る請求情報が存在した場合、請求情報の再登録を促す確認メッセ
ージが表示されます。 
併せて、登録内容の確認が必要となる請求情報の件数が表示され
ます。 
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☝Point! 修正された基本情報の再取得時の自動設定について 

 【受給者情報（詳細）】画面で利用者負担上限額に関する情報を修正した場合、【日数情報】
画面等において、修正された基本情報で再設定を行う旨の確認メッセージが表示されることが
あります。 
 ここでは、【介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二）】画面を例に説明します。 

 
【介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二） 日数情報】画面 

 

 
【介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二） 日数情報】画面 

 
 
 
 
 

《提供年月》欄及び《受給者証番号》欄を入力、又は【情報照会】画面か
ら情報照会した場合に表示される【確認】画面で＜OK＞をクリックした場
合、《利用者負担上限月額①》欄、《利用者負担上限額管理事業所（指定事
業所番号）》欄、又は《利用者負担上限額管理事業所（指定事業所名称）》
欄に修正された基本情報が自動で設定されます。 
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4.4.3 受給者情報の削除 

受給者情報が不要になった場合、削除することができます。 

ここでは、受給者情報を削除する操作方法について説明します。 

 

⚠Caution! 受給者情報の削除について 

 削除する受給者情報にかかる請求情報がないことを確認してください。 
☞［8.1（4） 利用しない受給者を削除したい。］ 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.＜受給者情報＞をクリックします。 
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3.【受給者情報（基本）】画面が表示
されます。 
《受給者証番号》欄に削除したい
受給者証番号を入力します。 

※《支給市町村》欄の  をクリッ
クし、一覧より《支給市町村》を
選択し、《受給者証番号》を直接入
力することもできます。 

※ の場合、《支給都道府県等》の
欄の  をクリックし、一覧より
《支給都道府県等》を選択し、《受
給者証番号》を直接入力すること
もできます。 

※受給者証番号の入力については
☞［2.3.2 受給者証番号入力につ
いて］を参照してください。 

 
4.【受給者情報（基本）】画面に登録
済の受給者情報が表示されます。 
＜削除＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.受給者情報の削除について【確認】
画面が表示されます。 
＜OK＞をクリックします。 
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6.受給者情報が削除されるので、確
認します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.【受給者情報（基本）】画面で＜戻
る＞をクリックし、【基本情報設定】
画面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 

 

☝Point! 受給者情報の削除ボタンについて 
 受給者基本情報を削除すると、受給者に登録されている支給決定情報も同時に削除されます。 
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4.5 支給決定情報 
4.5.1 支給決定情報の登録 

請求情報を入力する際に、受給者の支給決定情報を登録する必要があります。 

ここでは、支給決定情報を登録する操作方法について説明します。 

 

⚠Caution! 支給決定情報の設定には受給者情報が必要 

 支給決定情報を登録する際に、受給者情報が必要となるので、必ず支給決定情報の設定前に、
必要な受給者情報を登録してください。 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.＜支給決定情報＞をクリックしま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.5 支給決定情報 

139 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

3.【受給者情報（支給決定）】画面が
表示されます。 
《受給者証番号》欄に受給者証番
号を直接入力します。 

※受給者証番号の入力については
☞［2.3.2 受給者証番号入力につ
いて］を参照してください。 

※支給決定情報の入力以降の手順に
ついては☞［4.4.1.3 受給者情報
（支給決定）を登録する］の［手
順 2.］以降を参照してください。 
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4.5.2 支給決定情報の修正 

登録した支給決定情報に変更が発生した場合、修正する必要があります。 

ここでは、支給決定情報を修正する操作方法について説明します。 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.＜支給決定情報＞をクリックしま
す。 
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3.【受給者情報（支給決定）】画面が
表示されます。 
《受給者証番号》欄に修正したい
受給者証番号を入力します。 

※受給者証番号の入力については
☞［2.3.2 受給者証番号入力につ
いて］を参照してください。 

 
 
 
 
 
 
4.【受給者情報（支給決定）】画面に
登録済の支給決定情報が表示され
ます。必要に応じて修正します。 

※修正の操作方法については☞

［2.3.6 明細修正ボタンについて］
を参照してください。 

 
5.入力が終わりましたら、＜登録＞
をクリックします。 
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6.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 

 
7.支給決定情報が保存され、【情報】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 

 
8.【受給者情報（支給決定）】画面で
＜戻る＞をクリックし、【基本情報
設定】画面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 
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4.5.3 支給決定情報の削除 

支給決定情報が不要になった場合、削除することができます。 

ここでは、支給決定情報を削除する操作方法について説明します。 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.＜支給決定情報＞をクリックしま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.5 支給決定情報 

144 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

3.【受給者情報（支給決定）】画面が
表示されます。 
《受給者証番号》欄に削除したい
受給者証番号を入力します。 

※受給者証番号の入力については
☞［2.3.2 受給者証番号入力につ
いて］を参照してください。 

 
 
 
 
4.【受給者情報（支給決定）】画面に
登録済の支給決定情報が表示され
ます。 
必要に応じて削除します。 

※削除の操作方法については☞

［2.3.7 明細削除ボタンについて］
を参照してください。 

 
5.削除が終わりましたら、＜登録＞
をクリックします。 

 
 
 
 
6.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。 
＜OK＞をクリックします。 

 
7.支給決定情報が保存され、【情報】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 

 
8.【受給者情報（支給決定）】画面で
＜戻る＞をクリックし、【基本情報
設定】画面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 
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4.6 単位数表マスタ 
4.6.1 単位数表マスタの登録 

簡易入力システム（地域生活支援事業）では、請求情報を作成する際に、単位数表マスタを登録する必要

があります。ここでは、単位数表マスタを登録する操作方法について説明します。 

 

⚠Caution! 単位数表マスタの設定には市町村情報が必要 

 単位数表マスタを登録する際に、市町村情報が必要となるので、必ず単位数表マスタの設定
前に必要な市町村情報を登録してください。 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.＜単位数表マスタ入力＞をクリッ
クします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.6 単位数表マスタ 

146 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

3.【単位数表マスタ】画面が表示され
ます。 
《区分》欄を入力し、＜表示＞を
クリックします。 

 
 

《区分》について 
 ［全表示］：登録されている単位数表マスタがすべて表示されます。 
 ［市町村別］：《市町村名》で選択した市町村の単位数表マスタが表示され

ます。 
 
4.【単位数表マスタ】画面に、登録済
の情報が表示されます。 
＜行追加＞をクリックします。 

 
5.入力行が 1 行追加されるので、各
項目を入力します。 
単位数表マスタの項目は以下のと
おりです。 

項目 内容 
決定／請求コード区分 決定／請求のコード区分を入力します。 

決定サービスコードの場合は［1］を入力し、請求サービスコードの場合は［2］
を入力します。 

市町村番号 市町村番号を入力します。 
※《区分》で［市町村別］が選択されている場合は、《市町村名》で選択した市

町村番号のみ入力できます。 
サービス種類コード サービス種類コードを入力します。 
サービス種類名称※1 サービス種類の名称を入力します。 
決定情報（決定サービスコー
ド） 

決定サービスコードを入力します。 

決定情報（決定サービス名称略
称）※1 

決定サービス名称の略称を入力します。 

決定情報（決定支給量換算単
位）※2 

決定支給量換算単位を入力します。 

請求情報（請求サービスコー
ド）※2 

請求サービスコードを入力します。 

請求情報（請求サービス名称略
称）※2 

請求サービス名称の略称を入力します。 

請求情報（請求合成単位数）※
2 

請求合成単位数を入力します。 

請求情報（算定単位区分）※2 算定単位区分を入力します。 
有効期間（開始年月日） 開始年月日を入力します。 
有効期間（終了年月日） 終了年月日を入力します。 
利用者負担定率／定額情報（利
用者負担）※2 

利用者負担を入力します。 
定率の場合は［1］を入力し、定額の場合は［2］を入力します。 

利用者負担定率／定額情報（給
付率）※2 

給付率を入力します。 
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項目 内容 
利用者負担額 利用者負担額を入力します。 
作成日 取り込んだ単位数表マスタの作成日を表示します。 
※1 《決定／請求コード区分》欄に［1］（決定サービスコード）を入力した場合、《サービス種類名称》欄と《決定情報（決
定サービス名称略称）》欄と《利用者負担定率／定額情報（利用者負担）》欄を入力します。 

※2 《決定／請求コード区分》欄に［2］（請求サービスコード）を入力した場合、《決定情報（決定支給量換算単位）》欄と
《請求情報（請求サービスコード）》欄と《請求情報（請求サービス名称略称）》欄と《請求情報（請求合成単位数）》欄と
《請求情報（算定単位区分》欄と《利用者負担定率／定額情報（給付率）》欄と《利用者負担定率／定額情報（利用者負担
額）》欄を入力します。 

 
6.入力が終わりましたら、＜登録＞
をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 

 
8.単位数表マスタが保存され、【情報】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 

 
9.【単位数表マスタ】画面で＜戻る＞
をクリックし、【基本情報設定】画
面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 
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4.6.2 単位数表マスタの修正 

簡易入力システム（地域生活支援事業）に登録した単位数表マスタに変更が発生した場合、修正する必要

があります。ここでは、単位数表マスタを修正する操作方法について説明します。 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.＜単位数表マスタ入力＞をクリッ
クします。 
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3.【単位数表マスタ】画面が表示され
ます。 
《区分》欄を入力し、＜表示＞を
クリックします。 

 
 
 
4.【単位数表マスタ】画面に、登録済
の情報が表示されます。 
必要に応じて修正します。 

 
5.入力が終わりましたら、＜登録＞
をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
6.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 

 
7.単位数表マスタが保存され、【情報】
画面が表示されます。 
＜OK＞をクリックします。 

 
8.【単位数表マスタ】画面で＜戻る＞
をクリックし、【基本情報設定】画
面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 
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4.6.3 単位数表マスタの削除 

簡易入力システム（地域生活支援事業）に登録した単位数表マスタが不要になった場合、削除することが

できます。ここでは、単位数表マスタを修正する操作方法について説明します。 

 

⚠Caution! 単位数表マスタの削除について 

 削除する単位数表マスタの受給者にかかる請求情報が存在しないなど、問題ないことを確認
して削除してください。 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.＜単位数表マスタ入力＞をクリッ
クします。 
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3.【単位数表マスタ】画面が表示され
ます。 
《区分》欄を入力し、＜表示＞を
クリックします。 

 
 
 
4.【単位数表マスタ】画面に、登録済
の情報が表示されます。右図①の
ように削除したい行を選択し、右
図②の＜行削除＞をクリックしま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.単位数表マスタの削除について、
【確認】画面が表示されます。
＜OK＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 

① 
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6.単位数表マスタに削除した情報が
表示されていないことを確認しま
す。 

 
7.単位数表マスタの削除が終わりま
したら、＜登録＞をクリックしま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
8.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 

 
9.単位数表マスタが保存され、【情報】
画面が表示されます。 
＜OK＞をクリックします。 

 
10.【単位数表マスタ】画面で＜戻
る＞をクリックし、【基本情報設定】
画面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 
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4.6.4 単位数表マスタの取り込み 

請求情報を入力する際にはサービスコードを入力しますが、簡易入力システムでは、サービスコードを単

位数表マスタで管理しており、その取り込みが必要となります。ここでは、電子請求受付システムからダ

ウンロードした単位数表マスタを簡易入力システムに取り込む操作方法について説明します。 

 

⚠Caution! 単位数表マスタは市町村等からの連絡に応じて適宜取り込みを 

 単位数表マスタは、市町村等からの連絡に応じて、適宜取り込みを行ってください。なお、
単位数表マスタをダウンロードする手順については［電子請求受付システム 導入マニュアル
（事業所編） 3.3.1. ソフトウェアのダウンロード］を参照してください。 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.＜単位数表マスタ取込・出力＞を
クリックします。 
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3.【単位数表マスタ取込・出力】画面
が表示されます。 
《区分》欄の［取込］を選択し、
《市町村》欄を選択します。 

 
 
4.取り込むファイルを選択します。 
※ファイルの選択については☞

［2.2⑹ ファイルの選択］を参照
してください。 

 
 
5.ファイルを選択後、＜実行＞をク
リックします。選択したファイル
の、簡易入力システムへの取り込
みを開始します。 

※【単位数表マスタ取り込みエラー】
画面が表示された場合は☞［8.1
（21） 単位数表マスタの取り込
み時に【単位数表マスタ取り込み
エラー】画面が表示された。］を参
照してください。 

 
6.取り込みを実行すると、【単位数表
マスタ取込・出力】画面に取り込
み状況が表示されます。 

 
 
 

☝Point! このような画面が表示された場合 
 単位数表マスタのファイル名のバージョン情報が間違っていることが考えられます。電子請
求受付システムより単位数表マスタをダウンロードし直し、再度取り込んでください。 
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7.【確認】画面が表示されます。
＜OK＞をクリックします。 

※【作成日】に表示されている日付
が、【単位数表マスタ】画面の［作
成日］に表示されます。 

 
 
 
 
8.【情報】画面が表示されます。
＜OK＞をクリックします。 

 
 
9.【単位数表マスタ取込・出力】画面
で＜戻る＞をクリックし、【基本情
報設定】画面に戻ります。 

 

☝Point! 単位数表マスタの取込みについて 
 「アップデートの確認」により、各市町村の最新の単位数表マスタを自動で取込んだ場合に
ついては、電子請求受付システムよりダウンロードし、【単位数表マスタ取込・出力】画面で
取込む必要はありません。 
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4.6.5 単位数表マスタの出力 

登録した単位数表マスタを出力することができます。 

ここでは、登録した単位数表マスタを出力する操作方法について説明します。 

 
 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.＜単位数表マスタ取込・出力＞を
クリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.【単位数表マスタ取込・出力】画面
が表示されます。 
《区分》欄の［出力］を選択し、
《市町村》欄、《作成日》欄を入力
します。 

 
4.＜参照＞をクリックします。 



4.6 単位数表マスタ 

157 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

5.【フォルダーの参照】画面が表示さ
れます。単位数表マスタを保存す
るフォルダを選択し、＜OK＞をク
リックします。 

 
 
 
 
 
 
 
6.右図①の《フォルダ名》欄に選択し
たフォルダ名が表示されます。 
＜実行＞をクリックします。 

 
 
 

※出力されるファイルは、［《市町村》で選択した市町村名］＋［地域生活支
援単位数表］＋［《作成日》の西暦日付 8 桁］＋［01］＋［チェック用の数
値 1 桁］というファイル名で出力されます。 
上の画面の場合、画面に入力された情報から［国保市地域生活支援単位数
表 20170501019］というファイル名で出力されます（ファイル名の最後の
1 桁については、チェック用の数値のため［0～9］のいずれかが設定され
ます）。 

 
7.【確認】画面が表示されます。
＜OK＞をクリックします。 

 
8.【情報】画面が表示されます。
＜OK＞をクリックします。 

 
9.【単位数表マスタ取込・出力】画面
で＜戻る＞をクリックし、【基本情
報設定】画面に戻ります。 

 
 
 
 
 
 
 

② 

① 



4.6 単位数表マスタ 

158 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

10.【基本情報設定】画面で＜単位数
表マスタ入力＞をクリックし、【単
位数表マスタ保守】画面を表示し
ます。 
右図①の   をクリックし、《作
成日》欄が［手順 3．］で入力した
作成日で更新されていることを確
認します。 

 
 
 
 
 
 

☝Point! 単位数表マスタの作成日について 
 単位数表マスタの［作成日］は、【単位数表マスタ取込・出力】画面で入力した作成日で更新
されます。 
 事業所で使用している簡易入力システムの単位数表マスタと同じかどうかを確認する際に利
用してください。 

 
 

① 
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4.7 契約内容情報 
4.7.1 契約内容情報の登録 

請求情報を入力する際に、受給者とサービス事業所間の契約内容の情報を登録する必要があります。 

ここでは、契約内容情報を登録する操作方法について説明します。 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.＜契約内容情報＞をクリックしま
す。 
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3.【契約内容情報保守】画面が表示さ
れます。 
《受給者証番号》欄に受給者証番
号を直接入力します。 

※受給者証番号の入力については
☞［2.3.2 受給者証番号入力につ
いて］を参照してください。 

 
4.各項目を入力し、＜明細追加＞を
クリックします。 
 
契約内容の報告の項目は以下のと
おりです。 

項目 内容 
No. 行番号を表示します。 
事業者記入欄番号 事業者記入欄番号を入力します。 
サービスコード サービスコードを入力します。 
サービス内容 サービス内容を表示します。 
契約支給量 支給決定サービスコードを設定すると、対応する単位を自動で表示します。 

入力可能な量は、支給決定情報の決定支給量以内です。 
※《サービスコード》欄が原則の日数で入力するサービスの場合、《契約支給量》

欄の原則の日数チェックボックスが入力可能となります。 
契約開始日 契約開始日を入力します。 
契約終了日 契約終了日を入力します。 

※【支給決定サービスコード検索】
画面から検索する方法は☞

［2.3.10 支給決定サービスコー
ド入力について］を参照してくだ
さい。 

 
5.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 
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6.明細が追加されるので、確認しま
す。 

※続けて契約内容情報を入力する場
合は、［手順 4.～6.］の操作を繰り
返します。 

※明細の修正・削除・クリアについ
ては☞［2.3.6］・［2.3.7］・［2.3.8］
を参照してください。 

 
7.入力が終わりましたら、＜登録＞
をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 

 
9.契約内容情報が保存され、【情報】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 

 
10.【契約内容情報保守】画面で＜戻
る＞をクリックし、【基本情報設定】
画面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 
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📖📖Column 契約内容情報の登録について 

 契約内容情報の登録が必要なサービス種類については、厚生労働省「インタフェース仕様書
（サービス事業所編）」の 1.2.3.2.「介護給付費等明細書情報 ⑼契約情報レコードの作成対象サ
ービス」を参照してください。従来は決定支給量と契約支給量が異なる場合のみ設定が必要だ
ったものもありますが、平成 30 年 4 月以降、多くのサービスで、常に契約内容情報の設定が
必要となっています。 
 なお、契約内容情報を登録する場合、あらかじめ支給決定情報が登録されている必要があり
ます。 
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4.7.2 契約内容情報の修正 

登録した契約内容情報に変更が発生した場合、修正する必要があります。 

ここでは、契約内容情報を修正する操作方法について説明します。 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.＜契約内容情報＞をクリックしま
す。 
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3.【契約内容情報保守】画面が表示さ
れます。 
《受給者証番号》欄に修正したい
受給者証番号を入力します。 

 
4.【契約内容情報保守】画面に登録済
の契約内容情報が表示されます。
必要に応じて修正します。 

※修正の操作方法については☞

［2.3.6 明細修正ボタンについて］
を参照してください。 

 
5.入力が終わりましたら、＜登録＞
クリックします。 

 
6.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。 
＜OK＞をクリックします。 

 
7.契約内容情報が保存され、【情報】
画面が表示されます。 
＜OK＞をクリックします。 

 
8.【契約内容情報保守】画面で＜戻
る＞をクリックし、【基本情報設定】
画面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 
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4.7.3 契約内容情報の削除 

契約内容情報が不要になった場合、削除することができます。 

ここでは、契約内容情報を削除する操作方法について説明します。 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.＜契約内容情報＞をクリックしま
す。 
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3.【契約内容情報保守】画面が表示さ
れます。 
《受給者証番号》欄に削除したい
受給者証番号を入力します。 

 
4.【契約内容情報保守】画面に登録済
の契約内容情報が表示されます。
必要に応じて削除します。 

※削除の操作方法については☞

［2.3.7 明細削除ボタンについて］
を参照してください。 

 
5.削除が終わりましたら、＜登録＞
をクリックします。 

 
6.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。 
＜OK＞をクリックします。 

 
7.契約内容情報が保存され、【情報】
画面が表示されます。 
＜OK＞をクリックします。 

 
8.【契約内容情報保守】画面で＜戻
る＞をクリックし、【基本情報設定】
画面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 
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4.8 処遇改善情報 
4.8.1 処遇改善情報の登録 

福祉・介護職員処遇改善加算、又は福祉・介護職員処遇改善特別加算、もしくは福祉・介護職員等特定処

遇改善加算を請求するにあたり、提供しているサービス毎に処遇改善情報を登録する必要があります。 

ここでは、処遇改善情報を登録する操作方法について説明します。 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.＜処遇改善情報＞をクリックしま
す。 
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3.【処遇改善情報(基本)】画面が表示
されます。 

※ の場合、【処遇改善情報(基本)】
画面の《平成 24 年 4 月から》タ
ブが表示されます。 

 
4.処遇改善情報を登録するサービス
の＜詳細＞をクリックします。 

 

☝Point! 処遇改善情報が登録できるサービスについて 

 処遇改善情報が登録できるサービスは、【事業所情報（基本）】画面において、《サービス提供
状況》欄が［提供］となっているサービスになります。［未提供］となっているサービスについ
ては、＜詳細＞は無効になり、処遇改善情報は登録できません。 

 

☝Point! 《基準年月》欄の初期値について 

《基準年月》欄の初期値として、以下の年月を表示します。 
 ・システム日付が 15 日以前の場合、前月 
 ・システム日付が 16 日以降の場合、当月 

 
5.【処遇改善情報（明細）】画面が表
示されます。各項目を入力し、＜明
細追加＞をクリックします。 
 
 
 
処遇改善情報（明細）の項目は以
下のとおりです。 

項目 内容 
No. 行番号を表示します。 
適用開始年月（年） 福祉・介護職員処遇改善（特別）加算の適用が開始される年を入力します。 
適用開始年月（月） 福祉・介護職員処遇改善（特別）加算の適用が開始される月を入力します。 
処遇改善加算の有無 以下のいずれかを選択します。 

・福祉・介護職員処遇改善加算を算定する場合⇒［処遇改善加算］ 
・福祉・介護職員処遇改善特別加算を算定する場合⇒［処遇改善特別加算］ 
・加算を算定しない場合⇒［無し］ 
※《適用開始年月》欄が令和 4 年 4 月以降の場合、［処遇改善特別加算］は選択

できません。 
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項目 内容 
主たる事業所サービス種類 

 
主たる事業所サービス種類として、以下のいずれかのサービス種類コードを設
定します。 
○短期入所を： 

・指定宿泊型自立訓練事業所において行った場合⇒［34：宿泊型自立訓練］ 
・単独型事業所において行った場合⇒［22:生活介護］ 
・介護サービス包括型指定共同生活援助事業所において行った場合⇒［33：

共同生活援助（介護サービス包括型）］ 
・外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において行った場合⇒［33：

共同生活援助（外部サービス利用型）］ 
・日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において行った場合⇒［33：

共同生活援助（日中サービス支援型）］ 
○短期入所以外のサービスを： 

・施設入所支援を併設している事業所において行った場合⇒［32：施設入所
支援］ 

※短期入所において、《適用開始年月》欄が令和 3 年 3 月以前の場合に入力可能
となります。 

キャリアパス区分 以下のいずれかを選択します。 
・キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たしている⇒［Ⅰ］ 
・キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たしている⇒［Ⅱ］ 
・キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たしている⇒［Ⅲ］ 
・キャリアパス要件を満たしていない⇒［Ⅳ（キャリアパス要件）］ 
・職場環境等要件を満たしていない⇒［Ⅳ（職場環境等要件）］ 
・キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たしていない⇒［Ⅴ（キャリアパ

ス要件、職場環境等要件）］ 
※《適用開始年月》欄が平成 29 年 4 月以降、かつ《処遇改善加算の有無》欄が

［処遇改善加算］の場合、選択できます。 
※《適用開始年月》欄が令和 4 年 4 月以降の場合、［Ⅳ（キャリアパス要件）］

［Ⅳ（職場環境等要件）］[Ⅴ（キャリアパス要件、職場環境等要件）］は選択
できません。 

特定処遇改善加算の有無 以下のいずれかを選択します。 
・福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合⇒［有り］ 
・加算を算定しない場合⇒［無し］ 
※適用開始年月が令和 1 年 10 月以降、キャリアパス区分で［Ⅰ］［Ⅱ］［Ⅲ］が

選択されている場合に入力可能となります。 
特定処遇改善加算区分 以下のいずれかを選択します。 

・特定処遇改善加算Ⅰを算定する場合⇒［Ⅰ］ 
・特定処遇改善加算Ⅱを算定する場合⇒［Ⅱ］ 
※以下のサービスの場合、入力できません。 

・［重度包括支援］ 
・[短期入所支援]（令和 3 年 4 月以降） 
・［居宅訪問型児童発達支援］ 
・［保育所等訪問支援］ 

※《特定処遇改善加算の有無》が［有り］の場合に入力可能となります。 
※以下のサービスの場合、以下の《主たる事業所サービス種類》の条件を満た

す必要があります。 
・短期入所⇒《適用開始年月》欄が令和 3 年 3 月以前、かつ《主たる事業所

サービス種類》が［33：共同生活援助（介護サービス包括］［33：共同生活
援助（外部サービス利用型）］［33：共同生活援助（日中サービス支援型）］
［34：宿泊型自立訓練］ 

・生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、
就労移行支援（養成施設）、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型⇒《主た
る事業所サービス種類》が未設定 
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項目 内容 
福祉・介護職員等ベースアップ
等支援加算の有無 

以下のいずれかを選択します。 
・福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合⇒［有り］ 
・加算を算定しない場合⇒［無し］ 
※《適用開始年月》欄が令和 4 年 10 月以降、《処遇改善加算の有無》欄が［処

遇改善加算］、かつ《キャリアパス区分》欄で［Ⅰ］［Ⅱ］［Ⅲ］が選択されて
いる場合に入力可能となります。 

 
6.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
 
 
 
7.明細が追加されるので、確認しま
す。 

 
※明細の修正・削除・クリアについ
ては☞［2.3.6］・［2.3.7］・［2.3.8］
を参照してください。 

 
 
8.入力が完了しましたら、＜登録＞
をクリックします。 

 
9.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 

 
 
 
10.処遇改善情報が保存され、【情報】
画面が表示されます。 
＜OK＞をクリックします。 

 
11.【処遇改善情報（明細）】画面で
＜戻る＞をクリックし、【処遇改善
情報（基本）】画面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 
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12.【処遇改善情報（基本）】画面で
＜戻る＞をクリックし、【基本情報
設定】画面に戻ります。 
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4.8.2 処遇改善情報の修正 

登録した処遇改善情報に変更が発生した場合、修正する必要があります。ここでは、処遇改善情報を修正

する操作方法について説明します。 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.＜処遇改善情報＞をクリックしま
す。 
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3.【処遇改善情報（基本）画面が表示
されます。 

※ の場合、【処遇改善情報(基本)】
画面の《平成 24 年 4 月から》タ
ブが表示されます。 

 
4.処遇改善情報を修正したいサービ
スの＜詳細＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
5.【処遇改善情報（明細）】画面に登
録済の処遇改善情報が表示されま
す。必要に応じて修正します（下
記の「例」を参照）。 

※修正の操作方法については☞

［2.3.6 明細修正ボタンについて］
を参照してください。 

 
6.入力が完了しましたら、＜登録＞
をクリックします。 
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例⑴ 処遇改善情報の有無が変更された 
◎令和元年 10月より処遇改善情報の有無が無しとなった場合 

 
 《適用開始年月》欄に［令和 1 年 10 月］、《処遇改善加算の有無》欄に［無し］を選択した明
細を追加し、登録します。上記の内容で登録すると、令和元年 10 月サービス提供分からは福
祉・介護職員処遇改善加算の請求は行われなくなります。 

 
例⑵ キャリアパス区分が変更された 
◎令和元年 10月よりキャリアパス区分が［Ⅱ］となった場合 

 
 《適用開始年月》欄に［令和 1 年 10 月］、《処遇改善加算の有無》欄に［処遇改善加算］、《キ
ャリアパス区分》欄に［Ⅱ］を選択した明細を追加し、登録します。上記の内容で登録すると、
令和元年 10 月サービス提供分から福祉・介護職員処遇改善加算は［Ⅱ］の加算率で計算しま
す。 
 キャリアパス要件及び職場環境等要件は、報酬改定等により変更になる場合があります。上
図の例では、令和元年 10 月改定時、新たな要件に対応し、改めて［Ⅱ］を選択しています。 

 
7.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 

 
 
 
8.処遇改善情報が保存され、【情報】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 
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9.【処遇改善情報（明細）】画面で＜戻
る＞をクリックし、【処遇改善情報
（基本）】画面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 

 
10.【処遇改善情報（基本）】画面で
＜戻る＞をクリックし、【基本情報
設定】画面に戻ります。 

 

☝Point! 登録内容の確認が必要な請求情報について（処遇改善情報） 

 登録済みの請求情報に影響する処遇改善情報を修正した場合、請求情報の再登録を促す確認
メッセージが表示されます。 
 登録済みの請求情報に影響する項目は以下のとおりです。 
・適用開始年月 ・処遇改善加算の有無 ・主たる事業所サービス種類 ・キャリアパス区分 
・特定処遇改善加算の有無 ・特定処遇改善加算区分 
・福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の有無 

 
【処遇改善情報（明細）】画面 

 
 
 

＜登録＞クリック後に表示される【確認】画面で＜OK＞
をクリックすると、基本情報の修正によって登録内容の
確認が必要となる請求情報が存在した場合、請求情報の
再登録を促す確認メッセージが表示されます。 
併せて、登録内容の確認が必要となる請求情報の件数が
表示されます。 
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4.8.3 処遇改善情報の削除 

処遇改善情報が不要になった場合、削除することができます。 

ここでは、処遇改善情報を削除する操作方法について説明します。 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.＜処遇改善情報＞をクリックしま
す。 
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3.【処遇改善情報（基本）画面が表示
されます。 

※ の場合、【処遇改善情報(基本)】
画面の《平成 24 年 4 月から》タ
ブが表示されます。 

 
4.処遇改善情報を修正したいサービ
スの＜詳細＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
5.【処遇改善情報（明細）】画面に登
録済の処遇改善情報が表示されま
す。必要に応じて削除します。 

※削除の操作方法については☞

［2.3.7 明細削除ボタンについて］
を参照してください。 

 
6.削除が完了しましたら、＜登録＞
をクリックします。 

 
 
 
 
 
7.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 

 
8.処遇改善情報が保存され、【情報】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 
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9.【処遇改善情報（明細）】画面で＜戻
る＞をクリックし、【処遇改善情報
（基本）】画面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 

 
10.【処遇改善情報（基本）】画面で
＜戻る＞をクリックし、【基本情報
設定】画面に戻ります。 
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4.8.4 処遇改善情報の確認 

登録した処遇改善情報について、【処遇改善情報（基本）】画面で登録状況を確認することができます。 

ここでは、処遇改善情報の登録状況を確認する操作方法について説明します。 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜基本情報
設定＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.＜処遇改善情報＞をクリックしま
す。 
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3.【処遇改善情報（基本）】画面が表
示されます。基準年月における処
遇改善情報の登録状況が、サービ
ス種類毎に表示されます。 

※ の場合、【処遇改善情報(基本)】
画面の《平成 24 年 4 月から》タ
ブが表示されます。 

 
4.処遇改善情報を修正したいサービ
スの＜詳細＞をクリックします。 

 
 
 
5.《基準年月》欄を入力します。基準
年月を指定すると、指定した基準
年月時点での各項目の登録情報が
一括して表示されます。 
基準年月を変更した場合は、＜表
示＞をクリックして情報を再表示
してください。 

 
6.【処遇改善情報（基本）】画面で＜戻
る＞をクリックし、【基本情報設定】
画面に戻ります。 

 
 

☝Point! サービス毎における処遇改善情報の登録状況の表示内容について 
 【処遇改善情報(明細)】画面で《処遇改善加算の有無》欄に［処遇改善加算］が登録されて
いる場合、［有り］の背景色が赤色で表示されます。 

 
 ［無し］で登録されている場合、又は登録情報がない場合は水色で、処遇改善情報が 1 件も
登録されていない場合は白色で表示されます。 

また、【事業所情報(基本)】画面の《サービス提供状況》欄が［未提供］で登録されている場
合は灰色で表示されます。 
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4.9 データバックアップとデータリストア 
4.9.1 データのバックアップを行う 

登録したデータはバックアップすることができます。また、バックアップ後に過去情報の削除を行うこと

ができます。ここでは、バックアップ及び過去情報の削除を行う操作方法について説明します。 

 
1.【詳細メニュー】画面で＜ユーティ
リティ＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.【基本情報設定】画面で＜データバ
ックアップ＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☝Point! システム終了時に【データバックアップ】画面が表示された場合 

 簡易入力システムの終了時に【データバックアップ】画面が表示された場合、初期値として
［令和○○年○○月以前の情報を削除します］が選択され、［過去情報を削除しない］は選択で
きません。 
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3.【データバックアップ】画面が表示
されます。 
［システム固定のフォルダにバッ
クアップする］、又は［指定したフ
ォルダにコピーする］の   をク
リックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 

⑴［システム固定のフォルダにバックアップする］を選択した場合 
システムで決められた場所にバックアップファイルをコピーします。 
バックアップファイルを最大 10 個まで履歴管理し、最も古いバックアッ

プファイルは自動的に削除されます。 
⑵［指定したフォルダにコピーする］を選択した場合 

＜参照＞が入力可能な状態になるので、＜参照＞をクリックし、バックア
ップファイルの保存先（外部媒体等）を指定してください 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.9 データバックアップとデータリストア 

183 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

4.［過去情報を削除しない］、又は［令
和○○年○○月以前の情報を削除
します］の   をクリックし、
＜OK＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑴［過去情報を削除しない］を選択した場合 
過去情報を削除せずにデータのバックアップが行われます。 

⑵［令和○○年○○月以前の情報を削除します］を選択した場合 
データのバックアップ後に指定した削除年月以前の過去情報が削除され

ます。なお、処理に時間がかかる場合があります。 
※《削除年月》欄には当日から 1 年前の年月が初期設定されます。 
※《当該情報》欄には削除年月に応じて削除される情報が表示されます。 

 
5.【確認】画面が表示されます。
＜OK＞をクリックします。 

 
6.【情報】画面が表示されます。
＜OK＞をクリックします。 
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7.【データバックアップ】画面で＜キ
ャンセル＞をクリックし、【基本情
報設定】画面に戻ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☝Point! データのバックアップ時におけるデータの破損チェックについて 

 データのバックアップ時に行われるデータの破損チェックにおいて、データが破損している
場合、【警告】画面が表示されます。 

 
 【警告】画面で＜OK＞をクリックすると、バックアップを行わず、簡易入力システムを終
了します。 
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4.9.2 データのリストアを行う 

リストア（復元）とは、バックアップしたデータを使用し、データをバックアップ時点の状態に戻すこと

です。ここでは、バックアップしたデータをリストアする操作方法について説明します。 

 

⚠Caution! バックアップ以降の変更に注意 

 リストア後は、バックアップしたデータに置き換わります。そのため、バックアップした時
点から変更したデータについては元に戻ってしまうので、注意してください。 

 
1.   をクリックし、《障害者総合
支援》→《障害福祉サービス デー
タリストア》をクリックします。 

※ の場合、《障害児支援 データ
リストア》をクリックします。以
下、同様に読み替えます。 

※ の場合、《地域生活支援事業 
データリストア》をクリックしま
す。以下、同様に読み替えます。 

※簡易入力システムの画面上からは
起動できません。 

※Windows 11の場合、スタートメ
ニューの右上の   
をクリックし、《障害者総合支援》
→《障害福祉サービス データリス
トア》をクリックします。 
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2.【データリストア】画面が表示され
ます。 
［システム固定のフォルダからリ
ストアする］、又は［指定したファ
イルからリストアする］の   を
クリックします。 

 
 
 
 
 
 
 

［指定したファイルからリストアする］を選択した場合 
［指定したファイルからリストアする］をクリックすると、＜参

照＞が入力可能な状態になるので、＜参照＞をクリックし、バックア
ップフォルダを選択してください 

 
3.［システム固定のフォルダからリ
ストアする］を選択した場合、《バ
ックアップファイル選択》欄に、
システム固定のフォルダに履歴
管理しているバックアップファ
イルが表示されます。 
リストアするバックアップファ
イルを選択し、＜OK＞をクリッ
クします。 

 
 
 
 
 
4.【確認】画面が表示されます。
＜OK＞をクリックします。 
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5.【情報】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
6.【データリストア】画面で＜キャン
セル＞をクリックし、画面を閉じ
ます。 
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☝Point! 簡易入力システムの起動時に【データリストア】画面が表示された場合 

 簡易入力システムの起動時に【データリストア】画面が表示された場合の手順は以下のとお
りです。 
1.【確認】画面が表示されます。＜OK＞をクリックします。 

 
2.【情報】画面が表示されるので、＜OK＞をクリックします。 

 
3.【データリストア】画面で＜OK＞をクリックします。 

 
4.【警告】画面が表示されます。＜OK＞をクリックすると、【事業所選択】画面が表示されま

す。 
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5. 請求情報の入力 
5.1 実績記録票の入力 
サービス提供実績記録票は大きく分けて「明細追加型」と「カレンダー型」の 2種類があります。 

ここでは、それぞれの入力方法について説明します。 

 

5.1.1 明細追加型の実績記録票 

5.1.1.1 入力方法が明細追加型のサービス 
サービス提供実績記録票の入力方法が明細追加型のサービスは以下のとおりです。 
なお、［ ］内の数字はサービス種類コードです。 

障害福祉サービス 障害児支援 
［11］居宅介護 
［13］行動援護 
［12］重度訪問介護 
［14］重度障害者等包括支援 
［15］同行援護 
［33］共同生活援助（様式 18-2） 

なし 
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5.1.1.2 画面と様式との対応 
 

 
【居宅介護サービス提供実績記録入力】画面 

 

 
様式（居宅介護サービス提供実績記録票） 

④合計表示部 ②明細入力部（実績情報）

③明細表示部 

①ヘッダー部 

① 

② ③ 

④ 
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5.1.1.3 明細追加型のサービス提供実績記録票の入力 
 
1.【詳細メニュー】画面《請求状況管
理》タブで＜サービス提供実績記
録票＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.【サービス提供実績記録票入力】画
面が表示されるので、入力を行う
サービス提供実績記録票のボタン
をクリックします。ここでは＜居
宅介護＞を例に説明します。 

 
 
 
 
 
 
3.【居宅介護サービス提供実績記録
票】画面が表示されます。 
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4.ヘッダー部の《受給者証番号》欄に
該当する番号を入力し、［Enter］
キーを押します。 

※受給者証番号の入力については
☞［2.3.2 受給者証番号入力につ
いて］を参照してください。 

※過去情報の照会・複写については
☞［2.3.4 情報照会について］を
参照してください。 

 
5.受給者情報に登録されている受給
者の該当情報が表示されます。 

 
6.＜基本情報入力内容確認＞をクリ
ックします。 

※基本情報の入力内容にエラーが存
在する場合は、＜基本情報入力内
容確認＞が赤色で表示されます。
詳細については☞［5.5.2 請求明
細書自動作成の操作方法］の［手
順 1.］を参照してください。 

 
 
 
 
 
 
7.【基本情報入力内容確認】画面が表
示されます。 
基本情報の登録内容を確認します。 

※【基本情報入力内容確認】画面に
ついては☞［5.5.2 請求明細書自
動作成の操作方法］の［手順 2.］
を参照してください。 

 
 
 
8.確認が終わりましたら、＜戻る＞
をクリックします。 
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9.明細直接入力の状態が［OFF］の場
合、明細入力部（実績情報）に入
力し、＜明細追加＞をクリックし
ます。 

※入力切替機能については☞

［2.3.14 入力切替機能について］
を参照してください。 

 
10.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
11.明細表示部に入力した情報が追
加されるので、確認します。 

※続けて実績情報を入力する場合は、
［手順 9.～10.］の操作を繰り返し
ます。 

※明細の修正・削除・クリアについ
ては☞［2.3.6］・［2.3.7］・［2.3.8］
を参照してください。 

 
 
12.明細直接入力の状態が［ON］の
場合、明細表示部に入力します。 

※明細表示部に入力できる項目は、
明細入力部と同様になります。た
だし、《№》欄は入力できません。 

※明細表示部の入力方法については
☞［2.3.14 入力切替機能について］
を参照してください。 
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13.情報入力が完了しましたら、＜登
録＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.《提供年月》欄が平成 21年 4月
以降、かつ明細直接入力の状態が
［OFF］の場合、入力内容がチェ
ックされ、【確認】画面が表示され
ます。＜登録＞、又は＜一時保存＞
をクリックします。 

※ボタンの操作については☞［2.3.3 
情報登録時の確認画面について］
を参照してください。 

※明細直接入力の状態が［ON］の場
合、一時保存のみできます。入力
切替機能については☞［2.3.14 入
力切替機能について］を参照して
ください。 

※＜登録＞をクリックすると、請求
明細書の自動作成が行われます。
請求明細書の自動作成については
☞［5.5 請求明細書の自動作成に
ついて］を参照してください。 
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15.入力内容が保存され、【情報】画
面が表示されます。＜OK＞をクリ
ックします。 

※実績情報を登録後、続けて他の受
給者の情報を登録する場合は、［手
順 3.］【居宅介護サービス提供実績
記録票】画面まで戻るので、再度
受給者証番号の入力から操作して
ください。 

※間違って情報を登録してしまった
場合、再度該当情報を表示し、＜削
除＞をクリックすると、登録済情
報を削除することができます。 

 
16.【居宅介護サービス提供実績記録
票】画面で＜戻る＞をクリックし、
【サービス提供実績記録票入力】
画面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 
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5.1.2 カレンダー型の実績記録票 

5.1.2.1 入力方法がカレンダー型のサービス 
サービス提供実績記録票の入力方法がカレンダー型のサービスは以下のとおりです。 
なお、［ ］内の数字はサービス種類コードです。 

障害福祉サービス 障害児支援 
・［24］短期入所 
・［22］生活介護 
・［32］施設入所支援 
・［41］自立訓練（機能訓練） 
・［42］自立訓練（生活訓練） 
・［34］宿泊型自立訓練 
・［43/44］就労移行支援 
・［45/46］就労継続支援 
・［33］共同生活援助（様式 18-1） 
・［47］就労定着支援 
・［35］自立生活援助 
・［53］地域移行支援 
・［54］地域定着支援 

・［71/72］障害児入所支援 
・［61］児童発達支援 
・［62］医療型児童発達支援 
・［63］放課後等デイサービス 
・［64］保育所等訪問支援 
・［65］居宅訪問型児童発達支援 

※廃止済みのサービスは記載していません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1 実績記録票の入力 

197 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

5.1.2.2 画面と様式との対応 
 

 
【生活介護サービス提供実績記録入力】画面 

 

 
様式（生活介護サービス提供実績記録票） 

①ヘッダー部 1

③明細入力部（実績情報）

⑤ヘッダー部 3 

②ヘッダー
部 2 

①

③ ③ 

④ ② 

④合計表示部
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5.1.2.3 カレンダー型のサービス提供実績記録票の入力 
 
1.【詳細メニュー】画面《請求状況管
理》タブで＜サービス提供実績記
録票＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 【サービス提供実績記録票入力】
画面が表示されるので、入力を行
うサービス提供実績記録票のボタ
ンをクリックします。ここでは
＜生活介護＞を例に説明します。 

 
 
 
 
 
 
3.【生活介護サービス提供実績記録
票】画面が表示されます。 
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4.ヘッダー部 1 の《受給者証番号》
欄に該当する番号を入力し、
［Enter］キーを押します。 

※受給者証番号の入力については
☞［2.3.2 受給者証番号入力につ
いて］を参照してください。 

※過去情報の照会・複写については
☞［2.3.4 情報照会について］を
参照してください。 

 
5.受給者情報に登録されている受給
者の該当情報が表示されます。 

 
6.＜基本情報入力内容確認＞をクリ
ックします。 

※基本情報の入力内容にエラーが存
在する場合は、＜基本情報入力内
容確認＞が赤色で表示されます。
詳細については☞［5.5.2 請求明
細書自動作成の操作方法］の［手
順 1.］を参照してください。 

 
 
 
 
 
 
7.【基本情報入力内容確認】画面が表
示されます。 
基本情報の登録内容を確認します。 

※【基本情報入力内容確認】画面に
ついては☞［5.5.2 請求明細書自
動作成の操作方法］の［手順 2.］
を参照してください。 

 
 
8.確認が終わりましたら、＜戻る＞
をクリックします。 
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9.ヘッダー部 2を入力します。 
 
 
10.ヘッダー部 3を入力します。 
なお、《サービス提供単位番号》は、
事業所情報登録時に《サービス提
供単位番号》を複数登録している
場合にのみ表示されます。 

※《サービス提供単位番号》につい
ては☞［4.1.1 手順 26. Point! サ
ービス提供単位番号が初期設定さ
れるサービスについて］を参照し
てください。 

 
11.明細入力部を入力します。 
ヘッダー部 1に表示されている提
供年月のカレンダーが表示されて
います。 
該当する日付の行に情報を入力し
ます。 

※明細のクリアについては☞［2.3.8 
明細クリアボタンについて］を参
照してください。 

※カレンダー形式の明細入力部には、
コピー・貼り付け、一括削除の機
能があります。詳細については☞
［2.3.12 コピー・貼り付け、一括
削除機能について］を参照してく
ださい。 

 
12.情報入力が完了しましたら、＜登
録＞をクリックします。 
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13.《提供年月》欄が平成 21年 4月
以降の場合、入力内容がチェック
され、【確認】画面が表示されます。 
＜登録＞、又は＜一時保存＞をク
リックします。 

※ボタンの操作については☞［2.3.3 
情報登録時の確認画面について］
を参照してください。 

※＜登録＞をクリックすると、請求
明細書の自動作成が行われます。
請求明細書の自動作成については
☞［5.5 請求明細書の自動作成に
ついて］を参照してください。 

※特定基準該当事業所の場合、サー
ビス内容によっては請求明細書の
自動作成が行われません。 

 
14.入力内容が保存され、【情報】画
面が表示されます。＜OK＞をクリ
ックします。 

※実績情報を登録後、続けて他の受
給者の情報を登録する場合は、［手
順 3.］【生活介護サービス提供実績
記録票】画面まで戻るので、再度
受給者証番号の入力から操作して
ください。 

※間違って情報を登録してしまった
場合、再度該当情報を表示し、＜削
除＞をクリックすると、登録済情
報を削除することができます。 

 
15.【生活介護サービス提供実績記録
票】画面で＜戻る＞をクリックし、
【サービス提供実績記録票入力】
画面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 
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☝Point! 地域移行支援において、請求明細書の自動作成が行われない場合 

 地域移行支援において、《算定日数》欄の合計日数が 2 日未満の場合、請求明細書の自動作成
は行われません。［手順 12.］の＜登録＞クリック後の操作方法は以下のとおりです。 
1．入力内容がチェックされ、【確認】画面が表示されます。＜登録＞又は<一時保存>をクリッ

クします。 

 
2．入力内容が保存され、【情報】画面が表示されます。＜OK＞をクリックします。 
※実績情報を登録後、続けて他の受給者の情報を登録する場合は、【地域移行支援提供実績記録

票】画面まで戻るので、再度受給者証番号の入力から操作してください。 
※間違って情報を登録してしまった場合、再度該当情報を表示し、＜削除＞をクリックすると、

登録済情報を削除することができます。 

 

☝Point! 特定障害者特別給付費（又は特定入所障害児食費等給付費）が 0円の場

合の動作について 
 受給者情報の特定障害者特別給付費の《支給日額》欄が 0 円で登録されている場合、補足給
付の適用を無しとして扱います。 
 【施設入所支援提供実績記録入力】画面（又は【障害児入所支援提供実績記録入力】画面及
び【障害児施設支援(入所)提供実績記録入力】画面）について、サービス提供実績記録票を新
規入力する場合、《補足給付適用の有無》欄は［無し］で表示され、《実費算定額》欄は入力で
きません。 
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☝Point! 共同生活援助サービス提供実績記録票（様式 18-1）を登録後の操作 

 【請求明細書自動作成確認】画面において、＜明細書作成＞クリック後、引き続き共同生活
援助サービス提供実績記録票（様式 18-2）の登録を行えるようメッセージが表示される場合が
あります。クリック後の操作方法は以下のとおりです。 
1.【請求明細書自動作成確認】画面において、＜明細書作成＞をクリックします。 

 
2.請求明細書が自動作成され、【情報】画面が表示されます。＜OK＞、又は＜キャンセル＞を

クリックします。 
3.＜OK＞をクリックした場合、【共同生活援助サービス提供実績記録票（様式 18-２）】画面が

表示されます。 
4.＜キャンセル＞をクリックした場合、【共同生活援助サービス提供実績記録票（様式 18-1）】

画面に戻ります。 
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5.2 請求明細書の入力 
5.2.1 請求明細書入力の共通事項 

請求明細書の入力の共通事項について説明します。 

 

5.2.1.1 日数情報の設定方法 
日数情報は、以下の表の「データ設定例」の例に従って設定します。表に記載のないサービスに

ついては、厚生労働省「インタフェース仕様書 サービス事業所編」の 1.2.3.2「介護給付費等 明
細書情報」及び 2.1.3.2「障害児給付費等 明細書情報」の「日数情報レコードの設定方法」を参照
してください。 

①開始年月日の設定方法 
 開始年月日の設定方法 

サービス種類 事務処理要領 データ設定例 
［32］施設入所支援 
［21］療養介護 
［34］宿泊型自立訓練 

入所日を記載（請求の都度記
載）。 
同一月内に同一の施設の入退
所を繰り返した場合、月初日に
入所中であれば、当該入所の年
月日を記載する。 
月初日に入所中でなければ、当
該月の最初に入所した年月日
を記載する。 

⑴平成 19 年 9 月の明細書を作成する場合、
下記のようにデータを作成する。 
①平成 15 年 4 月 1 日に入所して現在も継

続入所している場合⇒平成 15 年 4 月 1
日 

②平成 15 年 4 月 1 日に入所して、平成 19
年 9 月 15 日に退所したが、平成 19 年 9
月 21 日から再度入所し継続して入所し
ている場合⇒平成 15 年 4 月 1 日 

③平成 19 年 9 月 15 日に入所した場合⇒
平成 19 年 9 月 15 日 

④平成 19 年 9 月 1 日に入所し、9 月 14 日
に一旦退所したが、9 月 20 日に再度入
所した場合⇒平成 19 年 9 月 1 日 

［11］居宅介護 
［12］重度訪問介護 
［13］行動援護 
［14］重度包括 
［15］同行援護 
［22］生活介護 
［35］自立生活援助 
［41］自立訓練（機能訓練） 
［42］自立訓練（生活訓練） 
［43/44］就労移行支援 
［45］就労継続支援 A 型 
［46］就労継続支援 B 型 
［47］就労定着支援 
［53］地域移行支援 
［54］地域定着支援 

一連とみなされる利用契約の
下で最初にサービスを提供し
た日付を記載する（請求の都度
記載）。 

⑵平成 19 年 9 月の明細書を作成する場合、
下記のようにデータを作成する。 
①平成 19 年 9 月 1 日に契約を開始し、平

成 19 年 9 月 3 日～平成 19 年 9 月 10 日
にサービス提供を行った場合⇒平成 19
年 9 月 3 日 

②平成 19 年 9 月 1 日に契約支給量 10 日
で契約したが、平成 19 年 9 月 15 日か
ら契約支給量 15 日に変更契約し、平成
19 年 9 月 3 日～平成 19 年 9 月 10 日に
サービス提供を行った場合⇒平成 19 年
9 月 3 日 

⑶平成 19 年 10 月の明細書を作成する場合、
下記のようにデータを作成する。 
①平成 19 年 9 月 1 日から契約支給量 10

日で契約していたが、平成 19 年 9 月 15
日から契約支給量 15 日に契約変更した
場合で、平成 19 年 10 月 5 日～平成 19
年 10 月 16 日にサービス提供を行った
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サービス種類 事務処理要領 データ設定例 
場合（※最初のサービス提供は 9 月 3 日）
⇒平成 19 年 9 月 3 日 

※ただし、生活介護において、児童移行者
を受け入れた場合、障害児入所支援の設
定方法により、開始年月日の設定を行う
こと。 

［24］短期入所 前月から継続して入所してい
る場合はその入所した日付を
記載し、それ以外の場合は当該
月の最初に入所した日付を記
載する。 

⑴と同様。 

［33］共同生活援助 支給決定障害者が当該共同生
活住居に入居した年月日を記
載する（請求の都度記載）。 
同一月内に同一指定事業所番
号の共同生活住居の入退居を
繰り返した場合は、月初日に入
居中であれば、当該入居の年月
日を記載し、月初日に入居中で
なければ、当該月の最初に入居
した年月日を記載する。 

⑴と同様。 

 開始年月日の設定方法 
サービス種類 事務処理要領 データ設定例 

［71］障害児入所支援 
［72］医療型障害児入所支援 

入所による指定施設支援を行
う障害児施設の場合： 
給付決定を受けた障害児が当
該施設等に入所した日付を記
載する（請求の都度記載）。 
同一月内に同一の施設の入退
所を繰り返した場合、月初日に
入所中であれば、当該入所の年
月日を記載する。 
月初日に入所中でなければ、当
該月の最初に入所した年月日
を記載する。 

⑷平成 19 年 9 月の明細書を作成する場合、
以下のようにデータを作成する。 
①平成 15 年 4 月 1 日に入所して現在も継

続入所している場合⇒平成 15 年 4 月 1
日 

②平成 15 年 4 月 1 日に入所して、平成 19
年 9 月 15 日に退所したが、平成 19 年 9
月 21 日から再度入所し継続して入所し
ている場合⇒平成 15 年 4 月 1 日 

③平成 19 年 9 月 15 日に入所した場合⇒
平成 19 年 9 月 15 日 

④平成 19 年 9 月 1 日に入所し、9 月 14 日
に一旦退所したが、9 月 20 日に再度入
所した場合⇒平成 19 年 9 月 1 日 

⑸平成 24 年 4 月の明細書を作成する場合、
以下のようにデータを作成する。 
①平成 24 年 4 月 1 日より前に施設に入所

して現在も継続入所している場合⇒平
成 24 年 4 月 1 日 

［61］児童発達支援 
［62］医療型児童発達支援 
［63］放課後等デイサービス 
［64］保育所等訪問支援 
［65］居宅訪問型児童発達支援 

通所による指定施設支援を行
う障害児施設の場合： 
給付決定保護者に対し、一連と
みなされる利用契約の下で最
初にサービスを提供した日付
を記載する。（請求の都度記載） 

⑹平成 19 年 9 月の明細書を作成する場合、
以下のようにデータを作成する。 
①平成 19 年 9 月 1 日に契約を開始し、平

成 19 年 9 月 3 日～平成 19 年 9 月 10 日
にサービス提供を行った場合⇒平成 19
年 9 月 3 日 

②平成 19 年 9 月 1 日に契約支給量 10 日
で契約したが、平成 19 年 9 月 15 日か
ら契約支給量 15 日に変更契約し、平成
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サービス種類 事務処理要領 データ設定例 
19 年 9 月 3 日～平成 19 年 9 月 10 日に
サービス提供を行った場合⇒平成 19 年
9 月 3 日 

⑺平成 19 年 10 月の明細書を作成する場合、
以下のようにデータを作成する。 
①平成 19 年 9 月 1 日から契約支給量 10

日で契約していたが、平成 19 年 9 月 15
日から契約支給量 15 日に契約変更した
場合で、平成 19 年 10 月 5 日～平成 19
年 10 月 16 日にサービス提供を行った
場合（※最初のサービス提供は 9 月 3 日）
⇒平成 19 年 9 月 3 日 

⑻平成 24 年 4 月の明細書を作成する場合、
以下のようにデータを作成する。 
①平成 24 年 4 月 1 日より前にサービス提

供を行い、現在も継続してサービスを提
供している場合⇒平成 24 年 4 月 1 日 

②終了年月日 
 終了年月日の設定方法 

サービス種類 事務処理要領 データ設定例 
［32］施設入所支援 
［21］療養介護 
［34］宿泊型自立訓練 

支給決定障害者が月の途中に
退所した場合に、退所した日付
を記載する。 
同一月内に同一の施設等の入
退所を繰り返した場合、月末日
に入所中であれば記載を省略
する。月末日に入所中でなけれ
ば、当該月の最後に退所した年
月日を記載する。 
退所日の翌月以降に地域移行
加算又は退所時特別支援加算
を算定する場合は、当該加算請
求時にも退所年月日を記載す
る。 

⑼平成 19 年 9 月の明細書を作成する場合、
下記のようにデータを作成する。 
①平成 15 年 4 月 1 日に入所して現在も継

続入所している場合⇒設定無し 
②平成 15 年 4 月 1 日に入所して、平成 19

年 9 月 15 日に退所した場合⇒平成 19
年 9 月 15 日 

③平成 15 年 4 月 1 日に入所して、平成 19
年 9 月 15 日に退所したが、平成 19 年 9
月 21 日から再度入所し継続して入所し
ている場合⇒設定無し 

④平成 15 年 4 月 1 日に入所し平成 19 年
9 月 15 日に退所し、平成 19 年 9 月 21
日から再度入所し、平成 19 年 9 月 28 日
に退所した場合⇒平成 19 年 9 月 28 日 

［11］居宅介護 
［12］重度訪問介護 
［13］行動援護 
［14］重度包括 
［15］同行援護 
［22］生活介護 
［35］自立生活援助 
［41］自立訓練（機能訓練） 
［42］自立訓練（生活訓練） 
［43/44］就労移行支援 
［45］就労継続支援 A 型 
［46］就労継続支援 B 型 
［47］就労定着支援 
［53］地域移行支援 
［54］地域定着支援 

一連とみなされる利用契約を
解消し、月の途中にサービスの
提供を中止した場合に、最後に
サービスを提供した日付を記
載する。 

⑽平成 19 年 9 月の明細書を作成する場合、
下記のようにデータを作成する。 
①平成 19 年 9 月 16 日までサービス提供

を行い、契約を終了した場合⇒平成 19
年 9 月 16 日 

※ただし、生活介護において、児童移行者
を受け入れた場合、障害児入所支援の設
定方法により、終了年月日の設定を行う
こと。 

［24］短期入所 当該月における最初の退所し ⑾平成 19 年 9 月の明細書を作成する場合、
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サービス種類 事務処理要領 データ設定例 
た日付を記載する。当該月に退
所がなく、月末日において入所
継続中の場合は記載しない。 

下記のようにデータを作成する。 
①平成 19 年 8 月 25 日に入所して現在も

継続入所している場合⇒設定無し 
②平成 19 年 8 月 25 日に入所して、平成

19 年 9 月 15 日に退所した場合⇒平成
19 年 9 月 15 日 

③平成 19 年 8 月 25 日に入所して、平成
19 年 9 月 15 日に退所したが、平成 19
年 9 月 21 日から再度入所し継続して入
所している場合⇒設定無し 

④平成 19 年 8 月 25 日に入所し平成 19 年
9 月 15 日に退所し、平成 19 年 9 月 21
日から再度入所し、平成 19 年 9 月 28 日
に退所した場合⇒平成 19 年 9 月 15 日 

［33］共同生活援助 支給決定障害者が当該共同生
活住居を退居した月において
は、退居年月日を記載する。 
同一月内に同一指定事業所番
号の共同生活住居の入退居を
繰り返した場合は、月末日に入
居中であれば記載を省略し、月
末日に入居中でなければ、当該
月の最後に退居した年月日を
記載する。 

⑼と同様。 

 終了年月日の設定方法 
サービス種類 事務処理要領 データ設定例 

［71］障害児入所支援 
［72］医療型障害児入所支援 

入所による指定施設支援を行
う障害児施設の場合： 
給付決定を受けた障害児が月
の途中に退所した場合に、退所
した日付を記載する。同一月内
に同一の施設等の入退所を繰
り返した場合、月末日に入所中
であれば記載を省略する。月末
日に入所中でなければ、当該月
の最後に退所した年月日を記
載する。 
退所日の翌月以降に地域移行
加算を算定する場合は、当該加
算請求時にも退所年月日を記
載する。 

⑿平成 19 年 9 月の明細書を作成する場合、
以下のようにデータを作成する。 
①平成 15 年 4 月 1 日に入所して現在も継

続入所している場合⇒設定無し 
②平成 15 年 4 月 1 日に入所して、平成 19

年 9 月 15 日に退所した場合⇒平成 19
年 9 月 15 日 

③平成 15 年 4 月 1 日に入所して、平成 19
年 9 月 15 日に退所したが、平成 19 年 9
月 21 日から再度入所し継続して入所し
ている場合⇒設定無し 

④平成 15 年 4 月 1 日に入所し平成 19 年
9 月 15 日に退所し、平成 19 年 9 月 21
日から再度入所し、平成 19 年 9 月 28 日
に退所した場合⇒平成 19 年 9 月 28 日 

［61］児童発達支援 
［62］医療型児童発達支援 
［63］放課後等デイサービス 
［64］保育所等訪問支援 
［65］居宅訪問型児童発達支援 

通所による指定施設支援を行
う障害児施設の場合： 
給付支給決定保護者に対し、一
連とみなされる利用契約を解
消し、月の途中にサービスの提
供を中止した場合に、最後にサ
ービスを提供した日付を記載
する。 
移行日の翌月以降に保育・教育
等移行支援加算、又は通所施設
移行支援加算を算定する場合

⒀平成 19 年 9 月の明細書を作成する場合、
以下のようにデータを作成する。 
①平成 19 年 9 月 16 日までサービス提供

を行い、契約を終了した場合⇒平成 19
年 9 月 16 日 
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サービス種類 事務処理要領 データ設定例 
は、当該加算請求時にも移行年
月日を記載する。 

③利用日数 
 利用日数の設定方法 

サービス種類 事務処理要領 データ設定例 
［32］施設入所支援 
［21］療養介護 
［34］宿泊型自立訓練 

支給決定障害者が当該月に実
際に入所していた日数を記載
する。 
日数には入所日及び退所日を
含むものとし、入院又は外泊を
した日数（入院又は外泊を開始
した日及び施設等に戻った日
は含まない）は含めない。 

⒁平成 19 年 9 月の明細書を作成する場合、
下記のようにデータを作成する。 
①平成 15 年 4 月 1 日に入所して 19 年 9

月もそのまま入所していた場合⇒30 日 
②平成 15 年 4 月 1 日に入所して、平成 19

年 9 月 15 日に退所した場合⇒15 日 
③平成 15 年 4 月 1 日に入所して、平成 19

年 9 月 15 日に退所したが、平成 19 年 9
月 21 日から再度入所し継続して入所し
ている場合⇒25 日（15＋10） 

④平成 19 年 9 月に入所中であり、9 月 11
日～9 月 20 日の期間入院した場合⇒22
日（30－8） 

⑤平成 19 年 9 月に入所中であり、9 月 21
日から入院している場合⇒21 日（30－
9）日 

［11］居宅介護 
［12］重度訪問介護 
［13］行動援護 
［14］重度包括 
［15］同行援護 
［22］生活介護 
［41］自立訓練（機能訓練） 
［42］自立訓練（生活訓練） 
［43/44］就労移行支援 
［45］就労継続支援 A 型 
［46］就労継続支援 B 型 
［53］地域移行支援 
［54］地域定着支援 
［24］短期入所 

障害者等が当該月に実際にサ
ービス利用した日数を記載す
る。 

⒂平成 19 年 9 月の明細書を作成する場合、
下記のようにデータを作成する。 
①次のようにサービス提供を行った場合

⇒11 日となる 

 

※上限額管理加算などの加算（欠席時対応
加算は除く）のみを利用した場合も１日
とカウントする。ただし当該月の暦日日
数の範囲内とする。 

※生活介護において、児童移行者を受け入
れた場合、障害児入所支援の設定方法に
より、利用日数の設定を行うこと。 

［35］自立生活援助 
［47］就労定着支援 

本体報酬の算定に必須となる
支援を実施した日数を記載す
る。 

⒃平成 30 年 4 月の明細書を作成する場合、
下記のようにデータを作成する。 
①本体報酬の算定に必須となる支援を実

施した日数を１日とカウントする 
 利用日数の設定方法 

サービス種類 事務処理要領 データ設定例 
［71］障害児入所支援 
［72］医療型障害児入所支援 

入所による指定施設支援を行
う障害児施設の場合： 
給付決定を受けた障害児が当
該月に実際に入所していた日
数を記載する。日数には入所日
及び退所日を含むものとし、入
院又は外泊をした日数（入院又

⒄平成 19 年 9 月の明細書を作成する場合、
下記のようにデータを作成する。 
①平成 15 年 4 月 1 日に入所して 19 年 9

月もそのまま入所していた場合⇒30 日 
②平成 15 年 4 月 1 日に入所して、平成 19

年 9 月 15 日に退所した場合⇒15 日 
③平成 15 年 4 月 1 日に入所して、平成 19
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サービス種類 事務処理要領 データ設定例 
は外泊を開始した日及び施設
等に戻った日は含まない）は含
めない。 

年 9 月 15 日に退所したが、平成 19 年 9
月 21 日から再度入所し継続して入所し
ている場合⇒25 日（15＋10） 

④平成 19 年 9 月に入所中であり、9 月 11
日～9 月 20 日の期間入院した場合⇒22
日（30－8） 

⑤平成 19 年 9 月に入所中であり、9 月 21
日から入院している場合⇒21 日（30－
9）日 

［61］児童発達支援 
［62］医療型児童発達支援 
［63］放課後等デイサービス 
［64］保育所等訪問支援 
［65］居宅訪問型児童発達支援 

通所による指定施設支援を行
う障害児施設の場合： 
障害者等が当該月に実際にサ
ービス利用した日数を記載す
る。 

⒅平成 19 年 9 月の明細書を作成する場合、
下記のようにデータを作成する。 
①次のようにサービス提供を行った場合

⇒11 日となる 

 
※上限額管理加算などの加算（欠席時対応

加算は除く）のみを利用した場合も１日
とカウントする。ただし当該月の暦日日
数の範囲内とする。 

④入院日数 
 入院日数の設定方法 

サービス種類 事務処理要領 データ設定例 
［32］施設入所支援 
［21］療養介護 

支給決定障害者が当該月に入
院した日数（入院を開始した日
及び施設等に戻った日は含ま
ない)を記載する。 
入院から外泊へ移行した場合、
外泊日数にカウントする。 
外泊から入院へ移行した場合、
入院日数にカウントする。 

⒆平成 19 年 9 月の明細書を作成する場合、
下記のようにデータを作成する。 
①平成 19 年 9 月に入所中であり、9 月 11

日～9 月 20 日と、9 月 25 日～9 月 27 日
の期間入院した場合⇒9 日（8＋1） 

②平成 19 年 9 月に入所中であり、9 月 21
日から入院している場合⇒9 日 

［11］居宅介護 
［12］重度訪問介護 
［13］行動援護 
［14］重度包括 
［15］同行援護 
［22］生活介護 
［34］宿泊型自立訓練 
［35］自立生活援助 
［41］自立訓練（機能訓練） 
［42］自立訓練（生活訓練） 
［43/44］就労移行支援 
［45］就労継続支援 A 型 
［46］就労継続支援 B 型 
［47］就労定着支援 
［53］地域移行支援 
［54］地域定着支援 
［24］短期入所 

記載の必要はない。 設定しない。 
※ただし、生活介護において、児童移行者

を受け入れた場合、障害児入所支援の設
定方法により、入院日数の設定を行うこ
と。 
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サービス種類 事務処理要領 データ設定例 
［33］共同生活援助 障害者が当該月に入院をした

日数（入院を開始した日及び共
同生活住居に戻った日は含ま
ない）を記載する。 
入院から外泊へ移行した場合、
外泊日数にカウントする。 
外泊から入院へ移行した場合、
入院日数にカウントする。 

⒆と同様。 

 入院日数の設定方法 
サービス種類 事務処理要領 データ設定例 

［71］障害児入所支援 
［72］医療型障害児入所支援 

入所による指定施設支援を行
う障害児施設の場合： 
給付決定を受けた障害児が当
該月に入院をした日数（入院を
開始した日及び施設等に戻っ
た日は含まない）を記載する。 
入院から外泊へ移行した場合、
外泊日数にカウントする。 
外泊から入院へ移行した場合、
入院日数にカウントする。 

⒇平成 19 年 9 月の明細書を作成する場合、
下記のようにデータを作成する。 
①平成 19 年 9 月に入所中であり、9 月 11

日～9 月 20 日と、9 月 25 日～9 月 27 日
の期間入院した場合⇒9 日（8＋1） 

②平成 19 年 9 月に入所中であり、9 月 21
日から入院している場合⇒9 日 

［61］児童発達支援 
［62］医療型児童発達支援 
［63］放課後等デイサービス 
［64］保育所等訪問支援 
［65］居宅訪問型児童発達支援 

記載の必要はない。 設定しない。 

⑤外泊日数 
 外泊日数の設定方法 

サービス種類 事務処理要領 データ設定例 
［32］施設入所支援 
［21］療養介護 

支給決定障害者が当該月に外
泊をした日数（外泊を開始した
日及び施設等に戻った日は含
まない)を記載する。 
入院から外泊へ移行した場合、
外泊日数にカウントする。 
外泊から入院へ移行した場合、
入院日数にカウントする。 

(21)平成 19 年 9 月の明細書を作成する場合、
下記のようにデータを作成する。 
①平成 19 年 9 月に入所中であり、9 月 11

日～9 月 20 日と、9 月 25 日～9 月 27 日
の期間外泊した場合⇒9 日（8＋1） 

②平成 19 年 9 月に入所中であり、9 月 21
日から外泊している場合⇒9 日 

［11］居宅介護 
［12］重度訪問介護 
［13］行動援護 
［14］重度包括 
［15］同行援護 
［22］生活介護 
［34］宿泊型自立訓練 
［35］自立生活援助 
［41］自立訓練（機能訓練） 
［42］自立訓練（生活訓練） 
［43/44］就労移行支援 
［45］就労継続支援 A 型 
［46］就労継続支援 B 型 
［47］就労定着支援 

記載の必要はない。 設定しない。 
※ただし、生活介護において、児童移行者

を受け入れた場合、障害児入所支援の設
定方法により、終了年月日の設定を行う
こと。 



5.2 請求明細書の入力 

211 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

サービス種類 事務処理要領 データ設定例 
［53］地域移行支援 
［54］地域定着支援 
［24］短期入所 
［33］共同生活援助 障害者が当該月に外泊をした

日数（外泊を開始した日及び施
設等に戻った日は含まない）を
記載する。 
入院から外泊へ移行した場合、
外泊日数にカウントする。 
外泊から入院へ移行した場合、
入院日数にカウントする。 

(21)と同様。 

 外泊日数の設定方法 
サービス種類 事務処理要領 データ設定例 

［71］障害児入所支援 
［72］医療型障害児入所支援 

入所による指定施設支援を行
う障害児施設の場合： 
給付決定を受けた障害児が当
該月に外泊をした日数（外泊を
開始した日及び施設等に戻っ
た日は含まない）を記載する。 
入院から外泊へ移行した場合、
外泊日数にカウントする。 
外泊から入院へ移行した場合、
入院日数にカウントする。 

(22)平成 19 年 9 月の明細書を作成する場合、
下記のようにデータを作成する。 
①平成 19 年 9 月に入所中であり、9 月 11

日～9 月 20 日と、9 月 25 日～9 月 27 日
の期間外泊した場合⇒9 日（8＋1） 

②平成 19 年 9 月に入所中であり、9 月 21
日から外泊している場合⇒9 日 

［61］児童発達支援 
［62］医療型児童発達支援 
［63］放課後等デイサービス 
［64］保育所等訪問支援 
［65］居宅訪問型児童発達支援 

記載の必要はない。 設定しない。 
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5.2.1.2 請求サービスコード入力について 
請求サービスコードの入力方法には以下の 2通りの方法があります。 

 

①直接入力する 
1.請求サービスコードを直接入力し
ます。 

 
2.入力後、［Tab］キー、又は［Enter］
キーを押すと、請求サービスコー
ドの情報が表示されます。 

 

②【請求サービスコード検索】画面を使用して入力する 
1.《サービスコード》欄の＜?＞をク
リックします。 

 
2.【請求サービスコード検索】画面が
表示されます。 
《サービス種類》《支給決定サービ
スコード》を入力し、＜検索＞を
クリックすると選択した支給決定
サービスコードに関する請求サー
ビスコードの情報が表示されます。 

 
3.該当サービスコードをクリックし、
＜確定＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.【請求サービスコード検索】画面で
選択した請求サービスコードの情
報が表示されます。 
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☝Point! 入力及び表示の制限について 

 介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二）及び特例介護給付費・特例訓練等給付費等
明細書については、同一のサービス種類であっても、【請求明細書入力（明細情報）】画面で入
力できるサービスコード及び【請求サービスコード検索】画面の表示内容が異なります。 
・介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二）の場合 
 ⇒指定事業所で算定可能な本体報酬及び加算のサービスコードとなります。 
・特例介護給付費・特例訓練等給付費等明細書の場合 
 ⇒基準該当事業所で算定可能な本体報酬及び加算のサービスコードとなります。 
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5.2.1.3 合計情報の表示 
請求明細書の【日数情報】画面、【明細情報】画面、【集計情報】画面にそれぞれに配置されてい

る＜合計へ（4/4）＞をクリックすると、どの画面からでも、【合計情報】画面を参照することがで
きます。 

 

 
【日数情報】画面 

 

 
【合計情報】画面 

 
 
 
 
 
 



5.2 請求明細書の入力 

215 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

5.2.1.4 福祉・介護職員処遇改善加算等の登録方法 
【処遇改善情報（明細）】画面にて登録した処遇改善情報を基に、福祉・介護職員処遇改善加算等

（※）のサービスコードを登録します。 
※「福祉・介護職員処遇改善加算等」は、この章（５．請求情報の入力）において、以下の加算
を指しています。 
・福祉・介護職員処遇改善加算 
・福祉・介護職員処遇改善特別加算 
・福祉・介護職員等特定処遇改善加算（令和元年 10月以降適用） 
・福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算（令和 4年 10月以降適用） 

 
【処遇改善情報（明細）】画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【介護給付費・訓練等給付費等明細
書入力（様式第二） 明細情報】
画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②該当する福祉・介護職員処
遇改善加算等のサービス
コードを入力します。 

③福祉・介護職員処遇改善加算
等のサービスコードが入力さ
れた場合、既に明細に入力さ
れたサービスコードの単位数
を基に、福祉・介護職員処遇改
善加算等の単位数を自動計算
します。 

④＜明細追加＞を
クリックします。 

①【処遇改善情報（明細）】画面にて、
処遇改善情報を入力し、登録を行い
ます。 
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【処遇改善情報（明細）】画面に応じた福祉・介護職員処遇改善加算、又は福祉・介護職員処遇改
善特別加算の請求サービスコードは、下表のとおりです。 

 
（令和 4年 3月以前） 

【処遇改善情報（明細）】画面の入力項目 

請求できるサービス
コード 《適用開始年月》欄 《処遇改善加算の有

無》欄 

《キャリアパス区分》欄 
《適用開始年月》欄
が平成 29 年 3 月以
前 

《適用開始年月》欄
が平成 29 年 4 月以
降 

《提供年月》欄にお
いて有効期間内 

［処遇改善加算］ 

- ［Ⅰ］ 福祉・介護職員処遇
改善加算（Ⅰ） 

［Ⅰ］ ［Ⅱ］ 福祉・介護職員処遇
改善加算（Ⅱ） 

［Ⅱ］ ［Ⅲ］ 福祉・介護職員処遇
改善加算（Ⅲ） 

［Ⅲ（キャリアパス
要件）］ 

［Ⅳ（キャリアパス
要件）］ 福祉・介護職員処遇

改善加算（Ⅳ） ［Ⅲ（職場環境等要
件）］ 

［Ⅳ（職場環境等要
件）］ 

［Ⅳ（キャリアパス
要件、職場環境等要
件）］ 

［Ⅴ（キャリアパス
要件、職場環境等要
件）］ 

福祉・介護職員処遇
改善加算（Ⅴ） 

［処遇改善特別加
算］ - 福祉・介護職員処遇

改善特別加算 
［無し］ - 請求不可 

《提供年月》欄にお
いて有効期間外 - - 請求不可 

 
（令和 4年 4月以降） 

【処遇改善情報（明細）】画面の入力項目 
請求できるサービス
コード 《適用開始年月》欄 《処遇改善加算の

有無》欄 
《キャリアパス区分》欄 

《適用開始年月》欄が令和 4 年 4 月以降 

《提供年月》欄にお
いて有効期間内 

［処遇改善加算］ 

［Ⅰ］ 福祉・介護職員処遇
改善加算（Ⅰ） 

［Ⅱ］ 福祉・介護職員処遇
改善加算（Ⅱ） 

［Ⅲ］ 福祉・介護職員処遇
改善加算（Ⅲ） 

［無し］  請求不可 
《提供年月》欄にお
いて有効期間外 -  請求不可 
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【処遇改善情報（明細）】画面に応じた福祉・介護職員等特定処遇改善加算の請求サービスコード
は下表のとおりです。 

 
（令和元年 10月以降） 

【処遇改善情報（明細）】画面の入力項目 
請求できるサービ
スコード 《適用開始年月》欄 《処遇改善加算の

有無》欄 
《キャリアパ
ス区分》欄 

《特定処遇改
善 加 算 の 有
無》欄 

《特定処遇
改善加算区
分》欄※1 

《提供年月》欄にお
いて有効期間内 

［処遇改善加算］ 

［Ⅰ］ 
［Ⅱ］ 
［Ⅲ］ 

［無し］ - 請求不可 

［有り］ 

未設定 福祉・介護職員等特
定処遇改善加算 

［Ⅰ］ 
福祉・介護職員等特
定 処 遇 改 善 加 算
（Ⅰ） 

［Ⅱ］ 
福祉・介護職員等特
定 処 遇 改 善 加 算
（Ⅱ） 

［Ⅳ］［Ⅴ］
※2 - - 請求不可 

［処遇改善特別加
算］※2 - 請求不可 

［無し］ - 請求不可 
《提供年月》欄にお
いて有効期間外 - 請求不可 

※1 施設入所支援の場合、特定処遇改善加算区分が設定されていても福祉・介護職員等特定処遇改善加算が算定されます。 
※2 《適用開始年月》欄が令和 4年 4月以降の場合、選択できません。 

 
 

【処遇改善情報（明細）】画面に応じた福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の請求サービス
コードは下表のとおりです。 

 
（令和 4年 10月以降) 

【処遇改善情報（明細）】画面の入力項目 

請求できるサービスコード 
《適用開始年月》欄 《処遇改善加算の

有無》欄 
《キャリアパ
ス区分》欄 

《福祉・介護職員等
ベースアップ等支援
加算の有無》欄※ 

《提供年月》欄にお
いて有効期間内 

［処遇改善加算］ 
［Ⅰ］ 
［Ⅱ］ 
［Ⅲ］ 

［無し］ 請求不可 

［有り］ 福祉・介護職員等ベースアッ
プ等支援加算 

［無し］ - - 請求不可 
《提供年月》欄にお
いて有効期間外 - 請求不可 

※ 《適用開始年月》欄が令和 4年 9月以前の場合、選択できません。 
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☝Point! 福祉・介護職員処遇改善加算等の単位数について 

 福祉・介護職員処遇改善加算等のサービスコードを入力した場合、【処遇改善情報（明細）】
画面における《主たる事業所サービス種類》欄の設定値によって、適用される加算率が異なり、
福祉・介護職員処遇改善加算等の単位数が異なります。 
・［同一サービス種類の本体報酬及び加算等の単位数の合計 × 福祉・介護職員処遇改善加算

等の加算率］により算定された単位数が表示されます。 
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5.2.1.5 集計情報の上限額管理後利用者負担額の自動設定について 
【日数情報】画面において、《指定事業所番号》欄、《管理結果》欄及び《管理結果額》欄を入力

した場合、【集計情報】画面の《上限額管理後利用者負担額》欄に金額が自動で設定されます。 
ここでは、【介護給付費・訓練等給付費等明細書入力（様式第二）】画面を例に説明します。 

 
【介護給付費・訓練等給付費等明細
書（様式第二） 日数情報】画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【介護給付費・訓練等給付費等明細
書（様式第二） 集計情報】画面 

※1 集計情報に複数の明細が存在する場
合、《上限額管理結果後利用者負担額》欄
に自動設定される金額は、《管理結果額》
欄の金額に応じて異なります。 

※2 《管理結果額》欄の金額をクリアし
た場合、集計情報の《上限額管理後利用
者負担額》欄の金額もクリアされます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②【確認】画面で＜OK＞をクリックし
た場合、集計情報の《上限額管理後
利用者負担額》欄が自動で設定され
ます。※1、※2 

①日数情報の《指定事業所番号》欄、
《管理結果》欄及び《管理結果額》
欄を入力します。 
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5.2.1.6 集計情報の調整後利用者負担額の自動設定について 
【明細情報】画面において、明細追加、明細修正、明細削除を行った場合、又は【日数情報】画

面において、《利用者負担上限月額①》欄を変更した場合、集計情報の《調整後利用者負担額》欄に
金額が自動で設定されます。 
ここでは、【介護給付費・訓練等給付費等明細書入力（様式第二）】画面を例に説明します。 

 
【介護給付費・訓練等給付費等明細
書（様式第二） 集計情報】画面 

※1 集計情報の《上限月額調整》欄の合
計が《利用者負担上限月額①》欄の金額
を超えている場合に、《調整後利用者負
担額》欄に金額が設定されます。（A型減
免の適用がある場合に例外あり） 

※2 明細表示部の並び順について、サー
ビス種類の優先順位で表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《上限月額調整》欄の金額をサービス種
類の優先順位に従って、《利用者負担上
限月額①》欄の金額に至るまで《調整後
利用者負担額》欄に金額が設定されま
す。※1、※2 
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5.2.2 介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二）  

ここでは介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二）を入力する操作方法について説明します。 

 

5.2.2.1 介護給付費・訓練等給付費等明細書の様式 
介護給付費・訓練等給付費等明細書は、下図の参考様式が示されています。簡易入力システムで

は、この様式の各項目に対応した情報を入力していきます。 
 

 
介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二） 
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5.2.2.2 介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二）の入力方法 
 
1.【詳細メニュー】画面《請求状況管
理》タブで＜請求明細書＞をクリ
ックします。 

 
2．【請求明細書入力】画面で＜様式
第二＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
3．【介護給付費・訓練等給付費等明
細書（様式第二） 日数情報】画
面が表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4．ヘッダー部の《受給者証番号》欄
に該当する番号を入力し、［Enter］
キーを押します。 

※受給者証番号の入力については
☞［2.3.2 受給者証番号入力につ
いて］を参照してください。 

※過去情報の照会・複写については
☞［2.3.4 情報照会について］を
参照してください。 

※過去情報を複写した場合、利用者
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負担上限月額については、受給者
情報から再取得した値が設定され
ます。 

 
5．受給者情報に登録されている受
給者の該当情報が表示されます。 

 
6．続けてヘッダー部のその他入力
項目を入力します。 
ヘッダー部の入力項目は以下のと
おりです。 

項目 内容 
助成自治体番号※1 市町村が利用者負担額助成事業等を実施しており、当該明細書で助成費の請求

を行う場合、市町村情報で設定した市町村（助成自治体）番号を入力します。 
就労継続支援Ａ型事業者負担減免措置
実施 

［無し］［有り］のいずれかを入力します。 

利用者負担上限月額① 初期値として受給者情報の《利用者負担上限月額（負担上限月額）》欄で入力し
た金額が表示されます。変更する場合は、直接入力します。 

就労継続支援Ａ型減免対象者 ［無し］［有り］のいずれかを入力します。 
利用者負担上限額管理事業所（指定事
業所番号）※2、※3、※4 

初期値として受給者情報の《利用者負担上限額管理（管理事業所）》欄で入力し
た事業所番号が表示されます。変更する場合は、直接入力します。 

利用者負担上限額管理事業所（管理結
果）※2、※3、※4 

「利用者負担上限額管理結果票」に記載された「管理結果」を設定します。［1］
［2］［3］のいずれかを入力します。 

利用者負担上限額管理事業所（管理結
果額）※2、※3、※4 

「利用者負担上限額管理結果票」に記載された、自事業所の「管理結果後利用
者負担額」を入力します。 

利用者負担上限額管理事業所（指定事
業所名称）※2 

初期値として受給者情報の《利用者負担上限額管理（管理事業所）》欄で入力し
た事業所名称が表示されます。変更する場合は、直接入力します。 

※1 《助成自治体番号》欄を入力すると、助成自治体名称が表示されます。 
※2 受給者情報の《利用者負担上限額管理》欄が［有り］の場合、《利用者負担上限額管理事業所》欄の各項目を入力します。 
※3 《利用者負担上限月額①》欄が［0］、又は受給者情報の《利用者負担上限額管理》欄が［無し］の場合、《利用者負担上限額管理
事業所（指定事業所番号）》欄、《利用者負担上限額管理事業所（管理結果）》欄、《利用者負担上限額管理事業所（管理結果額）》欄
は入力できません。 

※4 《利用者負担上限額管理事業所（指定事業所番号）》欄、《利用者負担上限額管理事業所（管理結果）》欄及び《利用者負担上限額
管理事業所（管理結果額）》欄を入力した場合、集計情報の《上限額管理後利用者負担額》欄に金額が自動で設定されます。《上限額
管理後利用者負担額》欄の自動設定については☞［5.2.1.5 集計情報の上限額管理後利用者負担額の自動設定について］を参照して
ください。 
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7．明細入力部に入力し、＜明細追
加＞をクリックします。 
 
 
 
サービス提供の開始・終了等の状
況情報の項目は以下のとおりです。 

項目 内容 
№ 行番号が表示されます。 
サービス種別 事業所が提供する、受給者に支給されたサービス種類コードのうち、いずれか

を入力します。 
開始年月日※1 サービス提供開始日を入力します。 
終了年月日※1 サービス提供終了日を入力します。 
利用日数※1 サービスを利用した日数を入力します。 
入院日数※1 入院した日数を入力します。 
外泊日数※1 外泊した日数を入力します。 
特定障害者特別給付費（算定日額）※3 特定障害者特別給付費の支給額（日額）を入力します。 
特定障害者特別給付費（日数）※3 当該サービス提供月に特定障害者特別給付費が算定できる日数を入力します。 
特定障害者特別給付費（給付費請求額）
※3 

特定障害者特別給付費（給付費請求額）を入力します。 

特定障害者特別給付費（実費算定額）
※3 

当該サービス提供月の実績記録票に記載された、食費及び光熱水費に係る当該
月の実費算定額（補足給付前の額）を入力します。 

利用日数管理票（対象期間（開始））※2 利用日数に係る特例の適用を受けている場合、対象期間（開始）を入力します。 
利用日数管理票（対象期間（終了））※2 利用日数に係る特例の適用を受けている場合、対象期間（終了）を入力します。 
利用日数管理票（当月の利用日数）※2 当該月の利用日数を入力します。 
利用日数管理票（原則日数の総和）※2 対象期間における原則の日数の総和を入力します。 
※1 設定内容については☞［5.2.1.1 日数情報の設定方法］を参照してください。 
※2 《利用日数管理票》欄の各項目は、サービス種別が［22］（生活介護）、［41］（自立訓練（機能訓練））、［42］（自立訓練（生活訓
練））、［43］（就労移行支援）、［44］（就労移行支援（養成施設））、［45］（就労継続支援Ａ型）、［46］（就労継続支援Ｂ型）等で、か
つヘッダー部の《提供年月》欄が事業所情報（明細）の利用日数特例で設定されている対象期間内の場合、入力します。 

※3 受給者情報の特定障害者特別給付費の《支給日額》欄が 0円で登録されている場合、入力できません。 
 
8．【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 
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9．明細表示部に入力した情報が追
加されるので、確認します。 

※続けてサービス提供の開始・終了
等の状況情報を入力する場合は、
［手順 7.～9.］の操作を繰り返し
ます。 

※明細の修正・削除・クリアについ
ては☞［2.3.6］・［2.3.7］・［2.3.8］
を参照してください。 

 
10．日数情報の入力が完了しました
ら、＜明細へ（2/4）＞をクリック
します。 

 
11．【介護給付費・訓練等給付費等明
細書（様式第二） 明細情報】画
面が表示されます。 

 
 
12．明細入力部に入力し、＜明細追
加＞をクリックします。 
給付費明細情報の項目は以下のと
おりです。 

項目 内容 
№ 行番号が表示されます。 
サービスコード※1 サービスコードを入力します。 
サービス内容 サービス内容が表示されます。 
単位数 入力したサービスコードの単位数が表示されます。 

変更する場合、直接入力します。 
回数 サービスを提供した回数を入力します。 
サービス単位数 入力したサービスコードのサービス単位数が表示されます。 
摘要 摘要を入力します。 
※1 《サービスコード》欄は、日数情報で入力したサービス種類のコードのみ入力できます。 

※【請求サービスコード検索】画面
から検索する方法は☞［5.2.1.2 
請求サービスコード入力について］
を参照してください。 

※福祉・介護職員処遇改善加算等の
サービスコードの設定方法につい
ては☞［5.2.1.4 福祉・介護職員処
遇改善加算等の登録方法］を参照
してください。 



5.2 請求明細書の入力 

226 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

13．【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
14．明細表示部に入力した情報が追
加されるので、確認します。 
続けて給付費明細情報を入力する
場合は、［手順 12.～14.］の操作を
繰り返します 

 
 
15．明細情報の入力が完了しました
ら、＜集計へ（3/4）＞をクリック
します。 

 
 
 
16．【介護給付費・訓練等給付費等明
細書（様式第二） 集計情報】画
面が表示されます。 
請求額集計情報は、［日数情報］、
［明細情報］からサービス種類単
位で自動的に作成されます。 

 
17．請求額集計情報を修正する場合
は、明細行の《選択》欄をダブル
クリックします。 

※明細の修正については☞［2.3.6 
明細修正ボタンについて］を参照
してください。 

 

☝Point! サービス種類ごとに単位数単価が異なる場合 

 サービス種類ごとに単位数単価が異なる場合があります。 
 その場合は、集計画面の明細入力部にある《単位数単価》欄を直接修正します。 
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18．選択した明細行が水色になり、
明細入力部に明細情報が表示され
ます。 
 
 
請求額集計情報の項目は以下のと
おりです。 

項目 内容 
№ 行番号が表示されます。 
サービス種類※1 【日数情報】画面で入力したサービス種類コードを入力します。 
サービス利用日数 当該月においてサービスを提供した実日数を入力します。 
給付単位数 【明細情報】画面で入力したサービスコードを、【日数情報】画面で入力したサ

ービス種類ごとにまとめて、サービス単位数の合計を入力します。 
単位数単価 1 単位あたりの単価を入力します。 
総費用額 総費用額（給付単位数に単位数単価を乗じた額）が表示されます。 
1 割相当額※2 《総費用額》欄×0.1 の金額を自動計算したものが表示されます。 
利用者負担額②※2 《1 割相当額》欄の額を初期表示します。法第 31 条が適用される場合、法第 31

条に基づく市町村が定める額、又は《1 割相当額》欄の金額のうち、小さい金額
を入力します。 

上限月額調整 給付率に基づく利用者負担額、又は利用者負担上限月額のうち低い方の額が表
示されます。 

Ａ型減免事業者減免額 Ａ型減免事業者減免額を入力します。 
Ａ型減免減免後利用者負担額 Ａ型減免減免後利用者負担額（上限月額調整からＡ型減免事業者減免額を控除

した額）が表示されます。 
調整後利用者負担額※4 《上限月額調整》欄の合計額（Ａ型減免がある場合は、《Ａ型減免減免後利用者

負担額》欄の合計額）が利用者負担上限月額より高い場合、利用者負担額の調
整を行います。《調整後利用者負担額》欄の合計額は利用者負担上限月額と一致
します。 

上限額管理後利用者負担額※3 上限額管理後利用者負担額を入力します。《上限額管理後利用者負担額》欄の合
計額は管理結果額と一致します。 

決定利用者負担額 確定した利用者負担額が表示されます。 
給付費請求額 給付費請求額が表示されます。 
特別対策費請求額 ［空白］が表示されます。 
自治体助成分請求額 自治体助成分請求額を入力します。 
※1 《サービス種類》欄は、日数情報で入力したサービス種別のコードのみ入力できます。 
※2 《提供年月》欄が平成 24年 3月以前の場合、表示項目及び入力項目が異なります。 
※3 ヘッダー部の《利用者負担上限月額①》欄が［0］以外、かつヘッダー部の《利用者負担上限額管理事業所》欄を入力し
ている場合、《上限額管理後利用者負担額》欄を入力します。 

※4 《調整後利用者負担額》欄の自動設定については☞［5.2.1.5 集計情報の上限額管理後利用者負担額の自動設定につい
て］を参照してください。 
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19．修正内容を入力し、＜明細修
正＞をクリックします。 

 
 
 
 
20．【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
21．明細表示部に修正した情報が表
示されるので、確認します。 

※続けて請求額集計情報を入力する
場合は、［手順 17.～21.］の操作を
繰り返します。 

 
 
22．集計情報の入力が完了しました
ら、＜登録＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23．入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。＜登録＞、
又は＜一時保存＞をクリックしま
す。 

※ボタンの操作については☞［2.3.3 
情報登録時の確認画面について］
を参照してください。 
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24．入力内容が保存され、【情報】画
面が表示されます。＜OK＞をクリ
ックします。 

※請求情報を登録後、続けて他の受
給者の情報を登録する場合は、［手
順 3.］【介護給付費・訓練等給付費
等明細書（様式第二）】画面まで戻
るので、再度受給者証番号の入力
から操作してください。 

※間違って情報を登録してしまった
場合、再度該当情報を表示し、＜削
除＞をクリックすると、登録済情
報を削除することができます。 

 
25．【介護給付費・訓練等給付費等明
細書（様式第二）】画面で＜戻る＞
をクリックし、【請求明細書入力】
画面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 

 

☝Point! 特定障害者特別給付費が 0円の場合の動作について 

 受給者情報の特定障害者特別給付費の《支給日額》欄が 0 円で登録されている場合、補足給
付の適用を無しとして扱います。 
 【介護給付費・訓練等給付費等明細書入力（様式第二）】画面について、受給者情報の特定障
害者特別給付費の《支給日額》欄が 0 円の場合、【日数情報】画面の《特定障害者特別給付費》
欄は入力できません。 
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5.2.3 訓練等給付費等明細書（様式第三）  

ここでは訓練等給付費等明細書（様式第三）を入力する操作方法について説明します。 

 

5.2.3.1 訓練等給付費等明細書の様式 
訓練等給付費等明細書は、下図の参考様式が示されています。簡易入力システムでは、この様式

の各項目に対応した情報を入力していきます。 

 

 
訓練等給付費等明細書（様式第三） 
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5.2.3.2 訓練等給付費等明細書（様式第三）の入力方法 
 
1.【詳細メニュー】画面《請求状況管
理》タブで＜請求明細書＞をクリ
ックします。 

 
2．【請求明細書入力】画面で＜様式
第三＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
3．【介護給付費・訓練等給付費等明
細書（様式第三）日数情報】画面
が表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4．ヘッダー部の《受給者証番号》欄
に該当する番号を入力し、［Enter］
キーを押します。 

※受給者証番号の入力については
☞［2.3.2 受給者証番号入力につ
いて］を参照してください。 

※過去情報の照会・複写については
☞［2.3.4 情報照会について］を
参照してください。 

※過去情報を複写した場合、利用者
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負担上限月額については、受給者
情報から再取得した値が設定され
ます。 

 
5.受給者情報に登録されている受給
者の該当情報が表示されます。 

 
6.続けてその他のヘッダー入力項目
を入力します。 
ヘッダー部の入力項目は以下のと
おりです。 

項目 内容 
助成自治体番号※1 市町村が利用者負担額助成事業等を実施しており、当該明細書で助成費の請求

を行う場合、市町村情報で設定した市町村（助成自治体）番号を入力します。 
利用者負担上限月額① 初期値として受給者情報の《利用者負担上限月額（負担上限月額）》欄で入力し

た金額が表示されます。変更する場合は、直接入力します。 
利用者負担上限額管理事業所
（指定事業所番号）※2、※3、
※4 

初期値として受給者情報の《利用者負担上限額管理（管理事業所）》欄で入力し
た事業所番号が表示されます。変更する場合は、直接入力します。 

利用者負担上限額管理事業所
（管理結果）※2、※3、※4 

「利用者負担上限額管理結果票」に記載された「管理結果」を設定します。［1］
［2］［3］のいずれかを入力します。 

利用者負担上限額管理事業所
（管理結果額）※2、※3、※4 

「利用者負担上限額管理結果票」に記載された、自事業所の「管理結果後利用
者負担額」を入力します。 

利用者負担上限額管理事業所
（指定事業所名称）※2 

初期値として受給者情報の《利用者負担上限額管理（管理事業所）》欄で入力し
た事業所名称が表示されます。変更する場合は、直接入力します。 

日中活動先事業所（指定事業所
番号） 

日中活動先事業所の指定事業所番号を入力します。 

日中活動先事業所（指定事業所
名称） 

日中活動先事業所の指定事業所名称を入力します。 

日中活動先事業所（当該事業所
への通所日数） 

当該月における日中活動先事業所への通所日数（利用日数）を入力します。 

※1 《助成自治体番号》欄を入力すると、助成自治体名称が表示されます。 
※2 受給者情報の《利用者負担上限額管理》欄が［有り］の場合、《利用者負担上限額管理事業所》欄の各項目を入力しま
す。 

※3 《利用者負担上限月額①》欄が［0］、又は受給者情報の《利用者負担上限額管理》欄が［無し］の場合、《利用者負担上
限額管理事業所（指定事業所番号）》欄、《利用者負担上限額管理事業所（管理結果）》欄、《利用者負担上限額管理事業所
（管理結果額）》欄は入力できません。 

※4 《利用者負担上限額管理事業所（指定事業所番号）》欄、《利用者負担上限額管理事業所（管理結果）》欄及び《利用者負
担上限額管理事業所（管理結果額）》欄を入力した場合、集計情報の《上限額管理後利用者負担額》欄に金額が自動で設定
されます。《上限額管理後利用者負担額》欄の自動設定については☞［5.2.1.5 集計情報の上限額管理後利用者負担額の自
動設定について］を参照してください。 
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7.明細入力部に入力し、＜明細追
加＞をクリックします。 
 
 
 
サービス提供の開始・終了等の状
況情報の項目は以下のとおりです。 

項目 内容 
№ 行番号が表示されます。 
サービス種別 事業所が提供する、受給者に支給されたサービス種類

コードのうち、いずれかを入力します。 
開始年月日※1 サービス提供開始日を入力します。 
終了年月日※1 サービス提供終了日を入力します。 
入院日数※1 入院した日数を入力します。 
外泊日数※1 外泊した日数を入力します。 
特定障害者特別給付費（給付費請求額）※2 特定障害者特別給付費（給付費請求額）を入力します。 
特定障害者特別給付費（実費算定額）※2 当該サービス提供月の居住に要した実費算定額（補足

給付前の額）を入力します。 
※1 設定内容については☞［5.2.1.1 日数情報の設定方法］を参照してください。 
※2 サービス提供年月が平成 23年 10月以降の場合、入力することができます。ただし、受給者情報に有効な特定障害者特
別給付費の情報が登録されている必要があります。詳細については☞［5.2.3.2 Point! 特定障害者特別給付費の自動設定に
ついて］を参照してください。 

 
8．【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
9.明細表示部に入力した情報が追加
されるので、確認します。 

※続けてサービス提供の開始・終了
等の状況情報を入力する場合は、
［手順 7.～9.］の操作を繰り返し
ます。 

※明細の修正・削除・クリアについ
ては☞［2.3.6］・［2.3.7］・［2.3.8］
を参照してください。 

 
10.日数情報の入力が完了しました
ら、＜明細へ（2/4）＞をクリック
します。 
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11.【介護給付費・訓練等給付費等明
細書（様式第三）明細情報】画面
が表示されます。 

 
12.明細入力部に入力し、＜明細追
加＞をクリックします。給付費明
細情報の項目は以下のとおりです。 

項目 内容 
№ 行番号が表示されます。 
サービスコード※1 サービスコードを入力します。 
サービス内容 サービス内容が表示されます。 
単位数 入力したサービスコードの単位数が表示されます。 

変更する場合は、直接入力します。 
回数 サービスを提供した回数を入力します。 
サービス単位数 入力したサービスコードのサービス単位数が表示されます。 
摘要 摘要を入力します。 
※1 《サービスコード》欄は、日数情報で入力したサービス種類のコードのみ入力できます。 

※【請求サービスコード検索】画面
から検索する方法は☞［5.2.1.2 
請求サービスコード入力について］
を参照してください。 

※福祉・介護職員処遇改善加算等の
サービスコードの設定方法につい
ては☞［5.2.1.4 福祉・介護職員処
遇改善加算等の登録方法］を参照
してください。 

 
13.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
14.明細表示部に入力した情報が追
加されるので、確認します。続け
て給付費明細情報を入力する場合
は、［手順 12.～14.］の操作を繰り
返します。 

 
 
15.明細情報の入力が完了しました
ら、＜集計へ（3/4）＞をクリック
します。 
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16.【介護給付費・訓練等給付費等明
細書（様式第三）集計情報】画面
が表示されます。 
請求額集計情報は、［日数情報］［明
細情報］からサービス種類単位で
自動的に作成されます。 

 
17.請求額集計情報を修正する場合
は、明細行の《選択》欄をダブル
クリックします。 

※明細の修正については☞［2.3.6 
明細修正ボタンについて］を参照
してください。 

 

☝Point! サービス種類ごとに単位数単価が異なる場合 

 サービス種類ごとに単位数単価が異なる場合があります。 
 その場合は、集計画面の明細入力部にある《単位数単価》欄を直接修正します。 

 
18.選択した明細行が水色になり、明
細入力部に明細情報が表示されま
す。 
 
請求額集計情報の項目は以下のと
おりです。 

項目 内容 
№ 行番号が表示されます。 
サービス種類※1 【日数情報】画面で入力したサービス種類コードを入力します。 
サービス利用日数 当該月においてサービスを提供した実日数を入力します。 
給付単位数 【明細情報】画面で入力したサービスコードを、日数情報画面で入力したサー

ビス種類ごとにまとめて、サービス単位数の合計を入力します。 
単位数単価 1 単位あたりの単価を入力します。 
総費用額 総費用額（給付単位数に単位数単価を乗じて得た額）が表示されます。 
1 割相当額※2 《総費用額》欄×0.1 の金額を自動計算したものが表示されます。 
利用者負担額②※2 《1 割相当額》欄の額を初期表示します。法第 31 条が適用される場合、法第 31

条に基づく市町村が定める額、又は《1 割相当額》欄の金額のうち、小さい金額
を入力します。 

上限月額調整 給付率に基づく利用者負担額、又は利用者負担上限月額のうち低い方の額が表
示されます。 

調整後利用者負担額※4 《上限月額調整》欄の合計額が利用者負担上限月額より高い場合、利用者負担
額の調整を行います。《調整後利用者負担額》欄の合計額は利用者負担上限月額
と一致します。 

上限額管理後利用者負担額※3 上限額管理後利用者負担額を入力します。《上限額管理後利用者負担額》欄の合
計額は管理結果額と一致します。 
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項目 内容 
決定利用者負担額 確定した利用者負担額が表示されます。 
給付費請求額 給付費請求額が表示されます。 
特別対策費請求額 ［空白］が表示されます。 
自治体助成分請求額 自治体助成分請求額を入力します。 
※1 《サービス種類》欄は、日数情報で入力したサービス種別のコードのみ入力できます。 
※2 《提供年月》欄が平成 24年 3月以前の場合、表示項目及び入力項目が異なります。 
※3 ヘッダー部の《利用者負担上限月額①》欄が［0］以外、かつヘッダー部の《利用者負担上限額管理事業所》欄を入力し
ている場合、《上限額管理後利用者負担額》欄を入力します。 

※4 《調整後利用者負担額》欄の自動設定については☞［5.2.1.5 集計情報の上限額管理後利用者負担額の自動設定につい
て］を参照してください。 

 
19.修正内容を入力し、＜明細修正＞
をクリックします。 

 
 
 
 
20.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
21.明細表示部に修正した情報が表
示されるので、確認します。 

※続けて請求額集計情報を入力する
場合は、［手順 17.～21.］の操作を
繰り返します。 

 
 
22.集計情報の入力が完了しました
ら、＜登録＞をクリックします。 
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23.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。 
＜登録＞、又は＜一時保存＞をク
リックします。 

※ボタンの操作については☞［2.3.3 
情報登録時の確認画面について］
を参照してください。 

 
24.入力内容が保存され、【情報】画
面が表示されます。＜OK＞をクリ
ックします。 

※請求情報を登録後、続けて他の受
給者の情報を登録する場合は、［手
順 3.］【介護給付費・訓練等給付費
等明細書（様式第三）】画面まで戻
るので、再度受給者証番号の入力
から操作してください。 

※間違って情報を登録してしまった
場合、再度該当情報を表示し、＜削
除＞をクリックすると、登録済情
報を削除することができます。 

 
 
25.【介護給付費・訓練等給付費等明
細書（様式第三）】画面で＜戻る＞
をクリックし、【請求明細書入力】
画面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 

 

☝Point! 特定障害者特別給付費の自動設定について 

 サービス提供年月が平成 23 年 10 月以降の【介護給付費・訓練等給付費等明細書入力（様式
第三） 日数情報】画面において、受給者情報の特定障害者特別給付費の《実費算定額》欄に
登録された金額を基に、《サービス種別》欄の選択時に、《実費算定額》欄と《給付費請求額》
欄に金額が自動で設定されます。 
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5.2.4 地域相談支援給付費明細書（様式第五）  

ここでは地域相談支援給付費明細書（様式第五）を入力する操作方法について説明します。 

 

5.2.4.1 地域相談支援給付費明細書の様式 
地域相談支援給付費明細書は、下図の参考様式が示されています。簡易入力システムでは、この

様式の各項目に対応した情報を入力していきます。 
 

 

 
地域相談支援給付費明細書（様式第五） 
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5.2.4.2 地域相談支援給付費明細書（様式第五）の入力方法 
 
1.【詳細メニュー】画面《請求状況管
理》タブで＜請求明細書＞をクリ
ックします。 

 
2．【請求明細書入力】画面で＜様式
第五＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
3.【地域相談支援給付費明細書 日
数情報】画面が表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ヘッダー部の《受給者証番号》欄に
該当する番号を入力し、［Enter］
キーを押します。 

※受給者証番号の入力については
☞［2.3.2 受給者証番号入力につ
いて］を参照してください。 

※過去情報の照会・複写については
☞［2.3.4 情報照会について］を
参照してください。 

※過去情報を複写した場合、利用者
負担上限月額については、受給者
情報から再取得した値が設定され
ます。 
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5.受給者情報に登録されている受給
者の該当情報が表示されます。 

 
 
6.明細入力部に入力し、＜明細追
加＞をクリックします。 

 
 
 
サービス提供の開始・終了等の状 
況情報の項目は以下のとおりです。 

項目 内容 
№ 行番号が表示されます。 
サービス種別 事業所が提供する、受給者に支給されたサービス種類コードのうち、いずれか

を入力します。 
開始年月日※1 サービス提供開始日を入力します。 
終了年月日※1 サービス提供終了日を入力します。 
利用日数※1 サービスを利用した日数を入力します。 
※1 設定内容については☞［5.2.1.1 日数情報の設定方法］を参照してください。 

 
7.【確認】画面が表示されるので、 
＜OK＞をクリックします。 

 
 
 
 
8.明細表示部に入力した情報が追加
されるので、確認します。 

※続けてサービス提供の開始・終了
等の状況情報を入力する場合は、
［手順 6.～8.］の操作を繰り返 
します。 

※明細の修正・削除・クリアについ
ては☞［2.3.6］・［2.3.7］・［2.3.8］
を参照してください。 
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9.日数情報の入力が完了しましたら、
＜明細へ 2/4＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.【地域相談支援給付費明細書  

明細情報】画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.明細入力部に入力し、＜明細追

加＞をクリックします。 
 
 
 
 
給付費明細情報の項目は以下の 
とおりです。 

項目 内容 
№ 行番号が表示されます。 
サービスコード※1 サービスコードを入力します。 
サービス内容 サービス内容が表示されます。 
単位数 入力したサービスコードの単位数が表示されます。変更する場合は、直接入力

します。 
回数 サービスを提供した回数を入力します。 
サービス単位数 入力したサービスコードのサービス単位数が表示されます。 
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項目 内容 
摘要 摘要を入力します。 
※1 《サービスコード》欄は、日数情報で入力したサービス種類のコードのみ入力できます。 

※【請求サービスコード検索】画面
から検索する方法は☞［5.2.1.2 
請求サービスコード入力について］
を参照してください。 

 
12.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
 
 
 
13.明細表示部に入力した情報が追
加されるので、確認します。 

※続けて給付費明細情報を入力する
場合は、［手順 11.～13.］の操作を
繰り返します。 

 
 
 
 
14.明細情報の入力が完了しました
ら、＜集計へ 3/4＞をクリックし
ます。 
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15.【地域相談支援給付費明細書 集
計情報】画面が表示されます。請
求額集計情報は、［日数情報］［明
細情報］からサービス種類単位で
自動的に作成されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☝Point! サービス種類ごとに単位数単価が異なる場合 
 サービス種類ごとに単位数単価が異なる場合があります。その場合は、集計画面の明細入力
部にある《単位数単価》欄を直接修正します。 

 
 

 
16.請求額集計情報を修正する場合
は、明細行の《選択》欄をダブル
クリックします。 

※明細の修正については☞［2.3.6 
明細修正ボタンについて］を参照
してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ダブルクリックします。 
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17.選択した明細行が水色になり、明
細入力部に明細情報が表示されま
す。 
 
 
 
請求額集計情報の項目は以下のと
おりです。 

項目 内容 
№ 行番号が表示されます。 
サービス種類※1 【日数情報】画面で入力したサービス種類コードを入力します。 
サービス利用日数 当該月においてサービスを提供した実日数を入力します。 
給付単位数 【明細情報】画面で入力したサービスコードを、日数情報画面で入力したサー

ビス種類ごとにまとめて、サービス単位数の合計を入力します。 
単位数単価 1 単位あたりの単価を入力します。 
総費用額 総費用額（給付単位数に単位数単価を乗じた額）が表示されます。 
給付費請求額 給付費請求額が表示されます。 
※1 《サービス種類》欄は、日数情報で入力したサービス種別のコードのみ入力できます。 

 
 
 
 
18.修正内容を入力し、＜明細修正＞
をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
19.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
20.明細表示部に修正した情報が表
示されるので、確認します。 

※続けて明細修正を入力する場合は、
［手順 16.～20.］の操作を繰り返
します。 
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21.集計情報の入力が完了しました
ら、＜登録＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。＜登録＞、
又は＜一時保存＞をクリックしま
す。ボタンの操作については☞
［2.3.3 情報登録時の確認画面に
ついて］を参照してください。 

 
23.入力内容が保存され、【情報】画
面が表示されます。＜OK＞をクリ
ックします。 

※請求情報を登録後、続けて他の受
給者の情報を登録する場合は、［手
順 3.］【地域相談支援給付費明細書】
画面まで戻るので、再度受給者証
番号の入力から操作してください。 

※間違って情報を登録してしまった
場合、再度該当情報を表示し、＜削
除＞をクリックすると、登録済情
報を削除することができます。 

 
24.【地域相談支援給付費明細書】画
面で＜戻る＞をクリックし、【請求
明細書入力】画面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 
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5.2.5 障害児通所給付費・入所給付費等明細書（様式第二）  

ここでは障害児通所給付費・入所給付費等明細書（様式第二）を入力する操作方法について説明します。 

 

5.2.5.1 障害児通所給付費・入所給付費等明細書の様式 
障害児通所給付費・入所給付費等明細書は、下図の参考様式が示されています。簡易入力システ

ムでは、この様式の各項目に対応した情報を入力していきます。 
 

 
障害児通所給付費・入所給付費等明細書（様式第二） 
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5.2.5.2 障害児通所給付費・入所給付費等明細書（様式第二）の入力方法 
 
1.【詳細メニュー】画面《請求状況管
理》タブで＜請求明細書＞をクリ
ックします。 

 
2．【請求明細書入力】画面《平成 24
年 4月から》タブで＜障害児通所
給付費・入所給付費＞をクリック
します。 

 
 
 
 
 
 
3.【障害児通所給付費・入所給付費等
明細書 日数情報】画面が表示され
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ヘッダー部の《受給者証番号》欄に
該当する番号を入力し、［Enter］
キーを押します。 

※受給者証番号の入力については
☞［2.3.2 受給者証番号入力につ
いて］を参照してください。 

※過去情報の照会・複写については
☞［2.3.4 情報照会について］を
参照してください。 

※過去情報を複写した場合、利用者
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負担上限月額については、受給者
情報から再取得した値が設定され
ます。 

 
5.受給者情報に登録されている受給
者の該当情報が表示されます。 

 
6.続けてヘッダー部のその他入力項
目を入力します。 
ヘッダー部の入力項目は以下の通 
りです。 

項目 内容 
助成自治体番号※1 都道府県、又は市町村が利用者負担額助成事業等を実施しており、当該明細書

で助成費の請求を行う場合、都道府県・市町村情報で設定した都道府県、又は
市町村（助成自治体）番号を入力します。 

利用者負担上限月額① 初期値として受給者情報の《利用者負担上限月額（負担上限月額）》欄で入力し
た金額が表示されます。変更する場合は、直接入力します。 

利用者負担上限額管理事業所
（指定事業所番号）※2、※3、
※4 

初期値として受給者情報の《利用者負担上限額管理（管理事業所）》欄で入力し
た事業所番号が表示されます。変更する場合は、直接入力します。 

利用者負担上限額管理事業所
（管理結果）※2、※3、※4 

「利用者負担上限額管理結果票」に記載された「管理結果」を設定します。［1］
［2］［3］のいずれかを入力します。 

利用者負担上限額管理事業所
（管理結果額）※2、※3、※4 

「利用者負担上限額管理結果票」に記載された、自事業所の「管理結果後利用
者負担額」を入力します。 

利用者負担上限額管理事業所
（指定事業所名称）※2 

初期値として受給者情報の《利用者負担上限額管理（管理事業所）》欄で入力し
た事業所名称が表示されます。変更する場合は、直接入力します。 

※1 《助成自治体番号》欄を入力すると、助成自治体名称が表示されます。 
※2 受給者情報の《利用者負担上限額管理》欄が［有り］の場合、《利用者負担上限額管理事業所》欄の各項目を入力しま
す。 

※3 《利用者負担上限月額①》欄が［0］、又は受給者情報の《利用者負担上限額管理》欄が［無し］の場合、《利用者負担上
限額管理事業所（指定事業所番号）》欄、《利用者負担上限額管理事業所（管理結果）》欄、《利用者負担上限額管理事業所
（管理結果額）》欄は入力できません。 

※4 《利用者負担上限額管理事業所（指定事業所番号）》欄、《利用者負担上限額管理事業所（管理結果）》欄及び《利用者負
担上限額管理事業所（管理結果額）》欄を入力した場合、集計情報の《上限額管理後利用者負担額》欄に金額が自動で設定
されます。《上限額管理後利用者負担額》欄の自動設定については☞［5.2.1.5 集計情報の上限額管理後利用者負担額の自
動設定について］を参照してください。 
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7.明細入力部に入力し、＜明細追
加＞をクリックします。 
 
 
 
サービス提供の開始・終了等の状
況情報の項目は以下のとおりです。 

項目 内容 
№ 行番号が表示されます。 
サービス種別 事業所が提供する、受給者に支給されたサービス種類コードのうち、いずれか

を入力します。 
開始年月日※1 サービス提供開始日を入力します。 
終了年月日※1 サービス提供終了日を入力します。 
利用日数※1 サービスを利用した日数を入力します。 
入院日数※1 入院した日数を入力します。 
外泊日数※1 外泊した日数を入力します。 
特定入所障害児食費等給付費
（算定日額）※2 

特定入所障害児食費等給付費の支給額（日額）を入力します。 

特定入所障害児食費等給付費
（日数）※2 

当該サービス提供月に特定入所障害児食費等給付費が算定できる日数を入力し
ます。 

特定入所障害児食費等給付費
（給付費請求額）※2 

特定入所障害児食費等給付費（給付費請求額）を入力します。 

特定入所障害児食費等給付費
（実費算定額）※2 

当該サービス提供月の実績記録票に記載された、食費及び光熱水費に係る当該
月の実費算定額（補足給付前の額）を入力します。 

※1 設定内容については☞［5.2.1.1 日数情報の設定方法］を参照してください。 
※2 受給者情報の特定入所障害児食費等給付費の《支給日額》欄が 0円で登録されている場合、入力できません。詳細につ
いては☞［5.2.5.2 Point! 特定入所障害児食費等給付費が 0円の場合の動作について］を参照してください。 

 
8.【確認】画面が表示されるので、
＜OK>をクリックします。 

 
9.明細表示部に入力した情報が追加
されるので、確認します。 

※続けて他サービス種類の集計情報
を入力する場合は、［手順 7.～9.］
の操作を繰り返します。 

※明細の修正・削除・クリアについ
ては☞［2.3.6］・［2.3.7］・［2.3.8］
を参照してください。 
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10.日数情報の入力が完了しました
ら、＜明細へ（2/4）＞をクリック
します。 

 
11.【障害児通所給付費・入所給付費
等明細書 明細情報】画面が表示さ
れます。 

 
 
 
12.明細入力部に入力し、＜明細追
加＞をクリックします。給付費明
細情報の項目は以下のとおりです。 

項目 内容 
№ 行番号が表示されます。 
サービスコード※1 サービスコードを入力します。 
サービス内容 サービス内容が表示されます。 
単位数 入力したサービスコードの単位数が表示されます。 

変更する場合、直接入力します。 
回数 サービスを提供した回数を入力します。 
サービス単位数 入力したサービスコードのサービス単位数が表示されます。 
摘要 摘要を入力します。 
※1 《サービスコード》欄は、日数情報で入力したサービス種類のコードのみ入力できます。 

※【請求サービスコード検索】画面
から検索する方法は☞［5.2.1.2 
請求サービスコード入力について］
を参照してください。 

※サービスコード入力時に、「事業所
情報（明細）に施設等の区分又は
障害児施設区分が登録されていま
せん。」とメッセージが表示された
場合は☞［8.1（19） 【請求明細】
画面でサービスコードを入力時に、
「事業所情報（明細）に○○が登
録されていません。」とメッセージ
が表示された。］を参照してくださ
い。 

※福祉・介護職員処遇改善加算等の
サービスコードの設定方法につい
ては☞［5.2.1.4 福祉・介護職員処
遇改善加算等の登録方法］を参照
してください。 
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13.【確認】画面が表示されるので、
＜OK>をクリックします。 

 
14.明細表示部に入力した情報が追
加されるので、確認します。 

 
15.明細情報の入力が完了しました
ら、＜集計へ（3/4）＞をクリック
します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.【障害児通所給付費・入所給付費
等明細書 集計情報】画面が表示さ
れます。請求額集計情報は、［日数
情報］、［明細情報］からサービス
種類単位で自動的に作成されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17.請求額集計情報を修正する場合
は、明細行の《選択》欄の［▶］
をダブルクリックします。 

※明細の修正については☞［2.3.6 
明細修正ボタンについて］を参照
してください。 
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18.選択した明細行が水色になり、明細
入力部に明細情報が表示されます。 
請求額集計情報の項目は以下のと
おりです。 

項目 内容 
№ 行番号が表示されます。 
サービス種類※1 【日数情報】画面で入力したサービス種類コードを入力します。 
サービス利用日数 当該月においてサービスを提供した実日数を入力します。 
給付単位数 【明細情報】画面で入力したサービスコードを、【日数情報】画面で入力したサ

ービス種類ごとにまとめて、サービス単位数の合計を入力します。 
単位数単価 1 単位あたりの単価を入力します。 
総費用額 総費用額（給付単位数に単位数単価を乗じた額）が表示されます。 
1 割相当額 《総費用額》欄×0.1 の金額を自動計算したものが表示されます。 
利用者負担額② 《1 割相当額》欄の内容、又は多子軽減対象区分に応じた金額、もしくは無償

化対象区分に応じた金額を初期表示します。 
災害等で費用負担が困難な場合に市町村又は都道府県が定める額、又は《1 割
相当額》欄の内容、もしくは多子軽減対象区分に応じた金額、又は無償化対象
区分に応じた金額のうち、小さい額を入力します。※３ 

上限月額調整 給付率に基づく利用者負担額、又は利用者負担上限月額のうち低い方の額が表
示されます。 

調整後利用者負担額※4 《上限月額調整》欄の合計額が利用者負担上限月額より高い場合、利用者負担
額の調整を行います。 
《調整後利用者負担額》欄の合計額は利用者負担上限月額と一致します。 

上限額管理後利用者負担額※2 上限額管理後利用者負担額を入力します。 
《上限額管理後利用者負担額》欄の合計額は管理結果額と一致します。 

決定利用者負担額 確定した利用者負担額が表示されます。 
給付費請求額 給付費請求額が表示されます。 
特別対策費請求額 ［空白］が表示されます。 
自治体助成分請求額 自治体助成分請求額を入力します。 
※1 《サービス種類》欄は、日数情報で入力したサービス種別のコードのみ入力できます。 
※2 ヘッダー部の《利用者負担上限月額①》欄が［0］以外、かつヘッダー部の《利用者負担上限額管理事業所》欄を入力し
ている場合、《上限額管理後利用者負担額》欄を入力します。 

※3 サービス提供年月に入力した年月時点で有効となる受給者情報（詳細）における《多子軽減対象》タブもしくは《無償
化対象》タブの情報が登録されている場合、登録内容に応じた利用者負担額が《利用者負担額②》欄に設定されます。 
《多子軽減対象区分》欄と《無償化対象区分》欄の登録内容に応じた《利用者負担額②》欄の設定内容は、下表のとおりで
す。なお、両方が対象の利用者の場合、《無償化対象区分》が優先されます。 

《多子軽減対
象》タブ 

《無償化対
象》タブ 

《利用者負担額②》の金額 

多子軽減対象
区分 

無償化対象
区分 

障害児入
所支援 

医療型障
害児入所
支援 

児童発達
支援 

医療型児
童発達支
援 

放課後等
デイサー
ビス 

居宅訪問
型児童発
達支援 

保育所等
訪問支援 

登録なし、又は
有効期間外 

［対象外］ １割相当額 
［対象］ 0 １割相当額 0 

［軽減対象外］ 
［対象外］ １割相当額 
［対象］ 0 

１割相当額 

0 
［第２子軽減
対象児童］ 

［対象外］ １割相当額 総費用額×5/100 総費用額×5/100 
［対象］ 0 0 

［第３子以降
軽減対象児童］ 

［対象外］ １割相当額 0 0 
［対象］ 0 0 

※4 《調整後利用者負担額》欄の自動設定については☞［5.2.1.5 集計情報の上限額管理後利用者負担額の自動設定につい
て］を参照してください。 
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19.修正内容を入力し、＜明細修正＞
をクリックします。 

 
20.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
 
21.明細表示部に修正した情報が表
示されるので、確認します。 

※続けて他サービス種類の集計情報
を修正する場合は、［手順 17.～21.］
の操作を繰り返します。 

 
 
22.集計情報の入力が完了しました
ら、＜登録＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。 
＜登録＞、又は＜一時保存＞をク
リックします。 

※ボタンの操作については☞［2.3.3 
情報登録時の確認画面について］
を参照してください。 

 
24.入力内容が保存され、【情報】画
面が表示されます。 
＜OK＞をクリックします。 
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※障害児通所給付費・入所給付費等
明細書情報を登録後、続けて他の
受給者の情報を登録する場合は、
［手順 3.］【障害児通所給付費・入
所給付費等明細書】画面まで戻る
ので、再度受給者証番号の入力か
ら操作してください。 

※間違って情報を登録してしまった
場合、再度該当情報を表示し、＜削
除＞をクリックすると、登録済情
報を削除することができます。 

 
25.【障害児通所給付費・入所給付費
等明細書】画面で＜戻る＞をクリ
ックし、メニュー画面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 

 

☝Point! 特定入所障害児食費等給付費が 0円の場合の動作について 

 受給者情報の特定入所障害児食費等給付費の《支給日額》欄が 0 円で登録されている場合、
補足給付の適用を無しとして扱います。 
 【障害児通所給付費・入所給付費等明細書入力】画面について、受給者情報の特定入所障害
児食費等給付費の《支給日額》欄が 0 円の場合、【日数情報】画面の《特定入所障害児食費等給
付費》欄は入力できません。 

 

☝Point! サービス種類ごとに単位数単価が異なる場合 
サービス種類ごとに単位数単価が異なる場合があります。その場合は、集計画面の明細入力

部にある《単位数単価》欄を直接修正します。 

 
 

 
 
 



5.2 請求明細書の入力 

255 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

5.2.6 地域生活支援事業給付費等明細書  

ここでは地域生活支援事業給付費等明細書を入力する操作方法について説明します。 

 

5.2.6.1 地域生活支援事業給付費等明細書の様式 
地域生活支援事業給付費等明細書は、下図の参考様式が示されています。簡易入力システムでは、

この様式の各項目に対応した情報を入力していきます。 
 

 
地域生活支援事業給付費等明細書（定率負担） 
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地域生活支援事業給付費等明細書（定額負担） 
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5.2.6.2 地域生活支援事業給付費等明細書の入力方法 
 
1.【詳細メニュー】画面《請求状況管
理》タブの＜請求明細書＞をクリッ
クします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.【地域生活支援事業給付費等明細
書 明細情報】画面が表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ヘッダー部の《受給者証番号》欄 
に該当する番号を入力し、［Enter］ 
キーを押します。 

※受給者証番号の入力については
☞［2.3.2 受給者証番号入力につ
いて］を参照してください。 

※過去情報の照会・複写については
☞［2.3.4 情報照会について］を
参照してください。 
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4.受給者情報に登録されている受給
者の該当情報が表示されます。 

 
5.明細入力部に入力し、＜明細追
加＞をクリックします。 
 
 
 
 
給付費明細情報の項目は以下のと
おりです。 

項目 内容 
№ 行番号が表示されます。 
サービスコード サービスコードを入力します。 
サービス内容 サービス内容が表示されます。 
単位数 入力したサービスコードの単位数が表示されます。 

変更する場合、直接入力します。 
回数 サービスを提供した回数を入力します。 
サービス単位数 入力したサービスコードのサービス単位数が表示されます。 
摘要 摘要を入力します。 

※【請求サービスコード検索】画面
から検索する方法は☞［5.2.1.2 
請求サービスコード入力について］
を参照してください。 

 
6.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
7.明細表示部に入力した情報が追加
されるので、確認します。 

※続けて給付費明細情報を入力する
場合は、［手順 5.～7.］の操作を繰
り返します。 
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8.明細情報の入力が完了しましたら、
＜集計へ 2/3＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.【地域生活支援事業給付費等明細
書 集計情報】画面が表示されます。
請求額集計情報は、［明細情報］か
らサービス種類単位で自動的に作
成されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.請求額集計情報を修正する場合
は、明細行の《選択》欄をダブル
クリックします。 

※明細の修正については☞［2.3.6 
明細修正ボタンについて］を参照
してください。 

 
 
 
 

ダブルクリックします。 
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11.選択した明細行が水色になり、明
細入力部に明細情報が表示されま
す。請求額集計情報の項目は以下
のとおりです。 

項目 内容 
№ 行番号が表示されます。 
サービス種類※1 【明細情報】画面で入力したサービス種類コードを入力します。 
サービス利用日数 当該月においてサービスを提供した実日数を入力します。 
給付単位数 【明細情報】画面で入力したサービスコードをサービス種類ごとにまとめて、

サービス単位数の合計を入力します。 
単位数単価 1 単位あたりの単価が表示されます。 
給付率 給付率を入力します。 
総費用額 総費用額（給付単位数に単位数単価を乗じた額）が表示されます。 
給付率に基づく請求額 給付率に基づく請求額が表示されます。 

・定率負担の場合⇒総費用額に給付率を乗じた額が表示されます。 
・定額負担の場合⇒総費用額から給付率に基づく利用者負担額②を控除した額

が表示されます。 
給付率に基づく利用者負担額
② 

給付率に基づく利用者負担額②が表示されます。 
・定率負担の場合⇒総費用額から給付率に基づく請求額を控除した額が表示さ

れます。 
・定額負担の場合⇒【明細情報】画面で入力した回数に［単位数表マスタ］の
［利用者負担額］を乗じた額が表示されます。 

決定利用者負担額 算定した結果の利用者負担額を入力します。 
給付費請求額 給付費請求額が表示されます。 
※1 《サービス種類》欄は、明細情報で入力したサービス種別のコードのみ入力できます。 

 
12.修正内容を入力し、＜明細修正＞
をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
13.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 
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14.明細表示部に修正した情報が表
示されるので、確認します。 

※続けて請求額集計情報を入力する
場合は、［手順 10.～14.］の操作を
繰り返します。 

 
 
 
15.集計情報の入力が完了しました
ら、＜登録＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。 
＜登録＞、又は＜一時保存＞をク
リックします。 

※ボタンの操作については☞［2.3.3 
情報登録時の確認画面について］
を参照してください。 
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17.入力内容が保存され、【情報】画
面が表示されます。＜OK＞をクリ
ックします。 

※請求情報を登録後、続けて他の受
給者の情報を登録する場合は、［手
順 2.］【地域生活支援事業給付費等
明細書】画面まで戻るので、再度
受給者証番号の入力から操作して
ください。 

※間違って情報を登録してしまった
場合、再度該当情報を表示し、＜削
除＞をクリックすると、登録済情
報を削除することができます。 

 
18.【地域生活支援事業給付費等明細
書】画面で＜戻る＞をクリックし、
メニュー画面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 
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5.3 相談支援給付費請求書等の入力 
5.3.1 計画相談支援給付費請求書（様式第四）及び明細書（様式第六）  

ここでは計画相談支援給付費請求書（様式第四）及び計画相談支援給付費明細書（様式第六）を入力する

操作方法について説明します。 

 

5.3.1.1 計画相談支援給付費請求書及び明細書の様式 
計画相談支援給付費請求書及び計画相談支援給付費明細書は、下図の参考様式が示されています。

簡易入力システムでは、この様式の各項目に対応した情報を入力していきます。 
 

 
計画相談支援給付費請求書（様式第四） 
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計画相談支援給付費明細書（様式第六） 
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5.3.1.2 計画相談支援給付費請求書及び明細書の入力方法 
 
1.【詳細メニュー】画面《請求状況管
理》タブで＜相談支援給付費請求
書等＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.【相談支援給付費請求書等入力】画
面で＜計画相談支援給付費請求
書＞をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 

3.【計画相談支援給付費請求書入力】
画面が表示されます。 
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4.ヘッダー部の《請求先》欄を入力し
ます。 
   をクリックし、市町村情報の
一覧が表示されます。請求先とす
る市町村を選択します。 

※過去情報の照会・複写については
☞［2.3.4 情報照会について］を
参照してください。 
 
 
 

5.ヘッダー部の《単位数単価》欄に、
事業所の地域区分に応じた単位数
単価が表示されます。変更する場
合は、直接入力します。 

 
6.明細入力部（実績情報）の＜選択＞
をクリックします。 
 
 
 
 
 

☝Point! 《提供年月》欄が平成 30年 3月以前の入力方法について 

 《提供年月》欄が平成 30 年 3 月以前の場合、明細入力部（実績情報）に＜選択＞は表示さ 
れません。明細入力部（実績情報）を直接入力し、＜明細追加＞をクリックして、［手順 9.］に
進みます。 
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7.【相談支援給付費 サービスコー
ド選択】画面が表示されるので、
《本体報酬》欄の《サービス内容》
欄で該当するサービスを選択しま
す。加算を算定する場合、《加算》
欄に表示されている該当の加算の
《回数》欄を入力します。 
入力が完了しましたら、＜確定＞
をクリックします。 

 
 
 
 
8.入力内容を確認後、＜明細追加＞
をクリックします。 
 
 

 
計画相談支援給付費請求書情報の
項目は以下のとおりです。 

項目 内容 
№ 行の途中に実績情報を追加する場合に、行番号を入力します。 
支給決定障害者等（受給者証番
号）※1 

直接入力、又は【受給者検索】画面から選択します。 

支給決定障害者等（フリガナ） 受給者証番号を入力すると、受給者証情報に登録されている《フリガナ》が表
示されます。 

支給決定障害者等（氏名） 受給者証番号を入力すると、受給者証情報に登録されている《氏名》が表示さ
れます。 

支給決定障害者等（モニタリン
グ日） 

サービス利用支援の場合は計画作成日、継続サービス利用支援の場合は直近の
モニタリング日を入力します。 

請求額計算欄（サービス内容） ・サービス提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合⇒サービス内容を入力します。 
・サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合⇒【相談支援給付費 サービ

スコード選択】画面で選択したサービスコードが表示されます。 
請求額計算欄（選択ボタン） ・サービス提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合⇒表示されません。 

・サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合⇒クリックすると、【相談支援
給付費 サービスコード選択】画面に遷移します。 

請求額計算欄（単位数） ・サービス提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合⇒単位数を入力します。 
・サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合⇒表示されません。 

請求額計算欄（合計単位数） ・サービス提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合⇒表示されません。 
・サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合⇒【相談支援給付費 サービ

スコード選択】画面で選択したサービスコードの単位数の合計が表示されま
す。 

請求額計算欄（請求額） 請求額（単位数に単位数単価を乗じた額）が表示されます。 
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項目 内容 
請求額計算欄（サービスコー
ド） 

・サービス提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合⇒サービスコードが表示され
ます。 

・サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合⇒クリックすると、【相談支援
給付費 サービスコード選択】画面が表示され、サービスコードの入力内容
を確認することができます。 

登録状態 明細情報毎の登録状態が表示されます。 
請求対象 請求情報を作成対象とする受給者の場合、チェックをつけます。 
※1 受給者証番号の入力については☞［2.3.2 受給者証番号入力について］を参照してください。 

 
9.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
10.明細表示部に入力した情報が追
加されるので、確認します。 

※続けて計画相談支援給付費請求書
情報を入力する場合は、［手順6.～
10.］の操作を繰り返します。 

※明細の修正・削除・クリアについ
ては☞［2.3.6］・［2.3.7］・［2.3.8］
を参照してください。 

 
11.情報入力が完了しましたら、《明
細情報》から請求情報を登録した
い情報の《請求対象》欄にチェッ
クをつけ、＜登録＞をクリックし
ます。 
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☝Point! 請求情報の選択について 

 《明細情報》の《請求対象》欄は、初期値としてすべて ☑（選択状態）にしています。当
月請求分から除く場合は、☑ をクリックし、□（選択解除状態）にします。 
 表示されているすべての項目を選択したい場合は＜全選択＞をクリックします。【確認】画面
が表示されるので、＜OK＞をクリックします。 

 
 複数選択した箇所をすべて選択解除したい場合は＜全選択解除＞をクリックします。【確認】
画面が表示されるので、＜OK＞をクリックします 

 
 

 
12.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。＜登録＞、
又は＜一時保存＞をクリックしま
す。 

※ボタンの操作については☞［2.3.3 
情報登録時の確認画面について］
を参照してください。 
 

13.入力内容が保存され、【情報】画
面が表示されます。 
＜OK＞をクリックします。 

※実績情報を登録後、続けて他の市
町村の情報を登録する場合は、［手
順 3．］【計画相談支援給付費請求
書入力】画面まで戻るので、再度
請求先の入力から操作してくださ
い。 
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※間違って情報を登録してしまった
場合、再度該当情報を表示し、＜削
除＞をクリックすると、登録済情
報を削除することができます。 

 
14．【計画相談支援給付費請求書入
力】画面で＜戻る＞をクリックし、
メニュー画面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 

 
 

☝Point! 選択したサービス内容を確認する場合 

 各受給者の選択したサービス内容を確認したい場合、該当の明細情報の＜詳細＞をクリック
します。【相談支援給付費 サービスコード選択】画面が表示されるので、選択したサービス内
容を確認し、＜閉じる＞をクリックします。 
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5.3.2 障害児相談支援給付費請求書（様式第三）及び明細書（様式第四）  

ここでは障害児相談支援給付費請求書（様式第三）及び障害児相談支援給付費明細書（様式第四）を入力

する操作方法について説明します。 

 

5.3.2.1 障害児相談支援給付費及び明細書の様式 
障害児相談支援給付費請求書及び障害児相談支援給付費明細書は、下図の参考様式が示されてい

ます。簡易入力システムでは、この様式の各項目に対応した情報を入力していきます。 

 
障害児相談支援給付費請求書（様式第三） 

 



5.3 相談支援給付費請求書等の入力 

272 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

 

 
障害児相談支援給付費明細書（様式第四） 
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5.3.2.2 障害児相談支援給付費請求書及び明細書の入力方法 
 
1.【詳細メニュー】画面《請求状況管
理》タブで＜障害児相談支援給付
費請求書＞をクリックします。 

 
2．【請求明細書入力】画面《平成 24
年 4月から》タブで＜障害児通所
給付費・入所給付費＞をクリック
します。 

 
 
 
 
 
3.【障害児相談支援給付費請求書入
力】画面が表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ヘッダー部の《請求先》欄を入力し
ます。 

 をクリックし、市町村情報の一
覧が表示されます。請求先とする
市町村を選択します。 

※過去情報の照会・複写については
☞［2.3.4 情報照会について］を
参照してください。 
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5.ヘッダー部の《単位数単価》欄に、
事業所の地域区分に応じた単位数
単価が表示されます。 
変更する場合は、直接入力します。 
 

6.明細入力部（実績情報）の＜選択＞
をクリックします。 

※《提供年月》欄が平成 30 年 3 月
以前の場合、明細入力部（実績情
報）に＜選択＞は表示されません。
明細入力部（実績情報）を直接入
力し、＜明細追加＞をクリックし
て、［手順 9.］に進みます。 

 
7.【相談支援給付費 サービスコー
ド選択】画面が表示されるので、
《本体報酬》欄の《サービス内容》
欄で該当するサービスを選択しま
す。加算を算定する場合、《加算》
欄に表示されている該当の加算の
《回数》欄を入力します。 
入力が完了しましたら、＜確定＞
をクリックします。 
 
 
 
 
 

8.入力内容を確認後、＜明細追加＞
をクリックします。 
 
 

 
障害児相談支援給付費請求書情報
の項目は以下のとおりです。 

項目 内容 
№ 行の途中に実績情報を追加する場合に、行番号を入力します。 
給付決定保護者（受給者証番
号）※1 

直接入力、又は【受給者検索】画面から選択します。 

給付決定保護者（フリガナ） 受給者証番号を入力すると、受給者証情報に登録されている《フリガナ》が表
示されます。 
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項目 内容 
給付決定保護者（氏名） 受給者証番号を入力すると、受給者証情報に登録されている《氏名》が表示さ

れます。 
給付決定保護者（モニタリング
日） 

障害児支援の場合は計画作成日、継続障害児支援の場合は直近のモニタリング
日を入力します。 

請求額計算欄（サービス内容） ・サービス提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合⇒サービス内容を入力します。 
・サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合⇒【相談支援給付費 サービ

スコード選択】画面で選択したサービスコードが表示されます。 
請求額計算欄（選択ボタン） ・サービス提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合⇒表示されません。 

・サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合⇒クリックすると、【相談支援
給付費 サービスコード選択】画面に遷移します。 

請求額計算欄（単位数） ・サービス提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合⇒単位数を入力します。 
・サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合⇒表示されません。 

請求額計算欄（合計単位数） ・サービス提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合⇒表示されません。 
・サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合⇒【相談支援給付費 サービ

スコード選択】画面で選択したサービスコードの単位数の合計が表示されま
す。 

請求額計算欄（請求額） 請求額（単位数に単位数単価を乗じた額）が表示されます。 
請求額計算欄（サービスコー
ド） 

・サービス提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合⇒サービスコードが表示され
ます。 

・サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合⇒クリックすると、【相談支援
給付費 サービスコード選択】画面が表示され、サービスコードの入力内容
を確認することができます。 

登録状態 明細情報毎の登録状態が表示されます。 
請求対象 請求情報を作成対象とする受給者の場合、チェックをつけます。 
※1 受給者証番号の入力については☞［2.3.2 受給者証番号入力について］を参照してください。 

 
9.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
10.明細表示部に入力した情報が追
加されるので、確認します。 

※続けて障害児相談支援給付費請求
書情報を入力する場合は、［手順6.
～10.］の操作を繰り返します。 

※明細の修正・削除・クリアについ
ては☞［2.3.6］・［2.3.7］・［2.3.8］
を参照してください。 
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11.情報入力が完了しましたら、《明
細情報》から請求情報を登録した
い情報の《請求対象》欄にチェッ
クをつけ、＜登録＞をクリックし
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

☝Point! 請求情報の選択について 
 《明細情報》の《請求対象》欄は、初期値としてすべて☑（選択状態）になっています。当
月請求分から除く場合は、☑をクリックし、□（選択解除状態）にします。 
 また、表示されているすべての項目を選択したい場合は＜全選択＞を、複数選択した箇所を
すべて選択解除したい場合は＜全選択解除＞をクリックします。それぞれ【確認】画面が表示
されるので、＜OK＞をクリックします。 

 
12.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。 
＜登録＞、又は＜一時保存＞をク
リックします。 

※ボタンの操作については☞［2.3.3 
情報登録時の確認画面について］
を参照してください。 

 
13.入力内容が保存され、【情報】画
面が表示されます。＜OK＞をクリ
ックします。 

※実績情報を登録後、続けて他の市
町村の情報を登録する場合は、［手
順 3．］【障害児相談支援給付費請
求書入力】画面まで戻るので、再
度請求先の入力から操作してくだ
さい。 
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※間違って情報を登録してしまった
場合、再度該当情報を表示し、＜削
除＞をクリックすると、登録済情
報を削除することができます。 

 
14.【障害児相談支援給付費請求書入
力】画面で＜戻る＞をクリックし、
メニュー画面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 

 

☝Point! 選択したサービス内容を確認する場合 
 各受給者の選択したサービス内容を確認したい場合、該当の明細情報の＜詳細＞をクリック
します。【相談支援給付費 サービスコード選択】画面が表示されるので、選択したサービス内 
容を確認し、＜閉じる＞をクリックします。 
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5.4 上限額管理結果票の入力 
ここでは利用者負担上限額管理結果票を入力する操作方法について説明します。 

 

5.4.1 利用者負担上限額管理結果票の様式 
利用者負担上限額管理結果票は、下図の参考様式が示されています。簡易入力システムでは、こ

の様式の各項目に対応した情報を入力していきます。 

 
利用者負担上限額管理結果票 
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5.4.2 利用者負担上限額管理結果票の入力方法 
 
1.【詳細メニュー】画面《請求状況管
理》タブで＜利用者負担上限額管
理結果票＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.【利用者負担上限額管理結果票】画
面が表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ヘッダー部 1 の《受給者証番号》
欄に該当する番号を入力し、
［Enter］キーを押します。 

※受給者証番号の入力については
☞［2.3.2 受給者証番号入力につ
いて］を参照してください。 

※過去情報の照会・複写については
☞［2.3.4 情報照会について］を
参照してください。 
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☝Point! 【注意】画面、又は【警告】画面が表示された場合 
 受給者証番号を入力した場合及び過去情報の複写を行った場合、以下の画面が表示されるこ
とがあります。 
①利用者負担上限額管理事業所を設定していない受給者を入力した場合 

 
 入力した受給者が正しい場合、受給者基本情報の《利用者負担上限額管理》欄が設定されて
いないことが考えられます。【受給者情報】画面で《利用者負担上限額管理》欄が設定されてい
ることを確認してください。 
②自事業所を利用者負担上限額管理事業所として設定していない受給者を入力した場合 

 
 入力した受給者が正しい場合、受給者基本情報の《利用者負担上限額管理》欄が自事業所で
設定されていないことが考えられます。【受給者情報】画面で《利用者負担上限額管理》欄の《管
理事業所》欄に自事業所番号が設定されていることを確認してください。 
③提供年月時点で利用者負担上限額管理期間が有効期間外である受給者を入力した場合 

 
 入力した受給者が正しい場合、受給者基本情報の利用者負担上限額管理期間が有効期間外で
あることが考えられます。【受給者情報】画面で《利用者負担上限額管理》欄の《有効期間》欄
が未設定、又は利用者負担上限額管理結果票で入力する提供年月で有効な開始年月日と終了年
月日が設定されていることを確認してください。 
※【受給者情報】画面の確認方法については☞［4.4.2 受給者情報の修正］を参照してくださ

い。 
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④利用者負担上限月額が０円の受給者を入力した場合 

 
 受給者基本情報の《利用者負担上限月額》欄が［0］であることが考えられます。利用者負担
上限月額が０円の受給者の場合、利用者負担上限額管理結果票を入力する必要はありません。 

 
4.受給者情報に登録されている受給
者の該当情報が表示されます。 

 
 
 

☝Point! 上限額管理事業所の総費用額等の自動取得について 
 受給者証番号入力や情報照会をした際に表示される【確認】画面で＜OK＞をクリックする
と、登録済みの請求明細書から《総費用額》《利用者負担額》《管理結果後利用者負担額》が自
動で取得されます。 

 
【利用者負担上限額管理結果票】画面 

 
 

《管理結果後利用
者負担額》欄には
《利用者負担額》欄
と同じ金額が設定
されます。 

《総費用額》欄には請
求明細書の《総費用
額》欄の合計金額が設
定されます。 

《利用者負担額》欄には請求明細
書の《上限月額調整（①②の内少
ない数）》欄の合計、《A型減免減
免後利用者負担額)》欄の合計、
又は《調整後利用者負担額》欄の
合計のいずれか一番小さい金額
が設定されます。 
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5.ヘッダー部 2 を入力します。ヘッ
ダー部 2の入力項目は以下のとお
りです。 

項目 内容 
情報作成区分 ［新規］［修正］［取消］のいずれかを入力します（この区分は様式にはありま

せん）。これから登録する利用者負担上限額管理結果票情報が既に情報送信され
ているか、次のいずれかを判断し入力します。 
・新規作成、又は返戻になった情報を再度作成する場合⇒［新規］ 
・情報送信済の情報を修正する場合⇒［修正］ 
・情報送信済の情報を取り消す場合⇒［取消］ 

利用者負担上限月額 初期値として受給者情報の《利用者負担上限月額（負担上限月額）》欄で入力し
た金額が表示されます。変更する場合は、直接入力します。 

利用者負担上限額管理結果 該当する上限額管理の結果について、［1］［2］［3］のいずれかを入力します。 
 
6.明細入力部（実績情報）に入力し、
＜明細追加＞をクリックします。 
利用者負担上限額管理結果票情
報の項目は以下のとおりです。 

項目 内容 
№ 行の途中に実績情報を追加する場合に、行番号を入力します。 
事業所番号 事業所番号を入力します。 
事業所名 事業所名を入力します。 
総費用額 総費用額を入力します。 
利用者負担額 利用者負担額を入力します。 
管理結果後利用者負担額 管理結果後利用者負担額を入力します。 

 
7.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 
 

8.明細表示部に入力した情報が追加
されるので、確認します。 

※続けて利用者負担上限額管理結果
票情報を入力する場合は、［手順6.
～8.］の操作を繰り返します。 

※明細の修正・削除・クリアについ
ては☞［2.3.6］・［2.3.7］・［2.3.8］
を参照してください。 

 

☝Point! 上限額管理事務の簡素化について 
 上限額管理事務の簡素化により、《利用者負担上限額管理結果》欄に［1］が入力されている
場合における関係事業所の《総費用額》《利用者負担額》《管理結果後利用者負担額》欄につい
ては、入力を省略することができます。 
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9.情報入力が完了しましたら、＜登
録＞をクリックします。 
 

 
 
10.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。 
＜登録＞、又は＜一時保存＞をク
リックします。 

※ボタンの操作については☞［2.3.3 
情報登録時の確認画面について］
を参照してください。 

 
 
 
11.入力内容が保存され、【情報】画
面が表示されます。＜OK＞をクリ
ックします。 

※実績情報を登録後、続けて他の受
給者の情報を登録する場合は、［手
順 2.］【利用者負担上限額管理結果
票】画面まで戻るので、再度受給
者証番号の入力から操作してくだ
さい。 

※間違って情報を登録してしまった
場合、再度該当情報を表示し、＜削
除＞をクリックすると、登録済情
報を削除することができます。 

 
12.【利用者負担上限額管理結果票】
画面で＜戻る＞をクリックし、メ
ニュー画面に戻ります。 

※【確認】画面が表示された場合は
☞［2.3.13 戻るボタンについて］
を参照してください。 
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5.5 請求明細書の自動作成について 
居宅介護サービスや生活介護サービス等において、基本情報及びサービス提供実績記録票から請

求明細書の自動作成を行うことができます。 
 

5.5.1 請求明細書の自動作成の流れ 

請求明細書を自動作成するにあたり、サービス提供実績記録票を入力してから請求明細書を登録
するまでの流れを下図に示します。 
①サービス提供実績記録票の入力 
サービス提供実績記録入力画面において、サービスの提供内容を入力します。 

⇣ 
②基本情報入力内容の確認 
【基本情報入力内容確認】画面において、請求明細書の自動作成を行うにあたって、必要な
基本情報の登録内容を確認します。 
登録内容にエラーがある場合、【基本情報設定】画面で修正します。 
また、【基本情報入力内容確認】画面にて、修正したい基本情報を選択し、＜基本情報修正＞
をクリックする、もしくは修正したい基本情報をダブルクリックすることで修正したい基本
情報の画面を表示し、修正することができます。【基本情報入力内容確認】画面から基本情報
を修正する手順については、☞[5.5.2 Point! 【基本情報入力内容確認】画面から基本情報を
修正する手順について]を参照してください。 

⇣ 
③サービス提供実績記録票の登録 
サービス提供実績記録入力画面において、サービス提供実績記録票を登録します。 
入力内容が正常である場合、サービス提供実績記録票が登録されます。 
入力内容にエラーがある場合、サービス提供実績記録票が一時保存されます。 

⇣ 
④請求明細書自動作成内容の確認 
③でサービス提供実績記録票が正常登録された場合、【請求明細書自動作成確認】画面が表
示されます。請求明細書（明細情報）の内容を確認し、請求明細書の自動作成を行います。 
※一部の加算サービスの請求については、算定が可能な場合、入力を行います。 

⇣ 
⑤請求明細書の登録 
【請求明細書入力】画面において、④で自動作成した請求明細書の情報を基に、必要な情報
を追加し、請求明細書を登録します。 
※【請求明細書自動作成確認】画面で自動作成した請求明細書は、【請求明細書入力】画面で
登録した後、請求情報として作成することができます。登録していない場合、自動作成し
た請求明細書を除いて請求情報を作成します。 
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5.5.2 請求明細書自動作成の操作方法 

サービス提供実績記録入力画面で請求明細書を自動作成する方法について説明します。ここでは、例とし

て【生活介護サービス提供実績記録入力】画面での請求明細書を自動作成する方法を説明します。 

 
1.【生活介護サービス提供実績記録
入力】画面で、《提供年月》欄、《受
給者証番号》欄を入力し、①＜基
本情報入力内容確認＞をクリック
します。 

 
 サービス提供実績記録入力画面で《受給者証番号》欄を入力した際に、基
本情報の入力内容のチェックを行い、エラー、又は警告が存在する場合、ボ
タンの色を以下のように表示されます。 
・警告の場合⇒ （背景色が緑色） 
・エラーの場合⇒ （背景色が赤色） 

 
2.【基本情報入力内容確認】画面が表
示されます。 
実績記録票の入力、請求明細書の
自動作成を行うために必要となる
基本情報の登録内容を確認します。 
 
 
 
 
 
基本情報入力内容確認の項目は以
下のとおりです。 

項目名 表示内容 
①提供年月 サービス提供実績記録入力画面で入力されている《提供年月》欄の値が初期表

示されます。 
②基本情報登録状況 基本情報の登録状況についてメッセージが表示されます。 

・エラーがない場合⇒「基本情報は正常に登録されています。｣ 
・警告がある場合⇒「基本情報の登録内容で警告が存在します。」 
・エラーがある場合⇒「基本情報の登録内容でエラーが存在します。」 

③サービス種類 該当のサービス種類が表示されます。 
サービス種類で共通のものは、［共通］と表示されます。 

④種別 ・警告の場合⇒［警告］と表示されます。警告の場合でも実績記録票の登録、
請求明細書の自動作成ができます。 

・エラーの場合⇒［エラー］と表示されます。エラーの場合、実績記録票の登
録、請求明細書の自動作成ができません。 

⑤基本情報名 基本情報名が表示されます。 

① 

 

① 

③
 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ② ④ 

⑩ ⑪ 



5.5 請求明細書の自動作成について 

286 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

項目名 表示内容 
⑥サービス提供単位番号 サービス提供単位番号が表示されます。 

※同一サービス種類において、複数の指定基準での登録がある場合、表示され
ます。 

※療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練（機
能訓練）、自立訓練（生活訓練）、宿泊型自立訓練、児童発達支援、放課後等
デイサービスの場合、表示されます。 

⑦項目名 基本情報の項目名が表示されます。 
⑧値 基本情報の項目に登録されている値が表示されます。 

・種別が［警告］の場合⇒背景色が緑色で表示されます。 
・種別が［エラー］の場合⇒背景色が赤色で表示されます。 

⑨有効期間／エラー内容 ・《種別》欄が［空白］の場合⇒有効期間が表示されます。 
・《種別》欄が［警告］の場合⇒警告内容が表示されます。 
・《種別》欄が［エラー］の場合⇒エラー内容が表示されます。 

⑩基本情報修正 修正したい基本情報の画面を表示します。 
※以下の条件を満たす場合、＜基本情報修正＞は無効となります。 

①【基本情報入力内容確認】画面を表示する前の実績記録票入力画面の《提
供年月》欄及び【請求内容管理】画面の《サービス提供年月》欄が令和 3
年 3 月以前の場合 

②【基本情報入力内容確認】画面の《提供年月》欄が令和 3 年 3 月以前の場
合 

③実績記録票修正したい基本情報が選択されてない場合 
※ の場合、表示されず、基本情報を修正できません。 

⑪戻る サービス提供実績記録入力画面に戻ります。 
 
3.確認が終わりましたら、＜戻る＞
をクリックします。 
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4.【生活介護サービス提供実績記録
入力】画面が表示されます。情報
入力が完了しましたら、＜登録＞
をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。＜登録＞、
又は＜一時保存＞をクリックしま
す。 

 
 
 

☝Point! 既に請求明細書が登録されている場合の自動作成について 
 既に登録済みの請求明細書の登録状態が［自動作成］以外の場合、【自動作成確認】画面が表
示されます。生活介護を例に示します。 

 
・＜はい（Y）＞をクリックした場合⇒生活介護サービスの請求明細書を再作成して、上書きし

ます。 
・＜いいえ（N）＞をクリックした場合⇒請求明細書は再作成されず、既に登録済みの請求明

細書の登録状態が保持されます。 
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☝Point! 月の途中で事業所情報（明細）に変更があった場合について 
 請求明細書を自動作成する場合、サービスを提供した日付時点の事業所情報（明細）の設定
内容に基づいて自動作成を行います。 

 
【事業所情報（明細）】画面 

 

 
【短期入所サービス提供実績記録入力】画面 

 
  

請求明細書を自動作成する場合、
サービスを提供した日付時点の事
業所情報（明細）の設定内容に基づ
いて自動作成を行います。 



5.5 請求明細書の自動作成について 

289 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

 

☝Point! 【基本情報入力内容確認】画面から基本情報を修正する手順について
  

提供年月が令和 3 年 4 月以降の場合、サービス提供実績記録入力画面、又は【請求内容管理】
画面から表示できる【基本情報入力内容確認】画面より、修正したい基本情報の画面を表示し、
修正することができます。 

【基本情報入力内容確認】画面から基本情報を修正する手順は以下の通りです。 
 
1.【基本情報入力内容確認】画面内で修正したい基本情報を選択し、  ボタンをク

リックします。 
※ 修正したい基本情報をダブルクリックすることでも同様の操作を行えます。 

 
 
2.修正したい基本情報の画面が表示されるので、基本情報の修正を行います。 
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3.修正された基本情報が反映されます。 
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6.［手順 5.］で＜登録＞をクリック
した場合、【請求明細書自動作成確
認】画面が表示されます。自動作
成される請求明細書の内容を確認
し、必要に応じて修正します。 

※［手順 5.］で＜一時保存＞がクリ
ックされた場合、【請求明細書自動
作成確認】画面は表示されません。 
 
 
 
 
請求明細書自動作成確認の項目は
以下のとおりです。 

 
項目名 表示内容 

①サービス開始日等 請求明細書の日数情報に登録する開始年月日と終了年月日をサービス種類毎に
設定します。日付は修正することもできます。 

②自動作成されるサービス 実績記録票の入力内容から自動で作成されるサービスを表示します。なお、一
部のサービスコードの《単位数》欄を入力することができます。《摘要》欄は必
要に応じて入力してください。 

③加算のサービス 算定可能な加算のサービスを表示します。《回数》欄を入力することで、加算の
請求を行うことができます。なお、《摘要》欄は必要に応じて入力してください。 

④明細書作成 変更内容を反映し、画面を閉じます。 
⑤キャンセル 変更内容を反映せず、画面を閉じます。 

 

☝Point! 事業所情報（明細）の登録について 
 【請求明細書自動作成確認】画面には、報酬として算定するサービスが表示されます。その
ため、【事業所情報（明細）】画面では、算定する必要のある加算のみ［有り］等で登録してく
ださい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 

② 

③ 

④ ⑤ 
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7.確認及び修正が終わりましたら、
＜明細書作成＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。＜OK＞をク
リックします。 

 
 
 
 
9.入力内容が保存され、【情報】画面
が表示されます。＜OK＞をクリッ
クします。 

 
 
 
 

☝Point！ 請求明細書の自動作成後の確認と登録について 
 自動作成された請求明細書は、登録状態が［自動作成］で登録されます。登録状態が［自動
作成］の場合、請求情報の作成を行うことはできません。そのため自動作成された請求明細書
は、【請求明細書入力】画面において、入力内容を確認後、登録を行う必要があります。 
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10.【請求明細書入力】画面を起動し
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.【請求明細書入力】画面で、自動
作成した情報を表示します。【情報
照会】画面で、登録状態が［自動
作成］の情報を照会します。 

※【情報照会】画面については☞
［2.3.4 情報照会について］を参
照してください。 

 
 
 
 
 
 
12.【請求明細書入力】画面で、必要
に応じて情報を修正します。修正
が完了しましたら、＜登録＞をク
リックします。 
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13.入力内容がチェックされ、【確認】
画面が表示されます。 
＜登録＞、又は＜一時保存＞をク
リックします。 

 
 
14.入力内容が保存され、【情報】画
面が表示されます。＜OK＞をクリ
ックします。 
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5.5.3 請求明細書の自動作成後の実績記録票の削除 

実績記録票を間違って登録してしまった場合、削除することができます。ここでは、例として【生活介護

サービス提供実績記録入力】画面での実績記録票を削除する方法を説明します。 

 
1.【生活介護サービス提供実績記録
入力】画面で、削除したい実績記
録票の《提供年月》欄及び《受給
者証番号》欄を入力します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.【生活介護サービス提供実績記録
入力】画面に登録済の情報が表示
されます。 
＜削除＞をクリックします。 
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3.情報の削除について、確認の画面
が表示されます。表示される内容
は、請求明細書の登録状況によっ
て異なります。 

 
①削除する実績記録票のサービスの情報が、請求明細書に登録さ
れている場合 

実績記録票及び請求明細書の情報削除について、【削除確認】画面
が表示されます（上図）。削除する内容のチェックボックスを選択
し、＜OK＞をクリックします。 
チェックボックスを選択した場合、請求明細書の削除する実績記
録票のサービスの情報についてもあわせて削除されます。 
チェックボックスを選択していない場合、実績記録票の情報のみ
削除されます。 
②削除する実績記録票のサービスの情報が、請求明細書に登録さ
れていない場合、又は請求明細書が登録されていない場合 

 【確認】画面が表示されます。＜OK＞をクリックします。 
※請求明細書の登録状況に応じた削
除内容は下表のとおりです。 

サービス提供実績記録票の登
録状況 

サービス提供実績記録票以外
の登録状況 

削除対象の情報 
請求明細書に
登録済 

請求明細書に
未登録 

請求明細書に
登録済 

請求明細書に
未登録 

○ - ○ - 

【削除確認】画面でチェックボックスを選択し
た場合 

・実績記録票を削除 
・削除する実績記録票のサービスの情報を請

求明細書から削除 
※削除する実績記録票のサービス以外の情

報は、削除されません。 
【削除確認】画面でチェックボックスを選択し
ていない場合 

・実績記録票を削除 

○ - - ○ 

【削除確認】画面でチェックボックスを選択し
た場合 

・実績記録票を削除 
・請求明細書を削除 

【削除確認】画面でチェックボックスを選択し
ていない場合 

・実績記録票を削除 
- ○ ○ - ・実績記録票を削除 
- ○ - ○ ・実績記録票を削除 
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⚠Caution! 実績記録票の削除について 
 実績記録票を削除すると、関連する請求明細書の情報もあわせて削除される場合があります。
［手順 3.］の［※］を参照してください。 
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5.5.4 請求明細書自動作成における加算のサービスについて 

ここでは、【請求明細書自動作成確認】画面において、自動作成される加算のサービスと、算定可能な加算

のサービスについて、請求明細書の自動作成を行うサービス毎に説明します 

 

5.5.4.1 自動作成される又は算定可能な障害福祉サービスの加算  

（1）居宅介護サービス 
№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 特定事業所加算

※3 
事業所情報（明細）で《特定事業所加算区分》欄が［Ⅰ］から［Ⅳ］で登録
されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス
部に表示されます。 

2 特別地域加算 支給決定情報で、特別地域加算の決定サービスコードが登録されており、
提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部に表示され
ます。 

3 福祉・介護職員処
遇改善加算※1 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善加算］で登
録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービ
ス部に表示されます。 

4 福祉・介護職員処
遇改善特別加算
※1※8 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善特別加算］
で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

5 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算（Ⅰ）（Ⅱ）※4 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部
に表示されます。 

6 福祉・介護職員等
ベースアップ等
支援加算※9 

処遇改善情報（明細）で《福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の有
無》欄が［有り］で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部に表示されます。 

7 初回加算 提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ実績記録票で《初回加算》欄が
登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

8 緊急時対応加算 提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ実績記録票で《緊急時対応加
算》欄が登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

９ 福祉専門職員等
連携加算※2 

提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ実績記録票で《福祉専門職員等
連携加算》欄が登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示さ
れます。 

10 緊急時対応加算 
（地域生活支援
拠点等の場合） 
※5 

事業所情報（明細）で《地域生活支援拠点等区分》欄が［該当］で登録され
ている、かつ実績記録票で《サービス内容》欄が［身体介護］、又は［通院
介助（伴う）］で登録されている、かつ《緊急時対応加算》欄が［1］で登録
されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

11 同一建物減算※5 実績記録票で《同一建物減算》欄が［1］、又は［2］で登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

12 令和３年９月３
０日までの上乗
せ分※5※7 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

13 入力 利用者負担上限
額管理加算※3 

受給者情報（詳細）の利用者負担上限額管理が登録されており、提供年月
が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 
※基準該当事業所、又は受給者情報（詳細）の利用者負担上限月額が 0 円

で登録されている場合、加算のサービス部には表示されません。 
14 喀痰吸引等支援

体制加算※1 
事業所情報（明細）で《特定事業所加算区分》欄が［Ⅰ］で登録されていな
い場合、かつ実績記録票で《サービス内容》欄が［身体介護］、又は［通院
介助（伴う）］で登録されている場合、加算のサービス部に表示されます。 
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
15 身体拘束廃止未

実施減算※6 
加算のサービス部に常に表示されます。 

※1 提供年月が平成 24年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※2 提供年月が平成 27年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※3 基準該当事業所の場合、作成、又は表示されません。 
※4 提供年月が令和元年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※5 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※6 提供年月が令和５年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※7 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※8 提供年月が令和 4年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※9 提供年月が令和 4年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
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（2）行動援護サービス 
№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 特定事業所加算

※3 
事業所情報（明細）で《特定事業所加算区分》欄が［Ⅰ］から［Ⅳ］で登録
されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス
部に表示されます。 

2 特別地域加算 受給者情報（支給決定）で、特別地域加算の決定サービスコードが登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部
に表示されます。 

3 福祉・介護職員処
遇改善加算※1 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善加算］で登
録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービ
ス部に表示されます。 

4 福祉・介護職員処
遇改善特別加算
※1※8 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善特別加算］
で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

5 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算（Ⅰ）（Ⅱ）※4 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部
に表示されます。 

6 福祉・介護職員等
ベースアップ等
支援加算※9 

処遇改善情報（明細）で《福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の有
無》欄が［有り］で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部に表示されます。 

7 初回加算 サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ実績記録票で《初回加
算》欄が登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

8 緊急時対応加算 サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ実績記録票で《緊急時
対応加算》欄が登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示さ
れます。 

9 
 

行動障害支援指
導連携加算※2 

サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ実績記録票で《行動障
害支援指導連携加算》欄が登録されている場合、自動作成されるサービス
部に表示されます。 

10 緊急時対応加算
(地域生活支援拠
点等の場合)※5 

事業所情報（明細）で《地域生活支援拠点等区分》欄が［該当］で登録され
ている、かつ実績記録票で《緊急時対応加算》欄が［1］で登録されている
場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

11 令和３年９月３
０日までの上乗
せ分※5※7 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

12 入力 利用者負担上限
額管理加算※3 

受給者情報（詳細）の利用者負担上限額管理が登録されており、提供年月
が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 
※基準該当事業所、又は受給者情報（詳細）の利用者負担上限月額が 0 円

で登録されている場合、加算のサービス部には表示されません。 
13 喀痰吸引等支援

体制加算※1 
事業所情報（明細）で《特定事業所加算区分》欄が［Ⅰ］で登録されていな
い場合、加算のサービス部に表示されます。 

14 身体拘束廃止未
実施減算※6 

加算のサービス部に常に表示されます。 

※1 提供年月が平成 24年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※2 提供年月が平成 27年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※3 基準該当事業所の場合、作成、又は表示されません。 
※4 提供年月が令和元年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※5 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※6 提供年月が令和 5年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※7 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※8 提供年月が令和 4年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※9 提供年月が令和 4年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
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（3）重度訪問介護サービス 
№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 移動介護加算 実績記録票で移動介護の算定時間数が登録されている場合、自動作成され

るサービス部に表示されます。 
2 移動介護加算（熟

練従業者が同行
して支援を行う
場合）※4 

実績記録票で移動介護の算定時間数が登録されている、かつ《同行支援》
欄が［1］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されま
す。 

3 特定事業所加算
※3 

事業所情報（明細）で《特定事業所加算区分》欄が［Ⅰ］から［Ⅲ］で登録
されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス
部に表示されます。 

4 特別地域加算 支給決定情報で、特別地域加算の決定サービスコードが登録されており、
提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部に表示され
ます。 

5 福祉・介護職員処
遇改善加算※1 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善加算］で登
録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービ
ス部に表示されます。 

6 福祉・介護職員処
遇改善特別加算
※1※10 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善特別加算］
で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

7 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算（Ⅰ）（Ⅱ）※6 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部
に表示されます。 

8 福祉・介護職員等
ベースアップ等
支援加算※11 

処遇改善情報（明細）で《福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の有
無》欄が［有り］で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部に表示されます。 

9 初回加算 提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ実績記録票で《初回加算》欄が
登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

10 緊急時対応加算 提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ実績記録票で《緊急時対応加
算》欄が登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

11 行動障害支援連
携加算※2 

提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ実績記録票で《行動障害支援連
携加算》欄が登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示され
ます。 

12 
 

緊急時対応加算
（地域生活支援
拠点等の場合） 
※7 

事業所情報（明細）で《地域生活支援拠点等区分》欄が［該当］で登録され
ている、かつ実績記録票で《緊急時対応加算》欄が［1］で登録されている
場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

13 移動介護緊急時
支援加算※7 

実績記録票で《移動介護緊急時支援加算》欄が［1］で登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

14 令和３年９月３
０日までの上乗
せ分※7※9 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

15 入力 利用者負担上限
額管理加算※3 

受給者情報（詳細）の利用者負担上限額管理が登録されており、提供年月
が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 
※基準該当事業所、又は受給者情報（詳細）の利用者負担上限月額が 0 円

で登録されている場合、加算のサービス部には表示されません。 
16 喀痰吸引等支援

体制加算※1 
事業所情報（明細）で《特定事業所加算区分》欄が［Ⅰ］で登録されていな
い場合、加算のサービス部に表示されます。※5 

17 身体拘束廃止未
実施減算※8 

加算のサービス部に常に表示されます。 

※1 提供年月が平成 24年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※2 提供年月が平成 27年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
※3 基準該当事業所の場合、作成、又は表示されません。 
※4 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※5 当該月の実績記録票で《サービス提供の状況》欄が［入院］、又は［入院（長期）］のみが登録されている場合、作成、
又は表示されません。 

※6 提供年月が令和元年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※7 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※8 提供年月が令和 5年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※9 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※10 提供年月が令和 4年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※11 提供年月が令和 4年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
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（4）同行援護サービス 
№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 特定事業所加算

※2 
事業所情報（明細）で《特定事業所加算区分》欄が［Ⅰ］から［Ⅳ］で登録
されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス
部に表示されます。 

2 特別地域加算 支給決定情報で、特別地域加算の決定サービスコードが登録されており、
提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部に表示され
ます。 

3 福祉・介護職員処
遇改善加算※1 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善加算］で登
録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービ
ス部に表示されます。 

4 福祉・介護職員処
遇改善特別加算
※1※7 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善特別加算］
で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

5 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算（Ⅰ）（Ⅱ）※3 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部
に表示されます。 

6 福祉・介護職員等
ベースアップ等
支援加算※8 

処遇改善情報（明細）で《福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の有
無》欄が［有り］で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部に表示されます。 

7 初回加算 提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ実績記録票で《初回加算》欄が
登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

8 緊急時対応加算 提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ実績記録票で《サービス内容》
欄が［同行（伴う）］、［同行］、又は［同行（盲ろう）］で登録されている場
合、かつ実績記録票で《緊急時対応加算》欄が登録されている場合、自動作
成されるサービス部に表示されます。 

9 緊急時対応加算
（地域生活支援
拠点等の場合） 
※4 

事業所情報（明細）で《地域生活支援拠点等区分》欄が［該当］で登録され
ている、かつ実績記録票で《緊急時対応加算》欄が［1］で登録されている
場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

10 令和３年９月３
０日までの上乗
せ分※4※6 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

11 入力 利用者負担上限
額管理加算※2 

受給者情報（詳細）の利用者負担上限額管理が登録されており、提供年月
が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 
※基準該当事業所、又は受給者情報（詳細）の利用者負担上限月額が 0 円

で登録されている場合、加算のサービス部には表示されません。 
12 喀痰吸引等支援

体制加算※1 
事業所情報（明細）で《特定事業所加算区分》欄が［Ⅰ］で登録されていな
い場合、かつ実績記録票で《サービス内容》欄が［同行（伴う）］、［同行］、
又は［同行（盲ろう）］で登録されている場合、加算のサービス部に表示さ
れます。 

13 身体拘束廃止未
実施減算※5 

加算のサービス部に常に表示されます。 

※1 提供年月が平成 24年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※2 基準該当事業所の場合、作成、又は表示されません。 
※3 提供年月が令和元年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※4 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※5 提供年月が令和 5年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※6 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※7 提供年月が令和 4年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※8 提供年月が令和 4年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
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（5）短期入所サービス 
№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 食事提供体制加算 実績記録票で《食事提供加算》欄が［1］で登録されている場合、自動作成

されるサービス部に表示されます。 
2 栄 養 士 配 置 加 算

※1※2 
事業所情報（明細）で《栄養士配置の基準》欄が［その他栄養士］、［常勤
栄養士］、又は［常勤管理栄養士］で登録されている場合、自動作成される
サービス部に表示されます。 
※提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合、事業所情報（明細）で《施設等

の区分》欄が［福祉型］、［福祉型（強化）］、又は［医療型］、［医療型（看
護体制 7:1 以上）］で登録されている、受給者情報（支給決定）で［短期
入所障害者医療型（療養介護）決定］、［短期入所障害者医療型（その他）
決定］、［短期入所障害児医療型（重心）決定］、又は［短期入所障害児医
療型（その他）決定］の決定サービスコードが登録されている、かつ実
績記録票で《サービス利用区分》欄が［空白］以外で登録されている場
合、作成されます。 

※提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、事業所情報（明細）で《施設等
の区分》欄が ［医療型］、［医療型（看護体制 7:1 以上）］で登録されて
いる、受給者情報（支給決定）で［短期入所障害者医療型（療養介護）
決定］、［短期入所障害者医療型（その他）決定］、［短期入所障害児医療
型（重心）決定］、又は［短期入所障害児医療型（その他）決定］の決定
サービスコードが登録されている場合、作成されません。 

3 重度障害者支援加
算※1※2※3 

受給者情報（支給決定）で［短期入所加算重度障害者支援加算対象者］の
決定サービスコードが登録されている場合、自動作成されるサービス部に
表示されます。 

4 短 期 利 用 加 算
※2※7 

実績記録票で《サービス利用開始日》欄の日付から 30 日以内、かつ《算
定日数》欄が［1］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表
示されます。ただし、月途中で利用を終了し、再度利用を開始した場合、
利用を再開した日から 30 日以内となります。 

5 単 独 型 加 算
※1※2※3 

事業所情報（明細）で《単独型加算の有無》欄が［有り］で登録されてい
る場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

6 送 迎 加 算
※2※4※7 

実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、自動作成されるサー
ビス部に表示されます。 

7 緊急短期入所体制
確 保 加 算
※2※4※7 

事業所情報（明細）で《緊急短期入所体制確保加算の有無》欄が［有り］
で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

8 福祉・介護職員処
遇改善加算※4 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善加算］で
登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサー
ビス部に表示されます。 

9 福祉・介護職員処
遇 改 善 特 別 加 算
※4※21 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善特別加算］
で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

10 福祉・介護職員等
特定処遇改善加算
※17 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録
されており、提供年月が有効期間内である場合、かつ《主たる事業所サー
ビス種類》欄が未設定もしくは［22：生活介護］の場合、自動作成される
サービス部に表示されます。 

11 福祉・介護職員等
特定処遇改善加算
（Ⅰ）（Ⅱ）※17 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録
されており、提供年月が有効期間内である場合、かつ《主たる事業所サー
ビス種類》欄が［33：共同生活援助（介護サービス包括型）］、［33：共同
生活援助（外部サービス利用型）］、［33：共同生活援助（日中サービス支
援型）］、［34：宿泊型自立訓練」のいずれかの場合、自動作成されるサー
ビス部に表示されます。 

12 福祉・介護職員等 処遇改善情報（明細）で《福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の有
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
ベースアップ等支
援加算※22 

無》欄が［有り］で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

13 定員超過特例加算
※8 

実績記録票で《定員超過特例加算》欄が［1］、又は［2］で登録されている
場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

14 福祉専門職員配置
等加算（Ⅰ）（Ⅱ）
※8 

共生型事業所の場合、事業所情報（明細）で《福祉専門職員配置等の有無》
欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録されている場合、自動作成されるサービス部
に表示されます。 

15 緊急短期入所受入
加算（Ⅰ）※1※2 
※3※4※5 

提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ実績記録票で《緊急短期入所
受入加算》欄が登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示さ
れます。 

16 緊急短期入所受入
加算（Ⅱ）※2 
※4※5 

提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《施設
等の区分》欄が［医療型］、又は［医療型（看護体制 7:1 以上）］で登録さ
れている、かつ受給者情報（支給決定）で［短期入所障害者医療型（療養
介護）決定］、［短期入所障害者医療型（その他）決定］、［短期入所障害児
医療型（重心）決定］、又は［短期入所障害児医療型（その他）決定］の決
定サービスコードが登録されている場合、かつ実績記録票で《緊急短期入
所受入加算》欄が登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示
されます。 

17 医療連携体制加算
（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅳ）
（Ⅵ）（Ⅶ） 
※1※2※3※5※12 

提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ提供年月が令和 3 年 3 月以前
の場合、かつ実績記録票で《医療連携体制加算》欄が［1］、［2］、［4］、［6］、
又は［7］が登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示され
ます。 

18 医療連携体制加算
（Ⅴ）※1※2※3 
※5※11※12※18 

事業所情報（明細）で《医療連携体制加算（Ⅸ）の有無》欄が［有り］で
登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

19 医療連携体制加算
（Ⅰ） （Ⅱ） （Ⅲ） 
（Ⅳ） （Ⅴ） （Ⅷ） 
※2※5※12※19 

実績記録票で《医療連携体制加算》欄が［1］、［2］、［3］、［41］、［42］、［43］、
［51］、［52］、［53］、又は[8]で登録されている場合、自動作成されるサー
ビス部に表示されます。 

20 医療連携体制加算 
（Ⅵ） ※2※5※11
※12※19 

実績記録票で《医療連携体制加算》欄が［61］、［62］、又は［63］で登録
されている、かつ受給者情報（支給決定）で[短期入所加算医療連携体制加
算（医ケア）対象者]の決定サービスコードが登録されている場合、自動作
成されるサービス部に表示されます。 

21 医療連携体制加算
（Ⅸ） ※2※5※11
※12※19 

事業所情報（明細）で《医療連携体制加算（Ⅸ）の有無》欄が［有り］で
登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

22 単独型加算（長時
間）※1※2※3※6 

提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《単独
型加算の有無》欄が［有り］で登録されている、かつ実績記録票で《サー
ビス利用区分》欄が［他サービス併給］で登録されている場合、かつ実績
記録票の《単独型加算（一定条件）》欄が登録されている場合、自動作成さ
れるサービス部に表示されます。 

23 重度障害者支援加
算 （ 強 度 行 動 ）
※1※2※3※5※6 

提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《重度
障害者（児）支援加算（強度行動障害）の有無》欄が［有り］で登録され
ている場合、かつ受給者情報（支給決定）で［短期入所加算重度障害者支
援加算（強度行動障害）対象者］の決定サービスコードが登録されている
場合、かつ実績記録票の《重度障害者支援加算（一定条件）》欄が登録され
ている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

24 令和３年９月３０
日までの上乗せ分
※19※20 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

25 入力 送迎加算※2※8 実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、加算のサービス部に
表示されます。《回数》欄は実績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送迎
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
加算（復）》欄の［1］～［9］の合計回数が設定されます。また、《回数》
欄は送迎加算（同一敷地内減算）の《回数》欄とあわせて実績記録票の《送
迎加算（往）》欄及び《送迎加算（復）》欄に入力した合計回数と一致する
よう入力します。 

26 送迎加算（同一敷
地内減算）※2※8 

実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、加算のサービス部に
表示されます。《回数》欄は送迎加算の《回数》欄とあわせて実績記録票の
《送迎加算（往）》欄及び《送迎加算（復）》欄に入力した合計回数と一致
するよう入力します。 

27 利用者負担上限額
管理加算※2 

受給者情報（詳細）の利用者負担上限額管理が登録されており、提供年月
が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 
※基準該当事業所、又は受給者情報（詳細）の利用者負担上限月額が 0 円

で登録されている場合、加算のサービス部には表示されません。 
28 特別重度支援加算

（ Ⅰ ）（ Ⅱ ） ※
2※4※5 

事業所情報（明細）で《施設等の区分》欄が［医療型］、又は［医療型（看
護体制 7:1 以上）］で登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で［短
期入所障害者医療型（療養介護）決定］、［短期入所障害者医療型（その他）
決定］、［短期入所障害児医療型（重心・医ケア）決定］、又は［短期入所障
害児医療型（その他）決定］の決定サービスコードが登録されている場合、
加算のサービス部に表示されます。 

29 短期利用加算※8 実績記録票で《サービス利用開始日》欄の日付から 30 日以内、かつ《算
定日数》欄が［1］で登録されている場合、又は月途中で利用を終了し、再
度利用を開始した場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は
本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

30 医療的ケア対応支
援加算※8※16 

加算のサービス部に常に表示されます。 

31 重度障害児・障害
者 対 応 支 援 加 算
※8※16 

加算のサービス部に常に表示されます。 

32 医療連携体制加算
（Ⅲ）※1※2※5 
※ 11 ※ 12 ※ 13 ※
18 

加算のサービス部に常に表示されます。 
《単位数》欄を入力することができます。 

33 常勤看護職員等配
置加算※2※8※14
※15 

事業所情報（明細）で《常勤看護職員等配置加算の有無》欄が［有り］で
登録されている場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は常
勤看護職員等配置加算Ⅰ、常勤看護職員等配置加算Ⅱ、常勤看護職員等配
置加算Ⅲ及び常勤看護職員等配置加算Ⅳの回数の合計が、本体報酬のサー
ビスコードの回数以下となるよう入力します。 

34 医療連携体制加算
（Ⅶ） ※2※5※11
※12※13※19 

加算のサービス部に常に表示されます。 
《単位数》欄を入力することができます。 

35 特別重度支援加算
（Ⅲ） ※2※5※19 

事業所情報（明細）で《施設等の区分》欄が［医療型］、又は［医療型（看
護体制 7:1 以上）］で登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で［短
期入所障害者医療型（療養介護）決定］、［短期入所障害者医療型（その他）
決定］、［短期入所障害児医療型（重心・医ケア）決定］、又は［短期入所障
害児医療型（その他）決定］の決定サービスコードが登録されている場合、
加算のサービス部に表示されます。 

36 地域生活支援拠点
等加算※2※19 

事業所情報（明細）で《地域生活支援拠点等区分》欄が［該当］で登録さ
れている場合、加算のサービス部に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

37 日中活動支援加算
※19 

事業所情報（明細）で《日中活動支援加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れている場合、加算のサービス部に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

38 身体拘束廃止未実 加算のサービス部に常に表示されます。 
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
施減算※2※19 《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

※1 事業所情報（明細）で《施設等の区分》欄が［福祉型］で登録されている場合、作成、又は表示されます。 
※2 基準該当事業所の場合、作成、又は表示されません。 
※3 事業所情報（明細）で《施設等の区分》欄が［医療型］、又は［医療型（看護体制 7:1以上）］で登録されている、かつ
受給者情報（支給決定）で［短期入所障害者決定］、又は［短期入所障害児決定］の決定サービスコードが登録されている
場合、作成、又は表示されます。 

※4 提供年月が平成 24年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※5 本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービス部には表示されません。 
※6 提供年月が平成 27年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※7 提供年月が平成 30年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※8 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※9 実績記録票で《定員超過》欄が［1］で登録されている、事業所情報（明細）で《利用定員超過による減算の有無》欄が
［有り］で登録されている、又は事業所情報（明細）で《職員欠如による減算の有無》欄が［有り］で登録されている場合、
自動作成されるサービス部には表示されません。 

※10 事業所情報（明細）の《利用定員数》欄の定員区分で自動作成を行います。 
※11 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、かつ事業所情報（明細）の《常勤看護職員等配置加算の有無》欄が［有り］の
場合、かつ《職員欠如による減算の有無》欄が［無し］の場合、かつ《利用定員超過による減算の有無》欄が［無し］の場
合、かつ実績記録票の《定員超過》欄が入力されていない場合、作成、又は表示されません。 

※12 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、かつ事業所情報（明細）の《施設等の区分》欄が［福祉型］で登録されている
場合、又は、事業所情報（明細）の《施設等の区分》欄が［福祉型（強化）］で登録されている場合、かつ実績記録票の《福
祉型》欄が入力されている場合、又は、事業所情報（明細）の《施設等の区分》欄が［医療型］、又は［医療型（看護体制
7:1以上）］で登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で［短期入所障害者決定］、又は［短期入所障害児決定］の決
定サービスコードが登録されている場合、かつ実績記録票の《福祉型》欄が入力されている場合、作成、又は表示されま
す。 

※13 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、かつ事業所情報（明細）の《施設等の区分》欄が［福祉型（強化）］の場合、
かつ事業所情報（明細）の《共生型サービス対象区分》欄が［該当］で登録されている場合、作成、又は表示されます。 

※14 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《施設等の区分》欄が［福祉型］、［福祉型（強化）］、
［医療型］、又は［医療型（看護体制 7:1 以上）］で登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で［短期入所障害者決
定］、又は［短期入所障害児決定］の決定サービスコードが登録されている場合、作成、又は表示されます。 

※15 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、事業所情報（明細）の《利用定員数（人）》欄の定員区分に応じて、常勤看護
職員等配置加算が加算のサービス部に表示されます。また、《回数》欄の初期値はサービス提供単位番号に紐づく事業所情
報（明細）の《利用定員数（人）》欄の定員区分に応じて自動作成された常勤看護職員等配置加算にのみ設定します。 

※16 事業所情報（明細）で《施設等の区分》欄が［福祉型（強化）］で登録されている場合、又は、事業所情報（明細）で
《施設等の区分》欄が［医療型］、又は［医療型（看護体制 7:1以上）］で登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で
［短期入所障害者決定］、又は［短期入所障害児決定］の決定サービスコードが登録されている場合、作成、又は表示され
ます。 

※17 提供年月が令和元年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※18 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、かつ提供年月が令和 3年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※19 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※20 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※21 提供年月が令和 4年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※22 提供年月が令和 4年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
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（6）生活介護サービス 
№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 初期加算※4 実績記録票で《初期加算・当月算定日数》欄が登録されている場合、自動作

成されるサービス部に表示されます。 
2 訪問支援特別加

算※4 
実績記録票で《訪問支援特別加算（算定時間）》欄が登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

3 欠席時対応加算
※4 

実績記録票の《サービス提供の状況》欄で［欠席］が登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

4 食事提供体制加
算 

実績記録票の《食事提供加算》欄で［1］が登録されている場合、自動作成
されるサービス部に表示されます。 

5 視覚・聴覚言語障
害者支援体制加
算※4 

事業所情報（明細）で《視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の有無》欄が
［有り］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されま
す。 

6 人員配置体制加
算※3※4 

事業所情報（明細）で《人員配置体制加算の有無》欄が［有り］で登録され
ている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

7 送 迎 加 算
※1※4※6 

提供年月が平成 27 年 3 月以前の場合、実績記録票で《送迎加算》欄が登録
されている場合、送迎加算 1 が自動作成されるサービス部に表示されます。 
提供年月が平成 27 年 4 月以降の場合、事業所情報（明細）で《送迎加算の
有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録されている、かつ実績記録票で《送迎
加算》欄が登録されている場合、送迎加算Ⅰ、又は送迎加算Ⅱが自動作成
されるサービス部に表示されます。事業所情報（明細）で《送迎加算（重
度）の有無》欄が［有り］で登録されている、かつ実績記録票で《送迎加
算》欄が登録されている場合、送迎加算 2（提供年月が平成 27 年 4 月以降
の場合、送迎加算（重度））が自動作成されるサービス部に表示されます。 

8 福祉・介護職員処
遇改善加算※1 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善加算］で登
録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービ
ス部に表示されます。 

9 福祉・介護職員処
遇改善特別加算
※1※13 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善特別加算］
で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

10 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算※9 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、かつ《主たる事業所サービ
ス種類》欄が［32：施設入所支援］の場合、自動作成されるサービス部に
表示されます。 

11 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算（Ⅰ）（Ⅱ）※9 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、かつ《主たる事業所サービ
ス種類》欄が未設定の場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

12 福祉・介護職員等
ベースアップ等
支援加算※14 

処遇改善情報（明細）で《福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の有
無》欄が［有り］で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部に表示されます。 

13 常勤看護職員等
配 置 加 算
※2※3※4※6 

事業所情報（明細）で《常勤看護職員等配置加算の有無》欄が［有り］で登
録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 
※実績記録票で《定員超過》欄が［1］で登録されている、事業所情報（明

細）で《利用定員超過による減算の有無》欄が［有り］で登録されてい
る、又は事業所情報（明細）で《職員欠如による減算の有無》欄が［有
り］で登録されている場合、自動作成されるサービス部には表示されま
せん。 

14 サービス管理責
任者配置等加算
※5 

共生型事業所の場合、事業所情報（明細）で《サービス管理責任者配置等の
有無》欄が［有り］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表
示されます。 

15 重度障害者支援
加算 1※10 

事業所情報（明細）で《重度障害者支援加算Ⅱの有無》欄が［有り］で登録
されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
16 重度障害者支援

加算 2※10 
事業所情報（明細）で《重度障害者支援加算Ⅱの有無》欄が［有り］で登録
されている、かつ受給者情報（支給決定）で［生活介護加算重度障害者支援
加算対象者］の決定サービスコードが登録されており、提供年月が有効期
間内である場合、かつ実績記録票の《重度障害者支援加算（一定条件）》欄
が［1］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

17 就労移行支援体
制加算※4※5 

事業所情報（明細）で《就労移行支援体制加算の有無》欄が［有り］で登録
されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。《単位数》欄
を入力することができます。※3 

18 福祉専門職員配
置等加算※4※8 

提供年月が平成 31 年 4 月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専
門職員配置等加算の有無》欄が［Ⅰ］、［Ⅱ］、又は［Ⅲ］で登録されている
場合、福祉専門職員配置等加算Ⅰ、福祉専門職員配置等加算Ⅱ、又は福祉
専門職員配置等加算Ⅲが自動作成されるサービス部に表示されます。 

19 重度障害者支援
加算Ⅱ２ 
（支援を行った
場合） ※11 

事業所情報（明細）で《重度障害者支援加算Ⅱの有無》欄が［有り］で登録
されている、かつ受給者情報（支給決定）で［生活介護加算重度障害者支援
加算対象者］の決定サービスコードが登録されている、かつ実績記録票で
《重度障害者支援加算（一定条件）》欄が［1］で登録されている場合、自動
作成されるサービス部に表示されます。 

20 令和３年９月３
０日までの上乗
せ分※11※12 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

21 入力 リハビリテーシ
ョン加算※4※6 

事業所情報（明細）で《リハビリテーション加算の有無》欄が［有り］で登
録されている場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は本体報
酬のサービスコードの回数以下で入力します 
※本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービ

ス部には表示されません。 
22 リハビリテーシ

ョン加算（Ⅰ）
（Ⅱ）※4※5 

事業所情報（明細）で《リハビリテーション加算の有無》欄が［有り］で登
録されている場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は本体報
酬のサービスコードの回数以下で入力します 
※本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービ

ス部には表示されません。 
23 重度障害者支援

加算 3※10 
事業所情報（明細）で《重度障害者支援加算Ⅱの有無》欄が［有り］で登録
されている、かつ受給者情報（支給決定）で［生活介護加算重度障害者支援
加算対象者］の決定サービスコードが登録されており、提供年月が有効期
間内である場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は重度障害
者支援加算 2 の回数以下で入力します。 

24 重度障害者支援
加算Ⅰ※11 

事業所情報（明細）で《重度障害者支援（体制）加算Ⅰ（基本）の有無》欄
が［有り］で登録されている場合、加算のサービス部に表示されます。 
《回数》欄は重度障害者支援加算Ⅰ及び重度障害者支援加算Ⅱ1（体制を整
えた場合）の回数の合計が本体報酬のサービスコードの回数以下で入力し
ます。 

25 重度障害者支援
加算Ⅱ１ 
（体制を整えた
場合） ※11 

事業所情報（明細）で《重度障害者支援加算Ⅱの有無》欄が［有り］で登録
されている場合、加算のサービス部に表示されます。 
《回数》欄は重度障害者支援加算Ⅰ及び重度障害者支援加算Ⅱ1（体制を整
えた場合）の回数の合計が本体報酬のサービスコードの回数以下で入力し
ます。 
重度障害者支援加算Ⅱ1（体制を整えた場合）は重度障害者支援加算Ⅱ2（支
援を行った場合）の回数以上で入力します。 

26 重度障害者支援
加算Ⅱ３ 
（支援を行った
場合、かつ加算の
算定を開始した

事業所情報（明細）で《重度障害者支援加算Ⅱの有無》欄が［有り］で登録
されている、かつ受給者情報（支給決定）で［生活介護加算重度障害者支援
加算対象者］の決定サービスコードが登録されている場合、加算のサービ
ス部に表示されます。 
《回数》欄は重度障害者支援加算Ⅱ2（支援を行った場合）の回数以下で入
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
日から起算して
180 日以内の場
合）※11 

力します。 

27 送迎加算※4※5 事業所情報（明細）で《送迎加算の有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録さ
れている、かつ実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、送迎加
算Ⅰ、又は送迎加算Ⅱが加算のサービス部に表示されます。事業所情報（明
細）で《送迎加算（重度）の有無》欄が［有り］で登録されている、かつ実
績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、送迎加算（重度）が加算
のサービス部に表示されます。《回数》欄は実績記録票の《送迎加算（往）》
欄及び《送迎加算（復）》欄の［1］～［9］の合計回数が設定されます。ま
た、《回数》欄は送迎加算（同一敷地内減算）の《回数》欄とあわせて実績
記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送迎加算（復）》欄に入力した合計回数
と一致するよう入力します。 

28 送迎加算（同一敷
地内減算）※4※5 

事業所情報（明細）で《送迎加算の有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録さ
れている、かつ実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、加算の
サービス部に表示されます。《回数》欄は送迎加算の《回数》欄とあわせて
実績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送迎加算（復）》欄に入力した合計
回数と一致するよう入力します。 

29 常勤看護職員等
配置加算（Ⅰ）※4 

提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ提供年月が令和 3 年 3 月以前
の場合、かつ事業所情報（明細）で《常勤看護職員等配置加算の有無》欄が
［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録されている場合、加算のサービス部に表示されま
す。事業所情報（明細）で《常勤看護職員等配置加算の有無》欄が［Ⅰ］の
場合、《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数が設定されます。《回
数》欄は常勤看護職員等配置加算（Ⅰ）及び常勤看護職員等配置加算（Ⅱ）
の回数の合計が、本体報酬のサービスコードの回数以下となるよう入力し
ます 
提供年月が令和 3 年 4 月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《常勤看
護職員等配置加算の有無》欄が［Ⅰ］、［Ⅱ］、又は［Ⅲ］で登録されている
場合、加算のサービス部に表示されます。 
事業所情報（明細）で《常勤看護職員等配置加算の有無》欄が［Ⅰ］の場
合、《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数が設定されます。 
《回数》欄は常勤看護職員等配置加算（Ⅰ）、常勤看護職員等配置加算（Ⅱ）
及び常勤看護職員等配置加算（Ⅲ）の回数の合計が、本体報酬のサービス
コードの回数以下となるよう入力します。 
※本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービ
ス部には表示されません。※7 

30 常勤看護職員等
配置加算（Ⅱ）※4 

提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ提供年月が令和 3 年 3 月以前
の場合、かつ事業所情報（明細）で《常勤看護職員等配置加算の有無》欄が
［Ⅱ］で登録されている場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》
欄は常勤看護職員等配置加算（Ⅰ）及び常勤看護職員等配置加算（Ⅱ）の回
数の合計が、本体報酬のサービスコードの回数以下となるよう入力します 
提供年月が令和 3 年 4 月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《常勤看
護職員等配置加算の有無》欄が［Ⅱ］、又は［Ⅲ］で登録されている場合、
加算のサービス部に表示されます。 
《回数》欄は常勤看護職員等配置加算（Ⅰ）、常勤看護職員等配置加算（Ⅱ）
及び常勤看護職員等配置加算（Ⅲ）の回数の合計が、本体報酬のサービス
コードの回数以下となるよう入力します。 
※本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービ
ス部には表示されません。※7 

31 常勤看護職員等
配置加算（Ⅲ） 
※4※11 

事業所情報（明細）で《常勤看護職員等配置加算の有無》欄が［Ⅲ］で登録
されている場合、加算のサービス部に表示されます。 
《回数》欄は常勤看護職員等配置加算（Ⅰ）、常勤看護職員等配置加算（Ⅱ）
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
及び常勤看護職員等配置加算（Ⅲ）の回数の合計が、本体報酬のサービス
コードの回数以下となるよう入力します。 

32 利用者負担上限
額管理加算※4 

受給者情報（詳細）の利用者負担上限額管理が登録されており、提供年月
が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 
※基準該当事業所、又は受給者情報（詳細）の利用者負担上限月額が 0 円

で登録されている場合、加算のサービス部には表示されません。 
33 延 長 支 援 加 算

※1※4 
事業所情報（明細）で《延長支援加算の有無》欄が［有り］で登録されてい
る場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は本体報酬のサービ
スコードの回数以下で入力します。 
※本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービ

ス部には表示されません。 
34 障害福祉サービ

スの体験利用支
援加算※1※4※6 

加算のサービス部に常に表示されます。《回数》欄は暦日数以下の回数で入
力します。 

35 障害福祉サービ
スの体験利用支
援加算（Ⅰ）（Ⅱ）
※4※5 

実績記録票の《体験利用支援加算》欄が［1］、又は［2］で登録されている
場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は実績記録票の《体験
利用支援加算》欄の［1］、又は［2］の合計回数が設定されます。 

36 障害福祉サービ
スの体験利用支
援加算（地域生活
支援拠点等の場
合）※4※5 

事業所情報（明細）で《地域生活支援拠点等区分》欄が［該当］で登録され
ている、かつ実績記録票の《体験利用支援加算》欄が［1］、又は［2］で登
録されている場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は実績記
録票の《体験利用支援加算》欄の［1］、又は［2］の合計回数が設定されま
す。 

37 身体拘束廃止未
実施減算※4※11 
 

加算のサービス部に常に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

※1 提供年月が平成 24年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※2 提供年月が平成 27年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※3 事業所情報（明細）で《多機能型等定員区分（加算）》欄に［単独型］が設定されている場合、《定員区分》欄の定員区
分で自動作成を行います。［単独型］以外が設定されている場合、《多機能型等定員区分（加算）》欄の定員区分で自動作成
を行います。 

※4 基準該当事業所の場合、作成、又は表示されません。 
※5 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※6 提供年月が平成 30年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※7 実績記録票で《定員超過》欄が［1］で登録されている、事業所情報（明細）で《利用定員超過による減算の有無》欄が
［有り］で登録されている、又は事業所情報（明細）で《職員欠如による減算の有無》欄が［有り］で登録されている、又
は事業所情報（明細）で《サービス管理責任者欠如減算の有無》欄が［有り］で登録されている日の本体報酬のサービスコ
ードの回数は含みません。 

※8 提供年月が平成 31年 4月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専門職員配置等加算の有無》欄が［有り］の
場合、作成、又は表示されません 

※9 提供年月が令和元年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※10 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、かつ提供年月が令和 3年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※11 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※12 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※13 提供年月が令和 4年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※14 提供年月が令和 4年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
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（7）施設入所支援 
№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 地域移行加算 実績記録票で《地域移行加算・入所中算定日》欄、又は《地域移行加算・退

所後算定日》欄が登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示
されます。 
提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、実績記録票で《地域移行加算》欄、
又は《地域移行加算 退所後算定日》欄が登録されている場合、自動作成
されるサービス部に表示されます。 

2 栄養士配置加算
※1 

事業所情報（明細）で《栄養士配置の基準》欄が［その他栄養士］、［常勤栄
養士］、又は［常勤管理栄養士］で登録されている場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

3 入所時特別支援
加算 

実績記録票で《入所時特別支援加算・当月算定日数》欄が登録されている
場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

4 入院時支援特別
加算 

実績記録票で《入院時支援特別加算（算定回数）》欄が登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

5 地域生活移行個
別支援特別加算 

事業所情報（明細）で《地域生活移行個別支援特別加算の有無》欄が［有
り］で登録されている場合、地域生活移行個別支援特別加算（Ⅰ）が自動作
成されるサービス部に表示されます。 

6 土日等日中支援
加算※1 

実績記録票の《土日等日中支援加算》欄が［1］で登録されている場合、自
動作成されるサービス部に表示されます。 

7 夜間看護体制加
算 

事業所情報（明細）で《看護職員配置加算の有無》欄が［有り］で登録され
ている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

8 夜勤職員配置体
制加算※4 

事業所情報（明細）で《夜勤職員配置体制加算の有無》欄が［有り］で登録
されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

9 福祉・介護職員処
遇改善加算※2 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善加算］で登
録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービ
ス部に表示されます。 

10 福祉・介護職員処
遇改善特別加算
※2※9 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善特別加算］
で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

11 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算※6 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部
に表示されます。 

12 福祉・介護職員等
ベースアップ等
支援加算※10 

処遇改善情報（明細）で《福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の有
無》欄が［有り］で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部に表示されます。 

13 入院・外泊時加算
（Ⅰ）※2 

提供年月が平成 24 年 4 月以降、かつ実績記録票の《入院・外泊時加算》欄
で［1］が登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

14 入院・外泊時加算
（Ⅱ）※2 

提供年月が平成 24 年 4 月以降、かつ実績記録票の《入院・外泊時加算》欄
で［2］が登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

15 視覚・聴覚言語障
害者支援体制加
算※3 

事業所情報（明細）で《視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の有無》欄が
［有り］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されま
す。 

16 体験宿泊支援加
算※5 

実績記録票で《体験宿泊支援加算》欄が［1］で登録されている場合、自動
作成されるサービス部に表示されます。 

17 重度障害者支援
加算Ⅱ2（夜間支
援を行った場合）
※3 

サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で
《重度障害者支援加算Ⅱの有無》欄が［有り］の場合、かつ受給者情報（支
給決定）で［施設入所支援加算重度障害者支援加算Ⅱ対象者］が登録され
ている場合、かつ実績記録票の《重度障害者支援加算（一定条件）》欄が登
録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

18 令和３年９月３
０日までの上乗

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 



5.5 請求明細書の自動作成について 

313 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
せ分※7※8 

19 入力 重度障害者支援
加算Ⅰ※2 

事業所情報（明細）で《重度障害者支援（体制）加算Ⅰ（基本）の有無》欄
が［有り］、又は《重度障害者支援（体制）加算Ⅰ（重度）の有無》欄が［有
り］で登録されている場合、重度障害者支援加算Ⅰが加算のサービス部に
表示されます。 
提供年月が平成 27 年 3 月以前の場合、《回数》欄は重度障害者支援加算Ⅰ
及び重度障害者支援加算Ⅱの回数の合計が本体報酬のサービスコードの回
数以下で入力します。 
提供年月が平成 27 年 4 月以降の場合、《回数》欄は重度障害者支援加算Ⅰ
及び重度障害者支援加算Ⅱ1（体制を整えた場合）の回数の合計が本体報酬
のサービスコードの回数以下で入力します。 
※本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービ

ス部には表示されません。 
20 重度障害者支援

加算Ⅱ※2 
提供年月が平成 27 年 3 月以前の場合、事業所情報（明細）で《重度障害者
支援加算Ⅱの有無》欄が［有り］、かつ受給者情報（支給決定）で［重度障
害者支援加算Ⅱ対象者］が登録されている、かつ事業所情報（基本）で生活
介護サービスの《サービス提供状況》欄が［提供］の場合、重度障害者支援
加算Ⅱが加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は重度障害者支援加
算Ⅰ及び重度障害者支援加算Ⅱの回数の合計が本体報酬のサービスコード
の回数以下で入力します。 
※本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービ

ス部には表示されません。 
21 重度障害者支援

加算Ⅱ１（体制を
整えた場合）※3 

事業所情報（明細）で《重度障害者支援加算Ⅱの有無》欄が［有り］の場
合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は重度障害者支援加算Ⅰ1
及び重度障害者支援加算Ⅱ1（体制を整えた場合）の回数の合計が本体報酬
のサービスコードの回数以下で入力します。 
※本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービ

ス部には表示されません。 
22 重度障害者支援

加算Ⅱ3（夜間支
援を行った場合、
かつ加算の算定
を開始した日か
ら起算して 180
日以内の場合）
※3 

事業所情報（明細）で《重度障害者支援加算Ⅱの有無》欄が［有り］、かつ
受給者情報（支給決定）で［重度障害者支援加算Ⅱ対象者］が登録されてい
る場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は重度障害者支援加
算Ⅱ2（夜間支援を行った場合）の回数以下で入力します。 
※本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービ

ス部には表示されません。 

23 入院・外泊時加算
（長期入院等支
援加算）※1 

提供年月が平成 24 年 3 月以前、かつ実績記録票の《入院・外泊時加算》欄
で［1］が登録されている場合、入院・外泊時加算及び長期入院等支援加算
が加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は実績記録票の《入院・外
泊時加算》欄で［1］が登録されている日数以下で入力します。 
※入院時支援特別加算が自動作成されている場合、長期入院等支援加算は

加算のサービス部には表示されません。 
24 地域生活移行個

別支援特別加算 
事業所情報（明細）で《地域生活移行個別支援特別加算の有無》欄が［有
り］で登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で［地域生活移行個別
支援加算対象者］が登録されている場合、地域生活移行個別支援特別加算
（Ⅱ）が加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は本体報酬のサービ
スコードの回数以下で入力します。 
※本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービ

ス部には表示されません。 
25 栄養マネジメン

ト加算 
事業所情報（明細）で《栄養士配置の基準》欄が［常勤管理栄養士］で登録
されている場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は本体報酬
のサービスコードの回数以下で入力します。 
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
※本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービ

ス部には表示されません。 
26 経口移行加算 提供年月が令和 3 年 3 月以前の場合、《回数》欄は経口移行加算、経口維持

加算、療養食加算の回数の合計が暦日数以下の回数以下で入力します。 
提供年月が令和 3 年 4 月以降の場合、《回数》欄は暦日数以下の回数で入力
します。 

27 経口維持加算 加算のサービス部に常に表示されます。 
提供年月が令和 3 年 3 月以前の場合、《回数》欄は経口移行加算、経口維持
加算、療養食加算の回数の合計が暦日数以下の回数以下で入力します。 

28 療養食加算 事業所情報（明細）で《栄養士配置の基準》欄が［その他栄養士］、［常勤栄
養士］、又は［常勤管理栄養士］で登録されている場合、加算のサービス部
に表示されます。提供年月が令和 3 年 3 月以前の場合、《回数》欄は経口移
行加算、経口維持加算、療養食加算の回数の合計が暦日数以下の回数以下
で入力します。 

29 身体拘束廃止未
実施減算※7 

加算のサービス部に常に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

30 口腔衛生管理加
算※7 

加算のサービス部に常に表示されます。 

31 口腔衛生管理体
制加算※7 

事業所情報（明細）で《口腔衛生管理体制加算の有無》欄が［有り］で登録
されている場合、加算のサービス部に表示されます。 

※1 提供年月が平成 24年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※2 提供年月が平成 24年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※3 提供年月が平成 27年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※4 事業所情報（明細）で《多機能型等定員区分（加算）》欄に［単独型］が設定されている場合、《定員区分》欄の定員区
分で自動作成を行います。［単独型］以外が設定されている場合、《多機能型等定員区分（加算）》欄の定員区分で自動作成
を行います。 

※5 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※6 提供年月が令和元年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※7 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※8 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※9 提供年月が令和 4年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※10 提供年月が令和 4年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 



5.5 請求明細書の自動作成について 

315 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

（8）自立訓練（機能訓練）サービス 
№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 初期加算※3 実績記録票で《初期加算・当月算定日数》欄が登録されている場合、自動作

成されるサービス部に表示されます。 
2 視覚・聴覚言語障

害者支援体制加
算※3 

事業所情報（明細）で《視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の有無》欄が
［有り］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されま
す。 

3 食事提供体制加
算 

実績記録票で《食事提供加算》欄が［1］で登録されている場合、自動作成
されるサービス部に表示されます。 

4 欠席時対応加算
※3 

実績記録票で《サービス提供の状況》欄が［欠席］で登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

5 送 迎 加 算
※1※3※5 

提供年月が平成 27 年 3 月以前の場合、実績記録票で《送迎加算》欄が登録
されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 
提供年月が平成 27 年 4 月以降の場合、事業所情報（明細）で《送迎加算の
有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録されている、かつ実績記録票で《送迎
加算》欄が登録されている場合、送迎加算Ⅰ、又は送迎加算Ⅱが自動作成
されるサービス部に表示されます。 

6 福祉・介護職員処
遇改善加算※1 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善加算］で登
録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービ
ス部に表示されます。 

7 福祉・介護職員処
遇改善特別加算
※1※11 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善特別加算］
で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

8 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算※8 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、かつ《主たる事業所サービ
ス種類》欄が［32：施設入所支援］の場合、自動作成されるサービス部に
表示されます。 

9 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算（Ⅰ）（Ⅱ）※8 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、かつ《主たる事業所サービ
ス種類》欄が未設定の場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

10 福祉・介護職員等
ベースアップ等
支援加算※12 

処遇改善情報（明細）で《福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の有
無》欄が［有り］で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部に表示されます。 

11 サービス管理責
任者配置等加算
※4 

共生型事業所の場合、事業所情報（明細）で《サービス管理責任者配置等の
有無》欄が［有り］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表
示されます。 

12 特別地域加算※4 指定事業所（共生型事業所を除く）、かつ実績記録票の《提供形態》欄が［訪
問型］、又は［訪問型（視覚）］が登録されている、かつ受給者情報（支給決
定）で［自立訓練（機能訓練）加算特別地域加算対象者］の決定サービスコ
ードが登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成され
るサービス部に表示されます。 

13 就労移行支援体
制加算※3※4 

事業所情報（明細）で《就労移行支援体制加算の有無》欄が［有り］で登録
されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。《単位数》欄
を入力することができます。※6 

14 福祉専門職員配
置等加算※2※3
※7 

提供年月が平成 31 年 4 月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専
門職員配置等加算の有無》欄が［Ⅰ］、［Ⅱ］、又は［Ⅲ］で登録されている
場合、福祉専門職員配置等加算Ⅰ、福祉専門職員配置等加算Ⅱ、又は福祉
専門職員配置等加算Ⅲが自動作成されるサービス部に表示されます。 

15 令和３年９月３
０日までの上乗
せ分※9※10 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

16 入力 送迎加算※3※4 事業所情報（明細）で《送迎加算の有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録さ
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
れている、かつ実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、送迎加
算Ⅰ、又は送迎加算Ⅱが加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は実
績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送迎加算（復）》欄の［1］～［9］の
合計回数が設定されます。また、《回数》欄は送迎加算（同一敷地内減算）
の《回数》欄とあわせて実績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送迎加算
（復）》欄に入力した合計回数と一致するよう入力します。 

17 送迎加算（同一敷
地内減算）※3※4 

事業所情報（明細）で《送迎加算の有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録さ
れている、かつ実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、送迎加
算Ⅰ、又は送迎加算Ⅱが加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は送
迎加算の《回数》欄とあわせて実績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送
迎加算（復）》欄に入力した合計回数と一致するよう入力します。 

18 社会生活支援特
別加算※4 

事業所情報（明細）で《社会生活支援特別加算の有無》欄が［有り］で登録
されている場合、かつ受給者情報（支給決定）で［自立訓練（機能訓練）加
算社会生活支援特別加算対象者］の決定サービスコードが登録されており、
提供年月が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 

19 利用者負担上限
額管理加算※3 

受給者情報（詳細）の利用者負担上限額管理が登録されており、提供年月
が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 
※基準該当事業所、又は受給者情報（詳細）の利用者負担上限月額が 0 円

で登録されている場合、加算のサービス部には表示されません。 
20 リハビリテーシ

ョ ン 加 算
※2※3※5 

事業所情報（明細）で《リハビリテーション加算の有無》欄が［有り］で登
録されている場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は本体報
酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

21 リハビリテーシ
ョン加算（Ⅰ）
（Ⅱ）※2※3※4 

事業所情報（明細）で《リハビリテーション加算の有無》欄が［有り］で登
録されている場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は本体報
酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

22 障害福祉サービ
スの体験利用支
援加算※1※3※5 

加算のサービス部に常に表示されます。《回数》欄は暦日数以下の回数で入
力します。 

23 障害福祉サービ
スの体験利用支
援加算（Ⅰ）（Ⅱ）
※3※4 

実績記録票の《体験利用支援加算》欄が［1］、又は［2］で登録されている
場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は実績記録票の《体験
利用支援加算》欄の［1］、又は［2］の合計回数が設定されます。 

24 障害福祉サービ
スの体験利用支
援加算（地域生活
支援拠点等の場
合）※3※4 

事業所情報（明細）で《地域生活支援拠点等区分》欄が［該当］で登録され
ている、かつ実績記録票の《体験利用支援加算》欄が［1］、又は［2］で登
録されている場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は実績記
録票の《体験利用支援加算》欄の［1］、又は［2］の合計回数が設定されま
す。 

25 身体拘束廃止未
実施減算※3※9 

加算のサービス部に常に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

※1 提供年月が平成 24年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※2 本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービス部には表示されません。 
※3 基準該当事業所の場合、作成、又は表示されません。 
※4 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※5 提供年月が平成 30年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※6 事業所情報（明細）で《多機能型等定員区分（加算）》欄に［単独型］が設定されている場合、《定員区分》欄の定員区
分で自動作成を行います。［単独型］以外が設定されている場合、《多機能型等定員区分（加算）》欄の定員区分で自動作成
を行います。 

※7 提供年月が平成 31年 4月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専門職員配置等加算の有無》欄が［有り］の
場合、作成、又は表示されません。 

※8 提供年月が令和元年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※9 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※10 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
※11 提供年月が令和 4年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※12 提供年月が令和 4年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
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（9）自立訓練（生活訓練）サービス 
№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 初期加算※3 実績記録票で《初期加算・当月算定日数》欄が登録されている場合、自動作

成されるサービス部に表示されます。 
2 視覚・聴覚言語障

害者支援体制加
算※3 

事業所情報（明細）で《視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の有無》欄が
［有り］で登録されている場合、かつ本体報酬が［生活訓練サービス費Ⅱ］
以外の場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

3 食事提供体制加
算※4 

実績記録票で《食事提供加算》欄が［1］で登録されている場合、自動作成
されるサービス部に表示されます。 

4 欠席時対応加算
※3 

実績記録票で《サービス提供の状況》欄が［欠席］で登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

5 短期滞在加算※3 事業所情報（明細）で《短期滞在加算の有無》欄が［無し］以外で登録され
ている、かつ受給者情報（支給決定）で［自立訓練（生活訓練）加算短期滞
在加算対象者］の決定サービスコードが登録されている、かつ実績記録票
で《短期滞在加算》欄が［1］で登録されている場合、自動作成されるサー
ビス部に表示されます。 

6 送 迎 加 算
※1※3※5 

提供年月が平成 27 年 3 月以前の場合、実績記録票で《送迎加算》欄が登録
されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 
提供年月が平成 27 年 4 月以降の場合、事業所情報（明細）で《送迎加算の
有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録されている、かつ実績記録票で《送迎
加算》欄が登録されている場合、送迎加算Ⅰ、又は送迎加算Ⅱが自動作成
されるサービス部に表示されます。 

7 サービス管理責
任者配置等加算
※6 

共生型事業所の場合、事業所情報（明細）で《サービス管理責任者配置等の
有無》欄が［有り］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表
示されます。 

8 特別地域加算※6 指定事業所（共生型事業所を除く）、かつ実績記録票の《提供形態》欄が［訪
問型］、又は［訪問型（視覚）］が登録されている、かつ受給者情報（支給決
定）で［自立訓練（生活訓練）加算特別地域加算対象者］の決定サービスコ
ードが登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成され
るサービス部に表示されます。 

9 看護職員配置加
算Ⅰ※1※3 

事業所情報（明細）で《看護職員配置加算の有無》欄が［有り］で登録され
ている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

10 福祉・介護職員処
遇改善加算※1 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善加算］で登
録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービ
ス部に表示されます。 

11 福祉・介護職員処
遇改善特別加算
※1※13 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善特別加算］
で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

12 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算※9 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、かつ《主たる事業所サービ
ス種類》欄が［32：施設入所支援］の場合、自動作成されるサービス部に
表示されます。 

13 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算（Ⅰ）（Ⅱ）※9 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、かつ《主たる事業所サービ
ス種類》欄が未設定の場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

14 福祉・介護職員等
ベースアップ等
支援加算※14 

処遇改善情報（明細）で《福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の有
無》欄が［有り］で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部に表示されます。 

15 就労移行支援体
制加算※3※6 

事業所情報（明細）で《就労移行支援体制加算の有無》欄が［有り］で登録
されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。《単位数》欄
を入力することができます。※7 

16 福祉専門職員配 提供年月が平成 31 年 4 月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
置等加算※3※8 門職員配置等加算の有無》欄が［Ⅰ］、［Ⅱ］、又は［Ⅲ］で登録されている

場合、福祉専門職員配置等加算Ⅰ、福祉専門職員配置等加算Ⅱ、又は福祉
専門職員配置等加算Ⅲが自動作成されるサービス部に表示されます。 

17 医療連携体制加
算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅳ）
※3 

提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ提供年月が令和 3 年 3 月以前
の場合、かつ実績記録票で《医療連携体制加算》欄が［1］、［2］、又は［4］
で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

18 医療連携体制加
算（Ⅰ） （Ⅱ） 
（Ⅲ） （Ⅳ）（Ⅵ） 
※3※10 

実績記録票で《医療連携体制加算》欄が［1］、［2］、［3］、［41］、［42］、［43］、
又は［6］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されま
す。 

19 令和３年９月３
０日までの上乗
せ分※10※12 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

20 入力 利用者負担上限
額管理加算※3 

受給者情報（詳細）の利用者負担上限額管理が登録されており、提供年月
が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 
※基準該当事業所、又は受給者情報（詳細）の利用者負担上限月額が 0 円

で登録されている場合、加算のサービス部には表示されません。 
21 送迎加算※3※6 事業所情報（明細）で《送迎加算の有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録さ

れている、かつ実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、送迎加
算Ⅰ、又は送迎加算Ⅱが加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は実
績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送迎加算（復）》欄の［1］～［9］の
合計回数が設定されます。また、《回数》欄は送迎加算（同一敷地内減算）
の《回数》欄とあわせて実績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送迎加算
（復）》欄に入力した合計回数と一致するよう入力します。 

22 送迎加算（同一敷
地内減算）※3※6 

事業所情報（明細）で《送迎加算の有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録さ
れている、かつ実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、送迎加
算Ⅰ、又は送迎加算Ⅱが加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は送
迎加算の《回数》欄とあわせて実績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送
迎加算（復）》欄に入力した合計回数と一致するよう入力します。 

23 精神障害者退院
支援施設加算※2 

事業所が指定事業所、かつ事業所情報（明細）で《精神障害者退院支援施設
加算の有無》欄が［無し］以外で登録されている、かつ受給者情報（支給決
定）で［精神障害者退院支援施設加算対象者］の決定サービスコードが登
録されている場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は本体報
酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

24 医療連携体制加
算（Ⅲ）※3 

《単位数》欄を入力することができます。 
※提供年月が平成 24 年 4 月以降の場合、かつ提供年月が令和 3 年 3 月以

前の場合、表示されます。 
※提供年月が平成 24 年 4 月以降の場合、事業所情報（明細）で《看護職員

配置加算の有無》欄が［有り］の場合、表示されません。 
※提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、実績記録票の《医療連携体制加

算》欄の合計回数は設定されません。 
25 医療連携体制加

算（Ⅴ） ※3※10
※11 

加算のサービス部に表示されます。 
《単位数》欄を入力することができます。 

26 障害福祉サービ
スの体験利用支
援加算※1※3※5 

加算のサービス部に常に表示されます。《回数》欄は暦日数以下の回数で入
力します。 

27 障害福祉サービ
スの体験利用支
援加算（Ⅰ）（Ⅱ）
※3※6 

実績記録票の《体験利用支援加算》欄が［1］、又は［2］で登録されている
場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は実績記録票の《体験
利用支援加算》欄の［1］、又は［2］の合計回数が設定されます。 

28 障害福祉サービ 事業所情報（明細）で《地域生活支援拠点等区分》欄が［該当］で登録され
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
スの体験利用支
援加算（地域生活
支援拠点等の場
合）※3※6 

ている、かつ実績記録票の《体験利用支援加算》欄が［1］、又は［2］で登
録されている場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は実績記
録票の《体験利用支援加算》欄の［1］、又は［2］の合計回数が設定されま
す。 

29 社会生活支援特
別加算※6 

事業所情報（明細）で《社会生活支援特別加算の有無》欄が［有り］で登録
されている場合、かつ受給者情報（支給決定）で［自立訓練（生活訓練）加
算社会生活支援特別加算対象者］の決定サービスコードが登録されており、
提供年月が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 

30 個別計画訓練支
援加算※6 

事業所情報（明細）で《個別計画訓練支援加算》欄が［有り］で登録されて
いる場合、加算のサービス部に表示されます。 

31 身体拘束廃止未
実施減算※3※10 

加算のサービス部に常に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

※1 提供年月が平成 24年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※2 本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービス部には表示されません。 
※3 基準該当事業所の場合、作成、又は表示されません。 
※4 基準該当事業所の場合、食事提供体制加算Ⅰは作成、又は表示されません。 
※5 提供年月が平成 30年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※6 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※7 事業所情報（明細）で《多機能型等定員区分（加算）》欄に［単独型］が設定されている場合、《定員区分》欄の定員区分で自動作成
を行います。［単独型］以外が設定されている場合、《多機能型等定員区分（加算）》欄の定員区分で自動作成を行います。 

※8 提供年月が平成 31年 4月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専門職員配置等加算の有無》欄が［有り］の
場合、作成、又は表示されません。 

※9 提供年月が令和元年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※10 提供年月が令和３年４月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※11 事業所情報（明細）で《看護職員配置加算の有無》欄が［有り］の場合、表示されません。 
※12 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※13 提供年月が令和 4年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※14 提供年月が令和 4年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
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（10）宿泊型自立訓練サービス 
№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 初期加算 実績記録票で《初期加算・当月算定日数》欄が登録されている場合、自動作

成されるサービス部に表示されます。 
2 地域移行加算 実績記録票で《地域移行加算・入所中算定日》欄、又は《地域移行加算・退

所後算定日》欄が登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示
されます。 
提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、実績記録票で《地域移行加算》欄、
又は《地域移行加算 退所後算定日》欄が登録されている場合、自動作成
されるサービス部に表示されます。 

3 食事提供体制加
算 

実績記録票で《食事提供加算》欄が［1］で登録されている場合、自動作成
されるサービス部に表示されます。 

4 日中支援加算 実績記録票で《日中支援加算（算定回数）》欄が［1］で登録されている場
合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

5 入院時支援特別
加算 

実績記録票で《入院時支援特別加算（算定回数）》欄が登録されている、か
つ《サービス提供の状況》欄が［入院］、又は［外泊→入院］で登録されて
いる日数が 3 日以上の場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

6 長期入院時支援
特別加算 

実績記録票で《長期入院時支援特別加算を算定する》欄が登録されている、
かつ《サービス提供の状況》欄が［入院］、又は［外泊→入院］で登録され
ている日数が 3 日以上の場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

7 帰宅時支援加算 実績記録票で《帰宅時支援加算（算定回数）》欄が登録されている、かつ《サ
ービス提供の状況》欄が［外泊］、又は［入院→外泊］で登録されている日
数が 3 日以上の場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

8 長期帰宅時支援
加算 

実績記録票で《長期帰宅時支援加算を算定する》欄が登録されている、か
つ《サービス提供の状況》欄が［外泊］、又は［入院→外泊］で登録されて
いる日数が 3 日以上の場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

9 地域移行支援体
制強化加算 

事業所情報（明細）で《地域移行支援体制強化加算の有無》欄が［有り］で
登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

10 夜間防災・緊急時
支 援 体 制 加 算
（Ⅰ）※1※3 

事業所情報（明細）で《宿泊型自立訓練夜間防災・緊急時支援体制加算（Ⅰ）
の有無》欄が［有り］で登録されている、かつ実績記録票で《夜間防災・緊
急時支援体制加算（加算区分）》欄が［1］、又は［3］で登録されている場
合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

11 夜間防災・緊急時
支 援 体 制 加 算
（Ⅱ）※1※3 

事業所情報（明細）で《宿泊型自立訓練夜間防災・緊急時支援体制加算（Ⅱ）
の有無》欄が［有り］で登録されている、かつ実績記録票で《夜間防災・緊
急時支援体制加算（加算区分）》欄が［2］、又は［3］で登録されている場
合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

12 看護職員配置加
算Ⅱ※1 

事業所情報（明細）で《看護職員配置加算の有無》欄が［有り］で登録され
ている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

13 福祉・介護職員処
遇改善加算※1 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善加算］で登
録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービ
ス部に表示されます。 

14 福祉・介護職員処
遇改善特別加算
※1※11 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善特別加算］
で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

15 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算（Ⅰ）（Ⅱ）※7 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部
に表示されます。 

16 福祉・介護職員等
ベースアップ等
支援加算※12 

処遇改善情報（明細）で《福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の有
無》欄が［有り］で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部に表示されます。 

17 視覚・聴覚言語障
害者支援体制加

事業所情報（明細）で《視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の有無》欄が
［有り］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されま
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
算※4 す。 

18 夜間支援等体制
加算Ⅰ※4 

事業所情報（明細）で《夜間支援等体制加算区分》欄が［Ⅰ］、［Ⅰ・Ⅱ］、
［Ⅰ・Ⅲ］、又は［Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ］で登録されている、かつ実績記録票で《夜
間支援等体制加算（加算区分）》欄が［1］で登録されている場合、事業所情
報（明細）の《夜間支援等体制加算Ⅰ対象利用者数》欄に登録した利用者
数、又は実績記録票の《夜間支援等体制加算（利用者数）》欄に入力した利
用者数に応じたサービスコードが自動作成されるサービス部に表示されま
す。 

19 夜間支援等体制
加算Ⅱ※4 

事業所情報（明細）で《夜間支援等体制加算区分》欄が［Ⅱ］［Ⅰ・Ⅱ］［Ⅱ・
Ⅲ］、又は［Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ］で登録されている、かつ実績記録票で《夜間支援
等体制加算（加算区分）》欄が［2］で登録されている場合、事業所情報（明
細）の《夜間支援等体制加算Ⅱ対象利用者数》欄に登録した利用者数、又は
実績記録票の《夜間支援等体制加算（利用者数）》欄に入力した利用者数に
応じたサービスコードが自動作成されるサービス部に表示されます。 

20 夜間支援等体制
加算Ⅲ※4 

事業所情報（明細）で《夜間支援等体制加算区分》欄が［Ⅲ］、［Ⅰ・Ⅲ］、
［Ⅱ・Ⅲ］、又は［Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ］で登録されている、かつ実績記録票で《夜
間支援等体制加算（加算区分）》欄が［3］で登録されている場合、自動作成
されるサービス部に表示されます。 

21 福祉専門職員配
置等加算※2※6 

提供年月が平成 31 年 4 月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専
門職員配置等加算の有無》欄が［Ⅰ］、［Ⅱ］、又は［Ⅲ］で登録されている
場合、福祉専門職員配置等加算Ⅰ、福祉専門職員配置等加算Ⅱ、又は福祉
専門職員配置等加算Ⅲが自動作成されるサービス部に表示されます。 

22 医療連携体制加
算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅳ） 

提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ提供年月が令和 3 年 3 月以前
の場合、実績記録票で《医療連携体制加算》欄が［1］、［2］、又は［4］で
登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

23 医療連携体制加
算（Ⅰ） （Ⅱ） 
（Ⅲ） （Ⅳ） （Ⅵ） 
※8 

実績記録票で《医療連携体制加算》欄が［1］、［2］、［3］、［41］、［42］、［43］、
又は［6］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されま
す。 

24 令和３年９月３
０日までの上乗
せ分※8※10 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

25 入力 強度行動障害者
地域移行特別加
算※5 

事業所情報（明細）で《強度行動障害者地域移行特別加算の有無》欄が［有
り］で登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で［宿泊型自立訓練加
算強度行動障害者地域移行特別加算対象者］の決定サービスコードが登録
されており、提供年月が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示
されます。 

26 精神障害者地域
移行特別加算※5 

事業所情報（明細）で《精神障害者地域移行特別加算の有無》欄が［有り］
で登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で［宿泊型自立訓練加算精
神障害者地域移行特別加算対象者］の決定サービスコードが登録されてお
り、提供年月が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 

27 通勤者生活支援
加算※2 

事業所情報（明細）で《通勤者生活支援加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れている場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は本体報酬の
サービスコードの回数以下で入力します。 

28 医療連携体制加
算（Ⅲ）※2 

《単位数》欄を入力することができます。 
※提供年月が平成 24 年 4 月以降の場合、かつ提供年月が令和 3 年 3 月以

前の場合、表示されます。 
※提供年月が平成 24 年 4 月以降の場合、事業所情報（明細）で《看護職員

配置加算の有無》欄が［有り］の場合、表示されません。 
※提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、実績記録票の《医療連携体制加

算》欄の合計回数は設定されません。 
29 医療連携体制加 加算のサービス部に表示されます。 
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
算(Ⅴ）※2※8※9 《単位数》欄を入力することができます。 

30 地域生活移行個
別支援特別加算
※2 

事業所情報（明細）で《地域生活移行個別支援特別加算の有無》欄が［有
り］で登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で［地域生活移行個別
支援加算対象者］の決定サービスコードが登録されている場合、加算のサ
ービス部に表示されます。《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以
下で入力します。 

31 送 迎 加 算
※1※2※3 

事業所情報（明細）で《送迎加算の有無》欄が［有り］で登録されている場
合、加算のサービス部に表示されます。 

32 身体拘束廃止未
実施減算※8 

加算のサービス部に常に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

※1 提供年月が平成 24年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※2 本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービス部には表示されません。 
※3 提供年月が平成 27年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※4 提供年月が平成 27年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※5 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※6 提供年月が平成 31年 4月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専門職員配置等加算の有無》欄が［有り］の
場合、作成、又は表示されません。 

※7 提供年月が令和元年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※8 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※9 事業所情報（明細）で《看護職員配置加算の有無》欄が［有り］の場合、表示されません。 
※10 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※11 提供年月が令和 4年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※12 提供年月が令和 4年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
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（11）就労移行支援 
①就労移行支援 

№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 初期加算 実績記録票で《初期加算・当月算定日数》欄が登録されている場合、自動作

成されるサービス部に表示されます。 
2 視覚・聴覚言語障

害者支援体制加
算 

事業所情報（明細）で《視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の有無》欄が
［有り］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されま
す。 

3 食事提供体制加
算 

実績記録票で《食事提供加算》欄が［1］で登録されている場合、自動作成
されるサービス部に表示されます。 

4 就労移行支援体
制加算※4 

事業所情報（明細）で《就労移行支援体制加算区分》欄が［無し］以外で登
録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

5 訪問支援特別加
算 

実績記録票で《訪問支援特別加算（算定時間）》欄が登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

6 欠席時対応加算 実績記録票で《サービス提供の状況》欄が［欠席］で登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

7 移行準備支援体
制加算（Ⅰ）※1 

実績記録票で《移行準備支援体制加算》欄が［1］で登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

8 移行準備支援体
制加算（Ⅱ）※10 

実績記録票で《移行準備支援体制加算》欄が［2］で登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

9 送迎加算※1※6 提供年月が平成 27 年 3 月以前の場合、実績記録票で《送迎加算》欄が登録
されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 
提供年月が平成 27 年 4 月以降の場合、事業所情報（明細）で《送迎加算の
有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録されている、かつ実績記録票で《送迎
加算》欄が登録されている場合、送迎加算Ⅰ、又は送迎加算Ⅱが自動作成
されるサービス部に表示されます。 

10 福祉・介護職員処
遇改善加算※1 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善加算］で登
録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービ
ス部に表示されます。 

11 福祉・介護職員処
遇改善特別加算
※1※13 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善特別加算］
で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

12 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算※9 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、かつ《主たる事業所サービ
ス種類》欄が［32：施設入所支援］の場合、自動作成されるサービス部に
表示されます。 

13 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算（Ⅰ）（Ⅱ）※9 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、かつ《主たる事業所サービ
ス種類》欄が未設定の場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

14 福祉・介護職員等
ベースアップ等
支援加算※14 

処遇改善情報（明細）で《福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の有
無》欄が［有り］で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部に表示されます。 

15 就労支援関係研
修修了加算 

提供年月が平成 27 年 3 月以前の場合、事業所情報（明細）で《就労支援関
係研修修了加算の有無》欄が［有り］で登録されている、かつ事業所情報
（明細）で《就労移行支援体制加算区分》欄が［無し］以外で登録されてい
る場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 
提供年月が平成 27 年 4 月以降の場合、事業所情報（明細）で《就労支援関
係研修修了加算の有無》欄が［有り］で登録されている、かつ事業所情報
（明細）で《就労定着支援体制加算区分（6 月以上 12 月未満）》欄、《就労
定着支援体制加算区分（12 月以上 24 月未満）》欄、又は《就労定着支援体
制加算区分（24 月以上 36 月未満）》欄のいずれかが［無し］以外で登録さ
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
れている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 
提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、事業所情報（明細）で《就労支援関
係研修修了加算の有無》欄が［有り］で登録されている、かつ事業所情報
（明細）で《就労定着率区分》欄が［就職後６月以上定着率が０］以外で登
録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

16 通勤訓練加算※7 実績記録票の《通勤訓練加算》欄が［1］で登録されている場合、自動作成
されるサービス部に表示されます。 

17 福祉専門職員配
置等加算※8 

提供年月が平成 31 年 4 月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専
門職員配置等加算の有無》欄が［Ⅰ］、［Ⅱ］、又は［Ⅲ］で登録されている
場合、福祉専門職員配置等加算Ⅰ、福祉専門職員配置等加算Ⅱ、又は福祉
専門職員配置等加算Ⅲが自動作成されるサービス部に表示されます。 

18 医療連携体制加
算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅳ） 

提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ提供年月が令和 3 年 3 月以前
の場合、かつ実績記録票で《医療連携体制加算》欄が［1］、［2］、又は［4］
で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

19 医療連携体制加
算(Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) 
(Ⅳ) (Ⅵ)※11 

実績記録票で《医療連携体制加算》欄が［1］、［2］、［3］、［41］、［42］、［43］、
又は［6］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されま
す。 

20 就労定着支援体
制加算（6 月以上
12 月未満）※5 

事業所情報（明細）で《就労定着支援体制加算区分（6 月以上 12 月未満）》
欄が［無し］以外で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表
示されます。 

21 就労定着支援体
制加算（12月以上
24 月未満）※5 

事業所情報（明細）で《就労定着支援体制加算区分（12 月以上 24 月未満）》
欄が［無し］以外で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表
示されます。 

22 就労定着支援体
制加算（24月以上
36 月未満）※5 

事業所情報（明細）で《就労定着支援体制加算区分（24 月以上 36 月未満）》
欄が［無し］以外で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表
示されます。 

23 令和３年９月３
０日までの上乗
せ分※11※12 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

24 支援計画会議実
施加算※11 

実績記録票で《支援計画会議実施加算》欄が［1］で登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

25 入力 利用者負担上限
額管理加算 

受給者情報（詳細）の利用者負担上限額管理が登録されており、提供年月
が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 
※受給者情報（詳細）の利用者負担上限月額が 0 円で登録されている場合、

加算のサービス部には表示されません。 
26 社会生活支援特

別加算※7 
事業所情報（明細）で《社会生活支援特別加算の有無》欄が［有り］で登録
されている場合、かつ受給者情報（支給決定）で［就労移行支援加算社会生
活支援特別加算対象者］の決定サービスコードが登録されており、提供年
月が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 

27 送迎加算※7 事業所情報（明細）で《送迎加算の有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録さ
れている、かつ実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、送迎加
算Ⅰ、又は送迎加算Ⅱが加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は実
績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送迎加算（復）》欄の［1］～［9］の
合計回数が設定されます。また、《回数》欄は送迎加算（同一敷地内減算）
の《回数》欄とあわせて実績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送迎加算
（復）》欄に入力した合計回数と一致するよう入力します。 

28 送迎加算（同一敷
地内減算）※7 

事業所情報（明細）で《送迎加算の有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録さ
れている、かつ実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、送迎加
算Ⅰ、又は送迎加算Ⅱが加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は送
迎加算の《回数》欄とあわせて実績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送
迎加算（復）》欄に入力した合計回数と一致するよう入力します。 

29 精神障害者退院 事業所情報（明細）で《精神障害者退院支援施設加算の有無》欄が［無し］
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
支援施設加算※3 以外で登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で［精神障害者退院支

援施設加算対象者］の決定サービスコードが登録されている場合、加算の
サービス部に表示されます。《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数
以下で入力します。 

30 医療連携体制加
算（Ⅲ）※3※10 

《単位数》欄を入力することができます。 
加算のサービス部に常に表示されます。 
※提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、実績記録票の《医療連携体制加

算》欄の合計回数は設定されません。 
31 医療連携体制加

算（Ⅴ） ※3※11 
加算のサービス部に常に表示されます。 
《単位数》欄を入力することができます。 

32 障害福祉サービ
スの体験利用支
援加算※1※6 

加算のサービス部に常に表示されます。《回数》欄は暦日数以下の回数で入
力します。 

33 障害福祉サービ
スの体験利用支
援加算（Ⅰ）（Ⅱ）
※7 

実績記録票の《体験利用支援加算》欄が［1］、又は［2］で登録されている
場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は実績記録票の《体験
利用支援加算》欄の［1］、又は［2］の合計回数が設定されます。 

34 障害福祉サービ
スの体験利用支
援加算（地域生活
支援拠点等の場
合）※7 

事業所情報（明細）で《地域生活支援拠点等区分》欄が［該当］で登録され
ている、かつ実績記録票の《体験利用支援加算》欄が［1］、又は［2］で登
録されている場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は実績記
録票の《体験利用支援加算》欄の［1］、又は［2］の合計回数が設定されま
す。 

35 施設外就労加算
※2 

《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数より 2 回少ない回数以下で
入力します。 
※本体報酬のサービスコードの回数が 2 回を超えて自動作成されていない

場合、加算のサービス部には表示されません。 
36 在宅時生活支援

サービス加算※7 
受給者情報（支給決定）で［就労移行支援加算在宅時生活支援サービス加
算対象者］の決定サービスコードが登録されており、提供年月が有効期間
内である場合、加算のサービス部に表示されます。 

37 身体拘束廃止未
実施減算※11 

加算のサービス部に常に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

※1 提供年月が平成 24年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※2 提供年月が平成 24年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※3 本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービス部には表示されません。 
※4 提供年月が平成 27年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※5 提供年月が平成 27年 4月以降、かつ平成 30年 9月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※6 提供年月が平成 30年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※7 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※8 提供年月が平成 31年 4月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専門職員配置等加算の有無》欄が［有り］の
場合、作成、又は表示されません。 

※9 提供年月が令和元年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※10 提供年月が平成 24年 4月以降の場合、かつ提供年月が令和 3年 3月以前の場合作成、又は表示されます。 
※11 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※12 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※13 提供年月が令和 4年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※14 提供年月が令和 4年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
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②就労移行支援（養成施設） 
№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 初期加算 実績記録票で《初期加算・当月算定日数》欄が登録されている場合、自動作

成されるサービス部に表示されます。 
2 視覚・聴覚言語障

害者支援体制加
算 

事業所情報（明細）で《視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の有無》欄が
［有り］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されま
す。 

3 食事提供体制加
算 

実績記録票で《食事提供加算》欄が［1］で登録されている場合、自動作成
されるサービス部に表示されます。 

4 就労移行支援体
制加算※3 

事業所情報（明細）で《就労移行支援体制加算区分》欄が［無し］以外で登
録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

5 訪問支援特別加
算 

実績記録票で《訪問支援特別加算（算定時間）》欄が登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

6 欠席時対応加算 実績記録票で《サービス提供の状況》欄が［欠席］で登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

7 移行準備支援体
制加算（Ⅰ）※1 

実績記録票で《移行準備支援体制加算》欄が［1］で登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

8 送迎加算※1※5 提供年月が平成 27 年 3 月以前の場合、実績記録票で《送迎加算》欄が登録
されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 
提供年月が平成 27 年 4 月以降の場合、事業所情報（明細）で《送迎加算の
有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録されている、かつ実績記録票で《送迎
加算》欄が登録されている場合、送迎加算Ⅰ、又は送迎加算Ⅱが自動作成
されるサービス部に表示されます。 

9 福祉・介護職員処
遇改善加算※1 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善加算］で登
録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービ
ス部に表示されます。 

10 福祉・介護職員処
遇改善特別加算
※1※11 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善特別加算］
で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

11 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算※8 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、かつ《主たる事業所サービ
ス種類》欄が［32：施設入所支援］の場合、自動作成されるサービス部に
表示されます。 

12 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算（Ⅰ）（Ⅱ）※8 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、かつ《主たる事業所サービ
ス種類》欄が未設定の場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

13 福祉・介護職員等
ベースアップ等
支援加算※12 

処遇改善情報（明細）で《福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の有
無》欄が［有り］で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部に表示されます。 

14 就労支援関係研
修修了加算 

提供年月が平成 27 年 3 月以前の場合、事業所情報（明細）で《就労支援関
係研修修了加算の有無》欄が［有り］で登録されている、かつ事業所情報
（明細）で《就労移行支援体制加算区分》欄が［無し］以外で登録されてい
る場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 
提供年月が平成 27 年 4 月以降の場合、事業所情報（明細）で《就労支援関
係研修修了加算の有無》欄が［有り］で登録されている、かつ事業所情報
（明細）で《就労定着支援体制加算区分（6 月以上 12 月未満）》欄、《就労
定着支援体制加算区分（12 月以上 24 月未満）》欄、又は《就労定着支援体
制加算区分（24 月以上 36 月未満）》欄のいずれかが［無し］以外で登録さ
れている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 
提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、事業所情報（明細）で《就労支援関
係研修修了加算の有無》欄が［有り］で登録されている、かつ事業所情報
（明細）で《就労定着率区分》欄が［就職後６月以上定着率が０］以外で登
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

15 通勤訓練加算※6 実績記録票の《通勤訓練加算》欄が［1］で登録されている場合、自動作成
されるサービス部に表示されます。 

16 福祉専門職員配
置等加算※7 

提供年月が平成 31 年 4 月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専
門職員配置等加算の有無》欄が［Ⅰ］、［Ⅱ］、又は［Ⅲ］で登録されている
場合、福祉専門職員配置等加算Ⅰ、福祉専門職員配置等加算Ⅱ、又は福祉
専門職員配置等加算Ⅲが自動作成されるサービス部に表示されます。 

17 医療連携体制加
算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅳ） 

提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ提供年月が令和 3 年 3 月以前
の場合、かつ実績記録票で《医療連携体制加算》欄が［1］、［2］、又は［4］
で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

18 医療連携体制加
算（Ⅰ） （Ⅱ） 
（Ⅲ） （Ⅳ） （Ⅵ） 
※9 

実績記録票で《医療連携体制加算》欄が［1］、［2］、［3］、［41］、［42］、［43］、
又は［6］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されま
す。 

19 就労定着支援体
制加算（6 月以上
12 月未満）※4 

事業所情報（明細）で《就労定着支援体制加算区分（6 月以上 12 月未満）》
欄が［無し］以外で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表
示されます。 

20 就労定着支援体
制加算（12月以上
24 月未満）※4 

事業所情報（明細）で《就労定着支援体制加算区分（12 月以上 24 月未満）》
欄が［無し］以外で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表
示されます。 

21 就労定着支援体
制加算（24月以上
36 月未満）※4 

事業所情報（明細）で《就労定着支援体制加算区分（24 月以上 36 月未満）》
欄が［無し］以外で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表
示されます。 

22 令和３年９月３
０日までの上乗
せ分※9※10 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

23 支援計画会議実
施加算※9 

実績記録票で《支援計画会議実施加算》欄が［1］で登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

24 入力 送迎加算※6 事業所情報（明細）で《送迎加算の有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録さ
れている、かつ実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、送迎加
算Ⅰ、又は送迎加算Ⅱが加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は実
績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送迎加算（復）》欄の［1］～［9］の
合計回数が設定されます。また、《回数》欄は送迎加算（同一敷地内減算）
の《回数》欄とあわせて実績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送迎加算
（復）》欄に入力した合計回数と一致するよう入力します。 

25 送迎加算（同一敷
地内減算）※6 

事業所情報（明細）で《送迎加算の有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録さ
れている、かつ実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、送迎加
算Ⅰ、又は送迎加算Ⅱが加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は送
迎加算の《回数》欄とあわせて実績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送
迎加算（復）》欄に入力した合計回数と一致するよう入力します。 

26 利用者負担上限
額管理加算 

受給者情報（詳細）の利用者負担上限額管理が登録されており、提供年月
が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 
※受給者情報（詳細）の利用者負担上限月額が 0 円で登録されている場合、

加算のサービス部には表示されません。 
27 福祉専門職員配

置等加算※2 
事業所情報（明細）で《福祉専門職員配置等加算の有無》欄が［有り］、［Ⅰ］、
［Ⅱ］、又は［Ⅲ］で登録されている場合、福祉専門職員配置等加算Ⅰ、福
祉専門職員配置等加算Ⅱ、又は福祉専門職員配置等加算Ⅲが加算のサービ
ス部に表示されます。《回数》欄は福祉専門職員配置等加算Ⅰ、福祉専門職
員配置等加算Ⅱ及び福祉専門職員配置等加算Ⅲの回数の合計が、本体報酬
のサービスコードの回数以下となるよう入力します。 

28 社会生活支援特
別加算※6 

事業所情報（明細）で《社会生活支援特別加算の有無》欄が［有り］で登録
されている場合、かつ受給者情報（支給決定）で［就労移行支援（養成施
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
設）加算社会生活支援特別加算対象者］の決定サービスコードが登録され
ており、提供年月が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示され
ます。 

29 医療連携体制加
算（Ⅲ）※2 

《単位数》欄を入力することができます。 
※提供年月が平成 24 年 4 月以降の場合、かつ提供年月が令和 3 年 3 月以

前の場合、加算のサービス部に常に表示されます。 
※提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、実績記録票の《医療連携体制加

算》欄の合計回数は設定されません。 
30 医療連携体制加

算（Ⅴ） ※2※9 
加算のサービス部に常に表示されます。 
《単位数》欄を入力することができます。 

31 障害福祉サービ
スの体験利用支
援加算※1※5 

加算のサービス部に常に表示されます。《回数》欄は暦日数以下の回数で入
力します。 

32 障害福祉サービ
スの体験利用支
援加算（Ⅰ）（Ⅱ）
※6 

実績記録票の《体験利用支援加算》欄が［1］、又は［2］で登録されている
場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は実績記録票の《体験
利用支援加算》欄の［1］、又は［2］の合計回数が設定されます。 

33 障害福祉サービ
スの体験利用支
援加算（地域生活
支援拠点等の場
合）※6 

事業所情報（明細）で《地域生活支援拠点等区分》欄が［該当］で登録され
ている、かつ実績記録票の《体験利用支援加算》欄が［1］、又は［2］で登
録されている場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は実績記
録票の《体験利用支援加算》欄の［1］、又は［2］の合計回数が設定されま
す。 

34 在宅時生活支援
サービス加算※6 

受給者情報（支給決定）で［就労移行支援（養成施設）加算在宅時生活支援
サービス加算対象者］の決定サービスコードが登録されており、提供年月
が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 

35 身体拘束廃止未
実施減算※9 

加算のサービス部に常に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

※1 提供年月が平成 24年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※2 本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービス部には表示されません。 
※3 提供年月が平成 27年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※4 提供年月が平成 27年 4月以降、かつ平成 30年 9月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※5 提供年月が平成 30年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※6 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※7 提供年月が平成 31年 4月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専門職員配置等加算の有無》欄が［有り］の
場合、作成、又は表示されません。 

※8 提供年月が令和元年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※9 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※10 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※11 提供年月が令和 4年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※12 提供年月が令和 4年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
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（12）就労継続支援 
①就労継続支援 A型 

№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 初期加算 実績記録票で《初期加算・当月算定日数》欄が登録されている場合、自動作

成されるサービス部に表示されます。 
2 訪問支援特別加

算 
実績記録票で《訪問支援特別加算（算定時間）》欄が登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

3 欠席時対応加算 実績記録票の《サービス提供の状況》欄で［欠席］が登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

4 食事提供体制加
算 

実績記録票の《食事提供加算》欄で［1］が登録されている場合、自動作成
されるサービス部に表示されます。 

5 視覚・聴覚言語障
害者支援体制加
算 

事業所情報（明細）で《視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の有無》欄が
［有り］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されま
す。 

6 重度者支援体制
加算※4 

事業所情報（明細）で《重度者支援体制加算の有無》欄が［有り］、［Ⅰ］、
［Ⅱ］、又は［Ⅲ］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表
示されます。 

7 就労移行支援体
制加算※10 

事業所情報（明細）で《就労移行支援体制加算の有無》欄が［有り］で登録
されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 
提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ提供年月が令和 3 年 3 月以前
の場合、事業所情報（明細）で《就労移行支援体制加算の有無》欄が［有
り］で登録されている、かつ《人員配置区分》欄が［Ⅰ型（7.5:1）］、又は
［Ⅱ型（10:1）］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示
されます。また、《単位数》欄を入力することができます。※4 
提供年月が令和 3 年 4 月以降、かつ事業所情報（明細）で《就労移行支援
体制加算の有無》欄が［有り］で登録されている、かつ《人員配置区分》欄
が［Ⅰ型（7.5:1）］、又は［Ⅱ型（10:1）］で登録されている、かつ《評価点
区分》欄が登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されま
す。※4 

8 送迎加算※1※5 提供年月が平成 27 年 3 月以前の場合、実績記録票で《送迎加算》欄が登録
されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 
提供年月が平成 27 年 4 月以降の場合、事業所情報（明細）で《送迎加算の
有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録されている、かつ実績記録票で《送迎
加算》欄が登録されている場合、送迎加算Ⅰ、又は送迎加算Ⅱが自動作成
されるサービス部に表示されます。 

9 福祉・介護職員処
遇改善加算※1 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善加算］で登
録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービ
ス部に表示されます。 

10 福祉・介護職員処
遇改善特別加算
※1※13 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善特別加算］
で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

11 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算※8 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、かつ《主たる事業所サービ
ス種類》欄が［32：施設入所支援］の場合、自動作成されるサービス部に
表示されます。 

12 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算（Ⅰ）（Ⅱ）※8 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、かつ《主たる事業所サービ
ス種類》欄が未設定の場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

13 福祉・介護職員等
ベースアップ等
支援加算※14 

処遇改善情報（明細）で《福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の有
無》欄が［有り］で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部に表示されます。 
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
14 賃金向上達成指

導員配置加算※6 
事業所情報（明細）で《賃金向上達成指導員配置加算》欄が［有り］で登録
されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。※4 

15 福祉専門職員配
置等加算※7 

提供年月が平成 31 年 4 月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専
門職員配置等加算の有無》欄が［Ⅰ］、［Ⅱ］、又は［Ⅲ］で登録されている
場合、福祉専門職員配置等加算Ⅰ、福祉専門職員配置等加算Ⅱ、又は福祉
専門職員配置等加算Ⅲが自動作成されるサービス部に表示されます。 

16 医療連携体制加
算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅳ）
※2※10 

提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ提供年月が令和 3 年 3 月以前
の場合、かつ実績記録票で《医療連携体制加算》欄が［1］、［2］、又は［4］
で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

17 医療連携体制加
算（Ⅰ） （Ⅱ） 
（Ⅲ） （Ⅳ） （Ⅵ） 
※9 
※10 

実績記録票で《医療連携体制加算》欄が［1］、［2］、［3］、［41］、［42］、［43］、
又は［6］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されま
す。 

18 令和３年９月３
０日までの上乗
せ分※9※12 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

19 入力 送迎加算※6 事業所情報（明細）で《送迎加算の有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録さ
れている、かつ実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、送迎加
算Ⅰ、又は送迎加算Ⅱが加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は実
績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送迎加算（復）》欄の［1］～［9］の
合計回数が設定されます。また、《回数》欄は送迎加算（同一敷地内減算）
の《回数》欄とあわせて実績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送迎加算
（復）》欄に入力した合計回数と一致するよう入力します。 

20 送迎加算（同一敷
地内減算）※6 

事業所情報（明細）で《送迎加算の有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録さ
れている、かつ実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、送迎加
算Ⅰ、又は送迎加算Ⅱが加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は送
迎加算の《回数》欄とあわせて実績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送
迎加算（復）》欄に入力した合計回数と一致するよう入力します。 

21 施設外就労加算
※10※11 

《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数より 2 回少ない回数以下で
入力します。提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、《回数》欄は本体報酬
のサービスコードの回数以下で入力します。 
※提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合、本体報酬のサービスコードの回数

が 2 回を超えて自動作成されていない場合、加算のサービス部には表示
されません。 

22 医療連携体制加
算（Ⅲ）※2 

《単位数》欄を入力することができます。 
※提供年月が平成 24 年 4 月以降の場合、かつ提供年月が令和 3 年 3 月以

前の場合、加算のサービス部に常に表示されます。 
※提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、実績記録票の《医療連携体制加

算》欄の合計回数は設定されません。 
23 医療連携体制加

算（Ⅴ） ※9※10 
加算のサービス部に常に表示されます。 
《単位数》欄を入力することができます。 

24 利用者負担上限
額管理加算 

受給者情報（詳細）の利用者負担上限額管理が登録されており、提供年月
が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 
※受給者情報（詳細）の利用者負担上限月額が 0 円で登録されている場合、

加算のサービス部には表示されません。 
25 障害福祉サービ

スの体験利用支
援加算※1※5 

加算のサービス部に常に表示されます。《回数》欄は暦日数以下の回数で入
力します。 

26 障害福祉サービ
スの体験利用支
援加算（Ⅰ）（Ⅱ）

実績記録票の《体験利用支援加算》欄が［1］、又は［2］で登録されている
場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は実績記録票の《体験
利用支援加算》欄の［1］、又は［2］の合計回数が設定されます。 
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
※6 

27 障害福祉サービ
スの体験利用支
援加算（地域生活
支援拠点等の場
合）※6 

事業所情報（明細）で《地域生活支援拠点等区分》欄が［該当］で登録され
ている、かつ実績記録票の《体験利用支援加算》欄が［1］、又は［2］で登
録されている場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は実績記
録票の《体験利用支援加算》欄の［1］、又は［2］の合計回数が設定されま
す。 

28 在宅時生活支援
サービス加算※6 

受給者情報（支給決定）で［就労継続支援 A 型加算在宅時生活支援サービ
ス加算対象者］の決定サービスコードが登録されており、提供年月が有効
期間内である場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

29 社会生活支援特
別加算※6 

事業所情報（明細）で《社会生活支援特別加算の有無》欄が［有り］で登録
されている場合、かつ受給者情報（支給決定）で［就労継続支援 A 型加算
社会生活支援特別加算対象者］の決定サービスコードが登録されており、
提供年月が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 

30 身体拘束廃止未
実施減算※9 

加算のサービス部に常に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

31 就労移行連携加
算※9 

加算のサービス部に常に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

※1 提供年月が平成 24年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※2 医療連携体制加算Ⅲ及び医療連携体制加算Ⅳは、提供年月が平成 24年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※3 本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービス部には表示されません。 
※4 事業所情報（明細）で《多機能型等定員区分（加算）》欄に［単独型］が設定されている場合、《定員区分》欄の定員区
分で自動作成を行います。［単独型］以外が設定されている場合、《多機能型等定員区分（加算）》欄の定員区分で自動作成
を行います。 

※5 提供年月が平成 30年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※6 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※7 提供年月が平成 31年 4月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専門職員配置等加算の有無》欄が［有り］の
場合、作成、又は表示されません。 

※8 提供年月が令和元年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※9 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※10 基準該当事業所の場合、作成、又は表示されません。 
※11 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※12 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※13 提供年月が令和 4年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※14 提供年月が令和 4年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
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②就労継続支援 B型 
№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 初期加算 実績記録票で《初期加算・当月算定日数》欄が登録されている場合、自動作

成されるサービス部に表示されます。 
2 訪問支援特別加

算※5 
実績記録票で《訪問支援特別加算（算定時間）》欄が登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

3 欠席時対応加算 実績記録票の《サービス提供の状況》欄で［欠席］が登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

4 食事提供体制加
算 

実績記録票の《食事提供加算》欄で［1］が登録されている場合、自動作成
されるサービス部に表示されます。 

5 視覚・聴覚言語障
害者支援体制加
算※5 

事業所情報（明細）で《視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の有無》欄が
［有り］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されま
す。 

6 目標工賃達成加
算※5※6 

事業所情報（明細）で《目標工賃達成加算の有無》欄が［Ⅰ］、［Ⅱ］、又は
［Ⅲ］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

7 目標工賃達成指
導 員 配 置 加 算
※4※5 

事業所情報（明細）で《目標工賃達成指導員配置加算の有無》欄が［有り］
で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

8 重度者支援体制
加算※4※5 

事業所情報（明細）で《重度者支援体制加算の有無》欄が［有り］、［Ⅰ］、
［Ⅱ］、又は［Ⅲ］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表
示されます。 

9 就労移行支援体
制加算※5 

事業所情報（明細）で《就労移行支援体制加算の有無》欄が［有り］で登録
されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 
提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ提供年月が令和 3 年 3 月以前
の場合、事業所情報（明細）で《就労移行支援体制加算の有無》欄が［有
り］で登録されている、かつ《人員配置区分》欄が［Ⅰ型（7.5:1）］、又は
［Ⅱ型（10:1）］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示
されます。また、《単位数》欄を入力することができます。※4 
提供年月が令和 3 年 4 月以降、かつ事業所情報（明細）で《就労移行支援
体制加算の有無》欄が［有り］で登録されている、かつ《人員配置区分》欄
が［Ⅰ型（7.5:1）］、又は［Ⅱ型（10:1）］で登録されている、かつ《評価点
区分》欄が登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されま
す。※4 

10 送 迎 加 算
※1※5※7 

提供年月が平成 27 年 3 月以前の場合、実績記録票で《送迎加算》欄が登録
されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 
提供年月が平成 27 年 4 月以降の場合、事業所情報（明細）で《送迎加算の
有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録されている、かつ実績記録票で《送迎
加算》欄が登録されている場合、送迎加算Ⅰ、又は送迎加算Ⅱが自動作成
されるサービス部に表示されます。 

11 福祉・介護職員処
遇改善加算※1 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善加算］で登
録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービ
ス部に表示されます。 

12 福祉・介護職員処
遇改善特別加算
※1※14 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善特別加算］
で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

13 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算※10 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、かつ《主たる事業所サービ
ス種類》欄が［32：施設入所支援］の場合、自動作成されるサービス部に
表示されます。 

14 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算（Ⅰ）（Ⅱ）※10 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、かつ《主たる事業所サービ
ス種類》欄が未設定の場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
15 福祉・介護職員等

ベースアップ等
支援加算※15 

処遇改善情報（明細）で《福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の有
無》欄が［有り］で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部に表示されます。 

16 福祉専門職員配
置等加算※5※9 

提供年月が平成 31 年 4 月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専
門職員配置等加算の有無》欄が［Ⅰ］、［Ⅱ］、又は［Ⅲ］で登録されている
場合、福祉専門職員配置等加算Ⅰ、福祉専門職員配置等加算Ⅱ、又は福祉
専門職員配置等加算Ⅲが自動作成されるサービス部に表示されます。 

17 医療連携体制加
算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅳ）
※2※5 

提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ提供年月が令和 3 年 3 月以前
の場合、かつ実績記録票で《医療連携体制加算》欄が［1］、［2］、又は［4］
で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

18 医療連携体制加
算（Ⅰ） （Ⅱ） 
（Ⅲ） （Ⅳ） （Ⅵ）
※5※11 

実績記録票で《医療連携体制加算》欄が［1］、［2］、［3］、［41］、［42］、［43］、
又は［6］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されま
す。 

19 地域協働加算 
※11 

実績記録票で《地域協働加算》欄が［1］で登録されている場合、自動作成
されるサービス部に表示されます。 

20 令和３年９月３
０日までの上乗
せ分※11※13 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

21 入力 送迎加算※5※8 事業所情報（明細）で《送迎加算の有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録さ
れている、かつ実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、送迎加
算Ⅰ、又は送迎加算Ⅱが加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は実
績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送迎加算（復）》欄の［1］～［9］の
合計回数が設定されます。また、《回数》欄は送迎加算（同一敷地内減算）
の《回数》欄とあわせて実績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送迎加算
（復）》欄に入力した合計回数と一致するよう入力します。 

22 送迎加算（同一敷
地内減算）※5※8 

事業所情報（明細）で《送迎加算の有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録さ
れている、かつ実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、送迎加
算Ⅰ、又は送迎加算Ⅱが加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は送
迎加算の《回数》欄とあわせて実績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送
迎加算（復）》欄に入力した合計回数と一致するよう入力します。 

23 施設外就労加算
※5※12 

《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数より 2 回少ない回数以下で
入力します。 
提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、《回数》欄は本体報酬のサービスコ
ードの回数以下で入力します。 
※提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合、本体報酬のサービスコードの回数

が 2 回を超えて自動作成されていない場合、加算のサービス部には表示
されません。 

24 医療連携体制加
算（Ⅲ）※2※5 

《単位数》欄を入力することができます。 
※提供年月が平成 24 年 4 月以降の場合、かつ提供年月が令和 3 年 3 月以

前の場合、加算のサービス部に常に表示されます。 
※提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、実績記録票の《医療連携体制加

算》欄の合計回数は設定されません。 
25 医療連携体制加

算（Ⅴ） ※5※11 
加算のサービス部に常に表示されます。 
《単位数》欄を入力することができます。 

26 利用者負担上限
額管理加算※5 

受給者情報（詳細）の利用者負担上限額管理が登録されており、提供年月
が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 
※基準該当事業所、又は受給者情報（詳細）の利用者負担上限月額が 0 円

で登録されている場合、加算のサービス部には表示されません。 
27 障害福祉サービ

スの体験利用支
援加算※1※5※7 

加算のサービス部に常に表示されます。《回数》欄は暦日数以下の回数で入
力します。 
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
28 障害福祉サービス

の体験利用支援加
算（Ⅰ）（Ⅱ）※5※8 

実績記録票の《体験利用支援加算》欄が［1］、又は［2］で登録されている
場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は実績記録票の《体験
利用支援加算》欄の［1］、又は［2］の合計回数が設定されます。 

29 障害福祉サービ
スの体験利用支
援加算（地域生活
支援拠点等の場
合）※5※8 

事業所情報（明細）で《地域生活支援拠点等区分》欄が［該当］で登録され
ている、かつ実績記録票の《体験利用支援加算》欄が［1］、又は［2］で登
録されている場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は実績記
録票の《体験利用支援加算》欄の［1］、又は［2］の合計回数が設定されま
す。 

30 在宅時生活支援
サービス加算※8 

受給者情報（支給決定）で［就労継続支援 B 型加算在宅時生活支援サービ
ス加算対象者］の決定サービスコードが登録されており、提供年月が有効
期間内である場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

31 社会生活支援特
別加算※8 

事業所情報（明細）で《社会生活支援特別加算の有無》欄が［有り］で登録
されている場合、かつ受給者情報（支給決定）で［就労継続支援 B 型加算
社会生活支援特別加算対象者］の決定サービスコードが登録されており、
提供年月が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 

32 身体拘束廃止未
実施減算※11 

加算のサービス部に常に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

33 就労移行連携加
算※11 

加算のサービス部に常に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

34 ピアサポート実
施加算※11 

事業所情報（明細）で《ピアサポート実施加算の有無》欄が［有り］で登録
されている場合、加算のサービス部に表示されます。 

※1 提供年月が平成 24年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※2 医療連携体制加算Ⅲ及び医療連携体制加算Ⅳは、提供年月が平成 24年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※3 本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービス部には表示されません。 
※4 事業所情報（明細）で《多機能型等定員区分（加算）》欄に［単独型］が設定されている場合、《定員区分》欄の定員区
分で自動作成を行います。［単独型］以外が設定されている場合、《多機能型等定員区分（加算）》欄の定員区分で自動作成
を行います。 

※5 基準該当事業所の場合、作成、又は表示されません。 
※6 提供年月が平成 27年 4月以降、かつ平成 30年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※7 提供年月が平成 30年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※8 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※9 提供年月が平成 31年 4月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専門職員配置等加算の有無》欄が［有り］の
場合、作成、又は表示されません。 

※10 提供年月が令和元年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※11 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※12 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※13 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※14 提供年月が令和 4年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※15 提供年月が令和 4年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
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（13）共同生活援助サービス 
№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 自立生活支援加

算※6 
提供年月が平成 26 年 3 月以前、かつ受給者情報（支給決定）で［自立生活
支援加算対象者］の決定サービスコードが登録されている、かつ実績記録
票で《自立生活支援加算》欄が［1］で登録されている場合、自動作成され
るサービス部に表示されます。 
提供年月が平成 26 年 4 月以降、かつ実績記録票で《自立生活支援加算・入
居中算定日》欄、又は《自立生活支援加算・退居後算定日》欄が登録されて
いる場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 
提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、実績記録票で《自立生活支援加算》
欄、又は《自立生活支援加算・退居後算定日》欄が登録されている場合、自
動作成されるサービス部に表示されます。 

2 日 中 支 援 加 算
※4※6 

実績記録票で《日中支援加算（算定回数）》欄が［1］で登録されている場
合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

3 入院時支援特別
加算※6 

実績記録票で《入院時支援特別加算（算定回数）》欄が登録されている、か
つ《サービス提供の状況》欄が［入院］、又は［外泊→入院］で登録されて
いる日数が 3 日以上の場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

4 長期入院時支援
特別加算※6 

実績記録票で《長期入院時支援特別加算を算定する》欄が登録されている、
かつ《サービス提供の状況》欄が［入院］、又は［外泊→入院］で登録され
ている日数が 3 日以上の場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

5 帰宅時支援加算
※6 

実績記録票で《帰宅時支援加算（算定回数）》欄が登録されている、かつ《サ
ービス提供の状況》欄が［外泊］、又は［入院→外泊］で登録されている日
数が 3 日以上の場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

6 長期帰宅時支援
加算※6 

実績記録票で《長期帰宅時支援加算を算定する》欄が登録されている、か
つ《サービス提供の状況》欄が［外泊］、又は［入院→外泊］で登録されて
いる日数が 3 日以上の場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

7 夜間防災体制加
算※1※6 

事業所情報（明細）で《共同生活援助夜間防災・緊急時支援体制加算（Ⅰ）
の有無》欄が［有り］で登録されている、かつ実績記録票で《夜間防災体制
加算（加算区分）》欄が［1］で登録されている場合、自動作成されるサービ
ス部に表示されます。 

8 夜間防災・緊急時
支 援 体 制 加 算
（Ⅰ）※2※4※6 

事業所情報（明細）で《共同生活援助夜間防災・緊急時支援体制加算（Ⅰ）
の有無》欄が［有り］で登録されている、かつ実績記録票で《夜間防災・緊
急時支援体制加算（加算区分）》欄が［1］、又は［3］で登録されている場
合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

9 夜間防災・緊急時
支 援 体 制 加 算
（Ⅱ）※2※4※6 

実績記録票で《夜間防災・緊急時支援体制加算（加算区分）》欄が［2］、又
は［3］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

10 福祉・介護職員処
遇 改 善 加 算
※2※8 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善加算］で登
録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービ
ス部に表示されます。 

11 福祉・介護職員処
遇改善特別加算
※2※8※18 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善特別加算］
で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

12 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算（Ⅰ）（Ⅱ）※
8※12 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部
に表示されます。 

13 福祉・介護職員等
ベースアップ等
支援加算※19 

処遇改善情報（明細）で《福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の有
無》欄が［有り］で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部に表示されます。 

14 夜間支援等体制
加算（Ⅰ）※5※6 

事業所情報（明細）で《夜間支援等体制加算区分》欄が［Ⅰ］、［Ⅰ・Ⅱ］、
［Ⅰ・Ⅲ］、又は［Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ］で登録されている、かつ実績記録票で《夜
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
間支援等体制加算（加算区分）》欄が［1］で登録されている場合、事業所情
報（明細）の《夜間支援等体制加算Ⅰ対象利用者数》欄に登録した利用者
数、又は実績記録票の《夜間支援等体制加算（利用者数Ⅰ・Ⅱ）》欄に入力
した利用者数に応じたサービスコードが自動作成されるサービス部に表示
されます。 
提供年月が令和 3 年 4 月以降、かつ事業所情報（明細）で《夜間支援等体
制加算区分》欄が［Ⅰ］、［Ⅰ・Ⅱ］、［Ⅰ・Ⅲ］、又は［Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ］で登録
されている、かつ実績記録票で《夜間支援等体制加算（加算区分）》欄が［1］、
［4］、［5］、又は［6］で登録されている場合、受給者情報（基本）の《障
害支援区分》欄に登録した区分及び事業所情報（明細）の《共同生活援助夜
間支援等体制加算Ⅰ対象利用者数》欄に登録した利用者数、又は実績記録
票の《夜間支援等体制加算（利用者数Ⅰ・Ⅱ）》欄に入力した利用者数に応
じたサービスコードが自動作成されるサービス部に表示されます。 

15 夜間支援等体制
加算（Ⅱ）※5※6 

事業所情報（明細）で《夜間支援等体制加算区分》欄が［Ⅱ］、［Ⅰ・Ⅱ］、
［Ⅱ・Ⅲ］、又は［Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ］で登録されている、かつ実績記録票で《夜
間支援等体制加算（加算区分）》欄が［2］で登録されている場合、事業所情
報（明細）の《夜間支援等体制加算Ⅱ対象利用者数》欄に登録した利用者
数、又は実績記録票の《夜間支援等体制加算（利用者数Ⅰ・Ⅱ）》欄に入力
した利用者数に応じたサービスコードが自動作成されるサービス部に表示
されます。 
提供年月が令和 3 年 4 月以降、かつ事業所情報（明細）で《夜間支援等体
制加算区分》欄が［Ⅱ］、［Ⅰ・Ⅱ］、［Ⅱ・Ⅲ］、又は［Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ］で登録
されている、かつ実績記録票で《夜間支援等体制加算（加算区分）》欄が［2］
で登録されている場合、事業所情報（明細）の《共同生活援助夜間支援等体
制加算Ⅱ対象利用者数》欄に登録した利用者数、又は実績記録票の《夜間
支援等体制加算（利用者数Ⅰ・Ⅱ）》欄に入力した利用者数に応じたサービ
スコードが自動作成されるサービス部に表示されます。 

16 夜間支援等体制
加算（Ⅲ）※5※6 

事業所情報（明細）で《夜間支援等体制加算区分》欄が［Ⅲ］、［Ⅰ・Ⅲ］、
［Ⅱ・Ⅲ］、又は［Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ］で登録されている、かつ実績記録票で《夜
間支援等体制加算（加算区分）》欄が［3］で登録されている場合、自動作成
されるサービス部に表示されます。 

17 夜間支援等体制 
加算Ⅳ※6※14※
20 

事業所情報（明細）で《夜間支援等体制加算区分》欄が［Ⅰ］、［Ⅰ・Ⅱ］、
［Ⅰ・Ⅲ］、又は［Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ］で登録されている、かつ《夜間支援等体制
加算Ⅰ加配職員体制の有無》欄が［Ⅳ］、［Ⅳ・Ⅴ］、［Ⅳ・Ⅵ］、又は［Ⅳ・
Ⅴ・Ⅵ］で登録されている、かつ実績記録票で《夜間支援等体制加算（加算
区分）》欄が［4］で登録されている場合、事業所情報（明細）の《共同生活
援助夜間支援等体制加算Ⅳ対象利用者数》欄に登録した利用者数、又は実
績記録票の《夜間支援等体制加算（利用者数Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ）》欄に入力した利
用者数に応じたサービスコードが自動作成されるサービス部に表示されま
す。 

18 夜間支援等体制 
加算Ⅴ※6※14※
20 

事業所情報（明細）で《夜間支援等体制加算区分》欄が［Ⅰ］、［Ⅰ・Ⅱ］、
［Ⅰ・Ⅲ］、又は［Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ］で登録されている、かつ《夜間支援等体制
加算Ⅰ加配職員体制の有無》欄が［Ⅴ］、［Ⅳ・Ⅴ］、［Ⅴ・Ⅵ］、又は［Ⅳ・
Ⅴ・Ⅵ］で登録されている、かつ実績記録票で《夜間支援等体制加算（加算
区分）》欄が［5］で登録されている場合、事業所情報（明細）の《共同生活
援助夜間支援等体制加算Ⅴ対象利用者数》欄に登録した利用者数、又は実
績記録票の《夜間支援等体制加算（利用者数Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ）》欄に入力した利
用者数に応じたサービスコードが自動作成されるサービス部に表示されま
す。 

19 夜間支援等体制 
加算Ⅵ※6※14※
20 

事業所情報（明細）で《夜間支援等体制加算区分》欄が［Ⅰ］、［Ⅰ・Ⅱ］、
［Ⅰ・Ⅲ］、又は［Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ］で登録されている、かつ《夜間支援等体制
加算Ⅰ加配職員体制の有無》欄が［Ⅵ］、［Ⅳ・Ⅵ］、［Ⅴ・Ⅵ］、又は［Ⅳ・
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
Ⅴ・Ⅵ］で登録されている、かつ実績記録票で《夜間支援等体制加算（加算
区分）》欄が［6］で登録されている場合、事業所情報（明細）の《共同生活
援助夜間支援等体制加算Ⅵ対象利用者数》欄に登録した利用者数、又は実
績記録票の《夜間支援等体制加算（利用者数Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ）》欄に入力した利
用者数に応じたサービスコードが自動作成されるサービス部に表示されま
す。 

20 重度障害者支援
加算※5※6※13 

事業所情報（明細）で《重度障害者支援加算の有無》欄が［有り］、かつ《施
設等の区分》欄が［介護サービス包括型］、又は［日中サービス支援型］で
登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

21 重度障害者支援
加算(Ⅰ) ※6※14 

事業所情報（明細）で《重度障害者支援加算の有無》欄が［有り］、かつ《施
設等の区分》欄が［介護サービス包括型］、又は［日中サービス支援型］で
登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

22 重度障害者支援
加算（Ⅱ） 
※6※14※15 

事業所情報（明細）で《重度障害者支援加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れている、かつ《施設等の区分》欄が［介護サービス包括型］、又は［日中
サービス支援型］で登録されている、かつ受給者情報（支給決定）に［共同
生活援助加算強度行動障害者重度障害者支援加算対象者］の支給決定サー
ビスコードが登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示され
ます。 

23 受託居宅介護サ
ービス費※5※7 

実績記録票で《算定時間数》欄の時間数に応じたサービスコードが自動作
成されるサービス部に表示されます。 

24 看護職員配置加
算※6※10 

事業所情報（明細）で《看護職員配置加算の有無》欄が［有り］で登録され
ている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

25 夜勤職員加配加
算※6※10 

事業所情報（明細）で《夜勤職員加配加算の有無》欄が［有り］、かつ《施
設等の区分》欄が［日中サービス支援型］で登録されている場合、自動作成
されるサービス部に表示されます。 

26 福祉専門職員配
置等加算※6※11 

提供年月が平成 31 年 4 月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専
門職員配置等加算の有無》欄が［Ⅰ］、［Ⅱ］、又は［Ⅲ］で登録されている
場合、福祉専門職員配置等加算Ⅰ、福祉専門職員配置等加算Ⅱ、又は福祉
専門職員配置等加算Ⅲが自動作成されるサービス部に表示されます。 

27 医療連携体制加
算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅳ）
※6 

提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ提供年月が令和 3 年 3 月以前
の場合、かつ実績記録票で《医療連携体制加算》欄が［1］、［2］、又は［4］
で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

28 医療連携体制加
算（Ⅰ） （Ⅱ） 
（Ⅲ） （Ⅳ） （Ⅵ）  
※6※14 

実績記録票で《医療連携体制加算》欄が［1］、［2］、［3］、［41］、［42］、［43］、
又は［6］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されま
す。 

29 医療連携体制加
算（Ⅴ）※5※6※
13※16 

事業所情報（明細）で《医療連携体制加算（Ⅶ）の有無》欄が［有り］で登
録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

30 医療連携体制加
算（Ⅶ） ※6※14
※16 

事業所情報（明細）で《医療連携体制加算（Ⅶ）の有無》欄が［有り］で登
録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

31 令和３年９月３
０日までの上乗
せ分※8※14※17 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

32 入力 視覚・聴覚言語障
害者支援体制加
算※6※9 

事業所情報（明細）で《視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の有無》欄が
［有り］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されま
す。 

33 医療連携体制加
算（Ⅲ）※3※6※
13 

《単位数》欄を入力することができます。 
※提供年月が平成 24 年 4 月以降の場合、かつ提供年月が令和 3 年 3 月以
前の場合、加算のサービス部に常に表示されます。 
※提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、実績記録票の《医療連携体制加
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
算》欄の合計回数は設定されません。 

※提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、事業所情報（明細）で《看護職員
配置加算の有無》欄に［無し］が設定されている場合、作成、又は表示さ
れます。 

34 医療連携体制加
算（Ⅴ） 
※3※6※14※16 

加算のサービス部に常に表示されます。 
《単位数》欄を入力することができます。 

35 地域生活移行個
別支援特別加算
※3※6 

事業所情報（明細）で《地域生活移行個別支援特別加算の有無》欄が［有
り］で登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で［地域生活移行個別
支援加算対象者］の決定サービスコードが登録されている場合、加算のサ
ービス部に表示されます。《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以
下で入力します。 

36 通勤者生活支援
加算※2※3※6 

事業所情報（明細）で《通勤者生活支援加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れている場合、かつ《施設等の区分》欄が［介護サービス包括型］、又は［外
部サービス利用型］で登録されている場合、加算のサービス部に表示され
ます。《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

37 日 中 支 援 加 算
（Ⅰ）※5※6 

実績記録票で《日中支援加算（算定回数）》欄が［1］で登録されている場
合、かつ《施設等の区分》欄が［介護サービス包括型］、又は［外部サービ
ス利用型］で登録されている場合、加算のサービス部に表示されます。《回
数》欄は実績記録票で《日中支援加算（算定回数）》欄が［1］で登録されて
いる回数で入力します。 

38 日 中 支 援 加 算
（Ⅱ）※5※6 

実績記録票で《日中支援加算（算定回数）》欄が［2］で登録されている場
合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は実績記録票で《日中支
援加算（算定回数）》欄が［2］で登録されている回数で入力します。 

39 精神障害者地域
移 行 特 別 加 算
※6※10 

事業所情報（明細）で《精神障害者地域移行特別加算の有無》欄が［有り］
で登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で［共同生活援助加算精神
障害者地域移行特別加算対象者］の決定サービスコードが登録されており、
提供年月が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 

40 強度行動障害者
地域移行特別加
算※6※10 

事業所情報（明細）で《強度行動障害者地域移行特別加算の有無》欄が［有
り］で登録されている、かつ《施設等の区分》欄が［介護サービス包括型］、
又は［日中サービス支援型］で登録されている場合、かつ受給者情報（支給
決定）で［共同生活援助加算強度行動障害者地域移行特別加算対象者］の
決定サービスコードが登録されており、サービス提供年月が有効期間内で
ある場合、加算のサービス部に表示されます。 

41 身体拘束廃止未
実施減算※6※14 

加算のサービス部に常に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

42 医療的ケア対応 
支援加算※6※14 

事業所情報（明細）で《医療的ケア対応支援加算の有無》欄が［有り］で登
録されている、かつ受給者情報（支給決定）に［共同生活援助加算医療的ケ
ア対応支援加算対象者］で登録されている場合、加算のサービス部に表示
されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

43 強度行動障害者 
体験利用加算※6
※14 

事業所情報（明細）で《強度行動障害者体験利用加算の有無》欄が［有り］
で登録されている、かつ受給者情報（支給決定）に［共同生活援助加算強度
行動障害者体験利用加算対象者］で登録されている場合、加算のサービス
部に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

※1 提供年月が平成 24年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※2 提供年月が平成 24年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※3 本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービス部には表示されません。 
※4 提供年月が平成 26年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※5 提供年月が平成 26年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※6 【共同生活援助サービス提供実績記録入力（様式１８－１）】画面において、作成、又は表示されます。 
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
※7 【共同生活援助サービス提供実績記録入力（様式１８－２）】画面において、作成、又は表示されます。 
※8 【共同生活援助サービス提供実績記録入力（様式１８－１）】画面及び【共同生活援助サービス提供実績記録入力（様式
１８－２）】画面において、それぞれで作成、又は表示されますが、【請求明細書入力】画面では、1つのサービスコードに
合計されます。 

※9 提供年月が平成 27年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※10 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※11 提供年月が平成 31年 4月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専門職員配置等加算の有無》欄が［有り］の
場合、作成、又は表示されません。 

※12 提供年月が令和元年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※13 提供年月が令和 3年３月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※14 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※15 《サービス利用区分》欄に「居宅介護等利用」が入力されている場合、作成、又は表示されません。 
※16 事業所情報（明細）で《看護職員配置加算の有無》欄に［無し］が設定されている場合、作成、又は表示されます。 
※17 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※18 提供年月が令和 4年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※19 提供年月が令和 4年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※20 実績記録票の《夜間支援等体制加算（利用者数Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ）》欄が未入力、かつ【事業所情報（明細）】画面の各報酬の
対象利用者数が未入力の場合、実績記録票の《夜間支援等体制加算（利用者数Ⅰ・Ⅱ）》欄に入力した利用者数に応じたサ
ービスコードが自動作成されるサービス部に表示されます。また、実績記録票の《夜間支援等体制加算（利用者数Ⅰ・Ⅱ）》
欄も未入力の場合、事業所情報（明細）の《共同生活援助夜間支援等体制加算Ⅰ対象利用者数》欄に入力した利用者数に応
じたサービスコードが自動作成されるサービス部に表示されます。 
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（14）地域移行支援 
№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 特別地域加算 支給決定情報で、特別地域加算の決定サービスコードが登録されており、

提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部に表示され
ます。 

2 退院・退所月加算 《退院・退所日》欄の年月が提供年月の 1 日から翌月 1 日までの日付であ
る場合、自動作成されるサービス部に表示されます。《退院・退所日》欄の
年月が提供年月の翌月 2 日以降から翌月末日までの日付である場合、点検
で警告となりますが自動作成されるサービス部に表示されます。 

3 障害福祉サービ
スの体験利用加
算※1 

実績記録票で《サービス提供の状況》欄が［体験利用］で登録されている場
合、自動作成されるサービス部に表示されます。《回数》欄は 15 回以下で
設定されます。 

4 体験宿泊加算 実績記録票で《サービス提供の状況》欄が［体験宿泊Ⅰ］、又は［体験宿泊
Ⅱ］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。
《回数》欄は 15 回以下で設定されます。 

5 障害福祉サービ
スの体験利用加
算（Ⅰ） （Ⅱ）※2 

実績記録票で《サービス提供の状況》欄が［体験利用Ⅰ］、又は［体験利用
Ⅱ］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。
《回数》欄は 15 回以下で設定されます。 

6 障害福祉サービ
スの体験利用加
算（地域生活支援
拠点等の場合）
※2 

事業所情報（明細）で《地域生活支援拠点等区分》欄が［該当］で登録され
ている、かつ実績記録票の《サービス提供の状況》欄が［体験利用Ⅰ］、又
は［体験利用Ⅱ］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表
示されます。《回数》欄は 15 回以下で設定されます。 

7 体験宿泊加算（地
域生活支援拠点
等の場合）※2 

事業所情報（明細）で《地域生活支援拠点等区分》欄が［該当］で登録され
ている、かつ実績記録票の《サービス提供の状況》欄が［体験宿泊Ⅰ］、又
は［体験宿泊Ⅱ］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表
示されます。《回数》欄は 15 回以下で設定されます。 

8 初回加算 提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ《開始年月日》欄の年月とサー
ビス提供年月が同月の場合、かつ実績記録票の《初回加算》欄が登録され
ている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

9 退院・退所月加算
（入院期間が 3
月以上 1 年未満
の場合） ※3 

実績記録票で《入院開始日》欄の日付から《退院・退所日》欄の日付の期間
が 3 月以上 1 年未満で登録されている場合、自動作成されるサービス部に
表示されます。 

10 地域居住支援体
制強化推進加算
※3 

実績記録票で《地域居住支援体制強化推進加算（算定回数）》欄が［1］で登
録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

11 令和３年９月３
０日までの上乗
せ分※3※4 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

12 入力 集中支援加算 実績記録票の《算定日数》欄の合計日数が 6 日以上の場合、加算のサービ
ス部に表示されます。実績記録票の《退院・退所日》欄が登録されている場
合、加算のサービス部には表示されません。 

13 ピアサポート体
制加算※3 

事業所情報（明細）で《ピアサポート体制加算の有無》欄が［有り］で登録
されている場合、加算のサービス部に表示されます。 

14 居住支援連携体
制加算※3 

事業所情報（明細）で《居住支援連携体制加算区分》欄が［該当］で登録さ
れている場合、加算のサービス部に表示されます。 

※1 提供年月が平成 30年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※2 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※3 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※4 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
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（15）地域定着支援 
№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 特別地域加算 支給決定情報で、特別地域加算の決定サービスコードが登録されており、

提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部に表示され
ます。 

2 地域生活支援拠
点等加算※1 

事業所情報（明細）で《地域生活支援拠点等区分》欄が［該当］で登録され
ている、かつ実績記録票で《サービス提供の状況》欄が［緊急時支援Ⅰ］で
登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

3 日常生活支援情
報提供加算※1 

実績記録票で《日常生活支援情報提供加算（算定回数）》欄が［1］で登録さ
れている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

4 地域居住支援体
制強化推進加算
※1 

実績記録票で《地域居住支援体制強化推進加算（算定回数）》欄が［1］で登
録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

5 令和３年９月３
０日までの上乗
せ分※1※2 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

6 入力 居住支援連携体
制加算※1 

事業所情報（明細）で《居住支援連携体制加算区分》欄が［該当］で登録さ
れている場合、加算のサービス部に表示されます。 

7 ピアサポート体
制加算※1 

事業所情報（明細）で《ピアサポート体制加算の有無》欄が［有り］で登録
されている場合、加算のサービス部に表示されます。 

※1 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※2 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 

 
 

（16）就労定着支援 
№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 初期加算 《利用開始日》欄の年月とサービス提供年月が同月の場合、自動作成され

るサービス部に表示されます。 
2 特別地域加算 実績記録票で《特別地域加算》欄が登録されている場合、自動作成される

サービス部に表示されます。 
3 就労定着実績体

制加算 
事業所情報(明細)で《就労定着実績》欄が[有り]で登録されており、提供年
月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

4 職場適応援助者
養成研修修了者
配置体制加算 

事業所情報(明細)で《職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算の有無》
欄が[有り]で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成
されるサービス部に表示されます。 

5 定着支援連携促
進加算※2 

実績記録票で《定着支援連携促進加算》欄が［1］で登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

6 令和３年９月３
０日までの上乗
せ分※2※3 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

7 入力 企業連携等調整
特別加算※1 

サービス提供年月が《開始年月日》欄の年月日から 1 年以内の場合、加算
のサービス部に表示されます。 

8 利用者負担上限
額管理加算 

受給者情報（詳細）の利用者負担上限額管理が登録されており、提供年月 
が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 
※受給者情報（詳細）の利用者負担上限月額が 0 円で登録されている場合、
加算のサービス部には表示されません。 

※1 提供年月が令和 3年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※2 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※3 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
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（17）自立生活援助 
№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 特別地域加算 支給決定情報で、特別地域加算の決定サービスコードが登録されており、 

提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部に表示され 
ます。 

2 福祉専門職員配
置等加算 

事業所情報（明細）で《福祉専門職員配置等加算の有無》欄が［Ⅰ］、［Ⅱ］、
又は［Ⅲ］で登録されている場合、福祉専門職員配置等加算Ⅰ、福祉専門職
員配置等加算Ⅱ、又は福祉専門職員配置等加算Ⅲが自動作成されるサービ
ス部に表示されます。 

3 初回加算 《開始年月日》欄の年月とサービス提供年月が同月の場合、かつ実績記録
票で《初回加算》欄が登録されている場合、自動作成されるサービス部に
表示されます。 

4 同行支援加算 実績記録票で《同行支援加算》欄が登録されている場合、自動作成される
サービス部に表示されます。 

5 緊急時支援加算
※1 

事業所情報（明細）で《地域生活支援拠点等区分》欄が登録されていない、
又は［非該当］で登録されている、かつ実績記録票で《緊急時支援加算》欄
が［1］、又は［2］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表
示されます。 

6 緊急時支援加算 
（地域生活支援
拠点等の場合） 
※1 

事業所情報（明細）で《地域生活支援拠点等区分》欄が［該当］で登録され
ている、かつ実績記録票で《緊急時支援加算》欄が［1］で登録されている
場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

7 日常生活支援情
報提供加算※1 

実績記録票で《日常生活支援情報提供加算（算定回数）》欄が［1］で登録さ
れている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

8 地域居住支援体
制強化推進加算
※1 

実績記録票で《地域居住支援体制強化推進加算（算定回数）》欄が［1］で登
録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

9 
 

令和３年９月３
０日までの上乗
せ分※1※2 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

10 入力 利用者負担上限
額管理加算 

受給者情報（詳細）の利用者負担上限額管理が登録されており、提供年月 
が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 
※受給者情報（詳細）の利用者負担上限月額が 0 円で登録されている場合、
加算のサービス部には表示されません。 

11 
 

居住支援連携体
制加算※1 

事業所情報（明細）で《居住支援連携体制加算区分》欄が［該当］で登録さ
れている場合、加算のサービス部に表示されます。 

12 ピアサポート体
制加算※1 

事業所情報（明細）で《ピアサポート体制加算の有無》欄が［有り］で登録
されている場合、加算のサービス部に表示されます。 

※1 提供年月が令和 3 年 4 月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※2 提供年月が令和 3 年 10 月以降の場合、作成、又は表示されません。 
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5.5.4.2 自動作成される又は算定可能な障害児支援の加算  

（1）障害児入所支援 
①福祉型障害児入所支援 

№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 児童発達支援管

理責任者専任加
算※2 

事業所情報（明細）で《児童発達支援管理責任者専任加算の有無》欄が［有
り］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

2 職業指導員加算 事業所情報（明細）で《職業指導員体制の有無》欄が［有り］で登録されて
いる場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

3 重度重複障害児
加算 

受給者情報（支給決定）で［加算重度重複］の決定サービスコードが登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部
に表示されます。 
※強度行動障害児特別支援加算１が自動作成されている場合、重度重複障

害児加算は自動作成されるサービス部には表示されません。 
4 強度行動障害児

特別支援加算１ 
事業所情報（明細）で《強度行動障害加算体制整備の有無》欄が［有り］で
登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で［加算強度行動障害］の決
定サービスコードが登録されており、提供年月が有効期間内である場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

5 幼児加算※7 受給者情報（支給決定）で［加算幼児］の決定サービスコードが登録されて
おり、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部に表
示されます。 

6 乳幼児加算※8 受給者情報（支給決定）で［児童入所支援加算乳幼児］の決定サービスコー
ドが登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

7 心理担当職員配
置加算※3 

事業所情報（明細）で《心理担当職員配置加算の有無》欄が［有り］で登録
されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます 
※強度行動障害児特別支援加算１が自動作成されている場合、心理担当職

員配置加算は自動作成されるサービス部には表示されません。 
8 心理担当職員配

置加算Ⅰ※4 
事業所情報（明細）で《心理担当職員配置加算の有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］
で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます 
※強度行動障害児特別支援加算１が自動作成されている場合、心理担当職

員配置加算Ⅰは自動作成されるサービス部には表示されません。 
9 心理担当職員配

置加算Ⅱ※4 
事業所情報（明細）で《心理担当職員配置加算の有無》欄が［Ⅱ］で登録さ
れている場合、自動作成されるサービス部に表示されます 
※強度行動障害児特別支援加算１が自動作成されている場合、心理担当職

員配置加算Ⅱは自動作成されるサービス部には表示されません。 
10 看護師配置加算

※3 
事業所情報（明細）で《看護師配置加算の有無》欄が［有り］で登録されて
いる場合、自動作成されるサービス部に表示されます 
※受給者情報（支給決定）で［自閉症児］、又は［肢体不自由児］の決定サ

ービスコードが登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部には表示されません。 

11 看護職員配置加
算Ⅰ※4 

事業所情報（明細）で《看護職員配置加算の有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］
で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます 
※受給者情報（支給決定）で［自閉症児］、又は［肢体不自由児］の決定サ

ービスコードが登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部には表示されません。 

12 看護職員配置加
算Ⅱ※4 

事業所情報（明細）で《看護職員配置加算の有無》欄が［Ⅱ］で登録されて
いる場合、自動作成されるサービス部に表示されます 
※受給者情報（支給決定）で［自閉症児］、又は［肢体不自由児］の決定サ

ービスコードが登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部には表示されません。 

13 入院・外泊時加算 実績記録票で《入院・外泊時加算》欄が［1］で登録されている場合、自動
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
（Ⅰ） 作成されるサービス部に表示されます。 

14 入院・外泊時加算
（Ⅱ） 

実績記録票で《入院・外泊時加算》欄が［2］で登録されている場合、自動
作成されるサービス部に表示されます。 

15 入院時特別支援
加算 

実績記録票で《入院時支援特別加算（算定回数）》欄が登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

16 地域移行加算 実績記録票で《地域移行加算・入所中算定日》欄、又は《地域移行加算・退
所後算定日》欄が登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示
されます。 
提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、実績記録票で《地域移行加算》欄、
又は《地域移行加算・退所後算定日》欄が登録されている場合、自動作成さ
れるサービス部に表示されます。 

17 栄養士配置加算 事業所情報（明細）で《栄養士配置加算の基準》欄が［その他栄養士］、［常
勤栄養士］、又は［常勤管理栄養士］で登録されている場合、自動作成され
るサービス部に表示されます。 

18 福祉・介護職員処
遇改善加算 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善加算］で登
録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービ
ス部に表示されます。 

19 福祉・介護職員処
遇改善特別加算 
※10 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善特別加算］
で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

20 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算（Ⅰ）（Ⅱ）※6 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部
に表示されます。 

21 福祉・介護職員等
ベースアップ等
支援加算※11 

処遇改善情報（明細）で《福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の有
無》欄が［有り］で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部に表示されます。 

22 児童指導員等加
配加算※4 

事業所情報（明細）で《児童指導員等加配加算の有無》欄が［専門職員］、
又は［児童指導員等］で登録されている場合、自動作成されるサービス部
に表示されます。 

23 福祉専門職員配
置等加算※5 

提供年月が平成 31 年 4 月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専
門職員配置等加算の有無》欄が［Ⅰ］、［Ⅱ］、又は［Ⅲ］で登録されている
場合、福祉専門職員配置等加算Ⅰ、福祉専門職員配置等加算Ⅱ、又は福祉
専門職員配置等加算Ⅲが自動作成されるサービス部に表示されます。 

24 令和３年９月３
０日までの上乗
せ分※8※9 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

25 入力 重度障害児支援
加算 

<知的障害児>事業所情報（明細）で《重度障害児入所棟設置（知的・自閉）
の有無》欄が［有り］で登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で
［加算重度障害児支援］の決定サービスコードが登録されており、提供年
月が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 
<盲ろうあ児>受給者情報（支給決定）で［加算重度障害児支援］の決定サ
ービスコードが登録されており、提供年月が有効期間内である場合、加算
のサービス部に表示されます。 
<肢体不自由児>事業所情報（明細）で《重度肢体不自由児入所棟設置の有
無》欄が［有り］で登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で［加算
重度障害児支援］の決定サービスコードが登録されており、提供年月が有
効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は本体
報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 
※本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービ

ス部には表示されません 
※強度行動障害児特別支援加算１が自動作成されている場合、重度障害児

支援加算は加算のサービス部には表示されません。 
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
26 強度行動障害児

特別支援加算２ 
強度行動障害児特別支援加算１が自動作成されている場合、強度行動障害
児特別支援加算２が表示されます。《回数》欄は強度行動障害児特別支援加
算１の回数（本体報酬のサービスコードの回数）以下で入力します。 

27 自活訓練加算 実績記録票の《自活訓練加算》欄が［1］で登録されている、かつ事業所情
報（明細）で《自活訓練加算（Ⅰ）の有無》欄が［有り］、かつ受給者情報
（支給決定）で［自活訓練加算］が登録されている場合、自活訓練加算Ⅰが
加算のサービス部に表示されます。実績記録票の《自活訓練加算》欄が［1］
で登録されている、かつ事業所情報（明細）で《自活訓練加算（Ⅱ）の有
無》欄が［有り］、かつ受給者情報（支給決定）で［自活訓練加算］が登録
されている場合、自活訓練加算Ⅱが加算のサービス部に表示されます。《回
数》欄は自活訓練加算Ⅰ及び自活訓練加算Ⅱの回数の合計が実績記録票の
《自活訓練加算》欄で［1］が登録されている日数以下で入力します。 

28 栄養マネジメン
ト加算 

事業所情報（明細）で《栄養士配置加算の基準の有無》欄が［常勤管理栄養
士］で登録されている場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄
は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します 
※本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービ

ス部には表示されません。 
29 小規模グループ

ケア加算 
事業所情報（明細）で《小規模グループ加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れている場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は本体報酬の
サービスコードの回数以下で入力します。 
※本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービ

ス部には表示されません。 
30 小規模グループ

ケア加算 2 
（サテライト型
の場合） ※8 

事業所情報（明細）で《小規模グループケア加算の有無》欄が［サテライ
ト］で登録されている場合、加算のサービス部に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

31 重度障害児支援
加算（強度行動）
※1 

事業所情報（明細）で《重度障害児支援加算（強度行動障害）の有無》欄が
［有り］で登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で［加算重度障害
児支援（強度行動障害）］が登録されており、提供年月が有効期間内である
場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は重度障害児支援加算
の回数以下で入力します。 
※本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービ

ス部には表示されません。 
32 身体拘束廃止未

実施減算※8 
加算のサービス部に常に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

33 ソーシャルワー
カー配置加算※8 

事業所情報（明細）で《ソーシャルワーカー配置加算の有無》欄が［有り］
で登録されている場合、加算のサービス部に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

※1 提供年月が平成 27年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※2 提供年月が平成 24年 4月以降、かつ平成 30年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※3 提供年月が平成 30年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※4 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※5 提供年月が平成 31年 4月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専門職員配置等加算の有無》欄が［有り］の
場合、作成、又は表示されません.。 

※6 提供年月が令和元年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※7 提供年月が令和 3年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※8 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※9 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※10 提供年月が令和 4年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※11 提供年月が令和 4年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
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②医療型障害児入所支援 
№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 重度重複障害児

加算 
受給者情報（支給決定）で［加算重度重複］の決定サービスコードが登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部
に表示されます。 
※強度行動障害児特別支援加算１が自動作成されている場合、重度重複障

害児加算は自動作成されるサービス部には表示されません。 
2 乳幼児加算 受給者情報（支給決定）で［加算乳幼児］の決定サービスコードが登録され

ており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部に
表示されます。 

3 地域移行加算 実績記録票で《地域移行加算・入所中算定日》欄、又は《地域移行加算・退
所後算定日》欄が登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示
されます。 
提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、実績記録票で《地域移行加算》欄、
又は《地域移行加算・退所後算定日》欄が登録されている場合、自動作成さ
れるサービス部に表示されます。 

4 児童発達支援管
理責任者専任加
算※1※3 

事業所情報（明細）で《児童発達支援管理責任者専任加算の有無》欄が［有
り］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

5 福祉・介護職員処
遇改善加算※1 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善加算］で登
録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービ
ス部に表示されます。 

6 福祉・介護職員処
遇改善特別加算
※1※10 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善特別加算］
で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

7 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算（Ⅰ）（Ⅱ）※7 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部
に表示されます。 

8 福祉・介護職員等
ベースアップ等
支援加算※11 

処遇改善情報（明細）で《福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の有
無》欄が［有り］で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部に表示されます。 

9 心理担当職員配
置加算※1※2※4 

事業所情報（明細）で《心理担当職員配置加算の有無》欄が［有り］で登録
されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

10 心理担当職員配
置加算Ⅰ※5 

事業所情報（明細）で《心理担当職員配置加算の有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］
で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 
※強度行動障害児特別支援加算１が自動作成されている場合、心理担当職

員配置加算Ⅰは自動作成されるサービス部には表示されません。 
11 心理担当職員配

置加算Ⅱ※5 
事業所情報（明細）で《心理担当職員配置加算の有無》欄が［Ⅱ］で登録さ
れている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 
※強度行動障害児特別支援加算１が自動作成されている場合、心理担当職

員配置加算Ⅱは自動作成されるサービス部には表示されません。 
12 保育職員加配加

算※5 
事業所情報（明細）で《保育職員加配加算の有無》欄が［有り］で登録され
ている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

13 福祉専門職員配
置等加算※6 

提供年月が平成 31 年 4 月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専
門職員配置等加算の有無》欄が［Ⅰ］、［Ⅱ］、又は［Ⅲ］で登録されている
場合、福祉専門職員配置等加算Ⅰ、福祉専門職員配置等加算Ⅱ、又は福祉
専門職員配置等加算Ⅲが自動作成されるサービス部に表示されます。 

14 強度行動障害児 
特別支援加算 1 
※8 

事業所情報（明細）で《強度行動障害加算体制整備の有無》欄が［有り］で
登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で[医療型児童入所支援加算
強度行動障害]の決定サービスコードが登録されている場合、自動作成され
るサービス部に表示されます。 

15 令和３年９月３ 自動作成されるサービス部に常に表示されます。 
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
０日までの上乗
せ分※8※9 

16 入力 自活訓練加算 実績記録票の《自活訓練加算》欄が［1］で登録されている、かつ事業所情
報（明細）で《自活訓練加算（Ⅰ）の有無》欄が［有り］、かつ受給者情報
（支給決定）で［自活訓練加算］が登録されている場合、自活訓練加算Ⅰが
加算のサービス部に表示されます。実績記録票の《自活訓練加算》欄が［1］
で登録されている、かつ事業所情報（明細）で《自活訓練加算（Ⅱ）の有
無》欄が［有り］、かつ受給者情報（支給決定）で［自活訓練加算］が登録
されている場合、自活訓練加算Ⅱが加算のサービス部に表示されます。《回
数》欄は自活訓練加算Ⅰ及び自活訓練加算Ⅱの回数の合計が実績記録票の
《自活訓練加算》欄で［1］が登録されている日数以下で入力します。 

17 重度障害児支援
加算 

<自閉症児>事業所情報（明細）で《重度障害児入所棟設置（知的・自閉）
の有無》欄が［有り］で登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で
［加算重度障害児支援］の決定サービスコードが登録されており、提供年
月が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 
<肢体不自由児>事業所情報（明細）で《重度肢体不自由児入所棟設置の有
無》欄が［有り］で登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で［加算
重度障害児支援］の決定サービスコードが登録されており、提供年月が有
効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 
※本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービ

ス部には表示されません。 
※強度行動障害児特別支援加算１が自動作成されている場合、重度障害児

支援加算は加算のサービス部には表示されません。 
18 小規模グループ

ケア加算 
事業所情報（明細）で《小規模グループ加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れている場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は本体報酬の
サービスコードの回数以下で入力します。 
※本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービ

ス部には表示されません。 
19 重度障害児支援

加算（強度行動）
※2 

事業所情報（明細）で《重度障害児支援加算（強度行動障害）の有無》欄が
［有り］で登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で［加算重度障害
児支援（強度行動障害）］が登録されており、提供年月が有効期間内である
場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は重度障害児支援加算
の回数以下で入力します。 
※本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービ

ス部には表示されません。 
20 強度行動障害児

特別支援加算 2 
※8 

強度行動障害児特別支援加算 1 が自動作成されている場合、強度行動障害
児特別支援加算 2 が加算のサービス部に表示されます。 
《回数》欄は強度行動障害児特別支援加算１の回数（本体報酬のサービス
コードの回数）以下で入力します。 

21 身体拘束廃止未
実施減算※8 

加算のサービス部に常に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

22 ソーシャルワー
カー配置加算※8 

事業所情報（明細）で《ソーシャルワーカー配置加算の有無》欄が［有り］
で登録されている場合、加算のサービス部に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

※1 事業所情報（明細）で《施設等の区分》欄が［医療型障害児入所施設］で登録されている場合、作成、又は表示されま
す。 

※2 提供年月が平成 27年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※3 提供年月が平成 24年 4月以降、かつ平成 30年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※4 提供年月が平成 30年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※5 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※6 提供年月が平成 31年 4月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専門職員配置等加算の有無》欄が［有り］の
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
場合、作成、又は表示されません。 

※7 提供年月が令和元年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※8 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※9 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※10 提供年月が令和 4年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※11 提供年月が令和 4年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 

 

（2）児童発達支援 
№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 栄養士配置加算

※3 
事業所情報（明細）で《栄養士配置加算の基準》欄が［その他栄養士］、［常
勤栄養士］、又は［常勤管理栄養士］で登録されている場合、自動作成され
るサービス部に表示されます。 

2 食事提供加算※3 実績記録票で《食事提供加算》欄が［1］で登録されている、かつ受給者情
報（詳細）の食事提供加算が登録されており、提供年月が有効期間内であ
る場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

3 家庭連携加算 実績記録票で《家庭連携加算（算定時間）》欄が登録されている場合、自動
作成されるサービス部に表示されます。 

4 訪問支援特別加
算※15 

実績記録票で《訪問支援特別加算（算定時間）》欄が［1］、又は［2］で登録
されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

5 欠席時対応加算 実績記録票で《サービス提供の状況》欄が［欠席］で登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

6 送 迎 加 算
※1※4※5 

事業所情報（明細）で《送迎加算（重度）の有無》欄が［有り］で登録され
ている、かつ実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、自動作成
されるサービス部に表示されます。 

7 人工内耳装用児
支援加算※3 

事業所情報（明細）で《施設等の区分》欄が［児童発達支援センター］で登
録されている、かつ事業所情報（明細）で《障害児施設区分》欄が［難聴の
場合］で登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で［加算人工内耳装
用児支援］の決定サービスコードが登録されており、提供年月が有効期間
内である場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

8 児童発達支援管
理責任者専任加
算※6 

事業所情報（明細）で《児童発達支援管理責任者専任加算の有無》欄が［有
り］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

9 指導員加配加算
※1※3※7 

提供年月が平成 27 年 3 月以前の場合、事業所情報（明細）で《指導員加配
加算の有無》欄が［有り］で登録されている場合、自動作成されるサービス
部に表示されます。 
提供年月が平成 27 年 4 月以降の場合、事業所情報（明細）で《指導員加配
加算の有無》欄が［児童指導員等］、又は［児童指導員等以外］で登録され
ている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 
※《指導員加配加算の有無》欄が［児童指導員等］で登録されている場合、

《有資格者配置の有無》欄に［有り］が登録されている場合、自動作成さ
れるサービス部に表示されます。 

10 児童指導員等加
配加算Ⅰ※8 

指定事業所（共生型事業所を除く）の場合、かつ事業所情報（明細）で《児
童指導員等加配加算の有無》欄が［専門職員］、［専門職員（保育士）］、［児
童指導員等］、又は［その他従業者］で登録されている場合、自動作成され
るサービス部に表示されます。※17 

11 児童指導員等加
配加算Ⅱ※14 

指定事業所（共生型事業所を除く）の場合、かつ事業所情報（明細）で《施
設等の区分》欄が［児童発達支援センター以外］で登録されている、かつ受
給者情報（支給決定）で［児童発達支援基本決定］、又は［児童発達支援基
本決定（難聴児）］の決定サービスコードが登録されており、提供年月が有
効期間内である場合、かつ事業所情報（明細）で《未就学児等支援区分》欄
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
が［Ⅰ］で登録されている、かつ事業所情報（明細）で《児童指導員等加配
加算（Ⅱ）の有無》欄が［専門職員］、［児童指導員等］、又は［その他従業
者］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。
※9 

12 福祉・介護職員処
遇改善加算 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善加算］で登
録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービ
ス部に表示されます。 

13 福祉・介護職員処
遇改善特別加算 
※19 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善特別加算］
で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

14 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算（Ⅰ）（Ⅱ）※13 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部
に表示されます。 

15 福祉・介護職員等
ベースアップ等
支援加算※20 

処遇改善情報（明細）で《福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の有
無》欄が［有り］で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部に表示されます。 

16 看護職員加配加
算（重症心身障害
児以外の場合）
※14 

指定事業所（共生型事業所を除く）の場合、かつ事業所情報（明細）で《看
護職員加配加算の有無》欄が［Ⅰ］、［Ⅱ］、又は［Ⅲ］で登録されている場
合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

17 看護職員加配加
算（重症心身障害
児の場合）※8 

指定事業所（共生型事業所を除く）の場合、かつ事業所情報（明細）で《看
護職員加配加算（重度）の有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録されている
場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

18 共生型サービス
体制強化加算※8 

共生型事業所の場合、かつ事業所情報（明細）で《共生型サービス体制強化
加算区分》欄が［Ⅰ］、［Ⅱ］、又は［Ⅲ］で登録されている場合、自動作成
されるサービス部に表示されます。 

19 強度行動障害児
支援加算※8 

事業所情報（明細）で《強度行動障害加算体制整備の有無》欄が［有り］で
登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で［児童発達支援加算強度行
動障害］の決定サービスコードが登録されており、提供年月が有効期間内
である場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

20 保育・教育等移行
支援加算※8 

実績記録票で《保育・教育等移行支援加算・移行後算定日》欄が登録されて
いる場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

21 福祉専門職員配
置等加算※3※10 

提供年月が平成 31 年 4 月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専
門職員配置等加算の有無》欄が［Ⅰ］、［Ⅱ］、又は［Ⅲ］で登録されている
場合、福祉専門職員配置等加算Ⅰ、福祉専門職員配置等加算Ⅱ、又は福祉
専門職員配置等加算Ⅲが自動作成されるサービス部に表示されます。 

22 医療連携体制加
算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅳ）
（Ⅴ）（Ⅵ） 

提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ提供年月が令和 3 年 3 月以前
の場合、かつ実績記録票の《医療連携体制加算》欄が［1］、［2］、［4］、［5］、
又は［6］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されま
す。 

23 医療連携体制加
算（Ⅰ） （Ⅱ） 
（Ⅲ） （Ⅳ） （Ⅴ） 
（Ⅶ） ※16 

実績記録票で《医療連携体制加算》欄が［1］、［2］、［3］、［41］、［42］、［43］、
［51］、［52］、［53］、又は［7］で登録されている場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

24 事業所内相談支
援加算※2※15 

提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ実績記録票の《事業所内相談支
援加算》欄が登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示され
ます。 

25 事業所内相談支
援加算（Ⅰ）※16 

実績記録票で《事業所内相談支援加算》欄が［1］が登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

26 事業所内相談支
援加算（Ⅱ）※16 

実績記録票で《事業所内相談支援加算》欄が［2］が登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
27 令和３年９月３

０日までの上乗
せ分※16※18 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

28 専門的支援加算
※16 

指定事業所（共生型事業所を除く）で登録されている、かつ事業所情報（明
細）で《専門的支援加算の有無》欄が［理学療法士等］、又は［児童指導員］
で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

29 入力 利用者負担上限
額管理加算※3 

受給者情報（詳細）の利用者負担上限額管理が登録されており、提供年月
が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます 
※基準該当事業所、又は受給者情報（詳細）の利用者負担上限月額が 0 円

で登録されている場合、加算のサービス部には表示されません。 
30 特別支援加算※3

※12 
事業所情報（明細）で《特別支援加算の有無》欄が［有り］で登録されてい
る場合、加算のサービス部に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

31 延長支援加算 事業所情報（明細）で《延長支援加算の有無》欄が［有り］で登録されてい
る場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は本体報酬のサービ
スコードの回数以下で入力します。 
※本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービ

ス部には表示されません。 
32 医療連携体制加

算（Ⅲ）※11※15 
加算のサービス部に常に表示されます。 
《単位数》欄を入力することができます。 

33 医療連携体制加
算（Ⅵ） ※16 

加算のサービス部に常に表示されます。 
《単位数》欄を入力することができます。 

34 関係機関連携加
算※2※12 

加算のサービス部に常に表示されます。 

35 送迎加算※4※8 事業所情報（明細）で《送迎加算（重度）の有無》欄が［有り］で登録され
ている、かつ実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、加算のサ
ービス部に表示されます。《回数》欄は実績記録票の《送迎加算（往）》欄及
び《送迎加算（復）》欄の［1］～［9］の合計回数が設定されます。また、
《回数》欄は送迎加算（同一敷地内減算）の《回数》欄とあわせて実績記録
票の《送迎加算（往）》欄及び《送迎加算（復）》欄に入力した合計回数と一
致するよう入力します。 

36 送迎加算（同一敷
地内減算）※4※8 

事業所情報（明細）で《送迎加算（重度）の有無》欄が［有り］で登録され
ている、かつ実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、加算のサ
ービス部に表示されます。《回数》欄は送迎加算の《回数》欄とあわせて実
績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送迎加算（復）》欄に入力した合計回
数と一致するよう入力します。 

37 送迎加算（一定の
条件を満たす場
合）※8 

事業所情報（明細）で《看護職員加配加算の有無》欄が［Ⅰ］、［Ⅱ］、又は
［Ⅲ］で登録されている場合、かつ実績記録票で《送迎加算》欄が登録され
ている場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は送迎加算Ⅰの
回数以下で入力します 
※事業所情報（明細）で《施設等の区分》欄が［児童発達支援センターの場

合］、又は［児童発達支援センター以外の場合］で登録されている、かつ
《障害児施設区分》欄が［重症心身障害の場合］で登録されている、かつ
受給者情報（支給決定）に［児童発達支援基本決定（重症心身障害児）］
の決定サービスコードが登録されている場合、作成、又は表示されませ
ん。 

38 身体拘束廃止未
実施減算※３※
16 

加算のサービス部に常に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

39 個別サポート加
算Ⅰ※16 

受給者情報（支給決定）に［児童発達支援加算個別サポート（Ⅰ）］の決定
サービスコードが登録されている場合、加算のサービス部に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの数以下で入力します。 
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
40 個別サポート加

算Ⅱ※16 
加算のサービス部に常に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します 

※1 事業所情報（明細）で《施設等の区分》欄が［児童発達支援センター以外］で登録されている場合、作成、又は表示さ
れます。 

※2 提供年月が平成 27年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※3 基準該当事業所の場合、作成、又は表示されません。 
※4 基準該当事業所の場合、送迎加算Ⅱは作成、又は表示されません。 
※5 提供年月が平成 30年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※6 提供年月が平成 24年 4月以降、かつ平成 30年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※7 提供年月が平成 27年 4月以降、かつ平成 30年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※8 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※9 実績記録票の《個別支援計画作成の有無》欄が［有り］で登録されている場合、作成、又は表示されます。 
※10 提供年月が平成 31年 4月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専門職員配置等加算の有無》欄が［有り］の
場合、作成、又は表示されません。 

※11 提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ提供年月が令和 3 年 3 月以前の場合、かつ看護職員加配加算（重症心身
障害児以外の場合）、又は看護職員加配加算（重症心身障害児の場合）が算定される場合、作成、又は表示されません。 

※12 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、かつ以下のいずれかの条件に該当する場合、関係機関連携加算（Ⅰ）が作成、
又は表示されます。 

・事業所情報（明細）で《共生型サービス対象区分》欄が［非該当］の場合 
・事業所情報（明細）で《共生型サービス対象区分》欄が［該当］の場合、かつ《共生型サービス体制強化加算区分》欄が
［Ⅰ］、又は［Ⅱ］の場合 

※13 提供年月が令和元年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※14 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、かつ提供年月が令和 3年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※15 提供年月が令和 3年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※16 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※17 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、事業所情報（明細）で《児童指導員等加配加算の有無》欄において[専門職員（保
育士）]も登録可能となり、登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

※18 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※19 提供年月が令和 4年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※20 提供年月が令和 4年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
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（3）医療型児童発達支援 
№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 児童発達支援管

理責任者専任加
算※1※3 

事業所情報（明細）で《児童発達支援管理責任者専任加算の有無》欄が［有
り］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

2 食事提供加算 実績記録票で《食事提供加算》欄が［1］で登録されている、かつ受給者情
報（詳細）の食事提供加算が登録されており、提供年月が有効期間内であ
る場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

3 家庭連携加算 実績記録票で《家庭連携加算（算定時間）》欄が登録されている場合、自動
作成されるサービス部に表示されます。 

4 訪問支援特別加
算※8 

実績記録票で《訪問支援特別加算（算定時間）》欄が［1］、又は［2］で登録
されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

5 欠席時対応加算 実績記録票で《サービス提供の状況》欄が［欠席］で登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

6 福祉・介護職員処
遇改善加算※1 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善加算］で登
録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービ
ス部に表示されます。 

7 福祉・介護職員処
遇改善特別加算
※1※11 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善特別加算］
で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

8 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算（Ⅰ）（Ⅱ）※7 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部
に表示されます。 

9 福祉・介護職員等
ベースアップ等
支援加算※12 

処遇改善情報（明細）で《福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の有
無》欄が［有り］で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部に表示されます。 

10 保育職員加配加
算※2※4 

事業所情報（明細）で《保育職員加配加算の有無》欄が［有り］で登録され
ている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

11 保育職員加配加
算Ⅰ※5 

事業所情報（明細）で《保育職員加配加算の有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］
で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

12 保育職員加配加
算Ⅱ※5 

事業所情報（明細）で《保育職員加配加算の有無》欄が［Ⅱ］で登録されて
いる場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

13 保育・教育等移行
支援加算※5 

実績記録票で《保育・教育等移行支援加算・移行後算定日》欄が登録されて
いる場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

14 福祉専門職員配
置等加算※6 

提供年月が平成 31 年 4 月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専
門職員配置等加算の有無》欄が［Ⅰ］、［Ⅱ］、又は［Ⅲ］で登録されている
場合、福祉専門職員配置等加算Ⅰ、福祉専門職員配置等加算Ⅱ、又は福祉
専門職員配置等加算Ⅲが自動作成されるサービス部に表示されます。 

15 事業所内相談支
援加算※2※8 

提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ実績記録票の《事業所内相談支
援加算》欄が登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示され
ます。 

16 事業所内相談支
援加算（Ⅰ）※9 

実績記録票で《事業所内相談支援加算》欄が［1］で登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

17 事業所内相談支
援加算（Ⅱ）※9 

実績記録票で《事業所内相談支援加算》欄が［2］で登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

18 令和３年９月３
０日までの上乗
せ分※9※10 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

19 入力 利用者負担上限
額管理加算 

受給者情報（詳細）の利用者負担上限額管理が登録されており、提供年月
が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます 
※受給者情報（詳細）の利用者負担上限月額が 0 円で登録されている場合、

加算のサービス部には表示されません。 
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
20 特別支援加算※1 事業所情報（明細）で《特別支援加算の有無》欄が［有り］で登録されてい

る場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は本体報酬のサービ
スコードの回数以下で入力します。 
※本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービ

ス部には表示されません。 
21 延長支援加算 事業所情報（明細）で《延長支援加算の有無》欄が［有り］で登録されてい

る場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は本体報酬のサービ
スコードの回数以下で入力します。 
※本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービ

ス部には表示されません。 
22 送迎加算（重症心

身障害児に限る）
※2 

事業所情報（明細）で《送迎加算（重症心身障害児）の有無》欄が［有り］
で登録されている場合、加算のサービス部に表示されます。 
提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、《回数》欄は実績記録票の《送迎加
算（往）》欄及び《送迎加算（復）》欄の［1］～［9］の合計回数が設定され
ます。また、《回数》欄は送迎加算（同一敷地内減算）の《回数》欄とあわ
せて実績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送迎加算（復）》欄に入力した
合計回数と一致するよう入力します。 

23 送迎加算（同一敷
地内減算）※5 

事業所情報（明細）で《送迎加算（重度）の有無》欄が［有り］で登録され
ている、かつ実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、加算のサ
ービス部に表示されます。《回数》欄は送迎加算の《回数》欄とあわせて実
績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送迎加算（復）》欄に入力した合計回
数と一致するよう入力します。 

24 関係機関連携加
算※2 

加算のサービス部に常に表示されます。 

25 身体拘束廃止未
実施減算※9 

加算のサービス部に常に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

26 個別サポート加
算Ⅰ※9 

受給者情報（支給決定）で［医療型児童発達支援加算個別サポート（Ⅰ）］
の決定サービスコードが登録されている場合、加算のサービス部に表示さ
れます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

27 個別サポート加
算Ⅱ※9 

加算のサービス部に常に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

※1 事業所情報（明細）で《施設等の区分》欄が［医療型児童発達支援センター］で登録されている場合、作成、又は表示
されます。 

※2 提供年月が平成 27年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※3 提供年月が平成 24年 4月以降、かつ平成 30年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※4 提供年月が平成 30年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※5 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※6 提供年月が平成 31年 4月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専門職員配置等加算の有無》欄が［有り］の
場合、作成、又は表示されません。 

※7 提供年月が令和元年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※8 提供年月が令和 3年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※9 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※10 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※11 提供年月が令和 4年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※12 提供年月が令和 4年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 



5.5 請求明細書の自動作成について 

355 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

（4）放課後等デイサービス 
№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 指導員加配加算

※2※4 
提供年月が平成 27 年 3 月以前の場合、事業所情報（明細）で《指導員加配
加算の有無》欄が［有り］で登録されている場合、自動作成されるサービス
部に表示されます。 
提供年月が平成 27 年 4 月以降の場合、事業所情報（明細）で《指導員加配
加算の有無》欄が［児童指導員等］、又は［児童指導員等以外］で登録され
ている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 
※《指導員加配加算の有無》欄が［児童指導員等］で登録されている場合、

《有資格者配置の有無》欄に［有り］が登録されている場合、自動作成さ
れるサービス部に表示されます。 

2 児童発達支援管
理責任者専任加
算※5 

事業所情報（明細）で《児童発達支援管理責任者専任加算の有無》欄が［有
り］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

3 家庭連携加算 実績記録票で《家庭連携加算（算定時間）》欄が登録されている場合、自動
作成されるサービス部に表示されます。 

4 訪問支援特別加
算※14 

実績記録票で《訪問支援特別加算（算定時間）》欄が［1］、又は［2］で登録
されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

5 欠席時対応加算
※14 

実績記録票で《サービス提供の状況》欄が［欠席］で登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

6 欠席時対応加算
Ⅰ※15 

実績記録票で《サービス提供の状況》欄が［欠席 1］で登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

7 欠席時対応加算
Ⅱ※15 

実績記録票で《サービス提供の状況》欄が［欠席 2］で登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

8 送迎加算※3※6 事業所情報（明細）で《送迎加算（重度）の有無》欄が［有り］で登録され
ている、かつ実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、自動作成
されるサービス部に表示されます。 

9 福祉・介護職員処
遇改善加算 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善加算］で登
録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービ
ス部に表示されます。 

10 福祉・介護職員処
遇改善特別加算 
※18 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善特別加算］
で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

11 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算（Ⅰ）（Ⅱ）※12 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部
に表示されます。 

12 福祉・介護職員等
ベースアップ等
支援加算※19 

処遇改善情報（明細）で《福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の有
無》欄が［有り］で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部に表示されます。 

13 児童指導員等加
配加算Ⅰ※7 

指定事業所（共生型事業所を除く）の場合、かつ事業所情報（明細）で《児
童指導員等加配加算の有無》欄が［専門職員］、[専門職員（保育士）]、［児
童指導員等］、又は［その他従業者］で登録されている場合、自動作成され
るサービス部に表示されます。※16 

14 児童指導員等加
配加算Ⅱ※13 

指定事業所（共生型事業所を除く）の場合、かつ事業所情報（明細）で《障
害児施設区分》欄が［重症心身障害以外の場合］、又は［重症心身障害の場
合］で登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で［放課後等デイサー
ビス基本決定］の決定サービスコードが登録されており、提供年月が有効
期間内である、かつ事業所情報（明細）で《障害児状態等区分》欄が［区分
１の１］、又は［区分１の２］で登録されている、かつ《児童指導員等加配
加算（Ⅱ）の有無》欄が［専門職員］、［児童指導員等］、又は［その他従業
者］で登録されている、かつ実績記録票の《提供形態》欄が［1］、又は［2］
で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。※8 



5.5 請求明細書の自動作成について 

356 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
15 看護職員加配加

算（重症心身障害
児以外の場合）
※13 

指定事業所（共生型事業所を除く）の場合、かつ事業所情報（明細）で《看
護職員加配加算の有無》欄が［Ⅰ］、［Ⅱ］、又は［Ⅲ］で登録されている場
合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

16 看護職員加配加
算（重症心身障害
児の場合）※7 

指定事業所（共生型事業所を除く）の場合、かつ事業所情報（明細）で《看
護職員加配加算（重度）の有無》欄が［Ⅰ］、又は［Ⅱ］で登録されている
場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

17 共生型サービス
体制強化加算※7 

共生型事業所の場合、かつ事業所情報（明細）で《共生型サービス体制強化
加算区分》欄が［Ⅰ］、［Ⅱ］又は［Ⅲ］で登録されている場合、自動作成さ
れるサービス部に表示されます。 

18 強度行動障害児
支援加算※7 

事業所情報（明細）で《強度行動障害加算体制整備の有無》欄が［有り］で
登録されている、かつ受給者情報（支給決定）で［放課後等デイサービス加
算強度行動障害］の決定サービスコードが登録されており、提供年月が有
効期間内である場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

19 保育・教育等移行
支援加算※7 

実績記録票で《保育・教育等移行支援加算・移行後算定日》欄が登録されて
いる場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

20 福祉専門職員配
置等加算※2※9 

提供年月が平成 31 年 4 月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専
門職員配置等加算の有無》欄が［Ⅰ］、［Ⅱ］、又は［Ⅲ］で登録されている
場合、福祉専門職員配置等加算Ⅰ、福祉専門職員配置等加算Ⅱ、又は福祉
専門職員配置等加算Ⅲが自動作成されるサービス部に表示されます。 

21 医療連携体制加
算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅳ）
（Ⅴ）（Ⅵ） 

提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ提供年月が令和 3 年 3 月以前
の場合、かつ実績記録票の《医療連携体制加算》欄が［1］、［2］、［4］、［5］、
又は［6］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されま
す。 

22 医療連携体制加
算（Ⅰ） （Ⅱ） 
（Ⅲ） （Ⅳ） （Ⅴ） 
（Ⅶ） ※15 

実績記録票で《医療連携体制加算》欄が［1］、［2］、［3］、［41］、［42］、［43］、
［51］、［52］、［53］、又は［7］で登録されている場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

23 事業所内相談支
援加算※1※14 

提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ実績記録票の《事業所内相談支
援加算》欄が登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示され
ます。 

24 事業所内相談支
援加算（Ⅰ）※15 

実績記録票で《事業所内相談支援加算》欄が［1］で登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

25 事業所内相談支
援加算（Ⅱ）※15 

実績記録票で《事業所内相談支援加算》欄が［2］で登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

26 令和３年９月３
０日までの上乗
せ分※15※17 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

27 専門的支援加算
※15 

指定事業所（共生型事業所を除く）の場合、かつ事業所情報（明細）で《専
門的支援加算の有無》欄が［理学療法士等］で登録されている場合、自動作
成されるサービス部に表示されます。 

28 入力 利用者負担上限
額管理加算※2 

受給者情報（詳細）の利用者負担上限額管理が登録されており、提供年月
が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 
※基準該当事業所、又は受給者情報（詳細）の利用者負担上限月額が 0 円

で登録されている場合、加算のサービス部には表示されません。 
29 特別支援加算※2

※11 
事業所情報（明細）で《特別支援加算の有無》欄が［有り］で登録されてい
る場合、加算のサービス部に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

30 医療連携体制加
算（Ⅲ）※10※14 

加算のサービス部に常に表示されます。 
《単位数》欄を入力することができます。 

31 医療連携体制加 加算のサービス部に常に表示されます。 
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
算（Ⅵ）※15 《単位数》欄を入力することができます。 

32 延長支援加算 事業所情報（明細）で《延長支援加算の有無》欄が［有り］で登録されてい
る場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は本体報酬のサービ
スコードの回数以下で入力します。 
※本体報酬のサービスコードが自動作成されていない場合、加算のサービ

ス部には表示されません。 
33 関係機関連携加

算※1※11 
加算のサービス部に常に表示されます。 

34 送迎加算※3※7 事業所情報（明細）で《送迎加算（重度）の有無》欄が［有り］で登録され
ている、かつ実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、加算のサ
ービス部に表示されます。《回数》欄は実績記録票の《送迎加算（往）》欄及
び《送迎加算（復）》欄の［1］～［9］の合計回数が設定されます。また、
《回数》欄は送迎加算（同一敷地内減算）の《回数》欄とあわせて実績記録
票の《送迎加算（往）》欄及び《送迎加算（復）》欄に入力した合計回数と一
致するよう入力します。 

35 送迎加算（同一敷
地内減算）※3※7 

事業所情報（明細）で《送迎加算（重度）の有無》欄が［有り］で登録され
ている、かつ実績記録票で《送迎加算》欄が登録されている場合、加算のサ
ービス部に表示されます。《回数》欄は送迎加算の《回数》欄とあわせて実
績記録票の《送迎加算（往）》欄及び《送迎加算（復）》欄に入力した合計回
数と一致するよう入力します。 

36 送迎加算（一定の
条件を満たす場
合）※7 

事業所情報（明細）で《看護職員加配加算の有無》欄が［Ⅰ］、［Ⅱ］、又は
［Ⅲ］で登録されている場合、かつ実績記録票で《送迎加算》欄が登録され
ている場合、加算のサービス部に表示されます。《回数》欄は送迎加算Ⅰの
回数以下で入力します。 
※事業所情報（明細）で《障害児施設区分》欄が［重症心身障害の場合］で

登録されている、かつ受給者情報（支給決定）に［放課後等デイサービス
基本決定（重症心身障害児）］の決定サービスコードが登録されている場
合、作成、又は表示されません。 

37 身体拘束廃止未
実施減算※2※15 

加算のサービス部に常に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

38 個別サポート加
算Ⅰ※15 

受給者情報（支給決定）で［放課後等デイサービス加算個別サポート（Ⅰ）］
が登録されている場合、加算のサービス部に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

39 個別サポート加
算Ⅱ※15 

加算のサービス部に常に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

※1 提供年月が平成 27年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※2 基準該当事業所の場合、作成、又は表示されません。 
※3 基準該当事業所の場合、送迎加算Ⅱは作成、又は表示されません。 
※4 提供年月が平成 27年 4月以降、かつ平成 30年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※5 提供年月が平成 24年 4月以降、かつ平成 30年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※6 提供年月が平成 30年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※7 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※8 実績記録票の《個別支援計画作成の有無》欄が［有り］で登録されている場合、作成、又は表示されます。 
※9 提供年月が平成 31年 4月以降の場合、かつ事業所情報（明細）で《福祉専門職員配置等加算の有無》欄が［有り］の
場合、作成、又は表示されません。 

※10 提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合、かつ提供年月が令和 3 年 3 月以前の場合、かつ看護職員加配加算（重症心身
障害児以外の場合）、又は看護職員加配加算（重症心身障害児の場合）が算定される場合、作成、又は表示されません。 

※11 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、かつ以下のいずれかの条件に該当する場合、関係機関連携加算（Ⅰ）が作成、
又は表示されます。 

・事業所情報（明細）で《共生型サービス対象区分》欄が［非該当］の場合 
・事業所情報（明細）で《共生型サービス対象区分》欄が［該当］の場合、かつ《共生型サービス体制強化加算区分》欄が
［Ⅰ］、又は［Ⅱ］の場合 
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№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
※12 提供年月が令和元年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※13 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、かつ提供年月が令和 3年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※14 提供年月が令和 3年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※15 提供年月が令和 3年４月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※16 提供年月が令和 3年 4月以降の場合、事業所情報（明細）で《児童指導員等加配加算の有無》欄において[専門職員（保
育士）]も登録可能となり、登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

※17 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※18 提供年月が令和 4年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※19 提供年月が令和 4年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 

 
 

（5）保育所等訪問支援 
№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 児童発達支援管

理責任者専任加
算※2 

事業所情報（明細）で《児童発達支援管理責任者専任加算の有無》欄が［有
り］で登録されている場合、自動作成されるサービス部に表示されます。 

2 福祉・介護職員処
遇改善加算 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善加算］で登
録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービ
ス部に表示されます。 

3 福祉・介護職員処
遇改善特別加算 
※7 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善特別加算］
で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサ
ービス部に表示されます。 

4 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算※4 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ
れており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部
に表示されます。 

5 福祉・介護職員等
ベースアップ等
支援加算※8 

処遇改善情報（明細）で《福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の有
無》欄が［有り］で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部に表示されます。 

6 家庭連携加算※3 実績記録票で《家庭連携加算（算定時間）》欄が登録されている場合、自動
作成されるサービス部に表示されます。 

7 初回加算※3 実績記録票の《初回加算》欄が登録されている場合、自動作成されるサー
ビス部に表示されます。 

8 令和３年９月３
０日までの上乗
せ分※5※6 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

9 入力 利用者負担上限
額管理加算 

受給者情報（詳細）の利用者負担上限額管理が登録されており、提供年月
が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 
※受給者情報（詳細）の利用者負担上限月額が 0 円で登録されている場合、

加算のサービス部には表示されません。 
10 特別地域加算※1 加算のサービス部に常に表示されます。 
11 身体拘束廃止未

実施減算※5 
加算のサービス部に常に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

※1 提供年月が平成 27年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※2 提供年月が平成 24年 4月以降、かつ平成 30年 3月以前の場合、作成、又は表示されます。 
※3 提供年月が平成 30年 4月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※4 提供年月が令和元年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※5 提供年月が令和３年４月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※6 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※7 提供年月が令和 4年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※8 提供年月が令和 4年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
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（6）居宅訪問型児童発達支援 
№ 作成区分 加算名/減算名 算定の方法 
1 自動作成 特別地域加算 支給決定情報で、特別地域加算の決定サービスコードが登録されており、 

提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部に表示され 
ます。 

2 通所施設移行支
援加算 

実績記録票で《通所施設移行支援加算 算定日》欄が登録されている場合、
自動作成されるサービス部に表示されます。 

3 福祉・介護職員処
遇改善加算 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善加算］で登 
録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービ 
ス部に表示されます。 

4 福祉・介護職員等
特定処遇改善加
算※1 

処遇改善情報（明細）で《特定処遇改善加算の有無》欄が［有り］で登録さ 
れており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサービス部 
に表示されます。 

5 福祉・介護職員処
遇改善特別加算 
※4 

処遇改善情報（明細）で《処遇改善加算の有無》欄が［処遇改善特別加算］ 
で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自動作成されるサ 
ービス部に表示されます。 

6 福祉・介護職員等
ベースアップ等
支援加算※5 

処遇改善情報（明細）で《福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の有
無》欄が［有り］で登録されており、提供年月が有効期間内である場合、自
動作成されるサービス部に表示されます。 

7 令和３年９月３
０日までの上乗
せ分※2※3 

自動作成されるサービス部に常に表示されます。 

8 入力 利用者負担上限
額管理加算 

受給者情報（詳細）の利用者負担上限額管理が登録されており、提供年月 
が有効期間内である場合、加算のサービス部に表示されます。 
※受給者情報（詳細）の利用者負担上限月額が 0 円で登録されている場合、

加算のサービス部には表示されません。 
9 身体拘束廃止未

実施減算※2 
加算のサービス部に常に表示されます。 
《回数》欄は本体報酬のサービスコードの回数以下で入力します。 

※1 提供年月が令和元年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※2 提供年月が令和３年４月以降の場合、作成、又は表示されます。 
※3 提供年月が令和 3年 10月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※4 提供年月が令和 4年 4月以降の場合、作成、又は表示されません。 
※5 提供年月が令和 4年 10月以降の場合、作成、又は表示されます。 
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☝Point! 共同生活援助サービスにおける福祉・介護職員処遇改善加算等の単位数

について 
 共同生活援助サービス（様式 18-1）、又は共同生活援助サービス（様式 18-2）から請求明細
書を自動作成した場合、【請求明細書自動作成確認】画面においては、それぞれで自動作成され
たサービスコードの単位数に基づいて、福祉・介護職員処遇改善加算等の単位数が計算されま
す。そのため、【介護給付費・訓練等給付費等明細書入力（様式第三）明細情報】画面において
は、以下の条件の場合、共同生活援助サービス（様式 18-1）及び共同生活援助サービス（様式
18-2）の両方で自動作成されたサービスコードの単位数に基づいて、福祉・介護職員処遇改善
加算等の単位数が再計算されます。 
・提供年月が平成 26 年 4 月以降 
・サービス種類が共同生活援助サービス 
・様式 18-1 の自動作成時に様式 18-2 で自動作成された福祉・介護職員処遇改善加算等が既に

請求明細書に登録されている（もしくは様式 18-2 の自動作成時に様式 18-1 で自動作成され
た福祉・介護職員処遇改善加算等が既に請求明細書に登録されている）
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5.6 請求情報の作成 
入力した請求情報は受給者単位のため、電子請求受付システムに送信するために、請求情報をま

とめる必要があります。 
 

5.6.1 請求情報の作成 

登録済情報を送信用の情報として作成する操作方法について説明します。 

 
1.【詳細メニュー】画面《請求状況管
理》タブで＜請求情報作成＞をク
リックします。 

※画面イメージは、簡易入力システ
ム（障害福祉サービス編）です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.【請求情報作成】画面が表示されま
す。《請求年月日》欄、《方式》欄
を入力します。 

※請求事業所が基準該当事業所（事
業所番号の上 3桁目が 4、又は 8）
の場合、  をクリックして、一覧
より《請求先国保連合会》を選択
します。 

※《作成情報》の初期表示は、未作
成の請求情報のみが表示されます。
2 回目以降（指定した請求年月日
で請求情報を作成した場合）の表
示は、未作成の請求情報と、作成
済で請求年月日が同一請求年月の
請求情報の 2通りが表示されます。 
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《方式》欄について 
・［伝送］⇒請求情報を作成する時に選択します。 
・［ファイル保存］⇒請求情報を CSV ファイルで保存する時に選

択します。＜参照＞をクリックして《出力先》欄を入力します。
☞［2.2⑸ フォルダの選択］ 

 

☝Point! 表示順の変更について 
 表示順は、初期値として［受給者→様式］が選択されています。 

 
 ［様式→受給者］をクリックすると、作成情報の表示順を変更することができます。 

 
3.《作成情報》から請求情報を作成し
たい情報の《選択》欄にチェック
をつけ、＜作成＞をクリックしま
す。 

※《作成情報》の《選択》欄は、初
期値としてすべて☑（選択状態）
になっています。請求情報を作成
しない場合は☑をクリックし、□
（選択解除状態）にします。 

※表示されているすべての項目を選
択したい場合は、＜全選択＞をク
リックします。複数選択した箇所
をすべて選択解除したい場合は、
＜全選択解除＞をクリックします。
いずれも【確認】画面が表示され
るので、＜OK＞をクリックします。 

※一覧に選択したい情報が表示され
ていない場合、情報を抽出するこ
とができます。☞［5.6.2 【請求
情報作成】画面での情報抽出につ
いて］ 
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4.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
 
 
 
 

☝Point! 既に請求情報を作成していた場合 
 指定した請求年月で作成された未送信の請求情報が存在する場合に、請求情報を作成すると、
【確認】画面が表示されます。 

 
・＜OK＞⇒前回作成した請求情報に上書きし、最新の請求情報を作成します。 
・＜キャンセル＞⇒請求情報の上書きをせずに請求情報作成画面に戻ります。請求情報を上書

きすると、前回作成した請求情報は印刷できなくなります。 

 
5.作成を実行すると、【作成通知】画
面に作成状況が表示されます。 

 
 
 
 
 
6.作成が終了すると、【作成通知】画
面に作成結果が表示されます。 

 
7.＜閉じる＞をクリックします。 
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8.請求情報を作成すると、【請求情報
作成】画面の作成情報に《状態》、
《前回作成日時》が表示されます。 

※請求情報が未作成の場合、《状態》
欄は空白が表示されます。 

 
9.【請求情報作成】画面で＜戻る＞を
クリックし、メニュー画面に戻り
ます。 

 
 
 
 
 

☝Point! ［取下げ依頼中］の請求情報が存在する場合 
 【請求情報作成】画面の＜作成＞をクリックした際に、請求状況が［取下げ依頼中］の請求
情報が存在する場合、請求情報を作成するかどうかを確認する【警告】画面が表示されます。
【警告】画面が表示された場合、【送信内容確認】画面で＜最新情報更新＞をクリックし、《請
求状況》欄が［取下げ済み］となったことを確認してから、再度請求情報の作成を行ってくだ
さい。 

 
 【警告】画面の＜OK＞をクリックすることで、請求状況が［取下げ済み］となっていない状
態でも請求情報を作成することができます。＜キャンセル＞をクリックすると、請求情報を作
成せずに、【請求情報作成】画面に戻ります。 
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5.6.2 【請求情報作成】画面での情報抽出について 

【請求情報作成】画面の作成情報に情報が表示されていない場合、情報を抽出することができます。 

 
1.【請求情報作成】画面で＜情報抽
出＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.【情報抽出】画面が表示されます。 
《提供年月》欄、《様式》欄、《状
態》欄、《市町村》欄、《受給者》
欄を入力し、＜検索＞をクリック
します。 

 
 
 
 
 
 
3.検索条件に指定した請求情報が存
在する場合、情報に表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【請求情報作成】画面の作成情報で☑（選択状態）
した情報は、明細行が緑色で表示されます。 
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4.【請求情報作成】画面の作成情報に
登録する場合は、情報の《選択》
欄にチェックをつけ、＜確定＞を
クリックします。 

※緑色の明細行は、【請求情報作成】
画面の作成情報で既に表示されて
いる情報です。チェックをつける
ことができません。 

 
 
 
5.【請求情報作成】画面の作成情報に
選択した情報が表示されます。 
請求情報を作成する場合は☞

［5.6.1 請求情報の作成］の［手順
3.］参照してください。 
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5.6.3 請求情報作成時の点検について 
簡易入力システムは、【請求情報作成】画面を表示した際などのタイミングで、請求漏れや請求誤

りがないかを自動的に点検します。 
 

⑴ 請求情報を自動的に点検 
エラー、又は警告となる請求情報の場合、下図のとおり、《作成情報》欄の背景色が赤色、又は黄

緑色で表示されます。 
 

 
【請求情報作成】画面 

 
⑵ エラー、又は警告を通知 
【請求情報作成】画面で＜作成＞をクリックすると、下図の①から③のいずれかの【確認】画面

が表示されます。 
作成対象の請求情報にエラーや警告の情報が含まれている場合、エラー、又は警告のメッセージ

が表示されるので、内容を確認します。 
①エラーや警告が存在しない場合 
 【確認】画面が表示されます。＜OK＞をクリックし、請求情報を作成します。 

 

  
「初期表示時」、「《請求年月日》欄の入力時」及
び「＜作成＞クリック時」において、請求情報
作成対象の請求情報が自動的に点検されます。 

 

点検で警告となる請求情報
の場合、背景色が黄緑色で
表示されます。 

点検でエラーとなる請求情
報の場合、背景色が赤色で表
示されます。 
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②警告の請求情報が存在する場合 
警告内容を表示する【確認】画面が表示されます。 
＜キャンセル＞をクリックして、請求情報の作成をキャンセルします。 
もしくは、＜作成＞をクリックして、請求情報を作成します。 

 
 

③エラー（背景色が赤色）の請求情報が１件でも存在する場合 
エラー内容を表示する【確認】画面が表示されます。 
請求情報の作成はできません。 
＜キャンセル＞をクリックして、請求情報の作成をキャンセルします。 
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5.7 帳票印刷 
簡易入力システムでは、必要に応じて、請求情報を印刷して確認することができます。なお、印刷及びプ

レビューをする際は、事前にパソコンにプリンタの設定をしておく必要があります。 

 
1.【詳細メニュー】画面《請求状況管
理》タブで＜帳票印刷＞をクリッ
クします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.【帳票印刷】画面が表示されます。
《印刷方法》を選択します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［一括印刷］：指定した請求年月の請求情報がすべて印刷されま
す。 

［様式印刷］：指定した様式の帳票が印刷されます。《帳票名》欄
を入力します。 
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☝Point! 様式印刷を選択した場合 

《印刷方法》欄の［様式印刷］をクリックすると、《帳票名》欄が入力可能な状態になるので、
 をクリックし、印刷したい帳票を選択します。 

 
また、＜プレビュー＞をクリックすると、選択した帳票を画面上で確認できます。 

［一括印刷］をクリックした場合は、プレビュー表示ができません。 

 
 
3.《請求年月》欄、《市町村》欄（
は《都道府県等》欄）、《受給者証
番号》欄を入力し、＜印刷＞をク
リックします。 

※＜印刷＞、又は＜プレビュー＞を
クリックした際にエラーメッセー
ジが表示された場合は☞［8.1（5）
「プリンタが組み込まれていない」
というエラーメッセージが表示さ
れた。］及び☞［8.1（14）帳票の
印刷、又はプレビュー時に、「特定
できないエラーです。」とメッセー
ジが表示された。］を参照してくだ
さい。 
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4.指定した請求年月に複数の請求情
報が存在する場合、【請求情報一覧】
画面が表示されます。 
《ファイル》を選択し、＜確定＞
をクリックします。 

 
 
 
 
5.帳票の印刷について【確認】画面が
表示されます。＜OK＞をクリック
します。選択した帳票がプリンタ
から印刷されます。 

※件数のカウント方法については請
求情報送信と同様になります。詳
しくは☞［5.8.2.1 手順 13. Point! 
到達確認画面について］を参照し
てください。 

 

☝Point! 一括印刷を選択し、《受給者証番号》を入力した場合 

【帳票印刷】画面で［一括印刷］を選択し、《受給者証番号》に印刷する受給者を入力した場
合、請求書（介護給付費・訓練等給付費等請求書等）は印刷されません。 
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6.印刷が終了すると、【情報】画面が
表示されます。＜OK＞をクリック
します。 

 
7.【帳票印刷】画面で＜戻る＞をクリ
ックし、メニュー画面に戻ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☝Point! プレビューについて 
 ＜プレビュー＞をクリックすると、選択した帳票が画面に表示されます。 
・帳票を印刷する場合は  をクリックします。 
・画面を閉じる場合は  をクリックします。【帳票印刷】画面に戻ります。 
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⚠Caution! サービス提供年月により印刷できない帳票について 

 以下の帳票は制度改正及び報酬改定により廃止となったサービスのため、廃止以降のサービ
ス提供年月では【帳票印刷】画面で印刷することができません。 
①平成 24年 4月以降廃止となる様式 
 ：［サービス利用計画作成費請求書］［児童デイサービス提供実績記録票］［旧法施設支援

（入所）提供実績記録票］［旧法施設支援（通勤寮）提供実績記録票］［旧法施設支援
（通所）提供実績記録票］ 

 ：［障害児施設給付費等請求書］［障害児施設給付費等明細書］［障害児施設支援（入所）
提供実績記録票］［障害児施設支援（通所）提供実績記録票］ 

②平成 26年 4月以降廃止となる様式 
 ：［共同生活介護サービス提供実績記録票］ 

 

⚠Caution! 請求情報作成時の帳票について 

 請求情報を作成した時点から事業所情報及びサービス提供実績記録票の該当する情報を変更
した場合、請求情報を作成した時点の内容と出力される内容が異なります。 
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5.8 送信内容確認 
【送信内容確認】画面では、未送信の請求情報の送信、送信済みの請求情報の取下げ依頼及び到達結果を

確認することができます。また、国保連合会が発行した通知書類を取得することができます。 

 

5.8.1 画面構成 
 

 
【送信内容確認】画面 

送信内容確認の項目は以下のとおりです。 
項目 内容 

①請求年月 《請求内容一覧》欄に表示する請求情報の請求年月を選択します。 
※初期値として【詳細メニュー】画面で指定した《請求年月》欄が表示されま

す。 
②請求先 ・指定事業所及び相談支援事業所の場合⇒請求先国保連合会が表示されます。 

・基準該当事業所の場合⇒指定した請求年月において、請求した請求先国保連
合会を選択します。 
※指定した請求年月において、請求していない場合、《請求先》欄のプルダウ

ンメニューには［空白］が表示され、請求先国保連合会を選択することは
できません。 

・地域生活支援事業の場合⇒請求先国保連合会が表示されます。 
③最終取得日時 ＜最新情報更新＞、＜取下げ＞、又は＜通知書類取得＞をクリックし、電子請

求受付システムより最後に情報を取得した日時が表示されます。 
④最新情報更新 ＜最新情報更新＞をクリックすると、《送信内容一覧》欄及び《通知書類一覧》

欄の情報を電子請求受付システムより取得し、最新の情報に更新します。 
⑤送信内容一覧 指定した請求年月における送信待ちの請求情報及び送信済みの請求情報が表示

されます。 

⑩ 

⑨ 

⑤ 

⑧ 

⑪ 

④ ③ ② ① 

⑦ ⑥ 
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項目 内容 
⑥請求情報送信 《送信内容一覧》欄に表示された請求情報を選択し、＜請求情報送信＞をクリ

ックすると、【請求情報送信】画面が表示されます。 
選択した請求情報が、既に【各種請求情報入力】画面等で修正されている場合、
修正した内容を反映せずに、そのまま送信されることを確認するメッセージが
表示されます。なお、修正された内容を反映するためには、請求情報の再作成
を行う必要があります。 
《作成／送信結果》欄が［送信待ち］以外の請求情報を選択した場合、＜請求
情報送信＞は無効となります。 

⑦到達結果確認 《送信内容一覧》欄に表示された請求情報を選択し、＜到達結果確認＞をクリ
ックすると、【到達結果確認】画面が表示されます。 
※簡易入力システム Ver2.6 以降で送信した請求情報を選択した場合、対象とな

ります。Ver2.6 未満で送信した請求情報を選択した場合、＜到達結果確認＞
は無効となります。 

⑧取下げ 《送信内容一覧》欄に表示された請求情報を選択し、＜取下げ＞をクリックす
ると、選択した請求情報の取下げ依頼を行うことができます。 
《請求状況》欄が［到達］及び［連合会到達］以外の場合、＜取下げ＞は無効
となります。 

⑨送信内容詳細 《送信内容一覧》欄で選択された請求情報の詳細が表示されます。 
下線がついているヘッダー行（［市町村番号］、［受給者証番号］、［サービス提供
年月］）をクリックすることで、昇順／降順の並べ替えができます。 
※ソート機能については☞［2.3.17 項目の並べ替え方法について］を参照して

ください。 
⑩通知書類一覧 指定された請求年月における通知書類が表示されます。 
⑪通知書類取得 《通知書類一覧》欄に表示された通知書類を取得することができます。 

未受領の通知書類は、自動で《選択》欄にチェックがつきます。自動で選択さ
れているチェックを解除することはできません。 
※【送信内容確認】画面で通知書類を取得し、取得日時が変更された場合、《取

得日時》欄の情報は、電子請求受付システムにも反映されます。 
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☝Point! 登録内容の確認が必要な請求情報について 

 【送信内容確認】画面において、基本情報の修正によって登録内容の確認が必要な請求情報、
又は作成済みの請求情報が存在する場合、明細の背景色が黄緑色で表示されます。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請求情報の再登録後、明細の背景色は
白色に戻ります。 
明細の背景色が黄緑色の請求情報が存
在している状態で再登録せずに請求情
報作成、又は請求情報送信を行った場
合、明細の背景色は白色に戻ります。 

基本情報の修正によって登録内容の確認が必要な請求情報、又
は作成済みの請求情報が存在する場合、明細の背景色が黄緑色
で表示されます。 
明細の背景色が黄緑色の請求情報を確認する場合、【送信内容
確認】画面を終了し、該当の請求情報の入力画面で再登録する
必要があります。 
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5.8.2 請求情報の送信 

5.8.2.1 請求情報の送信方法 

簡易入力システムから電子請求受付システム送信用の請求情報を送信する操作方法について説明します。 

なお、この章は、必ずインターネットに接続した状態で操作してください。 

 
1.【詳細メニュー】画面《請求状況管
理》タブで＜送信内容確認＞をク
リックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.【送信内容確認】画面が表示されま
す。送信する請求情報の《請求年
月》欄を選択します。 
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☝Point! 請求事業所が基準該当事業所の場合 
請求事業所が基準該当事業所（事業所番号の上 3 桁目が 4、又は 8）の場合、《請求先》欄が以
下のようにプルダウンメニューによって選択できるようになります。 
送信内容を確認したい［請求先］を選択します。 

 
 

 
3.選択した《請求年月》欄に応じた送
信待ち及び送信済みの請求情報が、
《送信内容一覧》欄に表示されま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
送信内容一覧の項目は以下のとお
りです。 

項目 内容 
請求年月日 【請求情報作成】画面で指定した請求年月日が表示されます。 
作成／送信日時 ・未送信の場合⇒請求情報を作成した日時が表示されます。 

・送信済の場合⇒請求情報を送信した日時が表示されます。 
作成／送信結果 請求情報の作成状態、又は送信結果が表示されます。 

・未送信及び送信エラーの請求情報の場合⇒「送信待ち」が表示されます。 
・形式エラーの請求情報の場合⇒［形式エラー］が表示されます。 
・送信済の請求情報の場合⇒［正常到達］が表示されます。 

請求状況 電子請求受付システムでの請求状況が表示されます。 
請求件数 請求情報に含まれる各種請求情報の件数が表示されます。 
到達番号 ・請求情報が正常に到達した場合⇒到達番号が表示されます。 

・《請求状況》欄が［送信エラー］、又は［形式エラー］の場合⇒［空白］が表
示されます。 

 《請求状況》欄には、送信した請
求情報の取扱状況に応じて以下が
表示されます。 
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《請求状況》欄に表示される名称 意味 
到達 電子請求受付システムへ請求情報を送信し、国保連合会が受信する前の状

態。 
到達／取下げ依頼中 ［到達］状態で、かつ、請求取下げを依頼した状態。 
到達／取下げ済み 請求取下げが完了した状態。 
連合会到達 電子請求受付システムへ請求情報を送信し、国保連合会が受信した後の状

態。 
連合会到達／取下げ依頼中 ［連合会到達］状態で、かつ、請求取下げを依頼した状態。 
連合会到達／取下げ済み 請求取下げが完了した状態。 
一次審査中 国保連合会が一次審査処理を開始した状態。 
二次審査中 市町村が二次審査処理を開始した状態。 
支払通知作成中 返戻通知等が受信可能となり、支払通知書を作成している状態。 
通知受信待ち 支払通知等が受信可能となった状態。 
完了 事業所が通知文書をすべて受信した状態。 
削除済み 請求情報が電子請求受付システムから削除されている状態。 
形式エラー 電子請求受付システムへ送信した請求情報が、形式チェックでエラーとな

った状態。 
送信エラー 請求情報の送信時においてエラーとなった状態。 

 
4.《送信内容一覧》欄で請求情報を選
択します。 
選択した請求情報の詳細が《送信
内容詳細》欄に表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
送信内容詳細の項目は以下のとお
りです。 

項目 内容 
市町村※1 請求情報の市町村番号及び市町村名が表示されます。ヘッダー行（［市町村番

号］）をクリックすることで、昇順／降順の並べ替えができます。 
※ソート機能については☞［2.3.17 項目の並べ替え方法について］を参照して

ください。 
受給者 請求情報の受給者証番号及び受給者名が表示されます。ヘッダー行（［受給者証

番号］）をクリックすることで、昇順／降順の並べ替えができます。 
サービス提供年月 請求情報のサービス提供年月が表示されます。ヘッダー行（［サービス提供年

月］）をクリックすることで、昇順／降順の並べ替えができます。 
請求情報 請求情報に含まれる各種情報が表示されます。請求情報が存在する場合、［○］

が表示されます。 
請求情報作成後に各種情報が修正／削除された場合、その情報の背景色を以下
のように変更します。 
・修正した場合⇒［○］表示に背景色がピンク色 
・削除した場合⇒［空白］表示に背景色がピンク色 
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項目 内容 
《計画相談支援給付費》欄※3、
※4 

・サービス提供年月が確定している場合、かつサービス提供年月における受給
者の受給者情報の計画相談支援給付費に有効な情報が存在しない場合⇒背景
色が灰色で表示されます。 

《上限額管理票》欄※3 ・《送信内容詳細》欄に表示されたすべての受給者で情報が存在しない場合等⇒
表示されません。 

・利用者負担上限月額が 0 円の場合等⇒背景色が灰色で表示されます。 
《実績記録票》欄※3 事業所が提供するサービス種類が表示されます。 

・事業所が提供するサービス種類以外の情報が存在する場合⇒新たにそのサー
ビス種類の列が表示されます。 

・支給決定が有効期間外の受給者の場合⇒背景色が灰色で表示されます。 
※1 障害児支援の場合、市町村を都道府県等に置き換えます。 
※2 障害児支援の場合、対象外となります。 
※3 地域生活支援事業の場合、対象外となります。 
※4 障害児支援の場合、計画相談支援給付費を障害児相談支援給付費に置き換えます。 

 
5.《送信内容一覧》欄で《作成／送信
結果》欄が［送信待ち］の請求情
報を選択し、＜請求情報送信＞を
クリックします。 

※請求情報送信時に、自動で「アッ
プデートの確認」が行われます。
詳しくは☞［2.8 アップデートの
確認］を参照してください。 

 
 
 
 
 
 

☝Point! 請求情報の送信について 

 【送信内容確認】画面において、基本情報の修正によって登録内容の確認が必要な請求情報、
又は作成済みの請求情報が存在する場合、明細の背景色が黄緑色で表示されます。 
 《送信内容一覧》欄に表示された請求情報のうち、《作成／送信結果》欄が［送信待ち］の請
求情報を選択した場合、＜請求情報送信＞が使用可能になり、【請求情報送信】画面を表示する
ことができます。 
 それ以外の場合、＜請求情報送信＞は無効になり、【請求情報送信】画面を表示することがで
きません。 
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☝Point! 送信時に表示される【確認】画面について 

請求情報を作成した後、修正、又は削除を行った請求情報を《送信内容一覧》欄で選択し、
＜請求情報送信＞をクリックした場合、【確認】画面が表示されます。修正、又は削除した情報
を反映して請求情報を送信する場合、再度請求情報の作成を行ってください。 

 
 ＜OK＞をクリックすると、修正、又は削除した情報を反映せずに、請求情報を送信します。 
 ＜キャンセル＞をクリックすると、請求情報を送信せずに、【送信内容確認】画面に戻ります。 

 
6.【請求情報送信】画面が表示されま
す。《請求年月日》欄、《請求事業
所》欄、《区分》欄を入力し、＜実
行＞をクリックします。 

 
 
 

《区分》欄： 
・［テスト運用］⇒テスト請求の際に使用します。 
・［本番運用］⇒本番として請求します。 
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☝Point! 代理人で請求情報を送信する場合 
 代理人で請求情報を送信する場合、【請求情報送信】画面の《代理人》欄に、請求情報を代理
で送信する代理人の名称が表示されます。 

 
 

 
7.【確認】画面が表示されるので、
＜OK＞をクリックします。 

 
 
 
 
8.【請求情報送信確認】画面が表示さ
れるので、内容を確認し、＜送信＞
をクリックします。 

※「その他内部エラーが発生しまし
た。」とメッセージが表示された場
合は☞［8.1（10） 請求情報送信
時に、「起動パラメタの解析に失敗
しました。」とメッセージが表示さ
れた。］を参照してください。 

※請求情報送信時に、自動で「アッ
プデートの確認」が行われます。
詳しくは☞［2.8 アップデートの
確認］を参照してください。 
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9.【ログイン】画面が表示されます。
電子請求受付システムの［パスワ
ード］を入力し、＜ログイン＞を
クリックします。 

※【ログイン】画面が表示されない
場合があります。☞［2.1 注意事
項⑷］を参照してください。 

※「証明書が 1件も取得できません
でした。」とメッセージが表示され
た場合は☞［8.1（7）請求情報送
信時に、「証明書が 1 件も取得で
きませんでした。」とメッセージが
表示された。］を参照してください。 

 

☝Point! ユーザ IDについて 
 電子請求受付システムの【ログイン】画面の《ユーザ ID》欄には、簡易入力システムのログ
イン時に【事業所選択】画面の《事業所番号》欄で指定した［事業所番号］に対応する［ユー
ザ ID］が表示されます。 
 なお、基準該当事業所（請求先が自県）、又は代理人として簡易入力システムを利用している
場合は、表示されている［ユーザ ID］に誤りがないか確認し、必要に応じて修正してください。 
 また、《ユーザ ID》欄に［ユーザ ID］が表示されていない場合は、入力してください。 

 
10.請求処理を行う情報の送信につ
いて確認メッセージが表示されま
す。 
＜はい（Y）＞をクリックすると請
求情報を送信します。 
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11.請求情報が送信されると、到達番
号、到達日時等の到達情報が表示
されます。 
確認が終わりましたら、＜終了＞
をクリックします。 

※間違った請求情報を送信してしま
った場合は☞［8.1（6）正常到達
したが、間違った請求情報を送信
してしまった。］を参照してくださ
い。 

 
 
 
 

☝Point! 到達番号について 
《到達番号》は取扱状況を照会する際等で必須となるので、印刷するか、メモに取る等し、

必ず控えるようにしてください。【到達確認】画面を印刷する場合は、＜印刷＞をクリックする
と、【印刷】画面が表示され、画面の印刷ができます。また、保存したい場合は、＜保存＞をク
リックすると html 形式で保存することができます。 

 
12.すべての処理が終了すると、確認
メッセージが表示されるので
＜OK＞をクリックします。 

 
 
 
13.請求情報の送信が行われた場合、
《送信内容一覧》欄の《作成／送
信日時》欄、《作成／送信結果》欄、
《請求状況》欄及び《到達番号》
欄が更新されます。 
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☝Point! 到達結果の確認について 

【送信内容確認】画面にて、送信した請求情報の到達結果を確認することができます。 
到達結果を確認する操作方法は、以下のとおりです。なお、Ver2.6 未満で送信した請求情報を
選択した場合、＜到達結果確認＞ は無効となります。 
 
1.《送信内容一覧》欄で到達結果を確認する請求情報をクリックし、＜到達結果確認＞をクリ 

ックします。 

 
2.【到達結果確認】画面が表示されます。 
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☝Point! 到達確認画面について 
 請求情報を国保連合会に送信すると、電子請求受付システムでは請求情報の事前チェックが
され、その結果が画面上部に表示されます。 
①エラーについて 
・事前チェックの結果、正常に到達した場合⇒メッセージ［正常に到達しました。］が表示され

ます。 
・事前チェックの結果がエラーとなった場合⇒メッセージに従ってエラー箇所を修正し、再度

送信してください。エラーの対処方法については［電子請求受付システム 補足資料 1. 電子
請求受付システム 到達エラーメッセージ一覧］を参照してください。 

②《請求書類一覧》欄に表示される件数について 
 サービス提供年月毎の件数（枚数）が表示されます。［契約情報］については、受給者 1 人に
対して 2 種類のサービスの契約情報を設定している場合 2 件とカウントします。 
③重要なお知らせについて 
 電子証明書の有効期限切れの警告及び簡易入力システムのバージョンについての警告等、重
要なお知らせがある場合に表示されます。重要なお知らせが表示された場合は、必ず確認して
ください。 

 
 
 

5.8.2.1.1 最新情報の更新について 
送信した請求情報の最新の請求状況を電子請求受付システムより取得する場合には、＜最新情報

更新＞をクリックします。《送信内容一覧》欄の《請求状況》欄と《通知書類一覧》欄が更新されま
す。 

 
1.《請求年月》欄で送信内容を確認し
たい請求年月を選択し、＜最新情
報更新＞をクリックします。 

※選択した請求年月において、到達
した請求情報が存在しない場合、
＜最新情報更新＞は無効となり、
クリックすることはできません。
また、《通知書類一覧》欄には、何
も表示されません。 
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2.【ログイン】画面が表示されます。
電子請求受付システムの［パスワ
ード］を入力し、＜ログイン＞を
クリックします。 

※【ログイン】画面が表示されない
場合があります。☞［2.1 注意事
項⑷］を参照してください。 

電子請求受付システムの【ログイン】画面の《ユーザ ID》欄には、
簡易入力システムのログイン時に【事業所選択】画面の《事業所
番号》欄で指定した［事業所番号］に対応する［ユーザ ID］が表
示されます。 
なお、基準該当事業所（請求先が自県）、又は代理人として簡易入
力システムを利用している場合は、表示されている［ユーザ ID］
に誤りがないか確認し、必要に応じて修正してください。 
また、《ユーザ ID》欄に［ユーザ ID］が表示されていない場合は、
入力してください。 

 
3.【情報】画面が表示されます。
＜OK＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
4.【送信内容確認】画面が更新され、
最新の情報が表示されます。なお、
現在の請求年月とは異なる請求年
月の送信内容を確認したい場合、
《請求年月》欄のプルダウンメニ
ューから他の請求年月を選択し、
＜最新情報更新＞をクリックしま
す。 
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5.8.2.2 請求情報送信履歴 

簡易入力システムでは、【請求情報送信履歴】画面において、請求情報の送信履歴を確認することができま

す。ここでは、請求情報の送信履歴を確認する操作方法について説明します。 

 

5.8.2.2.1 画面構成 
 

 
【請求情報送信履歴】画面 

請求情報送信履歴の項目は以下のとおりです。 
項目名 表示内容 

①事業所番号 事業所番号が表示されます。 
②請求年月日 請求年月日が表示されます。 
③送信日時 送信日時が表示されます。 
④送信結果 請求情報を送信した際の状況が表示されます。 

・［正常到達］：請求情報が正常に送信できた状態です。 
・［形式エラー］：請求情報は正常に送信できたが、到達後のチェックによりエ

ラーとなった状態です。 
・［エラー］：請求情報が正常に送信できなかった状態です。ネットワークが繋

がっていない場合、請求の途中でキャンセルした場合、その他電子請求受付
システムへ請求情報が到達する前にエラーとなった場合に、エラー状態とな
ります。 

⑤請求書・明細書 明細書の送信件数が表示されます。請求書の件数は含まれません。 
⑥相談支援 計画相談支援給付費請求書情報の送信件数が表示されます。 
⑦上限額管理票 利用者負担上限額管理結果票情報の送信件数が表示されます。 
⑧実績記録票 サービス提供実績記録票情報の送信件数が表示されます。 
⑨請求先 請求先国保連合会名（都道府県）が表示されます。 
⑩到達番号 到達番号が表示されます（正常に到達した場合のみ）。 
 

① 

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 
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5.8.2.2.2 請求情報送信履歴の操作方法 
 

1.【通常メニュー】画面で＜請求情報
送信履歴＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.【請求情報送信履歴】画面が表示さ
れます。請求情報が、送信日時の
新しい順に表示されます。最大 50
件までの履歴が表示されます。 
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3.【請求情報送信履歴】画面で＜戻
る＞をクリックし、メニュー画面
に戻ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚠Caution! 表示内容は「本番」のみ 
 送信履歴には本番請求情報のみ表示されます。テストで使用した請求情報は表示されません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.8 送信内容確認 

391 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

5.8.3 請求情報の取下げ依頼 

請求受付期間内に、送信した請求情報に不備があることが判明した場合、国保連合会による一次審査処理

が始まる前であれば請求情報の取下げ依頼を行うことができます。 

ここでは、一度送信した請求情報の取下げを依頼する操作方法について説明します。 

 
1.【詳細メニュー】画面《請求状況管
理》タブで＜送信内容確認＞をク
リックします。 

※この章の操作は、必ずインターネ
ットに接続した状態で操作してく
ださい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.【送信内容確認】画面が表示されま
す。《送信内容一覧》欄の《請求状
況》欄と《通知書類一覧》欄を最
新情報に更新します。 

※最新情報に更新するための操作手
順については☞［5.8.2.1.1 最新情
報の更新について］を参照してく
ださい。 
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3.《送信内容一覧》欄で、取下げ依頼
を行う請求情報を選択し、＜取下
げ＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.【ログイン】画面が表示されます。 
電子請求受付システムの［パスワ
ード］を入力し、＜ログイン＞を
クリックします。 

※【ログイン】画面が表示されない
場合があります。☞［2.1 注意事
項⑷］を参照してください。 

 
 

☝Point! ユーザ IDについて 

電子請求受付システムの【ログイン】画面の《ユーザ ID》欄には、簡易入力システムのログ
イン時に【事業所選択】画面の《事業所番号》欄で指定した［事業所番号］に対応する［ユー
ザ ID］が表示されます。 

なお、基準該当事業所（請求先が自県）、又は代理人として簡易入力システムを利用している
場合は、表示されている［ユーザ ID］に誤りがないか確認し、必要に応じて修正してください。 

また、《ユーザ ID》欄に［ユーザ ID］が表示されていない場合は、入力してください。 

 
5.【確認】画面が表示されます。 
＜OK＞をクリックします。 
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6.【情報】画面が表示されます。 
＜OK＞をクリックします。 

 
 
 
 
7.取下げ依頼を行った請求情報の
《請求状況》欄に［取下げ依頼中］
と表示されるので、確認します。 

※取下げ依頼の結果（承認／否認）
については、後でお知らせにて通
知されます。なお、メールアドレ
スを国保連合会に登録している場
合のみメールでも通知されます。 

※請求情報の取下げはあくまでも
依頼となるので、結果の確認は必
ず行ってください。☞［5.8.3.1請
求情報の取下げ依頼の結果確認］ 

 
 

☝Point! 取下げが承認された場合について 

取下げが承認されると、送信した請求情報は無効となります。請求情報を送信する必要があ
る場合は、再度、請求情報を送信してください。また、取下げ依頼した請求情報の登録状態が
［送信済］から［取下げ］に変更されます。 

取下げ依頼した請求情報を再度送信するには、【各種請求情報入力】画面での修正及び【請求
情報作成】画面での請求情報の再作成が必要となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.8 送信内容確認 

394 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

5.8.3.1請求情報の取下げ依頼の結果確認 

請求情報の取下げ依頼後、結果を確認する方法について説明します。 

 
1.《請求年月》欄で取下げ依頼の結果
を確認したい請求年月を選択し、
＜最新情報更新＞をクリックしま
す。 

※選択した請求年月において、到達
した請求情報が存在しない場合、
＜最新情報更新＞は無効となり、
クリックすることはできません。
また、《通知書類一覧》欄には、何
も表示されません。 

 
 
 
 
2.【ログイン】画面が表示されます。
電子請求受付システムの［パスワ
ード］を入力し、＜ログイン＞を
クリックします。 

※【ログイン】画面が表示されない
場合があります。☞［2.1 注意事
項⑷］を参照してください。 

 
電子請求受付システムの【ログイン】画面の《ユーザ ID》欄には、
簡易入力システムのログイン時に【事業所選択】画面の《事業所
番号》欄で指定した［事業所番号］に対応する［ユーザ ID］が表
示されます。 
なお、基準該当事業所（請求先が自県）、又は代理人として簡易入
力システムを利用している場合は、表示されている［ユーザ ID］
に誤りがないか確認し、必要に応じて修正してください。 
また、《ユーザ ID》欄に［ユーザ ID］が表示されていない場合は、
入力してください。 
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3.【情報】画面が表示されます。
＜OK＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
4.《請求状況》欄に、請求情報の取下
げ依頼の結果が表示されます。《請
求状況》欄に表示される名称と意
味については☞［5.8.2.1 請求情
報の送信方法］の［手順 3.］を参
照してください。 

・取下げ依頼が承認された場合⇒《請求状況》欄が［取下げ依頼
中］から［取下げ済み］に変更されます。 

・取下げ依頼が否認された場合⇒《請求状況》欄が［取下げ依頼
中］から［一次審査中］に変更されます。 

 

☝Point! 電子請求受付システムで取下げを行った場合 
電子請求受付システムで取下げを行った場合、＜最新情報更新＞をクリックすることで、《請

求状況》欄に取下げ状態を反映することができます。この場合でも、取下げ依頼となった請求
情報の登録状態が［送信済］から［取下げ］に変更されます。 

 

☝Point! 取下げ依頼が却下された場合について 
取下げ依頼した請求情報が国保連合会により却下される場合があります。＜最新情報更新＞

をクリックし、《送信内容一覧》欄の情報を更新した際に、取下げ依頼が却下されていた場合、
【情報】画面が表示されます。 

 
 ＜OK＞をクリックすると、各画面において、取下げ依頼が却下された請求情報の登録状態が
［取下げ］から［送信済］に変更されます。ただし、取下げ依頼が却下される前に、既に［送
信済］以外の登録状態となっている場合、［送信済］には変更されません。 
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5.8.4 通知書類の取得 

市町村での審査結果に基づき、国保連合会が発行した通知書類をパソコンに取得することができます。 

ここでは、通知書類を取得する操作方法について説明します。 

 

⚠Caution! 通知書類の保管期間 
 通知書類の保管期間は、すべての通知書類を取得し、請求状況が［完了］となってから 3 ヶ
月となります。 

 
1.【詳細メニュー】画面《請求状況管
理》タブで＜送信内容確認＞をク
リックします。 

※この章の操作は、必ずインターネ
ットに接続した状態で操作してく
ださい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.【送信内容確認】画面が表示されま
す。《送信内容一覧》欄の《請求状
況》欄と《通知書類一覧》欄を最
新情報に更新します。 

※最新情報に更新するための操作手
順については☞［5.8.2.1.1 最新情
報の更新について］を参照してく
ださい。 
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3.取得可能な通知書類が存在する場
合、《通知書類一覧》欄に通知書類
が表示されます。 

※未受領の通知書類は、自動で□に
チェックがつきます。自動で選択
されているチェックを解除するこ
とはできません。 
 
 
 
 
 
 
通知書類一覧の項目は以下のとお
りです。 

項目 内容 
選択 通知書類を選択するチェックボックスが表示されます。 
種別 通知書類のファイル種別が表示されます。 
通知書類名 通知書類名が表示されます。 
発行日時 通知書類が発行された日時が表示されます。 
取得日時 通知書類を取得した日時が表示されます。 
 

4.取得したい書類の□にチェックを
つけ＜通知書類取得＞をクリック
します。 
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5.【ログイン】画面が表示されます。
電子請求受付システムの［パスワ
ード］を入力し、＜ログイン＞を
クリックします。 

※【ログイン】画面が表示されない
場合があります。☞［2.1 注意事
項⑷］を参照してください。 

 
 

☝Point! ユーザ IDについて 
電子請求受付システムの【ログイン】画面の《ユーザ ID》欄には、簡易入力システムのログ

イン時に【事業所選択】画面の《事業所番号》欄で指定した［事業所番号］に対応する［ユー
ザ ID］が表示されます。 
なお、基準該当事業所（請求先が自県）、又は代理人として簡易入力システムを利用している

場合は、表示されている［ユーザ ID］に誤りがないか確認し、必要に応じて修正してください。 
また、《ユーザ ID》欄に［ユーザ ID］が表示されていない場合は、入力してください。 

 
 
6.【名前を付けて保存】画面が表示さ
れるので、通知書類の保存先を指
定します。画面上部に表示されて
いる保存先を確認し、変更したい
場合は＜フォルダーの参照（B）＞
をクリックします。 

※保存先を変更する必要がない場
合は、そのまま＜保存（S）＞をク
リックし、［手順 8.］に進んでくだ
さい。 
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7.保存先を選択する画面が表示され
ます。任意のフォルダを指定し、
＜保存（S）＞をクリックします。 

※本マニュアルでは、デスクトップ
にダウンロードした場合のインス
トール手順を説明しています。任
意のフォルダにダウンロードした
い場合はデスクトップを任意のフ
ォルダに変更して下さい。 

 
 
8.デスクトップに［201706031000 

_tsuuchisho.dcps］が表示される
ので、ダブルクリックします。 

※201706031000 は一例です。実際
には取得時の年月日時分が表示さ
れます。 

※エラーメッセージが表示された
場合は☞［8.1（22） 通知書類が
開けない。］を参照してください。 

 
9.【フォルダーの参照】画面が表示さ
れるので、復号／解凍先フォルダ
を指定し、＜OK＞をクリックしま
す。例えばデスクトップに保存す
る場合は、［デスクトップ］をクリ
ックし、＜OK＞をクリックします
（以下、デスクトップに保存する
例で説明します）。 
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10.［ファイルの取得が完了しまし
た。］とメッセージが表示されます。
＜OK＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
11.デスクトップに［201706031000 

_tsuuchisho］フォルダが表示さ
れます。 

※201706031000 は一例です。実際
には取得時の年月日時分が表示さ
れます。 

 
 
 
 
12.［201706031000_tsuuchisho］フ
ォルダをダブルクリックすると、
取得した通知書類が表示されます。
通知書類をダブルクリックすると、
画面で確認できます。 
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6. 再請求について 
6.1 請求情報が誤っていた際の対応方法 

請求情報の送信後に誤りがあることが判明した場合の対応方法について、下図に示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※1 請求受付期間は原則としてサービス提供翌月の毎月 1日から 10日までです。 
 
 

送信した請求情報に誤りを発見した 

国保連合会の請求 
受付期間内？ ※1 

当該請求情報は 
返戻になっている？ 

☞［6.2 請求受付期間内
の場合］ 

・請求取下げ 
・請求情報の修正 
・再請求 

☞［6.3 返戻となった場
合］ 

・請求情報の修正 
・再請求 

☞［6.4 過誤申立の依
頼を行う場合］ 

・過誤申立の依頼 
・請求情報の修正 
・再請求 

期間内 

期間外 

返戻になっていない
（誤った請求で支払
決定されている） 

返戻になって
いる（請求の
翌月、返戻通
知が届いた） 
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6.2 請求受付期間内の場合 
請求受付期間内（原則毎月 1 日～10 日）に、送信した請求情報に不備があることが判明した場

合、国保連合会による一次審査処理が始まる前であれば、請求情報の取下げを依頼し、請求情報を
修正し再度送信することができます。 

 

6.2.1 電子請求受付システムで請求情報の「取下げ依頼」をする 

一度送信した請求情報の取下げを依頼し、請求情報を修正し再度送信する操作方法について説明します。 

 
1.電子請求受付システムの《メイン
メニュー》より＜照会一覧＞をク
リックします。 

 
 
 
 
 
 
 
2.【照会一覧】画面が表示されます。
取下げを行いたい請求情報の＜詳
細＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
3.【請求情報詳細】画面が表示されま
す。内容を確認し、＜取下げ＞を
クリックします。 

※《取扱状況》欄が［到達］になる
と＜取下げ＞が表示されます。取
扱状況が［到達］以外の場合、取
下げ依頼を行うことができないた
め＜取下げ＞が表示されません。
《取扱状況》欄の名称については
☞［5.8.2.1 請求情報の送信方法］
の［手順3.］を参照してください。 
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4.【送信確認】画面が表示されます。
内容を確認し、＜送信＞をクリッ
クすると、取下げ依頼内容が送信
されます。 

 
 
 
 
5.【処理終了】画面が表示されます。
取下げ依頼の結果（承認／否認）
については、後でお知らせにて通
知されます。 

※メールアドレスを国保連合会に登
録している場合のみメールでも通
知されます。 

 
・【処理終了】画面を印刷する場合⇒＜印刷＞をクリックします。 
・【処理終了】画面を保存する場合⇒＜保存＞をクリックし、保存

先を指定します。 
 

6.＜終了＞をクリックすると、【請求
情報詳細】画面に戻ります。 

※請求の取下げはあくまでも依頼と
なるので、結果の確認は必ず行っ
てください。☞［6.2.1.1 請求取下
げ依頼の結果確認］ 

 
 
 

☝Point! 取下げ依頼は簡易入力システムからも可能 
 請求情報の取下げ依頼及び結果の確認は、電子請求受付システムからだけでなく、簡易入力
システムから行うこともできます。☞［5.8.3 請求情報の取下げ依頼］［5.8.3.1 請求情報の取下
げ依頼の結果確認］ 
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6.2.1.1 請求取下げ依頼の結果確認 

請求取下げ依頼後、その結果を確認する方法と結果の画面について説明します。 

 
1.前項☞［6.2.1 電子請求受付シス
テムで請求情報の「取下げ依頼」
をする］の［手順１.～2.］までを
行います。 

 
2.取下げ依頼を行った請求の【請求
情報詳細】画面を表示します。 

 
 
 
3.《取扱状況》《お知らせ》欄に、請
求取下げ依頼の結果が表示されま
す（下図）。 

 

 
▲取下げ依頼が承認された場合 

 
▲取下げ依頼が否認された場合 

 
4.取下げ依頼が承認された場合、必
要に応じ、請求情報を修正し、再
請求します。☞［6.2.2 再請求を
する］ 
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6.2.2 再請求をする 
取下げ依頼が承認された場合、必要に応じ、請求情報を修正し、再請求することができます。 
再請求の流れを下図に示します。 
①請求情報入力 
サービス提供事業所は修正が必要な請求情報を修正して入力します。 
・請求明細書☞［⑴請求明細書を修正する場合（例：介護給付費・訓練等給付費等明細書（様
式第二））］ 

・サービス提供実績記録票☞［⑵サービス提供実績記録票を修正する場合（例：居宅介護サ
ービス提供実績記録票）］ 

・計画相談支援給付費請求書等／障害児相談支援給付費請求書等☞［⑶計画相談支援給付費
請求書等を修正する場合（例：計画相談支援給付費請求書）］ 

・利用者負担上限額管理結果票☞［⑷利用者負担上限額管理結果票を修正する場合］ 

⇣ 
②請求情報作成 
サービス提供事業所は選択された提供年月の請求情報をインタフェース形式に編集します。
☞［6.2.2.2 請求情報を作成して送信する］ 

⇣ 
③帳票印刷 
サービス提供事業所は必要に応じ、請求情報を印刷します。☞［5.7 帳票印刷］ 

⇣ 
④請求情報送信 
サービス提供事業所は請求情報を送信します。☞［6.2.2.2 請求情報を作成して送信する］ 

 
 

☝Point! 簡易入力システム以外のシステムで請求情報を作成した場合 
 簡易入力システム以外のシステムで請求情報を作成した場合、ご利用のシステムで請求情報
を修正し、取込送信システムから請求情報を送信します。 
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6.2.2.1 請求情報を修正する 

簡易入力システムで作成した請求情報を修正して入力する方法について説明します。 

 

⑴請求明細書を修正する場合（例：介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二）） 
1.【詳細メニュー】画面《請求状況管
理》タブで＜請求明細書＞をクリ
ックします。 

※通常メニューで操作する場合、【通
常メニュー】画面の＜請求明細書
入力＞をクリックします。 

 
2．【請求明細書入力】画面で＜様式
第二＞をクリックします。 

 
 
 
 
3.【介護給付費・訓練等給付費等明細
書（様式第二）日数情報】画面で、
＜情報照会＞をクリックします。 
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4.【情報照会】画面で、《提供年月》
欄の開始日及び終了日に［サービ
ス提供年月］を入力し、＜検索＞
をクリックします。 

※開始日及び終了日に同一年月を設
定すると、検索範囲が絞込めます。 

 
 
 
 
 
 
 
5.過去に作成した情報や作成途中で
一時保存した情報が表示されます。
該当する情報をクリックし、＜照
会＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.【情報照会】画面で選択した情報が
表示されます。修正が必要な内容
を修正し、＜登録＞をクリックし
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

該当情報をクリックして
ください。 
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7.入力内容のチェックが行われ、【確
認】画面が表示されます。＜登録＞
をクリックします。 

※ボタンの操作方法については☞
［2.3.3 情報登録時の確認画面に
ついて］を参照してください。 

 
 

⑵サービス提供実績記録票を修正する場合（例：居宅介護サービス提供実績記録票） 
 

☝Point! 実績記録票の修正が必要ない場合について 
 サービス提供実績記録票の修正が必要ない場合、この操作は必要ありません。 

 
1.【詳細メニュー】画面《請求状況管
理》タブで＜サービス提供実績記
録票＞をクリックします。 

※通常メニューで操作する場合、【通
常メニュー】画面の＜サービス提
供実績記録票入力＞をクリックし
ます。 

 
 
 
 
 
 
2.【サービス提供実績記録票入力】画
面が表示されるので、修正を行う
サービス提供実績記録票のボタン
をクリックします。ここでは＜居
宅介護＞を例に説明します。 
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3.【居宅介護サービス提供実績記録
入力】画面で、＜情報照会＞をク
リックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.【情報照会】画面で、《提供年月》
欄の開始日及び終了日に［サービ
ス提供年月］を入力し、＜検索＞
をクリックします。 

※開始日及び終了日に同一年月を設
定すると、検索範囲が絞込めます。 

 
 
 
 
5.過去に作成した情報や作成途中で
一時保存した情報が表示されます。
該当する情報をクリックし、＜照
会＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

該当情報をクリックして
ください。 
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6.【情報照会】画面で選択した情報が
表示されます。修正が必要な内容
を修正し、＜登録＞をクリックし
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.入力内容のチェックが行われ、【確
認】画面が表示されます。＜登録＞
をクリックします。 

※ボタンの操作方法については☞
［2.3.3 情報登録時の確認画面に
ついて］を参照してください。 

 
 

⑶計画相談支援給付費請求書等を修正する場合（例：計画相談支援給付費請求書） 
1.【詳細メニュー】画面《請求状況管
理》タブで＜相談支援給付費請求
書等＞をクリックします。 

※通常メニューで操作する場合、【通
常メニュー】画面の＜相談支援給
付費請求書等入力＞をクリックし
ます。 

 
2.【相談支援給付費請求書等入力】画
面で＜計画相談支援給付費請求
書＞をクリックします。 
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3.【計画相談支援給付費請求書入力】
画面で、＜情報照会＞をクリック
します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.【情報照会】画面で、《提供年月》
欄の開始日及び終了日に［サービ
ス提供年月］を入力し＜検索＞を
クリックします。 

※開始日及び終了日に同一年月を設
定すると、検索範囲が絞込めます。 
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5.過去に作成した情報や作成途中で
一時保存した情報が表示されます。 
該当する情報をクリックし、＜照
会＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.【情報照会】画面で選択した情報が
表示されます。修正が必要な内容
を修正し、作成したい情報に☑を
つけ、＜登録＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.入力内容のチェックが行われ、【確
認】画面が表示されます。＜登録＞
をクリックします。 

※ボタンの操作方法については☞
［2.3.3 情報登録時の確認画面に
ついて］を参照してください。 

 

該当情報をクリック
してください。 
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⑷利用者負担上限額管理結果票を修正する場合 
1.【詳細メニュー】画面《請求状況管
理》タブで＜利用者負担上限額管
理結果票＞をクリックします。 

※通常メニューで操作する場合、【通
常メニュー】画面の＜利用者負担
上限額管理結果票入力＞をクリッ
クします。 

 
 
 
 
 
 
2.【利用者負担上限額管理結果入力】
画面で、＜情報照会＞をクリック
します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.【情報照会】画面で、《提供年月》
欄の開始日及び終了日に［サービ
ス提供年月］を入力し、＜検索＞
をクリックします。 

※開始日及び終了日に同一年月を設
定すると、検索範囲が絞込めます。 

 
 
 
 
 
 



6.2 請求受付期間内の場合 

414 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

4.過去に作成した情報や作成途中で
一時保存した情報が表示されます。
該当する情報をクリックし、＜照
会＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.【情報照会】画面で選択した情報が
表示されます。修正が必要な内容
を修正し、＜登録＞をクリックし
ます。 

 
 
 
 
 

《情報作成区分》欄について 
 《情報作成区分》欄は、上限額管理結果票自体の返戻の状況等
に応じ、以下のように設定してください。 
・上限額管理結果票について新規で作成したものを修正して再請

求する場合、又は返戻となった場合⇒［新規］ 
・上限額管理結果票については返戻となっていないが、請求明細

書のエラー修正で利用者負担額等が変更となった場合に、上限
額管理結果票の修正が必要となった場合⇒［修正］ 

・国保連合会に送信し、返戻とならなかった上限額管理結果票の
情報を取り消す場合⇒［取消］ 

 
6.入力内容のチェックが行われ、【確
認】画面が表示されます。＜登録＞
をクリックします。 

※ボタンの操作方法については☞
［2.3.3 情報登録時の確認画面に
ついて］を参照してください。 

該当情報をクリックし
てください。 
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6.2.2.2 請求情報を作成して送信する 

修正した請求情報の作成と送信を行います。 

 
1.前項☞［6.2.2.1 請求情報を修正す
る］により修正した請求情報を作
成します。 
手順は☞［5.6.1 請求情報の作成］
の［手順 1.～9.］と同様です。 

※【請求情報作成】画面（右図）で
は、《請求年月日》欄を確認し、《作
成情報》欄の作成したい請求情報
に☑をつけ、＜作成＞をクリック
します。《請求年月日》欄は、最初
に請求情報を送信した請求年月日
である必要はありません。 

 
2.修正した請求情報を送信します。 
手順は☞［5.8.2.1 請求情報の送
信方法］の［手順 1.～13.］と同様
です。 

※【送信内容確認】画面（右図）で
は、送信する請求情報の《請求年
月》欄を選択します。《送信内容一
覧》欄で《作成／送信結果》欄が
［送信待ち］の請求情報を選択し、
＜請求情報送信＞をクリックしま
す。 

※【請求情報送信】画面（右下図）
では、《請求年月日》欄、《請求事
業所》欄、《区分》欄を入力し、＜実
行＞をクリックします。 
その後、電子請求受付システムの
【ログイン】画面が表示されるの
で、電子請求受付システムの本番
ID、パスワードを入力して、請求
情報を送信します。 
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⚠Caution! 請求受付期間外に誤りが判明した場合 
 請求受付期間外に、送信した請求情報に誤りが判明した場合、当月中に再請求することはで
きません。返戻への再請求☞［6.3 返戻となった場合］、もしくは過誤☞［6.4 過誤申立の依頼
を行う場合］により対応します。 
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6.3返戻となった場合 
サービス提供事業所が送信した内容に誤り等があった場合、国保連合会における一次審査及び市

町村における二次審査により、「返戻（差し戻し）」となり、「返戻等一覧表」が通知されます。 
サービス提供事業所は、必要に応じ、請求情報を修正し、再送信することができます。 
 

6.3.1 返戻により再請求を行うまでの流れ 
請求情報を送信し、返戻となり、再請求を行うまでの流れを下図に示します。 
①請求情報の送信 
サービス提供事業所は請求情報を国保連合会に送信します。 
国保連合会及び市町村は審査を行い、請求情報に誤り等があった場合に返戻とします。 

⇣ 
②返戻等一覧表の取得 
サービス提供事業所は請求の翌月、電子請求受付システムより返戻等一覧表☞［6.3.2 返戻
等一覧表］を取得します。 

⇣ 
③請求情報入力 
サービス提供事業所は修正が必要な請求情報を修正して入力します。 
・請求明細書☞［⑴請求明細書を修正する場合（例：介護給付費・訓練等給付費等明細書（様
式第二））］ 

・サービス提供実績記録票☞［⑵サービス提供実績記録票を修正する場合（例：居宅介護サ
ービス提供実績記録票）］ 

・計画相談支援給付費請求書等／障害児相談支援給付費請求書等☞［⑶計画相談支援給付費
請求書等を修正する場合（例：計画相談支援給付費請求書）］ 

・利用者負担上限額管理結果票☞［⑷利用者負担上限額管理結果票を修正する場合］ 

⇣ 
④請求情報作成 
サービス提供事業所は選択された提供年月の請求情報をインタフェース形式に編集します。
☞［6.2.2.2 請求情報を作成して送信する］ 

⇣ 
⑤帳票印刷 
サービス提供事業所は必要に応じ、請求情報を印刷します。☞［5.7 帳票印刷］ 

⇣ 
⑥請求情報送信 
サービス提供事業所は請求情報を送信します。☞［6.2.2.2 請求情報を作成して送信する］ 
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6.3.2 返戻等一覧表 
「返戻等一覧表」は、請求明細書、相談支援給付費請求書等、サービス提供実績記録票及び利用

者負担上限額管理結果票が「返戻」となったものをお知らせする通知です。 
返戻等一覧表の例を下図に示します。 

 

 
 

サービス提供事業所は、返戻等一覧表に記載されているエラーコードのメッセージ等を参考に、
請求情報を修正します。上図の例では、生活介護のサービス提供実績記録票（様式種別番号：0701）
が、エラーコード PT85のエラーにより返戻となっています。 
なお、PT85「実績記録票の「サービス提供の状況」に「欠席（欠席時対応加算）」が設定されて

いる場合、「送迎加算 復」は算定できません」は、欠席時対応加算（急病等により利用者が欠席し
た場合の連絡調整等に対する加算）を算定している日に、併せて送迎加算も算定しているという不
一致によるエラーです。この場合、当日のサービス提供状況を改めて確認するなどして、必要に応
じ、該当のサービス提供実績記録票を修正します。 

 
 

☝Point! すべての請求情報等が正常の場合 
 すべての請求情報等が正常の場合、返戻等一覧表は通知されません。 

 
 

サービス種類を様式種別番号
の先頭 2桁の数字（＝サービ
ス種類コード）で表示します。
☞［5.2.1.1 日数情報の設定
方法］各表の列［サービス種
類］を参照。 

凡例を表示します 

請求情報の種別を記
号で示します（下部
の凡例を参照）。 

 
4 桁のエラーコードと
エラーの内容を示す
メッセージを表示し
ます。 

返戻等一覧表は事業
所毎に作成されます。 
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6.3.3 再請求をする 
再送信が必要な情報☞［6.3.4 返戻に対して再送信が必要な情報］を修正・作成し、送信します。 
手順は、請求受付期間内の場合と同様です。☞［6.2.2 再請求をする］ 
 

☝Point! 再請求の際の《請求年月》について 
 返戻等で翌月に請求情報を再度送信する際の請求年月は、請求情報を送信する月になります。 
（例）提供年月 12月の請求情報が 1月の送信で返戻となり、2月に再度送信する場合 
  ・提供年月⇒12月 
  ・請求年月⇒2月 

 

☝Point! 相談支援給付費請求書等の修正について 
 相談支援給付費請求書等の修正については、修正対象となっている受給者の明細情報を修正
するとともに、「修正対象となっていない受給者」の明細情報は、削除、又は《請求対象》欄を
□（選択解除状態）にして登録してください。削除、又は《請求対象》欄を□（選択解除状態）
にせず送信した場合、すでに支払決定されているため、国保連合会による一次審査処理で重複
エラーとなります。 
①修正対象となっていない受給者の明細を削除する場合 
（例）受給者の明細が 3 名分あり、№2 と№3 が返戻となった場合、修正対象となっていない

№1 の受給者の明細をダブルクリックし、＜明細削除＞をクリックします。 

 
 
②修正対象となっていない受給者の明細の《請求対象》欄を□（選択解除状態）にする場合 
（例）受給者の明細が 3 名分あり、№2 と№3 が返戻となった場合、修正対象となっていない

№1 の受給者の明細の《請求対象》欄を□（選択解除状態）にします。また、№2 と№3
の《請求対象》欄を☑（選択状態）にします。 
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6.3.4 返戻に対して再送信が必要な情報 
返戻時に再送信が必要な情報を下表に示します。 

⑴障害福祉サービス 
返戻された

請求情報 

再送信が必要な情報 
留意点 指定事業所／ 

地域相談支援事業所 
基準該当事業所 計画相談支援事業所 

請求明細書 ・請求明細書 
・サービス提供実績記

録票 

・請求明細書 
・サービス提供実績記

録票 - 

①返戻となった請求明
細書を修正し、再送
する場合には、サー
ビス提供実績記録票
を合わせて提出する
必要があります。 

サービス提
供実績記録
票 

・サービス提供実績 
記録票 

・サービス提供実績記
録票 

- 

②サービス提供実績記
録票のみが返戻とな
った場合には、サー
ビス提供実績記録票
を修正し、提出しま
す。 

計画相談支
援給付費請
求書 

- 
・特例計画相談支援給

付費請求書 
・計画相談支援給付費

請求書 - 

利用者負担
上限額管理
結果票 

・利用者負担上限額管
理結果票 

・利用者負担上限額管
理結果票 

・利用者負担上限額管
理結果票 

③上限額管理事業所で
あり、かつ上限額管
理結果票が返戻とな
った場合に、提出す
る必要があります。 

 

⑵障害児支援  

返戻された 

請求情報 

再送信が必要な情報 
留意点 指定事業所／ 

地域相談支援事業所 
基準該当事業所 障害児相談支援事業所 

請求明細書 ・請求明細書 
・サービス提供実績記

録票 

・請求明細書 
・サービス提供実績記

録票 
- 

・表⑴の①と同様 

サービス提
供実績記録
票 

・サービス提供実績記
録票 

・サービス提供実績記
録票 - 

・表⑴の②と同様 

障害児相談
支援給付費
請求書 

- 
・特例障害児相談支援

給付費請求書 
・障害児相談支援給付

費請求書 - 

利用者負担
上限額管理
結果票 

・利用者負担上限額管
理結果票 

・利用者負担上限額管
理結果票 

・利用者負担上限額管
理結果票 

・表⑴の③と同様 

 

⑶地域生活支援事業 
再送信が必要な情報 留意点 

・請求明細書 - 
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☝Point! 「PP19」について 
 請求明細書が返戻となった場合、関連するサービス提供実績記録票も PP19「実績記録票に

該当するサービスが請求明細書に存在していません」により、返戻となります。 

 

☝Point! 「EC01」について 
 同一の請求情報等を何度も送信した場合、2 回目以降の情報はすべて EC01「該当の請求情報

は既に受付済、又は請求情報内で重複する情報が存在しています」により返戻となります。 
 この場合、最初に送信した請求情報により支払が行われますので、この内容に誤りがなけれ
ば、再請求する必要はありません。 

 

⚠Caution! 利用者負担額等を修正したら、上限額管理結果票も送信 
 請求明細書を修正した際に、利用者負担額等に変更が生じた場合、上限額管理結果票も修正
して送信する必要があります。 

 

⚠Caution! 請求明細書を修正したら、実績記録票も送信 
 返戻で請求明細書を修正し、請求情報を送信する場合、サービス提供実績記録票も送信する
必要があります。 
 【請求情報作成】画面の《作成情報》欄に、請求明細書に関連するサービス提供実績記録票
が表示されていない場合、＜情報抽出＞をクリックして【請求情報抽出】画面で☑をつけてく
ださい。☞［5.6.2 【請求情報作成】画面での情報抽出について］ 
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☝Point! 「実績記録票がありません。」というエラーの原因？ 
 PP88「請求明細書のサービス種類に該当する実績記録票が届いていません」は、明細書に対
する正しいサービス提供実績記録票が送信されていないために発生したエラーです。 
 簡易入力システムを利用して請求情報を作成した場合、送信される情報は、【請求情報作成】
画面で最後に請求情報を作成した情報のみになります。例えば、サービス提供実績記録票のみ
を先に入力し、印刷したサービス提供実績記録票を見ながら請求明細書を入力して送信したい
という場合、以下の操作方法になっているか注意してください。 
 ①サービス提供実績記録票を入力する。 
 ②請求情報を作成する（印刷したい様式にチェック）。 
 ③請求情報を印刷する。 
 ④印刷したサービス提供実績記録票を見ながら、請求明細書を入力する。 
 ⑤請求情報を作成する（該当の様式にチェック）。 
 ⑥請求情報を送信する。 
 上記の⑤では、サービス提供実績記録票にもチェックをつける必要があります。 
 ②で作成されたサービス提供実績記録票の情報は、⑤の操作によって削除されてしまいます
ので、サービス提供実績記録票を含め、再度送信する請求情報を作成する必要があります。そ
のため、必ず送信したい様式すべてにチェックをつけてください。 
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6.4 過誤申立の依頼を行う場合 
サービス提供事業所は、請求情報の記載誤り等によって、実際のサービス提供実績とは異なる金

額の支払決定がなされた（もしくは支払を受けた）場合、請求情報を取下げ、再請求することがで
きます。 
サービス提供事業所が請求情報の取下げを希望する場合、市町村にその旨を連絡し、市町村から

国保連合会に「過誤」の申立を行うよう依頼します。これを「過誤申立の依頼」や「『過誤』をする」
などといいます。 

 

6.4.1 過誤申立依頼の流れ 
過誤申立の依頼の流れを下図に示します。 
①誤りの発見 
請求翌月に支払決定通知書等を確認した際、実際のサービス提供実績とは異なる金額の請求
を発見した。 

⇣ 
②過誤申立の依頼 
事業所は、市町村へ過誤申立を依頼します。手続きは各市町村によって異なります。 
市町村は、申立の事由を添えて国保連合会に申し立てます。 

⇣ 
③過誤決定通知 
電子請求受付システムより過誤決定通知書を取得します。 

⇣ 
④再請求 
（簡易入力システムで）請求情報を修正し、再請求します。 

 
 

⚠Caution! 通常の受付期間内に誤りを発見した場合は「請求取下げ」で対応 
 過誤処理は、前月以前に支払が確定した請求情報に対して行うものです。毎月の請求受付期
間中に誤りがあることが分かり、修正したい場合には、過誤処理ではなく、電子請求受付シス
テムより「請求取下げ依頼」を行います。☞［5.8.3 請求情報の取下げ依頼］ 
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6.4.2 過誤申立依頼の手続き 
過誤申立の依頼は、電子請求受付システムや簡易入力システムから行うことはできません。 
過誤をする手続きについては、各市町村によって異なりますので、受給者が居住する市町村での

取扱いをご確認のうえ、手続きをしてください。過誤の内容によっては、サービス提供事業所と市
町村に国保連合会をくわえた三者で協議のうえ、手続きを行います。 
なお、過誤申立の依頼の結果は、通常の支払決定通知書等と同様に、電子請求受付システムより

通知されます。 
 
 

6.4.3 再請求をする 
過誤による請求取下げ後の再請求の方法は☞［6.3.3 再請求をする］と同様です。 
 
 

☝Point! 再請求分と当月請求分は同時に作成・送信できる？ 
 簡易入力システムで請求情報を作成する場合、過誤取下げを依頼した請求の再請求分と当月
請求分は、作成する請求情報を選択できるため、同時に作成・送信できます。その際、請求年
月は実際に請求する年月となるので注意してください。 
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7. 入力事例集 
ここでは、簡易入力システムの入力事例について、請求情報の種類毎、また、サービス毎に説明

します。 
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📖📖Column 報酬改定について 
 障害福祉サービス等報酬は、原則として 3 年に一度、改定されます。 

 

📖📖Column 各加算の算定要件について 
 障害福祉サービス等報酬は、基本的な報酬にくわえ、さまざまな「加算」や「減算」が設け
られています。加算・減算は、サービス提供事業所の運営や人員等について、定められた要件
を満たしたとき、又は満たしていないときに算定します。 
 算定要件についての詳細は、厚生労働省が発出する報酬告示及び留意事項通知を参照してく
ださい。各サービスに対応する報酬告示及び留意事項通知は以下のとおりです。 
■報酬告示（費用算定基準） 
・指定計画相談支援 ：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成 24 年厚生労働省告示第
125 号） 

・指定地域相談支援 ：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基
づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成 24 年厚生労働省告示第
124 号） 

・指定障害福祉サービス ：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に
関する基準（平成 18 年厚生労働省告示第 523 号） 

・指定障害児相談支援 ：児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定
に関する基準（平成 24 年厚生労働省告示第 126 号） 

・指定通所支援 ：児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の
額の算定に関する基準（平成 24 年厚生労働省告示第 122 号） 

・指定入所支援 ：児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準
（平成 24 年厚生労働省告示第 123 号） 

■留意事項通知 
・指定障害福祉サービス等 ：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定
に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 18 年障発第 1031001 号） 

・指定通所支援等 ：児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用
の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 24 年障発 0330 第
16 号） 
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7.1 基本的な事例 
7.1.1 サービス提供実績記録票 

7.1.1.1 居宅介護  

①通常のサービスの場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 

入力項目は以下のとおりです。 
項目 内容 

№ 行の途中に実績情報を追加する場合に、行番号を入力します。 
提供通番 同じサービス内容、回数、ヘルパー資格毎に自動で表示します。 

また、入力した明細表示部の情報を一連のサービス、又は別のサービスとして
設定したい場合、提供通番を直接入力します。 

日付 サービスを提供した日付を入力します。 
回数 二人派遣で時間がずれた場合及び同じ日に同じサービス内容でヘルパー資格が

異なるサービスを提供した場合等に、回数を増加して入力します。 
サービス内容 ［身体］［通院（伴う）］［家事］［通院（伴ず）］［乗降］のいずれかを入力しま

す。 

《日付》欄、《サービス内容》欄、《ヘルパー資格》欄、《開始
時間》欄、《終了時間》欄、《提供時間数（分数）》欄、《派遣人
数》欄、《初回加算》欄、《緊急時対応加算》欄、《福祉専門職
員等連携加算》欄及び《同一建物減算》欄を設定します。 
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項目 内容 
運転 運転があった場合、［運転］を入力します。 
ヘルパー資格 ・サービス提供年月が平成 25 年 3 月以前の場合⇒［1・2 級等］［3 級等］［重

訪］のいずれかを入力します。 
・サービス提供年月が平成 25 年 4 月以降の場合⇒［初任者等］［基礎等］［重

訪］のいずれかを入力します。 
サービス提供時間 サービスを提供した開始時間と終了時間を入力します。 
提供時間数 サービスを提供した時間のうち、サービス提供時間数（単位：分）と乗降回数

を入力します。 
サービス提供時間から自動で表示された算定時間数が、実際に請求する算定時
間と異なる場合、提供時間数を修正することにより、算定時間数を変更するこ
とができます。 

算定時間数 提供通番毎にサービス提供時間を合計して自動で表示します。（単位：時間） 
派遣人数 サービスを提供した人数を入力します。 
前月継続サービス 前月からの継続サービスであった場合、［継続］を入力します。 
初回加算 ・サービス提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合⇒入力できません。 

・サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合⇒加算を算定する場合に、［1］
を入力します。 

緊急時対応加算 ・サービス提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合⇒入力できません。 
・サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合⇒加算を算定する場合に、［1］

を入力します。 
福祉専門職員等連携加算 ・サービス提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合⇒入力できません。 

・サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合⇒加算を算定する場合に、［1］
を入力します。 

同一建物減算  ・サービス提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合⇒入力できません。 
・サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合： 

・10%減算を算定する場合⇒［1］を入力します。 
・15%減算を算定する場合⇒［2］を入力します。 

備考 特記事項を入力します。 
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②重度訪問介護研修修了者が提供した場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
■《ヘルパー資格》欄について 
 減算対象となる従業者によりサービス提供した場合、《ヘルパー資格》欄に該当するヘルパー
資格を設定します。 
・サービス提供年月が平成 25年 3月以前の場合： 
 重度訪問介護研修修了者の場合、［重訪］を選択します。 
 3 級ヘルパー等の場合、［3 級等］を選択します。 
 初期値は［1･2 級等］となっています。 
・サービス提供年月が平成 25年 4月以降の場合： 
 重度訪問介護研修修了者の場合、［重訪］を選択します。 
 基礎研修課程修了者等の場合、［基礎等］を選択します。 
 初期値は［初任者等］となっています。 

  

《ヘルパー資格》欄に［重訪］を
設定します。 
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③通院等乗降介助中心のサービスの場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
■《ヘルパー資格》欄について 
 通院等乗降介助中心のサービスを提供した場合、《サービス内容》欄に［乗降］を設定します。 
 《乗降》欄には、乗降回数を設定します。 
 《提供時間数（分数）》欄の設定はできません。 

  

《サービス内容》欄が［乗降］の
場合、乗降回数を設定します。 
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④2人派遣でヘルパーの派遣時間が同一の場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 
 
 

■2人派遣で派遣時間同一の場合 
2 人派遣でヘルパーの派遣時間が同一の場合、《派遣人数》欄に［2］を設定します。 
《提供時間数（分数）》欄は 1 人分の時間数を設定します。 

  

《派遣人数》欄に［2］
を設定します。 

 

《提供時間数（分数）》欄は、1人
分の提供時間数を設定します。 
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⑤2人派遣で派遣時間がずれた場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 
 
 
 

■2人派遣で派遣時間がずれた場合 
2 人派遣で派遣時間がずれた場合、2 行に分けて設定します。 
1 行目は全体の通算時間を設定し、2 行目はヘルパーが重複している時間帯を設定します。 
このとき、《回数》欄にはヘルパー毎にサービス提供回数を設定（ヘルパー1 人目に［1］、2

人目に［2］を設定）し、《派遣人数》欄は行毎に［1］を設定します。また、《提供通番》欄に
はそれぞれ異なる番号を設定します。 

  

《回数》欄に回数を設定します。 1行目は全体の通算時間を設定します。 
2行目はヘルパーが重複している時間帯を設定します。 

《提供通番》欄はそれぞれ異なる番号を設定します。 
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⑥ヘルパー要件が異なる 2人派遣で、派遣時間がずれた場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 
 
 
 

■2人派遣で《ヘルパー資格》欄が異なる場合 
2 人派遣で 1 人目と 2 人目の《へルパー資格》欄が異なる場合、それぞれ行を分けて設定し

ます。 
《提供通番》欄は異なる番号を設定します。 
《回数》欄には、1 行目の実績に［1］を設定し、2 行目の実績には［2］を設定します。 

  

《回数》欄に回数を設定します。 

《提供通番》欄はそれぞれ
異なる番号を設定します。 

《ヘルパー資格》欄が異なる場合、それぞれ
行を分けて設定します。 
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⑦運転時間がある場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 
 

■運転時間がある場合 
 運転時間を含め、3 行明細を入力する必要があります。 

10:00～11:30 までが連続した 1 回のサービス提供となるため、《提供通番》欄にはすべて同
一の番号を設定します。 

運転時間中の実績については、《運転》欄に［運転］を設定します。 
運転時間は算定時間に含まれません。 

  

《運転》欄に［運転］を設定します。 
 

運転時間中の実績を入力します。 《提供通番》欄はすべて同一の番号を設定します。 
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⑧空き時間がある場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 
 
 

■空き時間が 2時間未満の場合 
 サービス提供の間隔が 2 時間未満の場合、5:00～10:00 までを連続した 1 回のサービス提供
として取り扱うため、《提供通番》欄にはすべて同一の番号を設定します（サービス内容が
［乗降］の場合は除く）。 
 空き時間は設定しません。 

  

空き時間を除いたサービスを設定
します。 

サービス提供の間隔が 2 時間未満の場合、《提供通
番》欄はすべて同一の番号を設定します。 
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⑨空き時間が複数ある場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 
 
 

■空き時間が 2時間未満の場合 
 サービス提供の間隔が 2 時間未満の場合、5:00～10:00 までが連続した 1 回のサービス提供
として取り扱うため、《提供通番》欄にはすべて同一の番号を設定します（サービス内容が［乗
降］の場合は除く）。 
 空き時間は設定しません。 

  

空き時間を除いたサービスを設定
します。 

サービス提供の間隔が 2時間未満の場合、《提供通
番》欄はすべて同一の番号を設定します。 
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⑩運転時間がある、かつ空き時間がある場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 
 
 

■運転時間がある、かつ空き時間がある場合 
 サービス提供の間隔が 2 時間未満の場合、4:30～9:45 までを連続した 1 回のサービス提供と
して取り扱うため、《提供通番》欄にはすべて同一の番号を設定します（サービス内容が［乗降］
の場合は除く）。 

運転時間を含めて明細を入力する必要があります。《運転》欄に［運転］を設定します。 
運転時間は算定時間に含まれません。空き時間は設定しません。 

  

 

運転時間中の実績を入
力します。 

《運転》欄に［運転］
を設定します。 
 

《提供通番》欄はすべて同一の番号を設定します。 
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⑪0時をまたがってサービスを提供した場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 
 

■0時またがりの場合 
0 時をまたがるサービス提供を行った場合、前日分及び翌日分に分けずに 1 行で設定します。 
《サービス提供時間》欄には、実際にサービスを開始した時間と終了した時間を設定します。

日付はサービスの開始時間の属する日付を設定します。 

  

《開始時間》欄及び《終了時間》欄には 0時をまたがる時間（実
際にサービスを提供した時間）を設定します。 

0時をまたがっていても 1行で設定します。 
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⑫0時をまたがる、かつ空き時間がある場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 
 
 
 

■空き時間が 2時間未満の場合 
サービス提供の間隔が 2 時間未満の場合、22:00～翌日の 3:00 までを連続した 1 回のサービ

ス提供として取り扱うため、《提供通番》欄にはすべて同一の番号を設定します（サービス内容
が［乗降］の場合は除く）。 

空き時間は設定しません。 

  

空き時間を除いたサービスを設
定します。 

0時をまたがるサービス提供を行った場合、かつサービス提
供の間隔が 2時間未満の場合、《提供通番》欄はすべて同一
の番号を設定します。 
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⑬月をまたがってサービスを提供した場合 
▼様式上の請求イメージ<当月分（3月分）の実績記録票> 

 
▼様式上の請求イメージ<翌月分（4月分）の実績記録票> 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ<当月分（3月分）の簡易入力の実績記録票> 

 
 
 
 
 
 
 
 

月をまたがった場合、《終了時間》欄を 0
時で区切って設定します。 

月をまたがった場合、0時で分けて設定します。 
0時前までに提供した分を当月分として設定します。 
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▼簡易入力システムによる請求イメージ<翌月分（4月分）の簡易入力の実績記録票> 

 
 
 
 

■月またがりの場合 
当月（12 月）末日から翌月（1 月）初日にかけてサービス提供を行った場合、当月分（12 月

分）と翌月分（1 月分）に分けてそれぞれ実績記録票を設定します。 
当月分の実績記録票には当月分のサービス提供のみを設定します。 
翌月分の実績記録票には前月サービス提供分と翌月初日にわたって継続しているサービス提

供分に合わせて 2 行を設定します。このとき、これらのサービスは一連のサービスとして設定
することになるため、前月からの継続サービスと翌月初日のサービスの《提供通番》欄は同一
番号になります。 

翌月（1 月）分の実績記録票における前月からの継続サービスについては、《前月からの継続
サービス》欄に［継続］を設定します。 

  

《提供通番》欄はすべて同一の番号を
設定します。 

前月サービス提供分と翌月初日にわたって継続
しているサービス提供分に合わせて 2 行を設定
します。 

《前月からの継続サービス》欄に［継続］
を設定します。 
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⑭月をまたがる、かつ空き時間がある場合 
▼様式上の請求イメージ<当月分（3月分）の実績記録票> 

 
▼様式上の請求イメージ<翌月分（4月分）の実績記録票> 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ<当月分（3月分）の簡易入力の実績記録票> 
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▼簡易入力システムによる請求イメージ<翌月分（4月分）の簡易入力の実績記録票> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■空き時間が 2時間未満の場合 
サービス提供の間隔が 2 時間未満の場合、前月末日の 22:00～翌月 1 日の 3:00 までを連続し

た 1 回のサービス提供として取り扱うため、《提供通番》欄にはすべて同一の番号を設定しま
す（サービス内容が［乗降］の場合は除く）。 

空き時間は設定しません。 
 
 
 
 

  

空き時間を除いたサービスを設定
します。 月をまたがるサービス提供を行った場合、かつサービス提

供の間隔が 2 時間未満の場合、《提供通番》欄はすべて同
一の番号を設定します。 
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⑮2人派遣で空き時間がある場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 
 
 
 

■2人派遣で空き時間が 2時間未満の場合 
 2 人派遣でサービス提供の間隔が 2 時間未満の場合、「ヘルパー1 人目」→「ヘルパー2 人目」
の順番で設定する必要があるため、《№》欄に行番号を設定し、並び替えを行います。 
このとき、《回数》欄にはヘルパー毎にサービス提供回数を設定（ヘルパー1 人目に［1］、2 人
目に［2］を設定）し、《派遣人数》欄は行毎に［1］を設定します。 

また、ヘルパー1 人目の 10:00～14:00 及びヘルパー2 人目の 10:30～13:00 までをそれぞれ
連続した 1 回のサービス提供として取り扱うため、《提供通番》欄はそれぞれ同一の番号を設
定します（サービス内容が［乗降］の場合は除く）。 

空き時間は設定しません。 
※0 時またがり、又は月またがりの 2 人派遣でサービス提供の間隔が 2 時間未満の場合も同様

の設定を行います（行動援護は除く）。 

空き時間を除いたサービスを設
定します。 

2人派遣でサービス提供を行った場合、かつ 1人目及び 2人目
のサービス提供の間隔が 2 時間未満の場合、《提供通番》欄は
それぞれ同一の番号を設定します。 
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■並び替えを行う場合 
2 人派遣でサービス提供の間隔が 2 時間未満の場合、並び替えを行う必要があります。 
並び替えの手順は以下のとおりです。 

1.並び替えを行う明細行をダブルクリックします。選択した明細行が水色になり、実績情報に
明細情報が表示されます。 

 
2.《№》欄に行番号を設定し、＜明細修正＞をクリックします。 

 
3.ヘルパー毎の《提供通番》欄に同一番号が設定されていることを確認します。 
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⑯最小単位（30分）で月をまたがってサービス提供した場合 
▼様式上の請求イメージ<当月分（3月分）の実績記録票> 

 
▼様式上の請求イメージ<翌月分（4月分）の実績記録票> 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ<当月分（3月分）の簡易入力の実績記録票> 

 
 
 
 

  

最小単位（30分）で月をまたがった場合、0時で分けずにまた
がった時間分は開始時間が属する日の分として 1 行設定しま
す。 
 

最小単位（30分）になるよう《終
了時間》欄を設定します。 
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▼簡易入力システムによる請求イメージ<翌月分（4月分）の簡易入力の実績記録票> 

 
 
 
 

■最小単位（30分）での月またがりの場合 
最小単位（30 分）で月をまたがった場合、0 時で分けずにまたがった時間分は開始時間が属

する日の分として設定します。その他の設定方法は☞［⑬月をまたがってサービスを提供した
場合］と同様です。 
 
 

  

《前月からの継続サービス》欄に
［継続］を設定します。 

《提供通番》欄はすべて同一の
番号を設定します。 

前月サービス提供分と翌月初日にわたって
継続しているサービス提供分に合わせて 2
行を設定します。 
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⑰15分の提供で、0.5時間を算定する場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
■15分提供で 30分算定する場合 
 《提供時間数》欄の最初の 30分について、20分未満の場合、原則として報酬算定できませ
んが夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する場合については、この限りではありません。 
 《提供時間数》欄が 20 分未満で、《算定時間数》欄を 0.5 にしたい場合、《提供時間数》欄
を 30 分として設定します。 
 

☝Point! 行動援護及び同行援護は、居宅介護と同様 
 行動援護サービス提供実績記録票及び同行援護サービス提供実績記録票の入力については、
居宅介護サービス提供実績記録票における入力方法と同様となっています。上記①から⑰の例
を参考に入力します。 

  

《提供時間数（分数）》欄には 30分を設定します。 
 

《開始時間》欄及び《終了時間》欄には実際
にサービスを提供した時間を設定します。 
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7.1.1.2 重度訪問介護  

①1日に複数回のサービスを提供した場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
■《提供通番》欄の設定方法 

同一日に提供したサービスについては、《提供通番》欄にすべて同一の番号を設定します。 
入力項目は以下のとおりです。 

項目 内容 
No 行の途中に実績情報を追加する場合に、行番号を入力します。 
提供通番 同じ日付、サービス内容、回数毎に自動で表示します。 

変更する場合は、直接入力します。 
日付 サービスを提供した日付を入力します。 
回数 二人派遣で時間がずれた場合に、回数を増加して入力します。 
サービス提供の状況 ・サービス提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合 

入力できません。 
・サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合 

《日付》欄、《開始時間》欄、《終了時間》欄、《提供
時間数（分数）》欄、《派遣人数》欄、《同行支援》欄、
《初回加算》欄、《緊急時対応加算》欄、《行動障害
支援連携加算》欄及び《移動介護緊急時支援加算》
欄を設定します。 《提供通番》欄はすべて同一の番

号を設定します。 
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項目 内容 
［空白］［入院］［入院（長期）］のいずれかを選択します。 

サービス提供時間 サービスを提供した開始時間と終了時間を入力します。 
提供時間数 サービスを提供した時間のうち、サービス提供時間数（単位：分）と移動にか

かった時間（単位：分）を入力します。 
サービス提供時間から自動で表示された算定時間数が、実際に請求する算定時
間と異なる場合、提供時間数を修正することにより、算定時間数を変更するこ
とができます。 

算定時間数 提供通番毎にサービス提供時間を合計して自動で表示します。 
（単位：時間） 

派遣人数 サービスを提供した人数を入力します。 
同行支援 ・サービス提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合 

入力できません。 
・サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合 

同行支援を算定する場合に［1］を入力します。 
初回加算 ・サービス提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合 

入力できません。 
・サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合 

加算を算定する場合に［1］を入力します。 
緊急時対応加算 ・サービス提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合 

入力できません。 
・サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合 

加算を算定する場合に［1］を入力します。 
行動障害支援連携加算 ・サービス提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合 

入力できません。 
・サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合 

加算を算定する場合に［1］を入力します。 
移動介護緊急時支援加算 ・サービス提供年月が令和 3 年 3 月以前の場合 

入力できません。 
・サービス提供年月が令和 3 年 4 月以降の場合 
 加算を算定する場合に［1］を入力します。 

備考 特記事項を入力します。 
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②移動介護を提供した場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
■移動介護を提供した場合 

同一日に提供したサービスについては、《提供通番》欄にすべて同一の番号を設定します。
《提供時間数（移動）》欄に移動時間を入力します。 

 
 

  

《提供時間数（移動）》欄に移動
時間を設定します。 

《提供通番》欄はすべて同一の番
号を設定します。 
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③2人派遣でヘルパーの派遣時間が同一の場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 
 
 

■2人派遣で派遣時間が同一の場合 
2 人派遣でヘルパーの派遣時間が同一の場合、《派遣人数》欄に［2］を設定します。 
《提供時間数（分数）》欄は 1 人分の時間数を設定します。 
同一日に提供したサービスについては、《提供通番》欄にすべて同一の番号を設定します。 

 
 

  

《提供時間数（分数）》欄は、1人分
の提供時間を設定します。 

《派遣人数》欄に［2］を設定し
ます。 《提供通番》欄はすべて同一の番

号を設定します。 
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④2人派遣で派遣時間がずれた場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
■2人派遣で派遣時間が異なる場合 

2 人派遣で派遣時間がずれた場合、2 行に分けて設定します。1 行目は全体の通算時間数を
設定し、2 行目はヘルパーが重複している時間帯を設定します。このとき、《回数》欄には、1
行目に［1］、2 行目に［2］を設定し、《派遣人数》欄は行毎に［1］を設定します。また、《提
供通番》欄にはそれぞれ異なる番号を設定します。 

 

  

《提供通番》欄はそれぞれ異なる
番号を設定します。 

《回数》欄に回数を
設定します。 

1行目は全体の通算時間を設定します。2行目はヘル
パーが重複している時間帯を設定します。 
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⑤13時間以上の提供で、かつ 0時をまたがってサービスを提供した場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 
 
 

■13時間以上の提供で、かつ 0時またがりの場合 
0時をまたがるサービス提供を行った場合、前日分及び翌日分に分けて 2行で設定します。 
《提供通番》欄にはそれぞれ異なる番号を設定します。 

 
 

  

《終了時間》欄は 0時で区切って
設定します。 

0 時をまたがった場合、2 行に
分けて設定します。 

《提供通番》欄はそれぞれ異なる
番号を設定します。 
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⑥最小単位（30分）で 0時をまたがってサービスを提供した場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 
 
 

■最小単位（30分）での 0時またがりの場合 
0 時をまたがるサービス提供を行った場合、前日分及び翌日分に分けて 2 行で設定します。 
最小単位（30 分）で日をまたがった場合、またがった時間分はサービスの開始時間の属す

る日付を設定します。 
なお、サービス提供年月が平成 21 年 3 月以前においては、最小単位（1 時間）で日をまた

がった場合、またがった時間分はサービスの開始時間の属する日付を設定します。 
《提供通番》欄にはそれぞれ異なる番号を設定します。 

 
 

  

《提供通番》欄はそれぞれ異なる
番号を設定します。 

最小単位（30分）になるように《終
了時間》欄を設定します。 

0 時をまたがった場合、2 行に
分けて設定します。 
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⑦最初の 1時間で 0時をまたがってサービスを提供した場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 
 
 

■最初の 1時間での 0時またがりの場合 
0 時をまたがるサービス提供を行った場合、前日分及び翌日分に分けて 2 行で設定します。 
最初の 1 時間で日をまたがった場合、またがった時間分はサービスの開始時間の属する日

付を設定します。 
《提供通番》欄にはそれぞれ異なる番号を設定します。 

 
 

  

最初の 1時間になるように《終了
時間》欄を設定します。 

《提供通番》欄はそれぞれ異なる
番号を設定します。 

0 時をまたがった場合、2 行に
分けて設定します。 
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⑧0時をまたがって複数サービスを提供した場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 
 
 

■0時またがりで複数サービスを提供した場合 
0 時をまたがるサービス提供を行った場合、前日分及び翌日分に分けて 2 行で設定します。 
2 日目の提供分は通算して算定されるため、《提供通番》欄は同一の番号を設定します。 

 
 

  

《終了時間》欄は 0時で区切って
設定します。 

0 時をまたがった場合、2 行に
分けて設定します。 

2 日目の提供分は通算して算定されるため、《提供
通番》欄は同一の番号を設定します。 
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⑨0時をまたがって、サービスを終了する場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
■0時またがりでサービスを終了する場合 

0 時をまたがるサービス提供を行った場合、前日分及び翌日分に分けて 2 行で設定します。 
上記サービスの場合、翌日分 0:00～0:30 のサービスの提供分については、「概ね 40 分以

上」に該当しないため、実績記録票には設定しません。 
 
 

  

《終了時間》欄は 0時で区切って
設定します。 
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7.1.1.3 居住系  

①月の途中（5日）に入居し、サービスを提供した場合（共同生活援助） 
▼様式上の請求イメージ 
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▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 
入力項目は以下のとおりです。 

項目 内容 
入居日 共同生活住居に入居した日を入力します。 
入居中算定日 ・サービス提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合⇒当該月における入居中の算

定日を入力します。 
・サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合⇒入力できません。 

退居日 共同生活住居から退居した日を入力します。 
退居後算定日 当該月における退居後の算定日を入力します。 
日付 当該月の日付を表示します。 
サービス提供の状況 ［空白］［入院（本体報酬）］［外泊（本体報酬）］［入院］［外泊］［入院→外泊］

［外泊→入院］［入院→共同生活住居に戻る→外泊］［外泊→共同生活住居に
戻る→入院］のいずれかを入力します。 

住居外利用 ・サービス提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合⇒入力できません。 
・サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の場合⇒住居外利用の場合、［1］を

入力します。 
夜間支援等体制加算※1 ・サービス提供年月が令和 3 年 3 月以前の場合： 

・夜間支援等体制加算（Ⅰ）を算定する場合⇒［1］を入力します。 
・夜間支援等体制加算（Ⅱ）を算定する場合⇒［2］を入力します。 
・夜間支援等体制加算（Ⅲ）を算定する場合⇒［3］を入力します。 

・サービス提供年月が令和 3 年 4 月以降の場合： 
・夜間支援等体制加算（Ⅰ）を算定する場合⇒［1］を入力します。 
・夜間支援等体制加算（Ⅱ）を算定する場合⇒［2］を入力します。 
・夜間支援等体制加算（Ⅲ）を算定する場合⇒［3］を入力します。 
・夜間支援等体制加算（Ⅳ）を算定する場合⇒［4］を入力します。 
・夜間支援等体制加算（Ⅴ）を算定する場合⇒［5］を入力します。 
・夜間支援等体制加算（Ⅵ）を算定する場合⇒［6］を入力します。 

《入居日》欄を設定した場合、入
居日以降から設定可能となりま
す。 

提供回数：実際にサービス提供を行った場合に設定します。 
算定回数：請求できる回数内でサービス提供を行った場合に設定します。 
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項目 内容 
夜間支援等体制加算(利用者数
Ⅰ・Ⅱ) 

・以下の条件をすべて満たす場合、入力可能となります。 
・サービス提供年月が平成 27 年 4 月以降 
・サービス提供年月時点で有効な事業所情報(明細)の《夜間支援等体制加

算対象利用者数算定区分》欄の選択値が[日単位]で登録されている明細
が 1 件以上存在する 

夜間支援等体制加算(利用者数
Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ) 

・以下の条件をすべて満たす場合、入力可能となります。 
・サービス提供年月が令和 3 年 4 月以降 
・サービス提供年月時点で有効な事業所情報(明細)の《夜間支援等体制加

算対象利用者数算定区分》欄の選択値が[日単位]で登録されている明細
が 1 件以上存在する 

・サービス提供年月時点で有効な事業所情報(明細)の《夜間支援等体制加
算Ⅰ加配職員体制の有無》欄の選択値が[無し]以外で登録されている明
細が 1 件以上存在する 

入院時支援特別加算（提供回数） 加算の算定要件を満たす支援を行った場合⇒［1］を入力します。 
入院時支援特別加算（算定回数） 入院時支援特別加算について報酬上算定できる場合⇒［1］を入力します。 
帰宅時支援加算（提供回数） 加算の算定要件を満たす支援を行った場合⇒［1］を入力します。 
帰宅時支援加算（算定回数） 帰宅時支援加算について報酬上算定できる場合⇒［1］を入力します。 
自立生活支援加算 加算を算定する場合⇒［1］を入力します。 
日中支援加算（提供回数） ・日中支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たす支援を行った場合⇒［1］を入力し

ます。 
・日中支援加算（Ⅱ）の算定要件を満たす支援を行った場合⇒［2］を入力し

ます。 
日中支援加算（算定回数） ・日中支援加算（Ⅰ）について報酬上算定できる場合⇒［1］を入力します。 

・日中支援加算（Ⅱ）について報酬上算定できる場合⇒［2］を入力します。 
医療連携体制加算 ・サービス提供年月が平成 30 年 3 月以前の場合⇒入力できません。 

・サービス提供年月が平成 30 年 4 月以降、かつ令和 3 年 3 月以前の場合： 
・医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合⇒［1］を入力します。 
・医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合⇒［2］を入力します。 
・医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する場合⇒［4］を入力します。 

・サービス提供年月が令和 3 年 4 月以降の場合： 
・医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合⇒［1］を入力します。 
・医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合⇒［2］を入力します。 
・医療連携体制加算（Ⅲ）を算定する場合⇒［3］を入力します。 
・医療連携体制加算（Ⅳ）利用者が１人を算定する場合 

⇒［41］を入力します。 
・医療連携体制加算（Ⅳ）利用者が 2 人を算定する場合 

⇒［42］を入力します。 
・医療連携体制加算（Ⅳ）利用者が 3 人以上 8 人以下を算定する場合 

⇒［43］を入力します。 
・医療連携体制加算（Ⅵ）を算定する場合⇒［6］を入力します。 

サービス利用区分 ［空白］［体験利用］［居宅介護等利用］［利用なし］のいずれかを入力しま
す。 

備考 特記事項を入力します。 
※1 簡易入力システム Ver2.11以降では、サービス提供年月が平成 24年 3月以前の場合、［夜間防災体制加算］、平成 24
年 4月以降、かつ平成 26年 3月以前の場合、［夜間防災・緊急時支援体制加算］と表示されます。 
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②退所後に地域移行加算を請求する場合、かつ退所月と退所後における加算の算定月が

異なる場合（施設入所支援） 
▼様式上の請求イメージ 
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▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
■地域移行加算について 

退所後に地域移行加算を請求する場合、かつ退所月と退所後における加算の算定月が異なる
場合、《地域移行支援加算》欄の《退所日》欄及び《退所後算定日》欄のみ設定します。（退所
時特別支援加算についても同様です。） 

明細情報は設定しません。 
入力項目は以下のとおりです。 

項目 内容 
退所日 施設から退所した日を入力します。 
退所後算定日 当該月における退所後の算定日を入力します。 

  

《退所日》欄及び《退所後算定日》
欄のみ設定します。 
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7.1.1.4 共同生活援助（受託居宅介護）  

①通常のサービスの場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 

入力項目は以下のとおりです。 
項目 内容 

№ 行の途中に実績情報を追加する場合に、行番号を入力します。 
提供通番 同じ日付毎に自動で表示します。 

また、入力した明細表示部の情報を一連のサービス、又は別のサービスとして
設定したい場合、提供通番を直接入力します。 

日付 サービスを提供した日付を入力します。 
サービス提供時間 サービスを提供した開始時間と終了時間を入力します。 
提供分数 サービスを提供した時間のうち、サービス提供時間数（単位：分）を入力しま

す。サービス提供時間から自動で表示された算定時間数が、実際に請求する算
定時間と異なる場合、提供分数を修正することにより、算定時間数を変更する
ことができます。 

算定時間数 提供通番毎にサービス提供時間を合計して自動で表示します。（単位：時間） 
利用人数 ［1］～［99］の範囲で入力します。 
備考 特記事項を入力します。 

 

  

1 

1 

《日付》欄、《開始時間》欄、《終了時間》欄、《提
供分数》欄及び《利用人数》欄を設定します。 
 

1 
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②2人派遣で派遣時間が同一の場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
■2人派遣で派遣時間同一の場合 

2 人派遣で派遣時間が同一の場合、派遣人数に関わらず、利用者がサービス提供を受けた時
間を 1 行で設定します。 

《提供分数》欄は、利用者がサービス提供を受けた時間数を設定します。 
 
 

  

《提供分数》欄は、利用者がサービス提供を受
けた時間数を設定します。 

1 

1 

1 
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③2人派遣で派遣時間がずれた場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
■2人派遣で派遣時間がずれた場合 

2 人派遣で派遣時間がずれた場合、派遣人数に関わらず、利用者がサービス提供を受けた全
体の通算時間を 1 行で設定します。 

《開始時間》欄は、最小の開始時間を設定します。 
《終了時間》欄は、最大の終了時間を設定します。 
《提供分数》欄は、利用者がサービス提供を受けた全体の通算時間数を設定します。 

 
 

  

 

《提供分数》欄は、利用者がサービス
提供を受けた全体の通算時間数を設定
します。 

《終了時間》欄は、最大の終
了時間を設定します。 

《開始時間》欄は、最小の開
始時間を設定します。 

1 

1 

1 



7.1 基本的な事例 

469 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

④空き時間（2時間未満）がある場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 
 
 

■空き時間（2時間未満）がある場合 
空き時間が 2 時間未満の場合、10:00～14:00 までを連続した 1 回のサービス提供として取

り扱うため、《提供通番》欄にはすべて同一の番号を設定します。 
空き時間は設定しません。 

 
 

  

空き時間が 2時間未満の場合、《提供通番》欄はす
べて同一の番号を設定します。 

空き時間を除いたサービスを
設定します。 
 
 

1 

1 

1 

1 
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⑤空き時間（2時間未満）が複数ある場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 
 
 

■空き時間（2時間未満）が複数ある場合 
空き時間が 2 時間未満の場合、10:00～14:30 までを連続した 1 回のサービス提供として取

り扱うため、《提供通番》欄は同一番号を設定します。 
空き時間は設定しません。 

 
 

  

空き時間が 2時間未満の場合、《提供通番》欄は同
一番号を設定します。 

空き時間を除いたサービスを
設定します。 
 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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⑥空き時間（2時間以上）がある場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
■空き時間（2時間以上）がある場合 

空き時間が 2 時間以上の場合、別のサービス提供として取り扱うため、《提供通番》欄は別
番号を設定します。 

 
 

  

空き時間が 2時間以上の場合、《提供通番》欄は別
番号を設定します。 
 

1 

1 

1 

1 
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⑦１人のヘルパーが複数の利用者を支援する場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
■1人のヘルパーが複数の利用者を支援する場合 

1 人のヘルパーが複数の利用者を支援する場合、《サービス提供時間》欄は、実際にサービ
スを開始した時間と終了した時間を設定します。 

《提供分数》欄は、1 回のサービス提供時間を 1 回の利用者の人数で除した結果の利用者 1
人当たりの所要時間数を設定します。 

《利用人数》欄は、1 人のヘルパーが複数の利用者を支援する場合、1 回の利用者の人数を
設定します。 

 
 

  

《開始時間》欄及び《終了時間》欄は、実際にサービスを開始
した時間と終了した時間を設定します。 

《利用人数》欄は、１回の利用者の人数
を設定します。 
 

《提供分数》欄は、利用者 1人当たりの
所要時間数を設定します。 
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⑧0時をまたがってサービスを提供した場合 
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 
 

 
■0時またがりの場合 

0 時をまたがるサービス提供を行った場合、0 時で区切って前日分及び翌日分に分けて、2 行
で設定します。 

《日付》欄はサービスの開始時間の属する日付を設定します。 
《提供通番》欄にはそれぞれ異なる番号を設定します。 

 
 

  

《提供通番》欄はそれぞれ異なる番号
を設定します。 

0 時で区切って前日分及び翌日分に分
けて、2行で設定します。 

1 

1 

1 《終了時間》欄は 0時で区切って設定
します。 

1 

1 
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7.1.1.5 日中活動系 

①家庭連携加算及び訪問支援特別加算を算定する場合（児童デイサービス）  
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
■家庭連携加算及び訪問支援特別加算について 

家庭連携加算及び訪問支援特別加算は、実際の提供時間に加え、算定する時間数も設定しま
す。１時間まで（60 分未満）は《算定時間》欄に［1］を設定し、1 時間を超える場合（60 分
以上）、《算定時間》欄に［2］を設定します。 

提供時間：実際にサービスを提供した時間を設定します。 
算定時間：加算を算定する場合、時間を設定します。 

 
 

《提供時間》欄が 1時
間未満の場合、《算定
時間》欄には［1］が設
定できます。 

《提供時間》欄が 1時間
を超える場合、《算定時
間》欄には［2］が設定
できます。 
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②家庭連携加算を算定する場合（平成 27年 4月以降）（児童発達支援）  
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 
 
 

 
 

  

家庭連携加算のみ算定する場合、《家庭連携加算（提供時間）》欄及び《家
庭連携加算（算定時間）》欄を入力します。 
《備考》欄に家庭連携加算のサービス提供時間を記載します。 
（例：家庭連携加算 18：00～18：30） 

家庭連携加算及び本体報酬を算定する場合、《開始時間》欄、《終了時間》欄、《家庭連携加算
（提供時間）》欄及び《家庭連携加算（算定時間）》欄を入力します。 
《備考》欄に家庭連携加算のサービス提供時間を記載します。 
（例：家庭連携加算 18：00～18：30） 
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7.1.2 給付費明細書 

①都道府県に利用日数に係る特例の届出を行っている場合  
▼様式上の請求イメージ 

 
▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 ※《利用日数管理票》欄について、障害児支援及び地域生活支援事業にはありません。 
■《利用日数管理票》欄について 

《利用日数管理票》欄については、利用日数に係る特例の届出をしている場合に、設定が必
要となります。利用日数に係る特例の適用がない場合、《利用日数管理票》欄についてはすべ
ての項目を未設定としてください。 
《利用日数管理票》欄の以下の項目についてそれぞれ設定します。 

項目 内容 
利用日数管理票（対象期間（開
始）） 

利用日数に係る特例の適用を受けている場合、対象期間（開始）を入力します。 

利用日数管理票（対象期間（終
了）） 

利用日数に係る特例の適用を受けている場合、対象期間（終了）を入力します。 

利用日数管理票（当月の利用日
数） 

当該月の利用日数を入力します。 

利用日数管理票（原則日数の総
和） 

対象期間における原則の日数の総和を入力します。 

  

利用日数に係る特例の届出を行
っている場合、《利用日数管理
票》欄を設定します。 
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②利用者負担額が利用者負担上限月額を超えたため、調整が必要な場合  
▼様式上の請求イメージ 

 
 
 
 
 
 
 

「上限月額調整（①②の内少ない数）」の合計が「利
用者負担上限月額①」を超える場合、「調整後利用
者負担額」の合計が「利用者負担上限月額①」と同
額になるように設定します。 
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▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 
 
 
 

■《調整後利用者負担額》欄について 
《利用日数管理票》欄については、利用日数に係る特例の届出をしている場合に、設定が必

要となります。 
利用日数に係る特例の適用がない場合、《利用日数管理票》欄についてはすべての項目を未

設定としてください。 
 
 

  

《上限月額調整（①②の内少ない数）》欄の合計が《利用
者負担上限月額①》を超える場合、《調整後利用者負担
額》欄の合計が《利用者負担上限月額①》と同額になる
ように設定します。 
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③複数の事業所がサービスを提供し、利用者負担上限額管理が必要な場合  
▼様式上の請求イメージ 

 
 
 
 

上限額管理を行った場合、「上限管理後利用
者負担額（合計）」と「管理結果額」が同額
になるように設定します。 
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▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
■《上限額管理後利用者負担額》欄について 

受給者が上限額管理の対象者である場合、利用者負担上限額管理結果に基づき《上限額管理
後利用者負担額》欄を使用し、《上限額管理後利用者負担額》の合計が管理結果と同額になる
よう設定します。 

ただし、《利用者負担上限額管理事業所》欄の《指定事業所番号》、《管理結果》及び《管理
結果額》を設定しない場合、《上限額管理後利用者負担額》の設定は不要です。 

受給者が上限額管理対象者ではない場合、《上限額管理後利用者負担額》欄の設定はできま
せん。 
 

☝Point! 上限額管理の設定について 
 上限額管理の設定については☞［4.4.1.2 受給者情報（詳細）を登録する］の［手順 22.］を
参照してください。 

 
 

 
 

 

  

《管理結果額》欄及び《上限額管理後利用
者負担額》欄の合計が同額になるように
設定します。 
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7.1.3 利用者負担上限額管理結果票 

①管理事業所で利用者負担上限月額に到達し、他事業所では利用者負担額が生じない場

合 
▼様式上の請求イメージ 

 

. 
 
 

負担上限月額「6,150 円」に対して、管理事業所
である請求事業所 Aの利用者負担額が「6,150円」
で、負担上限月額に到達しているため、他事業所
については、利用者負担額は発生しません。 

上限額管理を行った結果（利用者負
担上限額管理結果票の「管理結果後
利用者負担額」）を設定します。 
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▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
■《利用者負担上限額管理結果》欄が［1］の場合 

管理事業所で利用者負担額が負担上限月額に到達したため、他事業所については、利用者負
担額が発生しない場合、《利用者負担上限額管理結果》欄に［1］を設定します。 

他事業所についても、《総費用額》欄、《利用者負担額》欄及び《管理結果後利用者負担額》
欄は設定する必要があります。この場合、他事業所の《管理結果後利用者負担額》欄には 0
円を設定します。 

なお、サービス提供年月が平成 21 年 4 月以降は、管理結果が［1］の場合においても［利
用者負担上限額管理加算］を算定することができます。 

  

《利用者負担上限額管理結果》欄に［1］を
設定します。 

《事業所番号》欄、《事業所名》欄、《総費用額》
欄、《利用者負担額》欄及び《管理結果後利用者
負担額》欄を設定します。 

《事業所番号》欄、《事業所名》欄、《総費
用額》欄、《利用者負担額》欄及び《管理
結果後利用者負担額》欄を設定します。 
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②利用者負担額の合算額が、利用者負担上限月額以下のため、調整事務を必要としない

場合  
▼様式上の請求イメージ 

 

 
 
 
 

上限額管理を行った場合、「上限管理後利用
者負担額（合計）」と「管理結果額」が同額
になるように設定します。 

負担上限月額「6,150円」に対して、利用者負担
額の合算額が「6,085円」であり、負担上限月額
に到達していないため、利用者負担額の調整事
務は必要ありません。 

上限額管理を行った結果（利用者負
担上限額管理結果票の「管理結果後
利用者負担額」）を設定します。 
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▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 

■《利用者負担上限額管理結果》欄が［2］の場合 
管理事業所と他事業所の利用者負担額の合算額が、負担上限月額以下のため、調整事務を行

わない場合、《利用者負担上限額管理結果》欄に［2］を設定します。 
この場合、《管理結果後利用者負担額》欄には、《利用者負担額》欄と同じ値を設定します。 
なお、サービス提供年月が平成 21 年 4 月以降は、管理結果が［2］の場合においても［利

用者負担上限額管理加算］を算定することができます。 
 
 
 
 
 

  

《管理結果後利用者負担額》欄には、《利用者負
担額》欄と同じ値を設定します。 

《利用者負担上限額管理結果》欄に［2］を
設定します。 
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③利用者負担額の合算額が、利用者負担上限月額を超過するため、調整事務が必要とな

る場合 
▼様式上の請求イメージ 

 

 
 
 
 

負担上限月額「6,150 円」に対して、利用者負
担額の合算額が「8,355 円」であり、負担上限
月額を超過しているため、利用者負担額の調整
事務が必要となります。 
「管理結果後利用者負担額」の合計額は負担上
限月額と一致します。 

上限額管理を行った結果（利用者負
担上限額管理結果票の「管理結果後
利用者負担額」）を設定します。 
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▼簡易入力システムによる請求イメージ 

 
 

■《利用者負担上限額管理結果》欄が［3］の場合 
管理事業所と他事業所の利用者負担額の合算額が、負担上限月額を超過したため、調整事務

が必要となる場合、《利用者負担上限額管理結果》欄に［3］を設定します。 
《管理結果後利用者負担額》欄の合計額は、《利用者負担上限月額》欄と一致します。 

 

☝Point! 上限額管理における利用者負担額の充当の順位 
 利用者負担額が負担上限月額を超える場合は、以下の順序により、事業所が利用者負担額を
優先徴収する方法で調整することとされています。なお、本順序は上限額管理者となる優先順
位と同様です。 
■障害福祉サービスの場合 
 ①上限額管理事業所（指定特定相談支援事業所の場合は②以降の順で記載する） 
 ②日中活動系サービスを提供した事業所 
 ③訪問系サービスを提供した事業所 
 ④就労定着支援、自立生活援助を提供した事業所 
 ⑤短期入所サービス事業所 
 ⑥共同生活援助（体験利用に限る）を提供した事業所 
■障害児支援の場合 
 ①上限額管理事業所（指定障害児相談支援事業所の場合は②以降の順で記載する） 
 ②障害児通所支援を提供した事業所 

  

《利用者負担上限額管理結果》欄に［3］を
設定します。 

《管理結果後利用者負担額》欄の合計額は、
《利用者負担上限月額》欄と一致します。 

他事業所の《管理結果後利用者負担額》欄には、
調整後の金額を設定します。 
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7.2 平成 30年度報酬改定等による事例 
7.2.1 共通 

①-1 サービス管理責任者の員数が基準に満たない場合による減算の報酬を算定する場
合 
障害福祉サービス事業所・障害児施設の適切な運営を確保するため、サービス管理責任者（※）が

適切に配置されていない場合の減算の報酬が追加されました。ここでは、【生活介護サービス提供実
績記録票】画面を例に説明します。（※ の場合、児童発達支援管理責任者。以下同様に読み替え
ます） 
■入力例：平成 30 年 4 月よりサービス管理責任者欠如減算が適用される場合 
▼事業所情報（明細） 

 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 

②《サービス管理責任者欠如減算適用開
始年月日》欄に減算が適用される日付を
入力します。 

①《サービス管理責任者欠如減算の有
無》欄に［有り］を設定します。 

サービスを提供した時間を入力します。 
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▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
■当該報酬が適用されるサービスについて 
 当該報酬が適用されるサービスは、以下のとおりです。 

 
・療養介護 
・生活介護 
・共同生活援助 
・宿泊型自立訓練 
・自立生活援助 
・自立訓練（機能訓練） 
・自立訓練（生活訓練） 
・就労移行支援 
・就労移行支援（養成施設） 
・就労継続支援 A 型 
・就労継続支援 B 型 
・就労定着支援 

 
・児童発達支援 
・放課後等デイサービス 
・保育所等訪問支援 
・居宅訪問型児童発達支援 

  

所定単位数の 30%を減算とする、サービス管理責任
者欠如減算が適用される月から4月目までの場合の
サービスコードが自動作成されます。 
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①-2 サービス管理責任者欠如減算が 5月以上連続して適用される場合 
事業所情報（明細）の《サービス管理責任者欠如減算適用開始年月日》欄の年月から 5月以上連

続してサービス管理責任者欠如減算（※）が適用される場合、所定単位数の 50%を減算とします。
（※ の場合、児童発達支援管理責任者欠如減算。以下同様に読み替えます） 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 8月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 8月） 

 
 

  

《サービス管理責任者欠如減算適用開始年月日》欄が平
成 30年 4月 1日の場合、《提供年月》欄が平成 30年 8
月より 5月目となります。 

サービスを提供した時間を入力します。 

所定単位数の 50%を減算とする、サービス管理責任者欠如
減算が適用される月から 5 月以上の場合のサービスコード
が自動作成されます。 



7.2 平成 30年度報酬改定等による事例 

490 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

①-3 職員欠如による減算の報酬について 
報酬改定前では、事業所情報（明細）の《職員欠如による減算の有無》欄が［有り］の場合、所

定単位数の 30%を減算としていましたが、報酬改定後では、事業所情報（明細）の《職員欠如によ
る減算の有無》欄が［有り］で設定されている、かつ《職員欠如による減算適用開始年月日》欄の
年月から 2 月目まで職員欠如による減算が適用される場合、所定単位数の 30%を減算とし、《職員
欠如による減算適用開始年月日》欄の年月から 3月以上連続して職員欠如による減算が適用される
場合、所定単位数の 50%を減算とします。 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 6月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 6月） 

 
 
 

《職員欠如による減算適用開始年月日》欄が平成 30年 4月 1日の
場合、《提供年月》欄が平成 30年 6月より 3月目となります。 
平成 30 年 3月 31日以前から事業所情報（明細）の《職員欠如に
よる減算の有無》欄が［有り］で設定されており、平成 30年 4月
1 日以降に設定を変更していない場合、「平成 30 年 4 月 1 日」を
基準として 2月目まで、又は 3月以上の判断を行います。 

サービスを提供した時間を入力します。 

所定単位数の 50%を減算とする、職員欠如による減算が適
用される月から 3 月以上の場合のサービスコードが自動作
成されます。 
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■当該報酬が適用されるサービスについて 
当該報酬が適用されるサービスは、以下のとおりです。 

 
・療養介護 
・生活介護 
・短期入所 
・共同生活援助 
・宿泊型自立訓練 
・自立訓練（機能訓練） 
・自立訓練（生活訓練） 
・就労移行支援 
・就労移行支援（養成施設） 
・就労継続支援 A 型 
・就労継続支援 B 型 
・就労定着支援 

 
・児童発達支援 
・放課後等デイサービス 
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②-1 個別支援計画等が 3月以上未作成の場合による減算の報酬を算定する場合 
障害福祉サービス事業所・障害児施設の適切な運営を確保するため、個別支援計画等が適切に作

成されていない場合の減算の報酬が追加されました。 
■入力例：平成 30 年 4 月より個別支援計画を作成しておらず、サービスの提供を行ってお

り、3 月以上連続して当該状態が続いている場合（生活介護） 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 6月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 6月） 

 
 
 
 

《個別支援計画作成の有無》欄に［無し
（3月以上）］を設定します。 

サービスを提供した時間を入力します。 

所定単位数の 50%を減算とする、計画等の未作成が 3
月以上連続した場合のサービスコードが自動作成さ
れます。 
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■当該報酬が適用されるサービスについて 
 当該報酬が適用されるサービスは、以下のとおりです。 

 
・療養介護 
・生活介護 
・施設入所支援 
・共同生活援助 
・宿泊型自立訓練 
・自立生活援助 
・自立訓練（機能訓練） 
・自立訓練（生活訓練） 
・就労移行支援 
・就労移行支援（養成施設） 
・就労継続支援 A 型 
・就労継続支援 B 型 
・就労定着支援 

 
・児童発達支援 
・医療型児童発達支援 
・放課後等デイサービス 
・保育所等訪問支援 
・居宅訪問型児童発達支援 
・障害児入所支援 
・医療型障害児入所支援 
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■サービス管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算が重複する場合について 
 サービス管理責任者欠如減算（※）と個別支援計画未作成減算の両方に該当する場合、減算
割合が大きい方の減算が適用されます。 
（※ の場合、児童発達支援管理責任者欠如減算。以下同様に読み替えます） 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：令和元年 5月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：令和元年 5月） 

 
 なお、サービス管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算の両方に該当する場合、かつ
それぞれの減算割合が同じ場合は、サービス管理責任者欠如減算が優先して自動作成されま
す。 
入力項目は以下のとおりです。 

項目 サービス提供年月が報酬改定前の場合 サービス提供年月が報酬改定後の場合 
個別支援計画作成の有無 減算が適用される場合⇒［無し］を入力

します。 
・減算が適用される月から 2 月目までの

場合⇒［無し］を入力します 
・減算が適用される月から 3 月以上の場

合⇒［無し（3 月以上）］を入力します。 
 

  

《個別支援計画作成の有無》欄に［無し
（3月以上）］を設定します。 

サービスを提供した時間を入力します。 

サービス管理責任者欠如減算と個別支援計
画未作成減算の両方の減算が適用される場
合、減算割合が大きい減算が優先して自動
作成されます。 
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②-2 個別支援計画等が 2月の間未作成の場合による減算について 
報酬改定前では、個別支援計画等が未作成の場合、《個別支援計画作成の有無》欄で［無し］を設

定していましたが、報酬改定後では、個別支援計画等が未作成となって 2月の間の場合、《個別支援
計画作成の有無》欄で［無し］を設定します。 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 5月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 5月） 

 
 

  

平成 30年 4月から個別支援計画が作成されずにサービ
ス提供が行われていた場合、かつ未作成となって 2 月
の間の場合、《個別支援計画作成の有無》欄に［無し］
を設定します。 

サービスを提供した時間を入力します。 

所定単位数の 30%を減算とする、計画等の未作成が 2
月目までの場合のサービスコードが自動作成されま
す。 



7.2 平成 30年度報酬改定等による事例 

496 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

③-1 共生型サービスの報酬を算定する場合  
介護保険サービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に障害福祉サービス（共生型）の指定

を受けられるよう、居宅介護、生活介護、短期入所等の指定を受ける場合の基準の特例が設けられ、
それに伴い、新たな報酬（共生型サービス）が追加されました。 
▼事業所情報（明細） 

 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 
 
 
 

①《共生型サービス対象区分》欄に［該
当］を設定します。 

②サービス管理責任者配置等加算を算定する場合、
《サービス管理責任者配置等の有無》欄に［有り］
を設定します。 
短期入所において、福祉専門職員配置等加算を算定
する場合、《福祉専門職員配置等の有無》欄に［Ⅰ］、
又は［Ⅱ］を設定します。 

サービスを提供した時間を入力します。 
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▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
■当該報酬が適用されるサービスについて 
 当該報酬が適用されるサービスは、以下のとおりです。 
・居宅介護（※） 
・重度訪問介護（※） 
・生活介護 
・短期入所 
・自立訓練（機能訓練） 
・自立訓練（生活訓練） 
※共生型サービスの対象となるサービスですが、報酬は指定事業所と同様となります。 

  

サービス管理責任者配置等加算のサービスコー
ドが自動作成されます。 
短期入所の場合、福祉専門職員配置等加算のサ
ービスコードが自動作成されます。 

共生型の場合のサービスコードが自動
作成されます。 
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③-2 共生型サービスの報酬を算定する場合  
介護保険サービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に障害児支援事業所（共生型）の指定

を受けられるよう、児童発達支援及び放課後等デイサービスの指定を受ける場合の基準の特例が設
けられ、それに伴い、新たな報酬（共生型サービス）が追加されました。 
▼事業所情報（明細） 

 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 
 
 

 

②共生型サービス体制強化加算を算定する場合、《共
生型サービス体制強化加算区分》欄に［Ⅰ］、［Ⅱ］、
又は［Ⅲ］を設定します。 

①《共生型サービス対象区分》欄に
［該当］を設定します。 

サービスを提供した時間を入力します。 
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▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
■当該報酬が適用されるサービスについて 
 当該報酬が適用されるサービスは、以下のとおりです。 
・児童発達支援 
・放課後等デイサービス 

 

  

共生型サービス体制強化加算Ⅰ、共生型サービス体制強
化加算Ⅱ、又は共生型サービス体制強化加算Ⅲのサービ
スコードが自動作成されます。 

共生型の場合のサービスコードが自動
作成されます。 
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④指定管理者制度が適用される場合 
公的な関与が比較的大きい指定管理者によって障害福祉サービスが提供された場合、地方公共団

体が請求する場合の減算の報酬を算定します。 
▼事業所情報（明細） 

 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 
 
 
 

《指定管理者制度適用区分》欄に［該当］を設
定します。 

サービスを提供した時間を入力します。 



7.2 平成 30年度報酬改定等による事例 

501 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
■当該報酬が適用されるサービスについて 
 当該報酬が適用されるサービスは、以下のとおりです。 

 
・療養介護 
・生活介護 
・施設入所支援 
・自立訓練（機能訓練） 
・自立訓練（生活訓練） 
・就労移行支援 
・就労移行支援（養成施設） 
・就労継続支援 A 型 
・就労継続支援 B 型 

 
・児童発達支援 
・医療型児童発達支援 
・障害児入所支援 
・医療型障害児入所支援 

  

公立減算のサービスコードが自動作成されます。 
・  施設入所支援の場合、夜勤職員配置 

体制加算及び入院・外泊時加算につい 
ても公立減算の対象となります。 

・  障害児入所支援の場合、入院・外泊 
時加算についても公立減算の対象と 
なります。 
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指定管理者制度が適用される本体報酬及び加算については、事業所情報（明細）の《指定管理者
制度適用区分》欄を条件に含めて自動作成されます。 
［事業所情報の登録内容による自動作成内容］ 

№ 
事業所情報（基本） 事業所情報（明細） 

自動作成内容 
《法人等種別》欄※1 《指定管理者制度適用区分》欄 

1 公立以外の場合 非該当 通常の報酬で自動作成を行う。 
2 該当 公立減算の報酬で自動作成を行う。 
3 公立の場合 非該当 公立減算の報酬で自動作成を行う。 
4 該当 公立減算の報酬で自動作成を行う。 
※1 平成 30年 3月以前、《法人等種別》欄が次の設定値の場合、公立とします。［地方公共団体（都道府県）］［地方公共団
体（市町村）］［地方公共団体（広域連合・一部事務組合等）］［国立施設］ 
平成 30 年４月以降、《法人等種別》欄が次の設定値の場合、公立とします。［地方公共団体（都道府県）］［地方公共団体
（市町村）］［地方公共団体（広域連合・一部事務組合等）］ 
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⑤身体拘束廃止未実施減算の報酬を算定する場合 
身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束等に係る記録を行っていない場合、減算の報酬を算定

します。 
■入力例：平成 30 年 4 月に身体拘束等に係る記録を行っておらず、翌月より身体拘束廃止未

実施減算が適用される場合（生活介護） 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 5月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 5月） 

 
 
 
 
 

サービスを提供した時間を入力します。 

身体拘束廃止未実施減算のサービス
コードは自動作成されません。 
通常の報酬のサービスコードが自動
作成されます。 
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▼請求明細書（サービス提供年月：平成 30年 5月） 

 
■当該報酬が適用されるサービスについて 

当該報酬が適用されるサービスは、以下のとおりです。 

 
・療養介護 
・生活介護 
・短期入所 
・施設入所支援 
・共同生活援助 
・宿泊型自立訓練 
・自立訓練（機能訓練） 
・自立訓練（生活訓練） 
・就労移行支援 
・就労移行支援（養成施設） 
・就労継続支援 A 型 
・就労継続支援 B 型 

 
・児童発達支援 
・医療型児童発達支援 
・放課後等デイサービス 
・保育所等訪問支援 
・居宅訪問型児童発達支援 
・障害児入所支援 
・医療型障害児入所支援 

  

通常の報酬のサービスコードを身体拘束廃止未実
施減算のサービスコードに修正します。 
・  基準該当事業所の就労継続支援 B 型にお

いては、【特例介護給付費・特例訓練等給付
費等明細書 明細情報】画面で修正するこ
とになります。 
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⑥基準該当事業所でサービス提供した場合  
基準該当事業所における報酬について、事業所情報（明細）の《基準該当事業所区分》欄の登録

内容に基づき、算定されます。 
■入力例：平成 30 年 4 月より基準該当事業所でサービスを提供する場合 
▼事業所情報（明細） 

 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 
 
 

《基準該当事業所区分》欄に［Ⅰ］を設
定します。 

サービスを提供した時間を入力します。 
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▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
■当該報酬が適用されるサービスについて 
 当該報酬が適用されるサービスは、以下のとおりです。 
・児童発達支援 
・放課後等デイサービス 
 

☝Point! 基準該当事業所の報酬について  
 基準該当事業所の報酬については（Ⅰ）と（Ⅱ）の 2 種類に分かれていますが、介護保険法
令に基づく通所介護等の指定をもって、児童発達支援等の指定を受けたとみなす「みなし基準
該当通所支援事業所」については、（Ⅱ）の報酬を算定します。それ以外の事業所については、
（Ⅰ）の報酬を算定します。 

  

基準該当事業所の場合のサービスコードが自
動作成されます。 
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7.2.2 サービス提供実績記録票 

7.2.2.1 居宅介護  

①初任者研修課程修了者が作成した居宅介護計画に基づき提供する場合 
サービス提供責任者の質の向上を図るため、サービス提供責任者の任用要件のうち「居宅介護職

員初任者研修の課程を修了した者であって、3 年以上介護等の業務に従事した者」をサービス提供
責任者として配置している事業所について、減算の報酬を算定します。 
■入力例：平成 30 年 4 月のサービス提供について、居宅介護職員初任者研修課程修了者をサ

ービス提供責任者として配置し、当該責任者が作成した居宅介護計画に基づいてサービスを
提供した場合 

▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

  

  

《初任者研修課程修了者が作成した居宅介護
計画に基づき提供する場合》欄に［該当］を
設定します。 

初任者研修課程修了者が作成した居宅介護計画に基
づき提供する場合の減算のサービスコードが自動作
成されます。 
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②同一建物等の居住者にサービス提供した場合 
居宅介護事業所が所在する建物と同一建物等に居住する利用者、又は同一建物に居住する一定数

以上の利用者に対してサービスを提供する場合、減算の報酬を算定します。 
■入力例：  
 2 日：身体介護 10:00～11:30、15:00～16:00（事業所と同一敷地内の建物、又は利用者が

20 人以上居住する建物の利用者へのサービス提供） 
 3 日：身体介護 10:00～11:30（事業所と同一敷地内の建物、又は利用者が 20 人以上居住

する建物の利用者へのサービス提供） 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 

 

居宅介護事業所が所在する建物と同一建物等に居
住する利用者、又はこれ以外の同一建物に利用者
が20人以上居住する建物の利用者にサービス提供
した場合、《同一建物減算》欄に［1］を入力します。 

所定単位数の 10%を減算とする、居宅介護事業所が
所在する建物と同一建物等に居住する利用者、又はこ
れ以外の同一建物に利用者が 20人以上居住する建物
の利用者にサービス提供した場合の同一建物減算の
サービスコードが自動作成されます。 
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③各種加算を算定する場合 
初回加算、緊急時対応加算及び福祉専門職員等連携加算について、【居宅介護サービス提供実績記

録票】画面で入力するよう変更されました。 
■入力例：  
 1 日：初回加算を算定 
 5 日：緊急時対応加算を算定 
 6 日：福祉専門職員等連携加算を算定 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 

  

《緊急時対応加算》欄に［1］を
入力します。 

《初回加算》欄に［1］を入力します。 

《福祉専門職員等連携加算》欄に
［1］を入力します。 

初回加算、緊急時対応加算及び福祉
専門職員等連携加算のサービスコー
ドが自動作成されます。 
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7.2.2.2 重度訪問介護  

①-1 病院等に入院、又は入所中にサービス提供した場合 
障害支援区分 6の利用者に対して、病院等への入院（入所を含む）中にコミュニケーション支援

等を提供することを評価する報酬が追加されました。 
■入力例： 
 1 日：通常のサービス提供 
 2 日～3 日：病院等に入院中にサービス提供 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 

 
 

《サービス提供の状況》欄に［入院］を設定
します。 
入院、又は入所してから 90 日が経過した場
合のサービス提供については、《サービス提
供の状況》欄に［入院（長期）］を設定します。 

入院、又は入所中にサービス提供した場合の
サービスコードが自動作成されます。 
入院、又は入所してから 90日が経過した場合
のサービス提供については、90日以上利用減
算のサービスコードが自動作成されます。 
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①-2 病院等に入院、又は入所中の報酬について 
病院等に入院、又は入所中の報酬については、受給者情報（支給決定）で［重度訪問介護重度障

害者等包括支援対象者決定］、又は［重度訪問介護障害支援区分 6該当者決定］の決定サービスコー
ドが登録されている、又は［重度訪問介護その他決定］の決定サービスコードが登録されており、
かつ受給者情報（詳細）の《障害支援区分》欄に［区分 6］が設定されている場合、自動作成され
ます。上記以外で実績記録票の《サービス提供の状況》欄に［入院］、又は［入院（長期）］が入力
されている場合、点検でエラーとなります。 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼受給者情報（支給決定） 

 
▼受給者情報（詳細） 

  

  

＜登録＞クリック時、《サービス提供の状況》欄に［入院］、
又は［入院（長期）］が入力されている場合、受給者情報（支
給決定）に［重度訪問介護重度障害者等包括支援対象者決
定］、［重度訪問介護障害支援区分 6該当者決定］、又は［重
度訪問介護その他決定］の決定サービスコードが有効期間
内に登録されているかの点検が行われます。 

＜登録＞クリック時、《サービス提供の状況》欄に［入院］、
又は［入院（長期）］が入力されている場合、受給者情報（支
給決定）に［重度訪問介護その他決定］の決定サービスコー
ドが有効期間内に登録されている、かつ受給者情報（詳細）
の《障害支援区分》欄に［区分 6］が設定されているかの点
検が行われます。 
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②熟練従業者が同行して支援を行う場合 
障害支援区分 6の利用者に対して、重度訪問介護事業所が新規に採用した従業者により支援が行

われる場合において、当該利用者の支援に熟練した従業者が同行して支援を行うことを評価する報
酬が追加されました。 
■入力例：  
 1 日： 8:00～12:00（１人目・熟練ヘルパー、2 人目・新任ヘルパー） 
 2 日： 8:00～12:00（１人目・熟練ヘルパー、2 人目・新任ヘルパー） 
   14:00～16:00（１人目・熟練ヘルパー、2 人目・熟練ヘルパー） 
 3 日： 8:00～16:00（１人目・熟練ヘルパー） 
  8:00～12:00（2 人目・新任ヘルパー） 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 

1日の 8:00～12:00は、熟練ヘルパーが新任ヘルパーに同行
しているため、《同行支援》欄に［1］を入力します。 

2日の 8:00～12:00は、熟練ヘ
ルパーが新任ヘルパーに同行
しているため、《同行支援》欄
に［1］を入力します。 

3日の 8:00～16:00の一連のサービスについては、熟練ヘル
パーが新任ヘルパーに同行した時間（8:00～12:00）と同行
していない時間（12:00～16:00）を分けて入力する必要があ
ります。 
したがって、熟練ヘルパーが新任ヘルパーに同行した 8:00～
12:00は、《同行支援》欄に［1］を入力します。 
なお、熟練ヘルパーと新任ヘルパーの両方の明細行に［1］
を入力する必要があります。 

熟練従業者が同行して支援を行う場合のサー
ビスコードが自動作成されます。 
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③各種加算を算定する場合 
初回加算、緊急時対応加算及び行動障害支援連携加算について、【重度訪問介護サービス提供実績

記録票】画面で入力するよう変更されました。 
■入力例：  
 1 日：初回加算を算定 
 5 日：緊急時対応加算を算定 
 6 日：行動障害支援連携加算 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 

  

《初回加算》欄に［1］を入力します。 
《緊急時対応加算》欄に［1］を
入力します。 

《行動障害支援連携加算》欄に［1］
を入力します。 

初回加算、緊急時対応加算及び行動障害
支援連携加算のサービスコードが自動作
成されます。 
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7.2.2.3 行動援護  

①各種加算を算定する場合 
初回加算、緊急時対応加算及び行動障害支援指導連携加算について、【行動援護サービス提供実績

記録票】画面で入力するよう変更されました。 
■入力例： 
 1 日：初回加算を算定 

5 日：緊急時対応加算を算定 
6 日：行動障害支援指導連携加算 

▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

  
  

《初回加算》欄に［1］を入力します。 

《緊急時対応加算》欄
に［1］を入力します。 

《行動障害支援指導連携加算》欄
に［1］を入力します。 

初回加算、緊急時対応加算及び行
動障害支援指導連携加算のサー
ビスコードが自動作成されます。 
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7.2.2.4 同行援護  

①-1 平成 30年度報酬改定後の単価でサービス提供した場合 
同行援護は、外出する際に必要な援助を行うことを基本とするため、「身体介護を伴う」と「身体

介護を伴わない」の分類が廃止されました。 
また、同行援護従業者養成研修修了者とみなされた盲ろう者向け通訳・介助員が同行援護を提供

した場合、減算の報酬を算定します。 
■入力例： 

サービス提供した受給者の支給決定 
153000：同行援護基本決定 
2 日：同行援護 10:00～11:30（１人目・初任者等） 
3 日：同行援護 15:00～16:00（１人目・通訳） 

▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

  

《ヘルパー資格》欄に［通訳］を 
設定します。 

《ヘルパー資格》欄に［初任者等］を設
定します。 

受給者情報（支給決定）に［同行援護基本決定］の
決定サービスコードが登録されている受給者に対
して、サービス提供した場合、《サービス内容》欄に
［同行］を設定します。 

《サービス内容》欄に［同行］が設定されており、《ヘル
パー資格》欄に［初任者等］が設定されている場合、平
成 30 年度報酬改定後の単価でサービス提供した場合の
サービスコードが自動作成されます。 

《サービス内容》欄に［同行］が設定されており、《ヘル
パー資格》欄に［通訳］が設定されている場合、盲ろう
者向け通訳・介助員により行われる場合のサービスコー
ドが自動作成されます。 
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①-2 障害支援区分 3、又は障害支援区分 4以上に該当する受給者に対して、平成 30年
度報酬改定後の単価でサービス提供した場合 
平成 30 年度報酬改定後の単価でサービス提供した場合、障害支援区分 3 の利用者に提供した場

合の報酬及び障害支援区分 4以上の利用者に提供した場合の報酬が追加されました。 
受給者情報（詳細）の《障害支援区分》欄が［区分 3］、又は［区分 4］以上の場合、当該報酬が

自動作成されます 
なお、区分 3、又は区分 4 以上に相当する支援の度合いの障害児に平成 30 年度報酬改定後の単

価でサービス提供した場合も同様に受給者情報（詳細）の《障害支援区分》欄を登録することで、
障害支援区分 3の利用者に提供した場合の報酬及び障害支援区分 4以上の利用者に提供した場合の
報酬で自動作成が行われます。 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼<受給者情報（詳細）>  

 
 
 
 
 

実績記録票の《サービス内容》欄に［同行］、又は［同行（盲
ろう）］が入力されている、かつ受給者情報（詳細）の《障害
支援区分》欄に［区分 3］、又は［区分 4］以上が設定されて
いる場合、障害支援区分に応じた報酬のサービスコードが自
動作成されます。 
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▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

  

  

受給者情報（詳細）の《障害支援区分》欄に［区分 3］が
設定されている受給者に対して、平成 30 年度報酬改定
後の単価でサービス提供した場合、所定単位数の 20%を
加算とするサービスコードが自動作成されます。 
 
受給者情報（詳細）の《障害支援区分》欄に［区分 4］以
上が設定されている受給者に対して、平成 30 年度報酬
改定後の単価でサービス提供した場合、所定単位数の
40%を加算とするサービスコードが自動作成されます。 
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①-3 同行（伴う）、又は同行（伴ず）の報酬について 
受給者情報（支給決定）に［同行援護（身体介護伴う）決定］、又は［同行援護（身体介護伴わな

い）決定］の決定サービスコードが登録されている場合、実績記録票の《サービス内容》欄で［同
行（伴う）］、又は［同行（伴ず）］を登録することができます。 
ただし、当該サービス内容については、《提供年月》欄が平成 3１年 3月までの間で算定できるサ

ービス内容であるため、《提供年月》欄が平成 31年 4月以降においては、登録することはできませ
ん。 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 31年 4月） 

  

  

《提供年月》欄が平成 31年 4月以降の場合、《サービス内容》欄で［同
行（伴う）］、又は［同行（伴ず）］は表示されません。 
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②盲ろう者に対してサービス提供した場合 
盲ろう者への支援を評価する報酬が追加されました。 
■入力例： 

サービス提供した受給者の支給決定 
154000：同行援護基本決定（盲ろう者） 
2 日：同行援護 10:00～11:30 （１人目・初任者等（通訳）） 
3 日：同行援護 15:00～16:00 （１人目・通訳） 
4 日：同行援護 10:00～12:00 （１人目・基礎等（通訳）） 

▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

  

受給者情報（支給決定）に［同行援護基本決定（盲ろ
う者）］の決定サービスコードが登録されている受給
者に対して、サービス提供した場合、《サービス内容》
欄に［同行（盲ろう）］を設定します。 

《ヘルパー資格》欄に［初任者等（通訳）］
を設定します。 

《ヘルパー資格》欄に［通訳］を
設定します。 

《ヘルパー資格》欄に［基礎等
（通訳）］を設定します。 

《サービス内容》欄に［同行（盲ろう）］が設定されてお
り、《ヘルパー資格》欄に［初任者等（通訳）］、［通訳］、
又は［基礎等（通訳）］が設定されている場合、盲ろう者
に対して盲ろう者向け通訳・介助員が支援を行う場合の
サービスコードが自動作成されます。 
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③各種加算を算定する場合 
初回加算及び緊急時対応加算について、【同行援護サービス提供実績記録票】画面で入力するよう

変更されました。 
■入力例： 

1 日：初回加算を算定 
5 日：緊急時対応加算を算定 

▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

  

《初回加算》欄に［1］を入力します。 

《緊急時対応加算》欄に［1］を入力します。 

初回加算及び緊急時対応加
算のサービスコードが自動
作成されます。 
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7.2.2.5 重度障害者等包括支援  
報酬算定及び算定できる加算の取り扱いが変更されました。 

①居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、
就労継続支援、自立生活援助、又は就労定着支援のサービスを提供した場合 
■入力例： 

2 日：重度訪問介護 
7:00～8:00 初回加算を算定 
8:00～10:00 

▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼請求明細書（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 

  

《初回加算》欄に［1］を入力します。 

《サービス種別》欄に［重度訪問介護］を
設定します。 

実績記録票で入力した重度訪問介護の本体報酬
及び初回加算のサービスコードを追加します。 

特別地域加算、喀痰吸引等支援体制加算及び処遇
改善加算を算定する場合、該当するサービスコー
ドを追加します。 
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②短期入所、又は共同生活援助のサービスを提供した場合 
■入力例： 

3 日：短期入所 低所得者利用加算、初回加算及び送迎加算を算定 
4 日：短期入所 低所得者利用加算、医療連携体制加算Ⅰ及び送迎加算を算定 

▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 
 

 

《サービス種別》欄で［短期入所］
を設定した場合、《適用単価》欄が自
動で設定されます。 

《低所得者利用加算》欄に［1］を
入力します。 

《医療連携体制加算》欄に［1］を
入力します。 

《送迎加算（往）》欄、又は《送迎加算（復）》欄
に［1］を入力します。 
 

《初回加算》欄に［1］を入力します。 

実績記録票で入力した短期入所の本体報酬、低所
得者利用加算、医療連携体制加算、初回加算及び
送迎加算のサービスコードを追加します。 

処遇改善加算を算定する場合、該当するサービスコードを追加します。 
また、共同生活援助において、地域生活移行個別支援特別加算、精神障
害者地域移行特別加算及び強度行動障害者地域移行特別加算を算定す
る場合、該当するサービスコードを追加します。 
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提供年月が平成 30 年 4 月以降、かつ《サービス種別》欄が［短期入所］、又は［共同生活援助］
の場合、実績記録票にて追加で入力が必要になった加算は、以下のとおりです。 

サービス種別 加算 実績記録票の入力方法 
短期入所 低所得者利用加算 《低所得者利用加算》欄に［1］を入力します。 

初回加算 《初回加算》欄に［1］を入力します。 
医療連携体制加算 《医療連携体制加算》欄に［1］、［2］、［4］、［5］、又は［6］

を入力します。 
送迎加算 《送迎加算（往）》欄、又は《送迎加算（復）》欄に［1］～

［9］を入力します。 
共同生活援助 初回加算 《初回加算》欄に［1］を入力します。 

医療連携体制加算 《医療連携体制加算》欄に［1］、［2］、又は［4］を入力し
ます。 
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7.2.2.6 短期入所、生活介護、機能訓練、生活訓練、就労移行支援、就労継続支援  

①同一敷地内における送迎加算を算定する場合 
同一敷地内の送迎については、所定単位数の 70%を算定するよう変更されました。 
ここでは、【生活介護サービス提供実績記録票】画面を例に説明します。 
■入力例： 

2日にサービス提供：同一敷地内の送迎加算（往）（復）をそれぞれ 1回算定 
3日にサービス提供：送迎加算（往）（復）をそれぞれ 1回算定 

▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同一敷地内の送迎加算、又はそれ以外の送迎加算を算
定する場合、《送迎加算（往）》欄、又は《送迎加算（復）》
欄に［1］を入力します。 
事業所情報（明細）の《送迎加算》欄に［無し］以外
が設定されている場合、算定することができます。 
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▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 

  

  

送迎加算のサービスコードが《加算のサービス》欄に表
示されます。 
《回数》欄に実績記録票で［1］を入力した合計回数 4
回が自動で設定されます。 

同一敷地内の送迎加算のサービスコードが《加算の
サービス》欄に表示されます。 
《回数》欄は空白で表示されます。 

送迎加算のサービスコードの《回数》欄を［2］に修
正し、同一敷地内の送迎加算のサービスコードの《回
数》欄に［2］を入力します。 
なお、送迎加算及び同一敷地内の送迎加算の回数に
ついては、それぞれの回数の合計が実績記録票で［1］
を入力した合計回数と一致するよう入力します。 
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②就労移行支援体制加算を算定する場合 
就職後６月以上、職場への定着支援を行う努力義務を新たに生活介護、自立訓練（機能訓練）及

び自立訓練（生活訓練）にて規定されたことに伴い、就労後、６月以上就労継続している者（就労
定着者）がいる場合の定着実績を評価するための加算を、就労継続支援Ａ型及び就労継続支援Ｂ型
と同様に追加するとともに、就労定着者の数に応じて加算単位数が増える仕組みとし、一般就労へ
の移行を従前より評価するよう変更されました。 
■入力例：就労継続支援 A 型を提供している「定員 20 人以下」の事業所にて、前年度におい 

て、就労継続支援 A 型等を受けた後就労し、6 月以上就労継続している者が 5 名、かつ請 
求対象のサービス提供年月において、5 日間サービスを提供した受給者に対して就労移行支 
援体制加算を算定する場合 

▼事業所情報（明細） 

 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 
 
 

《就労移行支援体制加算の有無》欄に
［有り］を設定します。 

サービスを提供した時間を入力します。 
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▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 

 
■当該報酬が適用されるサービスについて 
 当該報酬が適用されるサービスは、以下のとおりです。 
・生活介護 
・自立訓練（機能訓練） 
・自立訓練（生活訓練） 
・就労継続支援 A 型 
・就労継続支援 B 型 

就労移行支援体制加算のサービスコードが自動作成
されます。 
《単位数》欄は空白で表示されます。 

人員配置区分（※1）及び定員区分に応じた所定単位数に前年度実績の人数を乗じ
た単位数を入力します。（※2） 
この場合、42単位（人員配置区分及び定員区分に応じた所定単位数）×5人（前年
度実績人数）の［210］を入力します。 
※1生活介護、自立訓練（機能訓練）及び自立訓練（生活訓練）の場合、事業所情
報（明細）の《人員配置区分》欄の設定は不要です。 

※2多機能型事業所、又は複数の単位でサービス提供をしている事業所の場合、サ
ービス種類毎、又は単位毎の利用定員に応じた所定単位数にて計算します。 
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③各種加算を算定する場合 
医療連携体制加算、緊急短期入所受入加算、定員超過特例加算、単独型加算（一定の条件を満た

す場合）、重度障害者支援加算（一定の条件を満たす場合）及び通勤訓練加算について、【各実績記
録票】画面で入力するよう変更されました。 
■入力例： 

3 日：医療連携体制加算Ⅰを算定 
5 日：単独型加算（長時間）を算定 
6 日：重度障害者支援加算（強度行動障害）を算定 
9 日：緊急短期入所受入加算及び定員超過特例加算を算定 
10 日：緊急短期入所受入加算及び定員超過特例加算を算定 
11 日：緊急短期入所受入加算及び定員超過特例加算を算定 

▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

  

《医療連携体制加算》欄に［1］を
入力します。 

《単独型加算（一定条件）》欄に［1］
を入力します。 

《重度障害者支援加算（一定条件）》
欄に［1］を入力します。 

《定員超過特例加算》欄に［1］、
又は［2］を入力します。 

《緊急短期入所受入加算》欄
に［1］を入力します。 

定員超過特例加算、医療連携体制加算Ⅰ、緊
急短期入所受入加算、単独型加算（長時間）
及び重度障害者支援加算（強度行動障害）の
サービスコードが自動作成されます。 
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提供年月が平成 30年 4月以降、かつ短期入所、生活介護、自立訓練（生活訓練）、自立訓練（機
能訓練）、就労移行支援、就労移行支援（養成施設）、就労継続支援 A型、又は就労継続支援 B型の
場合、実績記録票にて追加で入力が必要になった加算は、以下のとおりです。 

サービス 加算 実績記録票の入力方法 
短期入所 医療連携体制加算 《医療連携体制加算》欄に［1］、［2］、［4］、［6］、

又は［7］を入力します。 
緊急短期入所 
受入加算 

《緊急短期入所受入加算》欄に［1］を入力します。 

定員超過特例加算 《定員超過特例加算》欄に［1］、又は［2］を入力
します。 

単独型加算 
（長時間） 

《単独型加算（一定条件）》欄に［1］を入力しま
す。※1 

重度障害者支援加算 
（強度行動障害） 

《重度障害者支援加算（一定条件）》欄に［1］を入
力します。※2 

生活介護 体験利用支援加算 《体験利用支援加算》欄に［1］、又は［2］を入力
します。 

重度障害者支援加算 2 《重度障害者支援加算（一定条件）》欄に［1］を入
力します。※3 

自立訓練 
（機能訓練） 

体験利用支援加算 《体験利用支援加算》欄に［1］、又は［2］を入力
します。 

自立訓練 
（生活訓練） 

医療連携体制加算 《医療連携体制加算》欄に［1］、［2］、又は［4］
を入力します。 

体験利用支援加算 《体験利用支援加算》欄に［1］、又は［2］を入力
します。 

就労移行支援、 
就労移行支援（養成施設） 

医療連携体制加算 《医療連携体制加算》欄に［1］、［2］、又は［4］
を入力します。 

通勤訓練加算 《通勤訓練加算》欄に［1］を入力します。 
体験利用支援加算 《体験利用支援加算》欄に［1］、又は［2］を入力

します。 
就労継続支援 A 型、 
就労継続支援 B 型 

医療連携体制加算 《医療連携体制加算》欄に［1］、［2］、又は［4］
を入力します。 

体験利用支援加算 《体験利用支援加算》欄に［1］、又は［2］を入力
します。 

※1 事業所情報（明細）で《単独型加算の有無》欄が［有り］で設定されており、実績記録票の《サービス利用区分》欄が
［他サービス併給］の場合、算定可能となります。 

※2 事業所情報（明細）で《重度障害者（児）支援加算（強度行動障害）の有無》欄が［有り］で設定されている、かつ受
給者情報（支給決定）で［短期入所加算重度障害者支援加算（強度行動障害）対象者］の決定サービスコードが登録され
ている場合、算定可能となります。 

※3 業所情報（明細）で《重度障害者支援加算の有無》欄が［有り］で設定されている、かつ受給者情報（支給決定）で［生
活介護加算重度障害者支援加算対象者］の決定サービスコードが登録されている場合、算定可能となります。 
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7.2.2.7 施設入所支援、宿泊型自立訓練、共同生活援助  

①地域移行加算を算定する場合 
退居後の相談支援等を評価する自立生活支援加算については、入居中に 1回、退居後に 1回算定

可能でしたが、地域生活への移行を促進する観点から、入居中に 2回算定できるよう変更されまし
た。また、同様の内容である地域移行加算（施設入所支援、宿泊型自立訓練）についても、同様に
変更されました。 
■入力例： 

1 日からサービス利用し、15 日に退所：地域移行加算について、入所中の 3 日と 10 日に算 
定し、退所後の 20 日に算定（施設入所支援） 

▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《入所中算定日》欄の入力は不要となります。 

退所後に地域移行加算を算定する場合、《退所
後算定日》欄を入力します。 

入所中に地域移行加算を算定する場
合、《地域移行加算》欄に［1］を入力
します。 
退所後に地域移行加算を算定する場
合、《地域移行加算》欄の入力は不要
となります。 
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▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 

入力項目は以下のとおりです。 
項目 サービス提供年月が報酬改定前の場合 サービス提供年月が報酬改定後の場合 

入所中算定日※1 入所中に地域移行加算を算定する場合⇒算
定する日を入力します。 

入力できません。 

退所後算定日※1 退所後に地域移行加算を算定する場合⇒算
定する日を入力します。 

退所後に地域移行加算を算定する場合⇒算
定する日を入力します。 

地域移行加算※1 入所中、又は退所後に地域移行加算を算定
する場合⇒算定する日に［1］を入力します。 

・入所中に地域移行加算を算定する場合⇒
算定する日に［1］を入力します。 

・退所後に地域移行加算を算定する場合⇒
入力しません。 

※1 共同生活援助の場合、「入居中算定日」、「退居後算定日」及び「自立生活支援加算」に読み替えます。 

 
 

  

地域移行加算のサービスコードが自動作成されます。 
《回数》欄は入所中 2 回、退所後 1 回の計 3 回で作成さ
れます。 
共同生活援助の場合、自立生活支援加算のサービスコー
ドが自動作成されます。 
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②日中サービス支援型の事業所において、該当受給者が日中を当該共同生活住居以外で

過ごした場合（共同生活援助） 
障害者の重度化・高齢化に対応できる共同生活援助の新たな類型として、日中サービス支援型の

報酬が追加されました。 
■入力例： 

平成 30 年 4 月より、日中サービス支援型としてサービスを提供 
平成 30 年 4 月のサービス提供で 2 日は住居外利用 

▼事業所情報（明細） 

 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 

《施設等の区分》欄に［日中サービス支
援型］を設定します。 

該当受給者が日中を当該共同生活住居以外
で過ごした場合、《住居外利用》欄に［1］を
入力します。 
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▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 

  

日中サービス支援を行う場合のサービスコードが自動作
成されます。 

該当受給者が日中を当該共同生活住居以外で過ごした場
合のサービスコードが自動作成されます。 
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③各種加算を算定する場合 
医療連携体制加算、体験宿泊支援加算及び重度障害者支援加算Ⅱ（夜間支援を行った場合）につ

いて、【各実績記録票】画面で入力するよう変更されました。 
ここでは、【施設入所支援提供実績記録票】画面を例に説明します。 
■入力例： 

1 日：体験宿泊支援加算を算定 
3 日：重度障害者支援加算Ⅱ（夜間支援を行った場合）を算定 

▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

  

《体験宿泊支援加算》欄に［1］を
入力します。 

《重度障害者支援加算（一定条件）》
欄に［1］を入力します。 

体験宿泊支援加算及び重度障害者支援加
算Ⅱ（夜間支援を行った場合）のサービス
コードが自動作成されます。 
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提供年月が平成 30年 4月以降、かつ施設入所支援、宿泊型自立訓練、又は共同生活援助の場合、
実績記録票にて追加で入力が必要になった加算は、以下のとおりです。 

サービス 加算 実績記録票の入力方法 
施設入所支援 体験宿泊支援加算 《体験宿泊支援加算》欄に［1］を入力します。 

重度障害者支援加算Ⅱ（夜
間支援を行った場合）※1 

《重度障害者支援加算（一定条件）》欄に［1］を入
力します。 

宿泊型自立訓練 医療連携体制加算 《医療連携体制加算》欄に［1］、［2］、又は［4］
を入力します。 

共同生活援助 医療連携体制加算 《医療連携体制加算》欄に［1］、［2］、又は［4］
を入力します。 

※1 事業所情報（明細）で《重度障害者支援加算Ⅱの有無》欄が［有り］、かつ受給者情報（支給決定）で［重度障害者支援
加算Ⅱ対象者］の決定サービスコードが登録されている場合、算定可能となります。 
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7.2.2.8 地域移行支援  

①地域移行支援のサービスを提供した場合 
障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行を促進するため、地域移行実績や専門職の配置、

施設や精神科病院等との緊密な連携を評価する報酬が追加されました。 
また、地域移行を希望する障害者が障害福祉サービスを体験する機会を確保するため、体験を行

う初期の業務量を評価する障害福祉サービスの体験利用加算の取り扱いが変更されました。 
■入力例： 

平成 30 年 4 月より、地域移行支援サービス費Ⅰを算定 
2 日、4 日、6 日：サービスを提供 
4 日：体験利用加算Ⅰを算定 

▼事業所情報（明細） 

 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
入力項目は以下のとおりです。 

項目 サービス提供年月が報酬改定前の場合 サービス提供年月が報酬改定後の場合 
サービス提供の状況 体験利用加算を算定する場合⇒［体験利

用］を設定します。 
体験利用加算を算定する場合で、初日か
ら 5 日目までの場合⇒［体験利用Ⅰ］を設
定します。また、6 日目から 15 日目まで
の場合⇒［体験利用Ⅱ］を設定します。 

《施設等の区分》欄に［Ⅰ］を設定します。 

《サービス提供の状況》欄に［体験利用Ⅰ］を
入力します。 

《算定日数》欄に［1］を入力します。 

地域移行支援サービス費Ⅰ及び体験利用加算Ⅰのサ
ービスコードが自動作成されます。 
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7.2.2.9 地域定着支援  

①緊急時支援費Ⅱを算定する場合 
深夜（午後 10 時から午前 6 時までの時間）における電話による相談援助を評価する新たな緊急

時支援費の報酬が追加されました。 
■入力例： 

2日：緊急時支援費Ⅰを算定 
3日：緊急時支援費Ⅱを算定 

▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
入力項目は以下のとおりです。 

項目 サービス提供年月が 
報酬改定前の場合 

サービス提供年月が 
報酬改定後の場合 

サービス提供の状況 緊急時支援費を算定する場合⇒［緊急
時支援］を設定します。 

・緊急時支援費Ⅰを算定する場合⇒
［緊急時支援Ⅰ］を設定します。 

・緊急時支援費Ⅱを算定する場合⇒
［緊急時支援Ⅱ］を設定します。 

 

  

《サービス提供の状況》欄に［緊急時支援Ⅰ］
を設定します。 

《サービス提供の状況》欄に［緊急時支援Ⅱ］を設
定します。 

地域定着支援サービス費（緊急時支援費Ⅰ）及び地域
定着支援サービス費（緊急時支援費Ⅱ）のサービスコ
ードが自動作成されます。 
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7.2.2.10 就労定着支援  
就労移行支援等を利用して一般就労した障害者の職場定着を促進するため、利用者との対面によ

る相談等や利用者を雇用した企業への訪問、関連機関との連絡調整等を一定の期間にわたり行う就
労定着支援のサービスが新たに創設されました。 

①就労定着支援のサービスを提供した場合 
 
■入力例： 

平成 30 年 4 月に初期加算を算定 
2 日、4 日、6 日にサービスを提供 
4 日：特別地域加算を算定 

▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 

平成 30 年 4 月に初期加算を算定する場合、
《利用開始日》欄を入力します。 

《算定日数》欄に［1］を入力します。 

《特別地域加算》欄に［1］を入力します。 

初期加算、特別地域加算のサービスコードが自動作
成されます。 
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7.2.2.11 自立生活援助  
障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者

に対して、定期的な居宅訪問等により利用者の状況把握を行い、障害者の理解力、生活力等を補う
ため、必要な情報提供や助言等の支援を一定の期間にわたり行う自立生活援助のサービスが新たに
創設されました。 

①自立生活援助のサービスを提供した場合 
 
■入力例： 

2 日、4 日、6 日：サービスを提供 
2 日：初回加算を算定 
4 日：同行支援加算を算定 

▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

  

  

《算定日数》欄に［1］を入力します。 

《初回加算》欄に［1］を入力します。 

《同行支援加算》欄に［1］を
入力します。 

初回加算及び同行支援加算のサービスコードが自動
作成されます。 
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7.2.2.12 障害児入所支援  

①地域移行加算を算定する場合 
退所後の相談支援等を評価する地域移行加算については、入所中に１回、退所後に１回算定可能

でしたが、地域生活への移行を促進する観点から、入所中に 2 回算定できるよう変更されました。 
■入力例： 

1 日からサービス利用し、15 日に退所 
地域移行加算について、入所中の 3 日と 10 日に算定し、退所後の 20 日に算定 

▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
■請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 

 
 

退所後に地域移行加算を算定する場合、《退所後算定日》欄を入
力します。 

《入所中算定日》欄の入力は不要となります。 

 
入所中に地域移行加算を算定する場合、
《地域移行加算》欄に［1］を入力しま
す。 
退所後に地域移行加算を算定する場合、
《地域移行加算》欄の入力は不要となり
ます。 

地域移行加算のサービスコードが自動作成されます。《回数》
欄は入所中 2回、退所後 1回の計 3回で作成されます。 
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入力項目は以下のとおりです。 
項目 サービス提供年月が報酬改定前の場合 サービス提供年月が報酬改定後の場合 

入所中算定日 入所中に地域移行加算を算定する場合
⇒算定する日を入力します。 

入力できません。 

退所後算定日 退所後に地域移行加算を算定する場合
⇒算定する日を入力します。 

退所後に地域移行加算を算定する場合
⇒算定する日を入力します。 

地域移行加算 入所中、又は退所後に地域移行加算を
算定する場合⇒算定する日に［1］を入
力します。 

・入所中に地域移行加算を算定する場
合⇒算定する日に［1］を入力します。 

・退所後に地域移行加算を算定する場
合⇒入力しません。 

 

  



7.2 平成 30年度報酬改定等による事例 

542 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

7.2.2.13 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス  

①-1 同一敷地内における送迎加算を算定する場合 
同一敷地内の送迎については、所定単位数の 70%を算定するよう変更されました。 
ここでは、【児童発達支援提供実績記録票】画面を例に説明します。 
■入力例： 

2 日：10:00～17:00 同一敷地内の送迎加算（往）（復）をそれぞれ 1 回算定 
3 日：10:00～17:00 送迎加算（往）（復）をそれぞれ 1 回算定 

▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同一敷地内の送迎加算、又はそれ以外の送迎加算を算定する場
合、《送迎加算（往）》欄、又は《送迎加算（復）》欄に［1］を入
力します。 
児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、重症心身障害
児に行う場合の報酬を算定する、かつ送迎加算を算定する場合、
事業所情報（明細）の《送迎加算（重度）の有無》欄に［有り］
を設定する必要があります。また、医療型児童発達支援において
は、重症心身障害児に行う場合の報酬を算定する場合のみ送迎加
算を算定することができます。 
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▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

  

  

送迎加算のサービスコードが《加算のサービス》欄に表
示されます。 
《回数》欄に実績記録票で［1］を入力した合計回数 4
回が自動で設定されます。 

同一敷地内の送迎加算のサービスコードが《加算の
サービス》欄に表示されます。 
《回数》欄は空白で表示されます。 

送迎加算のサービスコードの《回数》欄を［2］に修正
し、同一敷地内の送迎加算のサービスコードの《回数》
欄に［2］を入力します。 
なお、送迎加算及び同一敷地内の送迎加算の回数につ
いては、それぞれの回数の合計が実績記録票で［1］を
入力した合計回数と一致するよう入力します。 
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①-2 一定の条件を満たす場合の送迎加算の算定について 
児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、事業所情報（明細）の《看護職員加配加算の

有無》欄に［Ⅰ］、［Ⅱ］、又は［Ⅲ］が設定されている場合、一定の条件を満たす場合の送迎加算の
サービスコードが《加算のサービス》欄に表示されます。 
▼事業所情報（明細） 

 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 
 
 
 
 

《看護職員加配加算の有無》欄に［Ⅰ］、［Ⅱ］、又は
［Ⅲ］を設定します。 

《送迎加算（往）》欄、又は《送迎加算（復）》欄
に［1］を入力します。 
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▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 
 

  

  

一定の条件を満たす場合の送迎加算のサービスコードが
《加算のサービス》欄に表示されます。 
《回数》欄は送迎加算及び同一敷地内の送迎加算のサービ
スコードの合計回数以下で入力します。 
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②-1 保育・教育等移行支援加算を算定する場合 
障害児が地域において保育・教育等を受けられるよう支援を行うことにより、通所支援事業所を

退所して保育所等に通うことになった場合を評価する保育・教育等移行支援加算が追加されました。 
ここでは、【児童発達支援提供実績記録票】画面を例に説明します。 
■入力例： 

9 日：保育所等へ移行 
10 日：保育・教育等移行支援加算を算定 

▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

  

《保育・教育等移行支援加算（移行後算定日）》欄に
保育・教育等移行支援加算が算定される支援を行っ
た日付を入力します。 

《保育・教育等移行支援加算（移行日）》欄に保
育所等へ移行した日付を入力します。 

保育・教育等移行支援加算のサービスコードが自動
作成されます。 
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②-2 移行日の翌月に保育・教育等移行支援加算を算定する場合 
移行日の翌月に保育・教育等移行支援加算を算定する場合、翌月の実績記録票については、明細

の入力は不要となります。 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 5月） 

 
 

  

《移行後算定日》欄の年月が《移行日》欄の年月の翌月
となる場合、明細の入力は不要となります。 
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③各種加算を算定する場合 
事業所内相談支援加算、医療連携体制加算及び送迎加算について、【各実績記録票】画面で入力す

るよう変更されました。 
ここでは、【児童発達支援提供実績記録票】画面を例に説明します。 
■入力例： 

2 日：事業所内相談支援加算を算定 
3 日：医療連携体制加算Ⅰを算定 

▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

  

《医療連携体制加算）》欄に［1］を
入力します。 

《事業所内相談支援加算》欄に［1］
を入力します。 

事業所内相談支援加算及び医療連携
体制加算Ⅰのサービスコードが自動
作成されます。 
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提供年月が平成 30 年 4 月以降、かつ児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサー
ビスの場合、実績記録票にて追加で入力が必要になった加算は、以下のとおりです。 

サービス 加算 実績記録票の入力方法 
児童発達支援 事業所内相談支援加算 《事業所内相談支援加算》欄に［1］を入力します。 

医療連携体制加算 《医療連携体制加算》欄に［1］、［2］、［4］、［5］、又
は［6］を入力します。 

医療型児童発達支援 事業所内相談支援加算 《事業所内相談支援加算》欄に［1］を入力します。 
送迎加算 《送迎加算（往）》欄、又は《送迎加算（復）》欄に［1］

～［9］を入力します。 
放課後等デイサービス 事業所内相談支援加算 《事業所内相談支援加算》欄に［1］を入力します。 

医療連携体制加算 《医療連携体制加算》欄に［1］、［2］、［4］、［5］又は
［6］を入力します。 
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7.2.2.14 保育所等訪問支援  
児童発達支援管理責任者が初回、又は初回の属する月に保育所等の訪問先との事前調整やアセス

メントへの同行を評価する初回加算が追加されました。 
また、障害児を育てる家族等への支援を強化するため、障害児の居宅を訪問して家族等に対して

相談援助を行うことを評価する家庭連携加算が追加されました。 

①各種加算を算定する場合 
初回加算及び家庭連携加算について、【保育所等訪問支援提供実績記録票】画面で入力するよう変

更されました。 
■入力例： 

1 日：初回加算を算定 
5 日：家庭連携加算を算定 

▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

  

家庭連携加算及び初回加算のサービス
コードが自動作成されます。 

《初回加算》欄に［1］を入力します。 

家庭連携加算の算定
要件を満たすサービ
スを提供した時間を
入力します。 提供時間が 1時間未満の場合、《算定

時間》欄に［1］を入力します。 
提供時間が 1時間以上の場合、《算定
時間》欄に［2］を入力します。 
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7.2.2.15 居宅訪問型児童発達支援  
障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児に対して、障害児の居宅を

訪問して発達支援を行う居宅訪問型児童発達支援のサービスが新たに創設されました。 

①-1 居宅訪問型児童発達支援のサービスを提供した場合 
 
■入力例： 

2 日、4 日、6 日：サービスを提供 
9 日：通所施設へ移行 
10 日：通所施設移行支援加算を算定 

▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 4月） 

 
 

 
 

  

《通所施設移行支援加算（算定日）》欄に通所施
設移行支援加算が算定される支援を行った日付
を入力します。 

《通所施設移行支援加算（移行日）》欄に通所施
設へ移行した日付を入力します。 

《算定日数）》欄に［1］を入力します。 

居宅訪問型児童発達支援費及び通所施設移行支援加
算のサービスコードが自動作成されます。 
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①-2 通所施設移行支援加算のみを算定する場合 
通所施設移行支援加算のみを算定する場合、実績記録票については、明細の入力は不要となりま

す。 
▼サービス提供実績記録票（サービス提供年月：平成 30年 5月） 
移行日（平成 30年 4月 30日）と算定日（平成 30年 5月 1日）の年月が異なる場合 

 
▼請求明細書自動作成内容（サービス提供年月：平成 30年 5月） 

 
 

 
 

《移行日》欄の年月と《算定日》欄の年月が異な
る場合、明細の入力は不要となります。 

通所施設移行支援加算のサービスコードが自動作
成されます。 
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8. トラブルシューティング 
簡易入力システムを利用するにあたり問題が発生した場合は、以下の「トラブルシューティング」

から解決方法を試してください。 
 
 

【細目次】 
8.1 請求事務関連 .................................................................................................................... 555 

（1）登録した市町村情報の市町村番号を修正したい。 ............................................................................. 555 
（2）登録した受給者の支給市町村、受給者証番号を修正したい。 ......................................................... 555 
（3）利用しない市町村情報を削除したい。 ................................................................................................ 556 
（4）利用しない受給者を削除したい。 ........................................................................................................ 556 
（5）「プリンタが組み込まれていない」というエラーメッセージが表示された。 ................................ 556 
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（14）帳票の印刷、又はプレビュー時に、「特定できないエラーです。」とメッセージが 
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（15）提供年月変更時に、「提供年月が修正されたため、○○を再取得します。」とメッセージが 
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（16）「アップデートの確認」時に、「お使いのパソコンは電子請求受付システムの動作環境を 

満たしていません。」というメッセージが表示された。 ..................................................................... 566 
（17）「アップデートの確認」時に、「現在起動中の簡易入力システム（障害福祉サービス）は、 

インストール先のフォルダから移動されている可能性があるため、アップデートを行うこと 
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ソフトウェアのインストールが必要です。」というメッセージが表示された。 .............................. 569 

（19）【請求明細】画面でサービスコードを入力時に、「事業所情報（明細）に○○が登録されて 
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（25）「ログインできませんでした。」というメッセージが表示された。 ............................................... 573 
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の簡易入力システムが入手できない ...................................................................................................... 580 
 

 
 

☝Point! トラブルシューティングで解決しない場合 
 トラブルシューティングを試してみても解決しない場合は、電子請求受付システムにログイ
ンし、【FAQ】画面の内容を確認してください。それでも解決しない場合は、ヘルプデスクにお
問い合わせください。問い合わせについては☞［9. 問い合わせ］を参照してください。 
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8.1 請求事務関連 
簡易入力システムを使用して請求事務を行う際に起きうるトラブルへの対処法を説明します。 

 

（1） 登録した市町村情報の市町村番号を修正したい。 

市町村（※）情報を表示し、市町村番号を修正してください。登録した市町村の市町村番号を修
正した場合、既に登録されている実績記録票、請求明細書等に修正した市町村番号が反映されます。 
※ の場合、［都道府県・市町村］。以下、同様に読み替えます。 

 

  
 

（2） 登録した受給者の支給市町村、受給者証番号を修正したい。 

登録した受給者の支給市町村（※）、受給者証番号を修正した場合、既に登録されている実績記録
票、請求明細書等に修正した支給市町村、受給者証番号が反映されます。 
※ の場合、［支給都道府県等］。以下、同様に読み替えます。 

 

  

支給市町村が修
正可能です。 

受給者証番号が
修正可能です。 

市町村番号を修正した場合に、
登録済みの実績記録票、請求明
細書等に自動反映され、情報の
整合性が保たれるようになり
ます。 
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（3） 利用しない市町村情報を削除したい。 

市町村（※）情報を削除する際、削除したい市町村に関連する受給者情報が登録されている場合、
エラーメッセージが表示されます。＜OK＞をクリックし、関連する受給者情報を削除後に市町村情
報を削除してください。 
※ の場合、［都道府県・市町村］。以下、同様に読み替えます。 

 

  
 

（4） 利用しない受給者を削除したい。 

受給者情報を削除する際、削除したい受給者に関連する契約内容情報、又は実績記録票及び請求
明細書等の請求情報が登録されている場合、エラーメッセージが表示されます。 
＜OK＞をクリックし、関連する契約内容情報、又は実績記録票及び請求明細書等の請求情報を削

除後に受給者情報を削除してください。 
 

  
 

（5） 「プリンタが組み込まれていない」というエラーメッセージが表示された。 

帳票の印刷、又はプレビューをしようとした時に、プリンタが組み込まれていないエラーメッセ
ージが表示された場合は、プリンタのドライバ設定等が適切に設定されていません。 
＜OK＞をクリックし、プリンタの設定を確認してください。 

 

  
 
 
 
 
 
 



8.1 請求事務関連 

557 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

（6） 正常到達したが、間違った請求情報を送信してしまった。 

間違えて請求をしてしまった場合、電子請求受付システムで取下げを行うことで、送信した請求
情報を無効にすることができます。 
【到達確認】画面で表示された到達番号を元に、請求情報の取下げを行ってください。その後、

正しい請求情報を簡易入力システムにて送信してください。 
取下げに関する操作手順については、［電子請求受付システム 操作マニュアル（事業所編） 2.2. 

請求取下げ依頼］を参照してください。 
 

（7） 請求情報送信時に、「証明書が 1 件も取得できませんでした。」とメッセージが表示
された。 

請求に必要な電子証明書がインストールされていない、又はパソコンの日付が間違っています。 
＜OK＞をクリックすると、証明書を選択する画面が表示されるので、＜キャンセル＞をクリック

して【請求情報送信】画面に戻ります。 
 

    
以下の表を参照し、対処を行ってください。 

原因 対処方法 
電子証明書がインストールさ
れていない 

お使いのパソコンに、請求するユーザ ID に対し、必要な電子証明書がインス
トールされていません。請求するユーザ ID で電子請求受付システムにログイ
ンし、電子証明書をダウンロードしてインストールしてください。 
また、電子証明書は Windows のユーザ毎にインストールする必要があります。
今まで請求情報を送信していたユーザとは別のユーザで送信する場合には、送
信をするユーザにて電子証明書をインストールしてください。 

有効期間が未来の電子証明書
である 

請求するユーザ ID の電子証明書はインストールされていますが、有効期間が
未来の電子証明書です。電子請求受付システムにログインし、有効な電子証明
書をインストールしてください。 

パソコンの日付が間違ってい
る 

お使いのパソコンの日付が合っているかを確認し、パソコンの日付を正しく設
定してください。 
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電子証明書の発行先の詳細及び有効期間は、以下の手順で確認することができます。 
 

1.タスクバーの《検索ボックス》欄に
[インターネットオプション]を入
力し、検索結果に表示された＜イ
ンターネットオプション＞をクリ
ックします。 

※Windows 11の場合、☞[8.1（7）. 
Point! Windows 11の場合]を参照
してください。 

 
 

 

☝Point! Windows 11の場合 
Windows 11 の場合、以下の手順で検索を行います。 

1.タスクバーの  をクリックし、【検索】画面を表示します。 
2.【検索】画面の《検索ボックス》欄に[インターネットオプション]を入力します。 
3.検索結果に表示された＜インターネットオプション＞をクリックします。 
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2.【インターネットのプロパティ】画
面が表示されるので、《コンテン
ツ》タブをクリックし、＜証明書
（C）＞をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.【証明書】画面の《個人》タブをク
リックします。事業所の場合は《発
行先》が［Jigyousho］、《発行者》
が［e-seikyuu CA］の電子証明書、
代理人の場合は《発行先》が
［Dairinin］、《発行者》が［e-
seikyuu CA］の電子証明書となり
ます。 
確認したい電子証明書を選択して
［表示（V）］をクリックします。 
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4．［手順 3．］で選択された【証明書】
画面とは別の画面が表示されるの
で、《詳細》タブをクリックします。 
有効期間を確認する場合は、表示
された一覧の中から［有効期間の
開始］、［有効期間の終了］の項目
の《値》を確認し、請求年月日に
おいて有効期間内であること、又
は請求情報に含まれるサービス提
供年月が有効期間内か、もしくは
有効期間開始以前であることを確
認します。 
事業所番号又は代理人のユーザ
ID を確認する場合は、［サブジェ
クト］の項目の《値》を確認し、
表示されている番号が事業所とし
て請求する場合は事業所番号、代
理人として請求する場合はユーザ
ID になっていることを確認しま
す。 

※代理人のユーザ ID については、
「HD」の次 2 桁は都道府県コー
ドを表しています。複数県に代理
人登録を行い、1 枚の電子証明書
で請求している場合は、「HD」の
次 2 桁についてはユーザ ID と異
なっていても問題ありません。 
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（8） 字の入力中に、「○○に入力された○は、JIS2004専用の文字の為、使用することが
できません。」というメッセージが表示された。 

日本語入力で変換できる文字の中には、パソコンの環境によって、正しく表示されない文字があ
ります（このような文字を、「環境依存文字」といいます）。 
環境依存文字を使用すると、正常な請求が行えない場合がありますので、簡易入力システムでは

使用できません。文字を入力する際、文字変換の選択候補にある［環境依存］と表示される文字に
ついては使用しないでください。 
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（9） 起動したら「メニューは動作を停止しました」と表示された。 

フォルダ共有等で、ネットワークを通して簡易入力システムを起動しようとした場合に表示され
る可能性があります。又は、簡易入力システムが破損している可能性があります。 
＜プログラムの終了＞を選択し、以下の対処を行ってください。 

■フォルダ共有等で、ネットワークを通して起動しようとした場合 
簡易入力システムがインストールされているパソコンで起動するか、お使いのパソコンに簡易入

力システムをインストールし、利用してください。 
■お使いのパソコンに簡易入力システムがインストールされている場合 
簡易入力システムの構成ファイルが破損している可能性があります。 
簡易入力システムを再度インストールしてください。 

 

  
 
 

（10） 請求情報送信時に、「起動パラメタの解析に失敗しました。」とメッセージが表示され
た。 

請求情報を送信するために必要な基本ソフトウェアがインストールされていない、又は破損して
いる可能性があります。［電子請求受付システム 導入マニュアル（事業所編） 3.3.2. 簡易入力
システムのセットアップ］を参照し、基本ソフトウェアを再度インストールしてください。 
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（11） 登録したい提供通番と異なる提供通番が表示された。 

基本的に提供通番は自動表示される内容のまま登録しますが、例外的に、変更しなければならな
い場合があり得ます。その場合は、以下を参考に、手動で入力してください。 
■提供通番について 
提供通番にはサービス 1回毎の通番を採番し設定します。簡易入力システムでは、居宅介護、行

動援護、重度訪問介護、同行援護及び共同生活援助（様式 18-2）で明細を追加する時に自動表示し
ます。通常、1から順番に割り振られますが、次の場合、明細に同一の番号が割り振られます。 

サービス 内容 
・行動援護 
・重度訪問介護 
・共同生活援助（様式 18-2） 

日付、サービス内容、回数、ヘルパー資格が同一 

・居宅介護 
・同行援護 

日付、サービス内容、回数、ヘルパー資格が同一 

次の場合は、異なる番号となります。 
サービス 内容 

・行動援護 
・重度訪問介護 
・共同生活援助（様式 18-2） 

日付、サービス内容、回数、ヘルパー資格が同一だが、サービス提供時間の範
囲が重複する明細の場合 

・居宅介護 
・同行援護 

日付、サービス内容、回数、ヘルパー資格が同一だが、1 回目のサービスを実
施・終了してから 2 時間以上空いた明細の場合 
※居宅介護の［乗降］の場合、空き時間が２時間未満でも異なる番号となりま

す。 
■明細の修正について 
《提供通番》（①）を修正した後に、＜明細追加＞＜明細修正＞＜明細削除＞（②）をクリックし

た場合、修正した明細の次の明細以降の提供通番は再度自動設定されるので、提供通番の修正が必
要な場合は最後に修正してください。 

 

 

 

明細表示部の《提供通番》を直
接入力します。 
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（12） 【サービス提供実績記録票入力】画面のボタンがクリックできない。 

【事業所情報（基本）】画面の《サービス提供状況》欄で該当のサービスが［提供］になっていな
い可能性があります。例えば、サービス提供実績記録票入力画面の＜居宅介護＞をクリックできな
い場合には、【事業所情報（基本）】画面の《サービス提供状況》欄の《居宅介護》を［提供］とす
る必要があります。 
上記の操作を行っても、サービス提供実績記録票入力画面の＜共同生活援助（様式 18-2）＞をク

リックできない場合には、【事業所情報（明細）】画面の《施設等の区分》欄を［外部サービス利用
型］とする必要があります。【事業所情報（基本）】画面及び【事業所情報（明細）】画面の修正方法
については☞［4.1.3 事業所情報の修正］を参照してください。 

 
 

（13） 【請求明細】画面で「請求額集計情報の自治体助成分請求額を入力してください」と
メッセージが表示された。 

【日数情報】画面の助成自治体番号を削除すると、メッセージは表示されなくなります。 
助成自治体番号は、市町村が利用者負担額の一部、又は全部を助成する事業を実施している場合

に入力します。助成自治体番号を削除し、＜登録＞をクリックします。 
 

 
【介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二）日数情報】画面 

 
  

入力した内容を削除します。 
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（14） 帳票の印刷、又はプレビュー時に、「特定できないエラーです。」とメッセージが表示
された。 

基本ソフトウェアがインストールされていない、又は破損している可能性があります。 
電子請求受付システムから、簡易入力システム（障害福祉サービス）のインストーラをダウンロ

ードし、お使いのパソコンへ再度インストールしてください。 
＜OK＞をクリックした後、一度簡易入力システムを終了します。その後、簡易入力システム（障

害福祉サービス）のインストーラを再度インストールします。 
インストールが完了したら、再度簡易入力システムを起動し、印刷を行ってください。 
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（15） 提供年月変更時に、「提供年月が修正されたため、○○を再取得します。」とメッセー
ジが表示された。 

提供年月を変更することにより、以下の項目の値を単位数表標準マスタ、事業所情報、受給者情
報からそれぞれ再取得する場合に表示されます。ただし、画面上の再取得する項目に値が入力され
ていない場合には、提供年月を変更してもメッセージは表示されません。 
＜OK＞をクリックすると、情報を再取得します。 
＜キャンセル＞をクリックすると、《提供年月》欄を変更前の日付に修正します。 

 

  
 

（16） 「アップデートの確認」時に、「お使いのパソコンは電子請求受付システムの動作環
境を満たしていません。」というメッセージが表示された。 

「アップデートの確認」時に、お使いのパソコンが電子請求受付システムの動作環境を満たして
いない場合、【注意】画面、又は【警告】画面が表示されます。 
電子請求受付システムの【動作環境】画面を確認し、動作環境を満たしたパソコンを使用してく

ださい。 
【注意】画面が表示された場合、簡易入力システムの動作環境を満たしていないパソコンのため、

アップデート処理は行われません。 
＜OK＞をクリックすると、「アップデートの確認」がキャンセルされます。 
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【注意】画面 

【警告】画面が表示された場合、簡易入力システムの動作環境を満たしていないパソコンですが、
アップデート処理を行うことができます。 
＜OK＞をクリックすると、「アップデートの確認」が引き続き行われます。 
＜キャンセル＞をクリックすると、「アップデートの確認」がキャンセルされます。 

 

 
【警告】画面 

 

（17） 「アップデートの確認」時に、「現在起動中の簡易入力システム（障害福祉サービス）
は、インストール先のフォルダから移動されている可能性があるため、アップデート
を行うことができません。」というメッセージが表示された。 

「アップデートの確認」時に、以下のような【注意】画面が表示された場合、現在起動中の簡易
入力システム（障害福祉サービス（※））の格納場所とインストール時の簡易入力システム（障害福
祉サービス）の格納場所が別の場所であることが原因と考えられます。＜OK＞をクリックした後、
以下の対処を行ってください。 
※ の場合、［障害児支援］、 の場合、［地域生活支援事業］。以下、同様に読み替えます。 
 

1.現在起動中の簡易入力システム
（障害福祉サービス）でデータの
バックアップを行います。 

※データのバックアップについては
☞［4.9.1 データのバックアップ
を行う］を参照してください。 

※データのバックアップを行う場合、
ここでは、［指定したフォルダにコ
ピーする］を選択し、バックアッ
プフォルダの保存先にデスクトッ
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プ等を指定してバックアップを行
ってください。 

 
2.簡易入力システム（障害福祉サー
ビス）をアンインストールします。 

※簡易入力システムのアンインスト
ールの手順については、［電子請求
受付システム 導入マニュアル
（事業所編） 4.1.2. 簡易入力シ
ステムのアンインストール］を参
照してください。 

 
3.電子請求受付システムから簡易入
力システム（障害福祉サービス）
のインストーラをダウンロードし、
インストールします。 

※簡易入力システムのインストール
の手順については、［電子請求受付
システム 導入マニュアル（事業
所編） 3.3. ダウンロード及び
セットアップ］を参照してくださ
い。 

 
4. 簡易入力システム（障害福祉サー
ビス）でデータのリストアを行い
ます。 

※データのリストアについては☞
［4.9.2 データのリストアを行う］
を参照してください。 

※データのリストアを行う場合、［手
順 1.］で作成したバックアップフ
ォルダを指定してリストアを行っ
てください。 
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（18） 「サポートソフトウェアがインストールされていません。この機能を使用するには、
サポートソフトウェアのインストールが必要です。」というメッセージが表示された。 

サポートソフトウェアインストーラが正常にインストールされていない可能性があります。 
この場合、電子請求受付システムから、サポートソフトウェアインストーラをダウンロードし、

お使いのパソコンへインストールしてください。 
 

  
 

  



8.1 請求事務関連 

570 

１
は
じ
め
に 

２
基
本
操
作 

３
請
求
の
流
れ 

４
基
本
情
報
設
定 

５
請
求
情
報
入
力 

６
再
請
求 

７
入
力
事
例
集 

８
ト
ラ
ブ
ル 

９
問
い
合
わ
せ 

（19） 【請求明細】画面でサービスコードを入力時に、「事業所情報（明細）に○○が登録
されていません。」とメッセージが表示された。  

【請求明細書入力】画面で、以下のサービス種類のサービスコードを入力する場合、【事業所情報
（明細）】画面で《施設等の区分》欄、又は《障害児施設区分》欄を登録する必要があります。 
・［11］知的障害児施設 
・［31］盲児施設 
・［32］ろうあ児施設 
・［61］児童発達支援 
・［63］放課後等デイサービス 
・［71］障害児入所支援 
登録の操作方法は以下のとおりです。 
 

1.【注意】画面を閉じ、＜戻る＞をク
リックします。 
入力途中のデータを保存する場合
は、＜登録＞をクリックし、デー
タを登録してください。 

※【請求サービスコード検索】画面
から検索した場合は、＜閉じる＞
をクリックし、【請求サービスコー
ド検索】画面を閉じてください。 

 
 
 
 
2.【事業所情報（基本）】画面から、
該当するサービスの【事業所情報
（明細）】画面を開きます。 
画面の表示方法については☞

［4.1.3 事業所情報の修正］を参
照してください。 

※【障害児通所給付費・入所給付費
等明細書入力】画面で、入力でき
なかったサービス種類の＜詳細＞
をクリックします。 
ここでは［児童発達支援］の＜詳
細＞をクリックします。 
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3.明細情報を入力し、登録します。入
力の操作方法については☞［4.4.1 
受給者情報の登録］を参照してく
ださい。 

※変更年月日には、サービス提供開
始年月日を設定してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（20） 決定サービスコードが入力できない。  

政令指定都市が作成した単位数表マスタのサービスコードを入力する際に、請求する市町村番号
が行政区毎の番号となっている場合は、市町村情報とあわせて行政区情報も登録する必要がありま
す。 
行政区情報は☞［4.3.1 Point! 行政区情報の登録について］の操作方法に従って登録してくださ

い。 
 

（21） 単位数表マスタの取り込み時に【単位数表マスタ取り込みエラー】画面が表示され
た。  

単位数表マスタファイルの取り込み時に【単位数表マスタ取り込みエラー】画面が表示された場
合、間違ったファイルを指定した可能性があります。指定したファイルの情報に異常があると、別
画面でエラーの内容を表示します。再度、正しい単位数表マスタファイルを指定し、取り込み処理
を行ってください。 
【単位数表マスタ取り込みエラー】画面が表示されるので、＜閉じる＞をクリックし、【単位数表

マスタ取り込みエラー】画面を閉じます。 
 

  

 

事業所での該当するサービス提供開始
年月日を登録してください。 
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（22） 通知書類が開けない。 

パソコンに保存した通知書類を開く際に以下のようなエラーメッセージが表示された場合、パソ
コンに電子証明書が設定されていないことが原因と考えられます。 
パソコンに電子証明書をインストールしてください。インストール方法は、［電子請求受付システ

ム 操作マニュアル（事業所編）3.6.電子証明書の取得・更新］を参照してください。 
 

 
 

  
 

（23） 「対象の請求情報が更新されています。」というメッセージが表示された。 

簡易入力システムの【送信内容確認】画面において、請求情報の取下げ依頼を行った際、対象の
請求情報の請求状況が、電子請求受付システムにて更新されている場合、エラーメッセージが表示
されます。この場合、＜OK＞をクリックして画面を閉じ、【送信内容確認】画面にて＜最新情報更
新＞をクリックして最新の情報を確認してください。 
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（24） 「対象のお知らせ情報が更新されています。」というメッセージが表示された。 

簡易入力システムの【お知らせ情報】画面において、お知らせの添付ファイルをダウンロードす
る際、電子請求受付システムにて、対象のお知らせ情報が更新されている場合、警告メッセージが
表示されます。 
この場合、＜OK＞をクリックして画面を閉じ、【お知らせ情報】画面にて＜検索＞をクリックし

て最新の情報を確認してください。 
 

  
 

（25） 「ログインできませんでした。」というメッセージが表示された。 

簡易入力システムから電子請求受付システムへログインする際、ユーザ ID、又はパスワードが間
違っていた場合、エラーメッセージが表示されます。 
＜OK＞をクリックし、正しいユーザ ID、パスワードを入力し直してください。 
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（26） 「ユーザ IDがロックされています。」というメッセージが表示された。 

簡易入力システムから電子請求受付システムへログインする際に、3 回連続して誤ったパスワー
ドを入力した場合、IDが一時的に無効（ロック）になります。30分後に自動的に解除されますが、
すぐに使用する場合、国保連合会にお問い合わせください。 

 

  
 

（27） 「同じユーザでログイン中です。」というメッセージが表示された。 

電子請求受付システムには同一のユーザ IDで同時にログインすることはできません。 
電子請求受付システムにログイン中、簡易入力システムより電子請求受付システムにログインし

た場合、警告メッセージが表示されます。 
この場合、以下のいずれかの対処を行ってください。 

■強制的にログインする場合 
＜はい（Y）＞をクリックすると、電子請求受付システムに強制的にログインできますが、既に電

子請求受付システムにログインしているユーザは操作中でも強制的にログアウトされます。 
■ログアウトする場合 
＜いいえ（N）＞をクリックすると、電子請求受付システムにログインできません。電子請求受付

システムからログアウトした後、簡易入力システムからログインしてください。 
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（28） 「ユーザ IDのパスワード有効期限が切れているか、ユーザ ID登録後初めてのログ
インです。」というメッセージが表示された。 

ユーザ ID のパスワード有効期限（前回のパスワード変更から 180 日間）が切れている場合、又
は初めて電子請求受付システムにログインする場合、パスワードを変更する必要があります。 
パスワードを変更せずにログインしようとした場合、エラーメッセージが表示され、ログインす

ることができません。この場合、＜OK＞をクリックして画面を閉じ、電子請求受付システムにてパ
スワードの変更を行ってください。 
パスワードの変更方法については、［電子請求受付システム 操作マニュアル（事業所編）1.5.ユ

ーザ情報］を参照してください。 
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（29） 「現在のパスワードの有効期限が YYYY年MM月 DD日までとなっています。」とい
うメッセージが表示された。 

ユーザ ID のパスワード有効期限は、前回のパスワード変更から 180 日間です。有効期限切れの
30日前を過ぎてから、ログインしようとした場合、警告メッセージが表示されます。 
この場合、以下のいずれかを選択します。 

■そのままログインする場合 
<はい（Y）>をクリックすると、パスワードを変更せずに電子請求受付システムにログインする

ことができます。その場合、パスワードの変更を行うまで、ログインする度に警告メッセージが表
示されます。 
■パスワードを変更する場合 
＜いいえ（N）＞をクリックして画面を閉じ、電子請求受付システムにてパスワードの変更を行

ってください。 
事業所の場合、［電子請求受付システム 操作マニュアル（事業所編）1.5.ユーザ情報］を参照し、

パスワードの変更を行ってください。 
代理人の場合、［代理人申請電子請求受付システム 操作マニュアル 1.5.ユーザ情報変更］を参照

し、パスワードの変更を行ってください。 
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（30） 「サーバと接続できません。」というメッセージが表示された。 

以下の原因が考えられます。いずれかの対処を行ってください。 
■ファイアウォールを利用している場合 
電子請求受付システムのプログラムがブロックされている可能性があります。次のソフトウェア

のインターネット接続を許可するよう、ファイアウォールに設定してください。 
システム ソフトウェア 

電子請求受付システム 署名
ツール 

［C:\Program Files\kokuho\eSeikyuClient\bin］フォルダ内の 
S1CLOfficeClient.exe 
※Windows10 及び 11 日本語(64 ビット)版の場合、［C:\Program Files 

(x86)\kokuho\eSeikyuClient\bin］フォルダ内の S1CLOfficeClient.exe 
簡易入力システム（障害福祉サ
ービス） 

［C:\自立支援\簡易入力 V2\BIN］フォルダ内の SFMNU011.exe 

簡易入力システム（障害児支
援） 

［C:\自立支援\簡易入力 V2\BIN］フォルダ内の SJMNU011.exe 

簡易入力システム（地域生活支
援事業） 

［C:\自立支援\簡易入力 V2\BIN］フォルダ内の STMNU011.exe 

■ダイヤルアップの場合 
インターネットに接続していない可能性があります。 
簡易入力システムは自動でダイヤルアップを行いません。ダイヤルアップ接続をしている状態で

操作を行ってください。 
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（31） 「インターネットに接続されていないため、○○○できません。」というメッセージ
が表示された。 

インターネットに接続されていない可能性があります。 
お使いのパソコンがインターネットに接続されている状態であることを確認してください。 

 

 
【詳細メニュー】画面の＜新着情報取得＞をクリックした場合 

 

 
自動的に電子請求受付システムから新着情報を取得した場合 
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8.2 レベルアップ関連 
簡易入力システムのレベルアップ（バージョン更新）に伴い起きうるトラブルへの対処法を説明します。 

 

（1） 簡易入力システム Ver○○のインストールに失敗した。 

簡易入力システム Ver○○（※）のインストールに失敗した場合、パソコンを再起動し、再度イ
ンストールしてください。 
再起動してインストールしても失敗する場合、簡易入力システムをアンインストールし、再度イ

ンストールしてください。 
それでもインストールに失敗する場合、エラー内容を確認し、ヘルプデスクへお問い合わせくだ

さい。 
※［○○］は最新のバージョン番号。 

 

（2） 簡易入力システムVer○○にレベルアップ後、簡易入力システムVer○○を起動した
が、変換処理が実行されない。 

簡易入力システム Ver○○（※）を起動した時に変換処理が実行されない場合、既にデータが最
新の様式に変換されています。この場合、変換処理が実行されませんので、そのまま利用してくだ
さい。 
※［○○］は最新のバージョン番号。 

 

（3） 過去の簡易入力システムのバージョンでバックアップしたデータを簡易入力システ
ム Ver○○でリストアしたい。 

過去のバージョンの簡易入力システム（Ver○○未満のバージョン）（※）でバックアップしたデ
ータを、簡易入力システム Ver○○にリストアできます。 
リストアによって古い様式のデータに置き換わります。そのため、簡易入力システム Ver○○起

動時に、データを最新の様式に変換する処理が発生します。変換処理後、簡易入力システム Ver○
○を利用することができます。 
※［○○］は最新のバージョン番号。 
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（4） 過去のバージョンの簡易入力システムをアンインストールしてしまったが、過去のバ
ージョンの簡易入力システムが入手できない 

簡易入力システム Ver○○（※）のインストールには、過去のバージョンの簡易入力システムの
事前インストールは必要ありません。 
そのため、簡易入力システムの自動アップデート機能により簡易入力システム Ver○○にレベル

アップを行うか、電子請求受付システムの【ダウンロード】画面より、簡易入力システム Ver○○
をダウンロードし、インストールしてください。 
また、過去のバージョンの簡易入力システムをアンインストールしても、データはパソコンから

削除されていませんので、簡易入力システム Ver○○のインストールを行うことにより、過去のバ
ージョンの簡易入力システムのデータを使用することができます。 
アンインストール前と同じインストール先にインストールすることにより、アンインストール前

のデータを引き続き使用することができます。アンインストール前とインストール先が異なる場合、
過去のバージョンの簡易入力システムのデータは使用できません。 
※［○○］は最新のバージョン番号。 
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9. 問い合わせ 
9.1 お問い合わせ先 

■障害者総合支援電子請求ヘルプデスク 

 📧📧E-mail ····· mail@support-e-seikyuu.jp 

 📞📞TEL ········· 0570-059-403 
 📠📠FAX ········· 0570-059-433 
 ※E-mail、FAX でのお問い合わせにご協力をお願いします 
 ※問い合わせ票に必要事項を記入のうえ、メールに添付してください。 
 ※問い合わせ票は、【FAQ】画面よりダウンロードできます。また、問い合わせ票入力の機

能を利用し、作成することができます。☞［9.2.2 問い合わせ票入力を起動する］ 
 ※お問い合わせいただいた際の通話は、応対品質向上及びお問い合わせ内容の正確な把握の

ため、録音しております。あらかじめご了承ください。 
 ※回答をスムーズに行うために、お問い合わせの際は、事前に問い合わせ票の記載項目をご

確認のうえ、お問い合わせいただきますようお願いします。 
 

《受付時間》 
■請求期間（毎月 1～10日） 
・平日 ·············· 10：00～19：00 
・土曜日 ··········· 10：00～17：00 
 ※詳細な日時については、電子請求受付システムの「お知らせ」をご参照ください。 
■請求期間以外（毎月 11日～月末） 
・平日 ·············· 10：00～17：00 
 ※土・日・祝日の受付は行いません。 
 

☝Point! ヘルプデスクへお問い合わせの前に…… 
 ①各マニュアル記載のトラブルシューティングを確認してください。 
 ②電子請求受付システムの【FAQ】画面の内容を確認してください。 
 ③上記の確認を行っても解決しない場合は、ヘルプデスクにお問い合わせください。 
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9.1.1 問い合わせの流れ 
問い合わせ票入力を利用して、問い合わせ票を作成し、ヘルプデスクへ問い合わせを行うまでの

流れを下図に示します。 

 
上図は［電子請求受付システム 操作マニュアル（問い合わせ票入力編）］より転載 
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9.2 ヘルプメニュー 
簡易入力システムでは、「ヘルプメニュー」を用意しています。操作がわからない際や、問い合わ

せを行う前などにご活用ください。 
 

9.2.1 マニュアルビューアを起動する 
マニュアルビューアでは、電子請求受付システムにて公開しているマニュアルの一元管理、最新

バージョン管理及び検索を行うことができます。 
簡易入力システム（障害福祉サービス）からマニュアルビューアを起動する場合の操作方法は以

下のとおりです。 
 

1.各画面の《メニューバー部》の《ヘ
ルプ（H）》より、《マニュアルビュ
ーア起動（M）》をクリックします。 

 
 
 
 
 
2.マニュアルビューアが起動します。 
※マニュアルビューアの操作方法に
ついては、［電子請求受付システム 
操作マニュアル（マニュアルビュ
ーア編）］を参照してください。 
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9.2.2 問い合わせ票入力を起動する 
問い合わせ票入力では、電子請求ヘルプデスクへの問い合わせ内容を入力し、入力した問い合わ

せ情報を基に、問い合わせ票の印刷及び PDFファイルの作成を行うことができます。 
簡易入力システム（障害福祉サービス）から問い合わせ票入力を起動する場合の操作方法は以下

のとおりです。 
 
1.各画面の《メニューバー部》の《ヘ
ルプ（H）》より、《問い合わせ票作
成（T）》をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
2.問い合わせ票入力が起動します。 
※問い合わせ票入力の操作方法につ
いては、［電子請求受付システム 
操作マニュアル（問い合わせ票入
力編）］を参照してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☝Point! メッセージ「サポートソフトウェアがインストールされていません」 
 「サポートソフトウェアがインストールされていません。」というメッセージが表示された場
合、電子請求受付システムから、サポートソフトウェアインストーラをダウンロードし、お使
いのパソコンへインストールしてください。 
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9.2.3 問い合わせ先を表示する 
メニューバーのヘルプから、ヘルプデスクの【問い合わせ先案内】画面を表示することができま

す。 
簡易入力システム（障害福祉サービス）から、【問い合わせ先案内】画面を表示する場合の操作方

法は以下のとおりです。 
 
1.各画面の《メニューバー部》の《ヘ
ルプ(H)》より、《問い合わせ先表
示(G)》をクリックします。 

 
 
 
 
 
2.【問い合わせ先案内】画面が表示さ
れます。 
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☝Point! メールアドレスをコピーして使用する 
 【問い合わせ先案内】画面に表示されているヘルプデスクのメールアドレスをコピーするこ
とができます。また、コピーしたメールアドレスは、テキストボックスに貼り付けることがで
きます。 
 ヘルプデスクのメールアドレスをコピーし、お使いのメールソフトの宛先に貼り付ける場合
の手順は以下のとおりです。 
①メールアドレスを選択し、青色になっている部分の上で右クリックします。 
②メニューが表示されるので、《コピー（C）》をクリックします。 

 
③貼り付けたいテキストボックスを右クリックします。 
④メニューが表示されるので、《貼り付け（P）》をクリックします。 

 
※最後にコピーした内容のみ、貼り付けることができます。メールアドレスのコピー後、別の

文字列をコピーした場合、メールアドレスを貼り付けることができません。この場合、再度
メールアドレスをコピーし、貼り付けを行ってください。 
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9.2.4 チュートリアルを起動する 
メニューバーから、【チュートリアル】画面を起動することができます。 
チュートリアルでは、表示された画面についての業務的な内容の説明及び入力項目についての入

力する内容の説明が【チュートリアル】画面に表示されます。 
簡易入力システムから【チュートリアル】画面を起動する場合の操作方法は以下のとおりです。 

 
1.各画面の《メニューバー部》より、
《チュートリアル（T）》をクリッ
クします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.【チュートリアル】画面が表示され
ます。 
図は、【事業所情報(明細)】画面の
例です。 

 
 
 
 
 
 
 
 

表示された画面について、業務的
な内容の説明が表示されます。 
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9.2.5 入力事例表示画面を起動する 
メニューバーから、入力事例表示画面の【初期表示】画面を起動することができます。 
入力事例表示画面では、簡易入力システムにて報酬を算定する入力手順の説明が表示されます。 
簡易入力システムから【初期表示】画面を起動する場合の操作方法は以下のとおりです。 

 
1.各画面の《メニューバー部》より、
《入力事例（I）》をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.【初期表示】画面が表示されます。 
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9.2.5.1 画面構成 
 

 
【初期表示】画面 

初期表示の項目は以下のとおりです。 
項目 内容 

①サービス ・入力事例表示画面の対象となるサービスがサービス種類コードの昇順で表示
されます。 

・入力事例表示画面機能で表示させたいサービスを選択します。 
②報酬 ・《サービス》欄で選択されたサービスに対応する報酬名が五十音順で表示さ

れます。 
・《報酬》欄を選択すると、選択された報酬の【メニュー】画面が表示されま

す。 
※《サービス》欄のサービスを変更する、又は《報酬》欄を空白にすると、

【初期表示】画面に切り替わります。 
③バージョン 入力事例表示画面のバージョンを表示します。 
④参照先 URL URL をクリックし、Web サイトを表示します。 

※パソコンで設定されている既定の Web ブラウザで表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ① 

④ 

③ 
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【メニュー】画面 

メニューの項目は以下のとおりです。 
項目 内容 

①入力画面例 [入力画面例］のリンクをクリックし、【入力画面例】画面を表示します。 
※【入力画面例】画面では、画面左側に表示されている報酬のパターンについ

て、より詳細な入力手順を説明しています。 

 

 

 

 

① 
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【入力画面例】画面 

入力画面例の項目は以下のとおりです。 
項目 内容 

①メニューに戻る ＜メニューに戻る＞をクリックすると、【メニュー】画面に戻ります。 
②戻る ＜戻る＞をクリックすると、前の手順に戻ります。 

※最初の手順の場合、[戻る]ボタンは表示されません。 
③次へ ＜次へ＞をクリックすると、次の手順に進みます。 

※最後の手順の場合、[次へ]ボタンは表示されません。 
 

① 

② ③ 
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